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－1－ 

令和７年行田市議会総務文教常任委員会会議録 

 

○開会年月日  令和７年９月１９日（金曜日） 

○開 催 場 所  第２委員会室 

○付 議 事 件  議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

○審 査 日 程 【教育委員会】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

       【会計課】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

       【監査委員事務局】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

       【議会事務局】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 



－2－ 

○出席委員（７名） 

委 員 長 町 田   光 委員     ３番 梁 瀬 里 司 委員 

副 委 員 長 駒 見 行 彦 委員     ４番 新   諒 平 委員 

   １番 香 川 宏 行 委員     ５番 村 田 秀 夫 委員 

   ２番 大 屋   彰 委員    
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午前  ９時 ２９分 開会 

△開会の宣告 

○委員長 朝になると肌寒いような天候になっておりますが、２日間、総務文教常任委員会が

開催される予定になっています。皆様のご協力をいただきながら、円滑に議事進行ができま

すようによろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。 

  ご連絡いたします。 

  傍聴される方につきましては、委員会審査中は雑談、発言等を禁止いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  なお、審査中における傍聴人の入退室については自由となっておりますので、念のために

申し添えます。 

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。 

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから、マイクを使用の上お願いいたします。ま

た、説明、質疑及び答弁につきましては簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願い

いたします。 

  今回、当委員会に付託されております案件は議案５件であります。 

  審査については、お配りしております審査日程により行います。 

  なお、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）及び議案第67号 令和

６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定の討論及び採決につきましては、22日の月曜日、総

務部所管部分の審査終了後にそれぞれ行いますので、ご了承願います。 

             ────────────────── 

△開議の宣告 

○委員長 それでは、教育委員会所管の議案について審査を行います。 

  まず、教育委員会を代表して、長島生涯学習部長にご挨拶をお願いいたします。 

○生涯学習部長 おはようございます。 

  町田委員長、駒見副委員長を初め、総務文教常任委員会の委員の皆様には、日頃より教育

委員会所管部分の事務事業にご協力、ご理解をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  本日審議いただきます案件は、まず、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算

（第３回）、それと議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのう

ちの教育委員会所管部分でございます。 
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  この後、それぞれ担当課長等より説明を申し上げますが、多岐にわたる分野でございます

ので、ぜひ慎重審議のほうよろしくお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、

教育委員会所管部分についてを議題とし、順次執行部の説明を求めます。 

  まず、学校教育部岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、着座のまま失礼させていただきます。 

  令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算のうち、教育総務課所管部分について説明申し上

げます。 

  初めに、主要施策の成果報告から申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決算書附

表の65ページをお願いいたします。 

  初めに、学校再編事業ですが、学校再編の方向性を示す行田市義務教育学校設置に向けた

再編計画（骨子編）を策定しました。 

  その後、骨子編を踏まえ、再編後の学校の位置や新校開校までのスケジュールなどを示す

再編計画＜個別編＞（案）を専門的な知見を持つ事業者の支援を受け、作成したものでござ

います。 

  ２つ目の校務支援システム活用事業は、教職員の負担軽減や業務効率化を図り、授業の充

実や児童・生徒と向き合う時間の確保を目的として、児童・生徒の出席状況や成績管理を初

めとした情報を一元管理する統合型校務支援システムを導入したものでございます。 

  次の、食の応援給付金給付事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生交付金を活用し、

食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい小・中学生世帯を支援す

るため給付金を支給したものでございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  スクールバス運行事業は、学校再編により、遠距離通学となった児童の通学支援として運

行している小学校４校のスクールバスに係る運行業務委託料など、その次の就学援助事業は、

経済的に困窮している世帯に対し、学用品などの費用の一部を給付し、負担軽減を図ったも

のでございます。 
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  70ページをお願いいたします。 

  小中学校施設整備事業は、教育環境の改善を図るため、小・中学校各施設の改修等を行っ

たものでございます。 

  続きまして、歳出について申し上げますので、決算事項別明細書の225ページをお願いい

たします。 

  10款教育費、１項１目教育委員会費の右ページ備考欄の◎教育委員会運営費は、教育委員

４名分の委員報酬及び費用弁償でございます。 

  左ページに戻りまして、２目事務局費、右ページ備考欄の◎事務局費は、教育長以下教育

委員会事務局職員の人件費を初めとする事務局運営費のほか、学校再編関連経費、統合型校

務支援システム関連経費、教育関係の補助金等でございます。 

  主なものを申し上げますと、11節３行目の通信料、228ページに移りまして、12節２行目

及び３行目のＯＡシステム構築委託料とＯＡシステム保守点検委託料並びに13節２行目及び

３行目のＯＡシステム利用料とＯＡ機器借上料は、統合型校務支援システム導入に係る経費

でございます。 

  12節の１行目に戻りまして、学校再編計画作成支援業務委託料は、再編計画＜個別編＞の

作成に当たり、事業者の支援を受けたものでございます。 

  次に、22節返還金でございますが、旧太田東小学校施設の利活用に伴う財産処分に当たり、

国庫補助金の精算金として国庫に返還したものでございます。 

  ページ中ほどの◎事務局費（食の応援給付金分）（繰越明許費分）でございますが、食料

品等の価格高騰による負担増を踏まえ、小・中学生世帯を支援するため、１人１万円の給付

金を支給したものでございます。 

  233ページをお願いいたします。 

  ２項１目学校管理費、右ページ備考欄の◎小学校管理運営費（教育総務課）は、小学校12

校に係る管理運営費及びスクールバス運行業務に係る経費でございます。 

  236ページをお願いします。 

  備考欄最初の◎校舎維持管理費の10節修繕料は、給排水、浄化槽、空調、放送、照明設備

などの設備機器の各種一般修繕を実施したものでございます。 

  左ページに戻りまして、２目教育振興費の右ページ備考欄の◎教育振興助成費の主なもの

は、13節２行目のＯＡ機器借上料は、児童のタブレット端末の借上料で、19節学用品費等補

助金及び２行下の給食費補助金は、経済的に困窮している児童の保護者への就学援助給付で
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ございます。 

  237ページをお願いします。 

  ３目学校建設費の右ページ備考欄の◎校舎等新設改良費の主なものでございますが、14節

小学校工事請負費は、防火シャッター更新工事や校舎外壁改修工事などを行ったものでござ

います。 

  左ページに戻りまして、３項１目学校管理費の右ページ備考欄の◎中学校管理運営費（教

育総務課）は、中学校８校に係る管理運営費でございます。 

  次の◎校舎維持管理費の主なものですが、10節修繕料は、給排水、浄化槽、空調設備など

各種一般修繕を実施したものでございます。 

  239ページをお願いします。 

  ２目教育振興費、右ページ備考欄の◎教育振興助成費の主なものは、13節２行目のＯＡ機

器借上料は、生徒のタブレット端末の借上料、19節１行目の学用品費等補助金及び２行下の

給食費補助金は、経済的に困窮している生徒の保護者への就学援助給付でございます。 

  241ページをお願いします。 

  ３目学校建設費、右ページ備考欄の◎校舎等新設改良費の14節中学校工事請負費は、給食

用エレベーター、屋内消火栓ポンプ、防火シャッターの改修工事などを行ったものでござい

ます。 

  少し飛びまして、261ページをお願いします。 

  ５項１目保健体育総務費でございまして、次の264ページの備考欄、一番下の◎学校保健

費（教育総務課）の18節少年スポーツ振興事業交付金は、中学校の運動部活動に対する交付

金でございます。 

  以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、49ページをお願いします。 

  14款２項５目教育費国庫補助金、１節教育総務費補助金の右ページ備考欄のデジタル田園

都市国家構想交付金（教育総務課）は、統合型校務支援システムの導入に係る経費の財源と

して受け入れたものでございます。 

  ２節小学校費補助金及び３節中学校費補助金のそれぞれ右ページ備考欄の学用品費等補助

金、特別支援教育就学奨励費補助金、理科教育等設備整備費補助金並びに51ページ、５節保

健体育費補助金の右ページ備考欄の児童生徒医療費補助金は、対象事業に係る経費の２分の

１の補助を受け入れたものでございます。 
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  57ページをお願いします。 

  16款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入の右ページ備考欄の20行目、ページ中

ほど、やや下になりますが、建物貸付収入（教育総務課）は、各学校の屋上に設置された太

陽光発電用パネルに係る貸付収入でございます。 

  左ページに戻りまして、２項利子及び配当金の備考欄一番下の教育振興奨励基金利子及び

60ページ備考欄の13行目、学校教育施設整備基金利子は基金運用に伴うものでございます。 

  左ページに戻りまして、17款１項３目教育費寄附金は、個人、団体から合わせて２件の寄

附金を受け入れたものでございます。 

  61ページをお願いします。 

  18款１項５目教育振興奨励基金繰入金は、歳出に計上した教育振興奨励費補助金及び奨学

資金給付金の財源として、基金の取崩しを行ったものでございます。 

  63ページをお願いします。 

  ページ中ほど、20款３項１目入学準備金貸付金元金収入は、大学または高等学校に入学す

る際に貸し付けた準備金に対する返済金収入でございます。 

  歳入については以上でございます。 

  続きまして、財産に関する調書について申し上げますので、330ページをお願いいたしま

す。 

  330ページ、３．債権の一番上、入学準備金貸付金52万5,000円の減額は、12名からの償還

によるものでございます。 

  以上で、教育総務課所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 それでは、教育指導課所管部分について説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の66ページをお願いいたします。 

  １つ目の学力向上支援事業は、各小・中学校に学習支援教員を配置し、ティームティーチ

ングにより、児童・生徒の基礎学力の定着を図るものでございます。また、学校における図

書活動推進のために図書活動推進教員を、外国籍児童・生徒の学習支援のために日本語学習

支援教員を配置しております。 

  次の水泳授業委託事業は、老朽化した南小学校、見沼小学校、北小学校、忍小学校の４校

の水泳授業を民間のスイミングスクールに委託したものでございます。 

  次に、いじめ・不登校対策事業は、不登校対策担当チーム会議、学校集団アセスメントｈ
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ｙｐｅｒ－ＱＵ、中学校ネットパトロール、さわやか相談員やスクールソーシャルワーカー

の配置などを通して、不登校問題の解消、いじめの未然防止や早期発見を図るものでござい

ます。 

  67ページをお願いいたします。 

  学校ＩＣＴ活用推進事業は、学習用タブレット端末の賃貸借料、指導者用タブレット教科

書及びフィルタリングソフトの使用料、ＩＣＴ支援員の派遣委託料などでございます。 

  次に、学校応援団推進事業は、小・中学校の学校応援団活動に対して補助金を交付し、校

内環境整備、登下校時の見守り活動等、地域の力を活用した教育活動を推進するものでござ

います。 

  次のきらきらサポーター配置事業は、特別支援学級等の児童・生徒の学校生活を支援する

ため、30人の支援員を配置したものでございます。 

  68ページをお願いいたします。 

  ２つ目の人権教育指導事業は、教職員が高い人権意識と正しい知識を持って人権教育を進

められるよう、各種研修を行ったものでございます。 

  次のホップ・ステップ・ジャンプ外国語教育事業は、小・中学校の外国語教育及び国際理

解教育の充実を図るため、小・中学校に計12名の外国語指導助手を配置したものでございま

す。 

  続きまして、各事業につきまして決算事項別明細書に基づき説明させていただきます。 

  まず、歳出の主なものについて説明申し上げますので、225ページをお願いいたします。 

  10款１項２目事務局費、右ページ備考欄、228ページになりますが、２つ目の◎小中学校

指導費ですが、学習支援教員等の人件費やＩＣＴ支援員派遣委託料、水泳授業実施委託料な

どが主なものでございます。 

  次に、230ページの備考欄１つ目の◎特別支援教育推進費（教育指導課）は、きらきらサ

ポーターの人件費が主なものでございます。 

  続いて、備考欄３つ目の◎人権教育指導費は、10節印刷製本費の人権文集等の作成費、ま

た、18節教職員研修補助金が主な支出でございます。 

  その下、ポップ・ステップ・ジャンプ外国語教育事業費は、ＡＬＴの人件費が主なもので

ございます。 

  続きまして、235ページ、２項小学校費、２目教育振興費の右ページ備考欄２つ目の◎教

育振興費ですが、13節著作権使用料は、インターネットを活用した授業における著作物の利
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用に係る著作権使用料、次のＯＡシステム利用料は、授業支援システムの使用料でございま

す。 

  続いて237ページ、３項中学校費、１目学校管理費の右ページ備考欄◎中学校管理運営費

（教育指導課）は、さわやか相談員16名分の人件費が主なものでございます。 

  続いて、239ページ、２目教育振興費の右ページ備考欄、教育振興費の13節著作権使用料

は小学校と同様、インターネットを活用した授業における著作物の利用に係る著作権使用料、

次のＯＡシステム利用料は、授業支援システム及び数学、理科、英語の指導者用のデジタル

教科書の使用料でございます。 

  続きまして、261ページをお願いします。 

  ５項保健体育費、１目保健体育総務費の備考欄、264ページになりますが、◎学校保健費

（教育指導課）の１節学校医報酬は学校医56名に対する報酬、それから、次の薬剤師報酬は

学校薬剤師13名に対する報酬でございます。 

  11節２行目の手数料は、児童・生徒の定期健康診断、尿検査、心電図など経費及び教職員

の健康診断の経費でございます。 

  18節２行目の日本スポーツ振興センター共済掛金は、保険給付に係る共済掛金でございま

す。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして49ページをお願いいたします。 

  14款２項５目教育費国庫補助金の１節教育総務費補助金の右ページ備考欄、教育支援体制

整備事業費補助金は、医療的ケアが必要な児童に対して看護師を派遣するための補助でござ

います。 

  続きまして、55ページ、15款２項８目教育費県補助金の１節教育総務費補助金の右ページ

備考欄、学校応援団推進事業補助金は、学校応援団推進事業に対する補助でございます。 

  その下、２節中学校費補助金の右ページ備考欄、いじめ・不登校対策充実事業補助金は、

さわやか相談員の報酬に対する補助でございます。 

  続きまして、63ページをお願いします。 

  20款４項１目雑入の３節負担金収入のうち、右ページ備考欄１行目の日本スポーツ振興セ

ンター保護者掛金は、掛金について保護者に負担いただいたものです。 

  66ページの備考欄１行目の地域社会学習用教材費負担金は、小学校３年生、４年生の社会

科のワーク作業帳の費用を保護者に負担いただいたものでございます。 
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  以上で、教育指導課所管部分についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、飯田学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長 それでは、学校給食センター所管部分についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告から申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決算書附

表の77ページをお願いいたします。 

  学校給食施設設備改修事業は、棚昇降式消毒保管機が経年劣化により不具合が生じていた

ことから、更新工事を実施したものでございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、歳入歳出決算事項別明細書の265ペ

ージをお願いいたします。 

  10款教育費、５項３目学校給食センター費ですが、不用額の主な要因は、10節需用費のう

ち、電気料の電気料金が見込額を下回ったこと、14節工事請負費の入札差金などによるもの

でございます。 

  右ページ備考欄の上から３つ目、◎学校給食センター管理運営費ですが、10節の２行目、

修繕料は、調理設備機器等の修繕に要した費用、４行目、賄材料費は給食食材の購入費でご

ざいます。 

  268ページをお願いいたします。 

  12節１行目、学校給食委託料は、学校給食センターにおける納品、検収、給食の調理、配

缶、運搬、配膳、調理機器、食器類の洗浄、保管、施設の清掃、衛生管理、各種点検記録の

作成等の委託料でございます。 

  次に、３行目、調査測量設計委託料は、学校給食センターの照明をＬＥＤ化するための設

計委託料でございます。 

  次に、８行目、施設機械設備保守点検委託料は、施設及び機械設備等の維持管理に係る委

託料でございます。 

  14節の設備改修工事請負費は、先ほど主要施策にてご説明いたしました学校給食設備改修

事業費でございます。 

  17節の給食用器具購入費は、不具合が生じていた調理機器のスライサーと全自動洗濯機を

購入したものでございます。 

  以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして57ページをお願いいたし
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ます。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入の右ページ備考欄、下から

４行目、建物貸付収入（学校給食センター）は、学校給食センターに設置された自動販売機

に係る建物貸付収入でございます。 

  次に、63ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入、１節学校給食費納付金は、右ページ備考欄の小学校、中学校、給食業

務従事者分、ＰＴＡ試食会分及び滞納繰越分の給食費収入でございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  ７節施設貸付収入の右ページ備考欄の下から３行目、学校給食センター電気料は、学校給

食センターに設置された自動販売機に係る電気料でございます。 

  ９節用品等売払収入は、右ページの備考欄３行目、資源ごみ売払収入（学校給食センター）

は、食材の納入により生じた段ボールのリサイクル収入、その下の使用廃油売払収入は、学

校給食センターで調理に使用した廃油の売払収入でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  21款市債、１項８目教育債、４節保健体育債の右ページ備考欄４行目の学校給食センター

設備改修事業債は、学校給食センターＬＥＤ化事業の調査測量設計委託の財源として、市債

の借入れを行ったものでございます。 

  以上で、学校給食センター所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、篠田教育支援センター所長。 

○教育支援センター所長 続いて、教育支援センター所管部分について説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告から申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決算書附

表の68ページをお願いします。 

  早期療育事業ですが、発達に不安がある年長児及び小学校１年生を対象に、専門的な知識

のある指導員がその子に合った個別の療育を行うことで、幼児、児童の発達を促し、適切な

就学を支援するものです。通称ステップ教室と呼んでおります。決算の内訳は、公認心理師

１名及び療育指導員６名の謝金等でございます。 

  少し戻りまして、66ページ、いじめ・不登校対策事業のうち、スクールソーシャルワーカ

ーと適応指導教室ウイズ指導員の配置については、当教育支援センターの所管でございます。 

  続きまして、歳出について申し上げます。 

  決算事項別明細書の230ページをお願いいたします。 
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  10款教育費、１項２目事務局費の右ページ備考欄の中ほど、◎特別支援教育推進費（教育

支援センター）は、先ほど申し上げました早期療育事業の謝金等でございます。 

  次に、231ページ、232ページをお願いいたします。 

  10款教育費、１項３目教育支援センター費についてですが、ページ右側の備考欄◎教育支

援センター管理運営費の１節から４節は、所長以下スクールソーシャルワーカーや庶務担当

職員、適応指導教室ウィズ教室の指導員等の会計年度任用職員報酬等の人件費でございます。 

  同じく管理運営費の10節修繕料は、旧星宮小学校に移転後、必要となった設備の修繕に係

る費用でございます。また、12節の調査測量設計委託料は、下忍分室の解体除去に係る委託

料でございます。 

  続きまして、収入について申し上げますので、58ページをお願いいたします。 

  16款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入の備考欄、やや下のほうにあります、

建物貸付収入（教育支援センター）は、旧星宮小学校の屋上に設置された太陽光発電用パネ

ルに係る貸付収入でございます。 

  以上で、教育支援センター所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、生涯学習部近藤生涯学習課長。 

○生涯学習課長 それでは、生涯学習課所管部分について説明を申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の70ページをお願いいたします。 

  上から２番目の青少年健全育成事業は、青少年の健全育成を図るため、各種事業の実施や

団体への支援等を行っているものでございます。 

  ぎょうだこどもまつり補助金のほか、二十歳を祝う会、青少年育成及び子ども会に対する

交付金などでございます。 

  次の放課後子ども教室事業は、小学校の余裕教室等を活用し、地域住民及び関係団体の方

の参画を得て、様々な体験活動を実施するもので、市内小学校９校で実施したものでござい

ます。 

  71ページをお願いいたします。 

  一番上の生涯学習推進事業は、生涯学習に係る学習機会の提供などを目的として、行田市

民大学の活動に対する補助や、ものつくり大学で実施した体験教室に対する補助を行ったも

のでございます。 

  次の文化・芸術活動支援事業は、多くの市民が文化・芸術に触れる機会を提供するため、

公募行田市美術展やときめきレインボーフェスティバルに対し交付金を支給したものでござ
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います。 

  次の産業文化会館管理運営事業は、指定管理者による管理運営により、利用者のニーズに

沿ったサービスの提供や効率的な経営の推進に努めたものでございます。また、令和５年度

からの繰越により、空調設備更新工事を実施したほか、トイレの洋式化改修工事を実施した

ものでございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、各事業につきまして、決算事項別明細書に基づき説明させていただきます。 

  まず、歳出の主なものについて説明申し上げますので、241ページをお願いいたします。 

  ４項社会教育費、１目社会教育総務費でございますが、右ページ備考欄の◎社会教育一般

管理費は、職員の人件費でございます。次の◎生涯学習課関係経費は、主に会計年度任用職

員３名の人件費に加えて、旧太田東小学校の施設管理に係る経費でございます。 

  244ページをお願いいたします。 

  一番上の14節設備改修工事請負費は、旧太田東小学校の受変電設備改修工事を実施したも

のでございます。 

  次に、上から５番目の◎青少年教育費は、放課後子ども教室や少年の主張大会の開催経費

並びにぎょうだこどもまつり、二十歳を祝う会、青少年育成事業及び子ども会育成事業に対

する補助金等でございます。 

  次の◎生涯学習推進費は、行田市民大学を初めとする生涯学習関係団体への補助金及び公

募行田市美術展などの生涯学習関連イベントへの交付金でございます。 

  246ページをお願いいたします。 

  一番上の◎はにわの館管理費は、指定管理により、一般社団法人行田おもてなし観光局に

管理を委託しているものでございます。なお、14節設備改修工事請負費は、館内トイレの洋

式化改修工事を実施したものでございます。 

  次の◎産業文化会館管理費ですが、こちらにつきましては、指定管理により、公益財団法

人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団に管理を委託しているものでございます。なお、

14節の設備改修工事請負費は、はにわの館同様、館内トイレの洋式化改修工事を実施したも

のでございます。 

  次の◎産業文化会館管理費（繰越明許費分）の14節空調設備更新工事請負費は、ホール、

舞台系統の空調の更新に係るもので、電線ケーブルの調達が困難となったため、工事費の一

部について、令和６年度に繰り越して実施したものでございます。 
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  249ページをお願いいたします。 

  ３目人権教育推進費ですが、右ページ備考欄の◎人権教育推進費は、人権教育講座や人権

教育研修会などの啓発事業のほか、集会所指導員として雇用している会計年度任用職員２名

分の人件費や学力向上学級などの講師謝金及び集会所の維持管理に要する経費でございます。 

  なお、７節報償費の不用額は、各集会所での講座等の実施回数の減少により、講師謝金等

の不用額が発生したものでございます。 

  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして55ページをお願いいたします。 

  15款２項８目教育費県補助金の３節社会教育費補助金ですが、右ページ備考欄の２行目、

地域教育力活性化事業費補助金は、放課後子ども教室に係る事業への３分の２の補助を受け

入れたものでございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  16款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入のうち、右ページ備考欄の下から10行

目、建物貸付収入（生涯学習課）は、旧太田東小学校の屋根に設置した太陽光発電パネルに

係る貸付収入でございます。 

  63ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入、３節負担金収入のうち、備考欄一番下の放課後子ども教室自己負担金

は、教室参加児童の自己負担分でございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  ９節用品等売払収入のうち、備考欄の下から３行目、郷土かるた売払収入は、ぎょうだ郷

土かるたの窓口販売による収入でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  21款市債、１項８目教育債、３節社会教育債の右ページ備考欄一番上の産業文化会館設備

改修事業債（繰越明許費分）は、令和６年度に繰り越して実施したホール、舞台系統の空調

更新工事の財源として借入れを行ったものでございます。 

  以上で、生涯学習課所管部分についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 それでは、スポーツ振興課所管部分につきまして説明を申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の76ページをお願いいたします。 

  下段のスポーツ振興事業は、鉄剣マラソン大会などのスポーツイベントの実施や、市民の
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皆様へのスポーツ振興を促進する事業でございます。主にスポーツ推進委員やスポーツ推進

審議会委員の報酬、市のスポーツイベントにおける記念品、市スポーツ協会等への補助金等

でございます。 

  次に、77ページをお願いします。 

  上段の体育施設管理運営事業は、指定管理者による管理運営により、各種スポーツセミナ

ーや教室などの事業の充実を図るとともに、安心・安全な施設の運営を努めているところで

ございます。また、令和６年度におきましては、総合体育館のエレベーター更新工事や総合

公園野球場の防球ネットの修繕、テニス場、クラブハウスの空調設備の修繕などを行ってお

ります。 

  以上で主要施策の成果報告につきまして説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、各事業につきまして、決算事項別明細書に基づき説明させていただきます。 

  まず、歳出の主なものについて申し上げますので、261ページをお願いいたします。 

  10款教育費のうち、５項保健体育費の１目保健体育総務費でございますが、右ページ備考

欄の◎スポーツ振興費は、スポーツ振興に要する経費でございます。主なものを申し上げま

すと、１節報酬は、スポーツ推進委員やスポーツ推進審議会委員の報酬で、７節報償費は、

市民体育祭における参加賞や記念品等の経費及びスポーツ報償金で県民総合体育大会を初め、

全国大会に出場された団体及び個人選手への祝金でございます。 

  264ページをお願いします。 

  12節委託料は、各地区のスポーツ協会等に開催していただいているスポーツ教室やアウト

ドア教室の経費の一部を委託料として支出しているものでございます。 

  18節負担金補助及び交付金は、行田市スポーツ協会への補助金や鉄剣マラソン大会開催事

業交付金などとなっております。 

  265ページをお願いいたします。 

  ２目体育施設費でございますが、右ページ備考欄の◎施設管理運営費につきましては、総

合体育館を初めとする市内体育施設の管理運営に係る経費でございます。主なものといたし

ましては、12節委託料の調査測量設計委託料は、総合公園庭球場のＬＥＤ化及び総合体育館

空調設備の設計委託料でございます。 

  次に、体育施設指定管理料は、総合体育館を初めとする市内体育施設につきまして、公益

財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者として、その管理を委託し

ているものでございます。 
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  次に、14節工事請負費でございますが、設備改修工事請負費として、総合体育館排煙ダク

ト更新工事を行いました。また、この工事請負費の不用額でございますが、設備改修工事請

負費において、当初予算では、市民プールの真空給水ポンプユニット更新工事費を措置して

おりました。この設備は温水をプールに循環させるものでございますが、令和６年２月に市

民プールのボイラーが故障し、そのボイラーの修繕を行わないこととなったことから、ボイ

ラー設備に付随する同設備の更新工事を行わなかったことによる不用額でございます。 

  次に、◎施設管理運営費（繰越明許費分）でございますが、令和５年度に予定していた総

合体育館エレベーター更新工事が入札不調であったことから、繰越明許費として令和６年度

に同工事を行ったものでございます。 

  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして65ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入の７節施設貸付収入のうち、右ページ備考欄下から２行目、市

民プール電気料と、68ページの１行目、総合体育館電気料は、それぞれの施設に設置してい

る自動販売機の電気料収入でございます。 

  次に、71ページをお願いいたします。 

  21款市債、１項８目教育債の４節保健体育債の右ページ備考欄の庭球場設備改修事業債は、

総合公園テニス場の照明のＬＥＤ化工事、総合体育館設備改修事業債（繰越明許費分）は、

総合体育館エレベーター更新工事、総合体育館設備改修事業債は、総合体育館の排煙ダクト

更新工事の財源として借入れを行ったものでございます。 

  以上で、スポーツ振興課所管部分についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、酒井文化財保護課長。 

○文化財保護課長 それでは、文化財保護課所管部分についてご説明を申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の71ページをお願いいたします。 

  一番下の文化財保存活用地域計画策定事業につきましては、市内の文化財を指定の有無に

かかわらず、幅広く捉えて把握し、周辺環境も含め、総合・計画的に保存活用を推進してい

くために計画を策定しようと進めているものでございます。 

  令和３年度から取組を行っておりますが、令和６年度においては、協議会を２回開催する

とともに、パブリックコメントを実施し、今後の文化庁認定申請に向けての最終調整を行っ

たところでございます。 

  72ページをお願いいたします。 



－17－ 

  一番上の文化財保存活用事業につきましては、個人住宅の建築、企業の施設建設等の開発

行為で壊されてしまう埋蔵文化財を後世に伝えていくため、発掘調査等を実施するとともに、

文化財の公開に向け、説明板等の整備や除草、樹木の伐採等を行っているものでございます。 

  その下の日本遺産魅力発信事業につきましては、埼玉県で唯一でございます行田の日本遺

産の魅力を広く発信していくため、構成文化財をめぐるスタンプラリーの開催や、石川県の

日本遺産とコラボしたパネル展示の実施、旧忍町信用組合店舗の新ヴェールカフェとしての

リニューアルオープンなど、各種取組を多角的に推進したものでございます。 

  次の伝統文化継承事業につきましては、本市の伝統芸能や民俗芸能を地域の財産として保

存・継承していくため、保存活動団体に対し活動助成や用具の修繕を行った際の費用の一部

を補助したものでございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらさせていただきます。 

  続きまして、各種事業につきまして、決算事項別明細書に基づき説明させていただきます。 

  まず、歳出の主なものについてご説明申し上げますので、245ページをお願いいたします。 

  ４項社会教育費の２目文化財保護費でございますが、右ページ備考欄の◎文化財保護費は、

文化財の保存活用に要する経費でございます。 

  主なものを申し上げますと、248ページをお願いいたします。１節会計年度任用職員報酬

と４節労働保険料及び８節費用弁償は、埋蔵文化財発掘作業や出土品の整理作業等に関わる

会計年度任用職員に係る経費でございます。 

  10節の２行目、印刷製本費につきましては、日本遺産パンフレットや年２回開催した足袋

蔵めぐりスタンプラリーのチラシやポスターなどに要した印刷製本費でございます。 

  12節文化財調査委託料につきましては、市内の出土の木製品９点の保存処理と、日本遺産

構成文化財の大澤家住宅土蔵の現況調査の委託料でございます。 

  ３つ下の文化財公開業務委託料につきましては、旧忍町信用組合店舗の公開業務を一般社

団法人行田おもてなし観光局に委託をしたもので、次の日本遺産ガイダンスセンター運営委

託料は、埼玉縣信用金庫行田支店店舗裏にございます足袋蔵まちづくりミュージアムを行田

市日本遺産ガイダンスセンターとして活用し、ＮＰＯ法人ぎょうだ足袋蔵ネットワークに運

営を委託したものでございます。 

  ２つ下のデータ作成委託料につきましては、埋蔵文化財包蔵地を電子地図上に落とし、事

業者等に閲覧できるようにするために、データの作成に要した経費でございます。 

  13節、４行目の器具・機材借上料につきましては、埋蔵文化財の発掘調査で使用したシャ
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ベル等の借上料でございます。 

  250ページをお願いいたします。 

  14節設備改修工事請負費につきましては、旧須加小学校の受変電設備の改修工事に係る工

事請負費でございます。 

  18節、下から２行目、伝統芸能保存継承事業補助金につきましては、市内の獅子舞保存団

体６団体への活動助成と子どもお囃子団体２団体への用具の修理等への補助金でございます。 

  次に、◎文化財保護費（繰越明許費分）でございますが、旧荒井八郎商店の耐震診断を令

和６年度に委託し実施したものでございます。 

  以上で歳出の説明を終わらさせていただきます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして49ページをお願いいたします。 

  14款２項５目教育費国庫補助金の４節社会教育費補助金ですが、右ページ備考欄の１行目、

埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金は、個人住宅等の建設に伴う発掘調査費の２分の１の補助

を受けたものでございます。 

  その下の文化財保存活用地域計画策定費補助金につきましては、行田市文化財保存活用地

域計画の策定費用の補助対象費用の全額の補助を受け入れたものでございます。 

  55ページをお願いいたします。 

  15款２項８目教育費県補助金の３節社会教育費補助金のうち、右ページ備考欄の１行目、

埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金につきましては、個人住宅等の建設に伴う発掘調査費の４

分の１の補助金を受け入れたものでございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  16款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入のうち、備考欄の一番下、建物貸付収

入（文化財保護課）は、旧須加小学校の屋根に設置した太陽光発電用パネルに関わる貸付収

入でございます。 

  65ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の５節委託金収入のうち、右ページ備考欄の上から４行目、文化財発掘

調査事務委託金につきましては、民間企業等の開発事業などを行う発掘調査及び出土品の整

理作業を実施した際の開発事業者等からの委託金でございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  ９節用品等売払収入のうち、右ページ備考欄の下から５行目の図録等売払収入（文化財保

護課）と、その３つ下の市史編さん刊行物売払収入につきましては、刊行物に関わる売払収
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入でございます。 

  以上で、文化財保護課所管部分についての説明を終わらさせていただきます。 

○委員長 次に、蓮沼教育文化センター所長兼中央公民館長。 

○教育文化センター所長兼中央公民館長 それでは、教育文化センター及び中央公民館所管部

分につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の73ページをお願いいたします。 

  一番上の教育文化センター管理運営事業は、教育文化センターみらい全体のビル管理や舞

台業務などの施設管理、また、不具合箇所の修繕など、施設の維持管理を行ったものでござ

います。 

  次の公民館管理運営事業は、老朽化した受変電設備の更新や、中央公民館及び地域公民館

における不具合箇所の修繕を行い、施設の維持管理に努めたものでございます。 

  74ページをお願いいたします。 

  一番上の公民館生涯学習講座等開催事業は、中央公民館及び地域公民館において、市民に

多くの学習機会を提供するため、各種講座や学級の実施、また、文化祭などの大規模事業を

行ったものでございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、決算事項別明細書につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、歳出からご説明申し上げますので、決算書の244ページをお願いいたします。 

  ４項社会教育費、１目社会教育総務費のうち、備考欄上から２つ目の◎中央公民館関係経

費は、職員の時間外勤務手当と旅費でございます。 

  251ページをお願いいたします。 

  ４目教育文化センター費でございます。不用額の主な要因は、10節のうち、電気料及びガ

ス料の支出が見込みを下回ったことや、12節委託料において、それぞれの契約に係る差金が

生じたこと等によるものでございます。 

  右ページをお願いいたします。備考欄の◎教育文化センター管理費は、教育文化センター

みらいの施設設備の維持管理に係る経費でございます。主なものを申し上げますと、12節調

査測量設計委託料は、教育文化センターのＬＥＤ化に係る設計委託料でございます。次の施

設管理委託料からＯＡシステム保守点検委託料は、それぞれ施設設備を維持管理する上で必

要な保守点検などの業務委託に係る経費でございます。 

  14節建物修繕工事請負費は、文化ホールホワイエの屋上防水改修工事及び天井張り替え改
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修工事を実施したものでございます。 

  253ページをお願いいたします。 

  ５目公民館費でございます。不用額の主な要因は、10節のうち、電気料及びガス料の支出

が見込みを下回ったことや、14節工事請負費において、受変電設備改修工事の入札に係る差

金が生じたこと等によるものでございます。 

  右ページをお願いいたします。備考欄一番上の◎中央公民館管理運営費は、主に中央公民

館の会計年度任用職員５人の人件費でございます。次の◎地域公民館管理運営費は、主に地

域公民館16館の館長以下、会計年度任用職員73人の人件費と施設設備の維持管理に係る経費

でございます。 

  主なものを申し上げますと、256ページの上から２行目、12節清掃委託料からＯＡシステ

ム保守点検委託料は、それぞれ施設設備を維持管理する上で必要な保守点検など、業務委託

に係る経費でございます。 

  14節設備改修工事請負費は、荒木公民館及び長野公民館の受変電設備の更新工事を実施し

たものでございます。次の◎中央公民館振興事業費及びその下の◎地域公民館振興事業費は、

中央公民館及び地域公民館において実施した各種講座等の開催に係る経費でございます。 

  次の◎施設維持補修費は、地域公民館16館の施設設備の維持補修に係る経費で、空調設備

などの交換修繕を実施したものでございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして46ページをお願いいたし

ます。 

  13款１項６目教育使用料の３節社会教育使用料のうち、右ページ備考欄、教育文化センタ

ー使用料、中央公民館使用料及び地域公民館使用料は、それぞれの施設の利用に係る使用料

でございます。 

  66ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の３節負担金収入のうち、右ページ備考欄の上から２行目、中央公民館

主催事業自己負担金は、中央公民館の大規模事業であります少年少女囲碁大会に係る参加負

担金でございます。 

  ７節施設貸付収入のうち、右ページ備考欄の下から４行目、地域公民館電気料、68ページ

になりますが、上から３行目、教育文化センター電気料は、それぞれ施設に設置しておりま

す自動販売機の電気料収入でございます。その下の教育文化センター使用料は、福祉の店き
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ゃんばすの使用料収入、その下の中央公民館事務室使用料は、埼玉県公民館連絡協議会事務

局からの使用料収入でございます。 

  ９節用品等売払収入のうち、右ページ備考欄の上から５行目、電気売払収入（中央公民館）

は、桜ヶ丘公民館の太陽光発電設備による残余電力を売電した収入でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  21款１項８目教育債の３節社会教育債のうち、右ページ備考欄上から２行目、教育文化セ

ンター設備改修事業債は、教育文化センターのＬＥＤ化工事に係る財源確保のため、脱炭素

化推進事業債を活用したものでございます。 

  以上で、教育文化センター及び中央公民館所管部分についての説明を終わらせていただき

ます。 

○委員長 次に、松田図書館長。 

○図書館長 それでは、図書館所管部分について説明を申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告からご説明申し上げますので、成果報告書及び決算書附表の

74ページをお願いいたします。 

  下段の図書館管理運営事業は、図書及び視聴覚関連資料の計画的な購入により、市民の文

化教養の向上に貢献したものでございます。 

  続きまして、歳出について説明申し上げますので、決算事項別明細書の257ページをお願

いいたします。 

  10款教育費、４項６目図書館費の右ページ備考欄の◎図書館管理運営費ですが、主なもの

を申し上げますと、１節の２行目、会計年度任用職員報酬から４節の３行目、労働保険料ま

では会計年度任用職員25名分の人件費でございます。 

  17節図書費は、図書3,478冊、ＤＶＤ等の視聴覚関連資料28点、合計3,506点を購入したも

のでございます。 

  259ページをお願いいたします。 

  次に、７目視聴覚ライブラリー費の右ページ備考欄の◎視聴覚ライブラリー運営費でござ

いますが、17節ＤＶＤ等購入費は、団体貸出し用の視聴覚資料としてＤＶＤ５点を購入した

ものでございます。 

  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について説明申し上げますので、戻りまして67ページをお願いいたしま

す。 
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  ページの中ほど、20款諸収入、４項１目雑入の９節用品等売払収入のうち、右ページ備考

欄の下から４行目、不要図書等売払収入は、不要となった雑誌等をリサイクル品として売り

払ったものでございます。 

  以上で、図書館所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、鈴木郷土博物館長。 

○郷土博物館長 それでは、郷土博物館所管部分について説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書及び決算書附表の75ページをお願いします。 

  郷土博物館管理運営事業は、博物館の管理運営を行うとともに、温湿度調整や生物被害対

策、防犯対策など、貴重な資料を収蔵する博物館の適切な環境を維持するとともに、空調機

の修繕などを実施したものでございます。 

  次の市制施行75周年記念第34回テーマ展「お伊勢まいりと行田」は、江戸時代から盛んに

行われた伊勢講やお伊勢まいりなどについて、市内に残された様々な資料から紹介したもの

でございます。 

  76ページをお願いします。 

  市制施行75周年記念第37回企画展「布をまとう－古代人の衣－」は、古代の人々が着用し

ていた衣服に着目しまして、各地の遺跡から出土した布を織る道具や衣服を表現した人物埴

輪などを展示し、古代の人々がどのように布をつくり、布をまとっていたかを紹介したもの

でございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳出の主なものについて申し上げますので、決算事項別明細書の260ページ

をお願いします。 

  ８目博物館費のうち、右ページ備考欄の◎博物館管理運営費ですが、１節の会計年度任用

職員報酬は、入館者の受付や入館料の徴収、館内の案内業務などに従事する６名分と事務補

助１名の報酬でございます。 

  10節の上から３つ目、修繕料は、空調機の冷温水チラーや常設展示室の空調機の修理を行

ったことなどによるものでございます。 

  12節の調査測量設計委託料は、高圧受変電設備更新工事と館内照明ＬＥＤ化工事の設計委

託料、次の警備委託料以下は施設や設備の維持管理上必要な警備や清掃、点検業務の委託に

伴う経費でございます。 

  続きまして、262ページをお願いします。 
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  ◎博物館振興事業費ですが、１節会計年度任用職員報酬は、資料整理などを行う職員１名

分の報酬でございます。 

  10節の上から２つ目、印刷製本費は、テーマ展や企画展の展示図録やポスター、チラシの

印刷のほか、年間の催物案内や忍城ミュージアム通信などの印刷費用でございます。 

  12節資料整備委託料は、博物館が所蔵する忍藩主の書状を修復し、展示できるようにした

ための費用です。 

  次の資料運搬委託料は、テーマ展や企画展を開催するに当たって、借用する展示資料の梱

包や運搬に係る経費でございます。 

  13節の上から２つ目、ＯＡシステム使用料は、博物館の収蔵資料をインターネットで公開

するデジタルアーカイブスのクラウドの使用料でございます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして45ページをお願いします。 

  13款１項６目教育使用料の３節社会教育使用料のうち、右ページの備考欄４行目、郷土博

物館入館料は、入館者から頂いた入館料収入、その下の郷土博物館使用料は、会議室の使用

料でございます。 

  67ページをお願いします。 

  20款４項１目雑入の９節用品等売払収入のうち、右ページの備考欄の８行目、図録等売払

収入（郷土博物館）は展示図録などの売上収入でございます。 

  71ページをお願いします。 

  21款１項８目教育債の３節社会教育債のうち、右ページの備考欄３つ目、郷土博物館設備

改修事業債は、館内照明ＬＥＤ化工事の設計委託の財源とするため借り入れたものでござい

ます。 

  以上で、郷土博物館所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １０時 ４７分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ５７分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 
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○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 それでは、まず学校再編事業について伺います。 

  成果報告書ですと65ページですけれども、視察３箇所といいますか、３市行かれたようで

すけれども、それぞれどういうメンバーで視察に行かれたのか。それと、どういう話をそれ

ぞれ伺ってきたのか、特徴点、あるいは印象に残っている点、そういったようなこと。 

  加えて、話を伺った中で、よい面はこういうところが出されたとか、あるいは悪い面と言

いますか、改善が必要な点ではこういうところがあるとか、それぞれ市の状況によってもい

ろいろあったのかと思うんですけれども、その辺の視察しての状況について伺います。 

○委員長 答弁をお願いします。 

  岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 お答え申し上げます。 

  まず、視察先でございますが、つくば市の義務教育学校、姫路市の小中一貫校を視察して

まいりました。それと、さいたま市にある特別支援学校を視察してまいりました。 

  メンバーにつきましては、行き先によっては市長、教育長、教育総務課の担当職員等で視

察してまいりました。 

  内容につきましては、まず、つくば市の義務教育学校につきましては約1,800人が在籍す

る施設一体型の義務教育学校ということでございまして、本校が再編を目指している新校に

つきましては1,000人を超えることが想定されておりますため、こうした規模の学校の運営

について参考にするため視察してまいりました。また、ＩＣＴを活用した特色ある教育を先

進的に実施していることから、本市における教育活動を検討する上でも参考となるものとな

っております。 

  また、姫路市の小中学校は施設併設型の義務教育学校でございました。 

  本市において、施設一体型、あるいは施設分離型、どういった形態の学校施設にするかと

いう検討をする上での参考とするため視察したものでございます。 

  なお、姫路市につきましては、小中一貫教育を推進しておりまして、その取組について参

考とさせていただいたところでございます。 

  それから、特別支援学校については、施設の増築・改修といったものを行っておりまして、

そういった施設整備の在り方についての参考とさせていただくため視察を行ったものでござ

います。 
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  特に印象に残ったお話というところでございますけれども、１年生から９年生まで、いわ

ゆる小学校１年生から中学校３年生まで、多様な学年の児童生徒が一つのところで学ぶ中で、

上の学年の子たちは下の学年の子たちの面倒を見る、また下の学年の子の模範になるという

意識が高まっていると。 

  また、下の学年の子は上の学年の子に対して憧れの意識を持ったりとか、上の学年の子た

ちが行おうとしていることに対して協力的になろうというような意識が働いているというよ

うな効果が見られたというお話を伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長 ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 岩槻区のほうは、いわゆる小・中の学校再編ではなくて、もう少し幅広い

意味での学校の建て替えですとか再編をする際の参考のものという、ちょっと性質が違うの

というのが整理できました。 

  それでいいのかの確認と、それとよい面、あるいは改善が必要な点という発言といいます

か、訪問先からのそういうお話というのはなかったんでしょうか。もしあれば、紹介いただ

ければと思います。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 お答え申し上げます。 

  岩槻区の学校につきましては特別支援学校ということで、義務教育学校についての中身に

ついての視察というよりは、おっしゃるとおり施設の整備に関して参考とするための視察と

いうことで行ってまいりました。 

  それから、改善点等につきましては特に伺っておりませんが、義務教育学校のよさという

もの、義務教育学校ならでは教育というところをつくば市、姫路市で伺ってまいりました。 

  つくば市の学校を視察する中では、やはり小中一貫教育の実施をする上では、施設一体型

のほうがより効果が出るだろうというようなお話を伺ってきたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  １番 香川委員。 

○１番 香川委員 説明ありがとうございます。 

  主要施策の66ページ、一番上の学力向上支援事業、そして次の68ページの一番下、ホッ

プ・ステップ・ジャンプ外国語教育事業ということで、児童生徒の学力、英語力を高めよう
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ということでしたが、先日のお話の中で、中２、中３の英語が県平均を下回るというお話が

ございました。 

  特に、英検３級程度が中３で県平均は52％ですが、行田市では37.7％ということで、これ

だけのお金を使いながら、この辺の学力が、他の科目もそうですけれども、県平均を下回る

ということはどのような分析をされているのか、お伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長 答弁を求めます。 

  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 お答え申し上げます。 

  残念ながら埼玉県学調においては、全教科で県の平均率を上回ることはできませんでした。 

  ただし、６年度と比べると、学力を伸ばした児童生徒の割合はほぼ県と同じ値、そして学

力の伸びに関しても、県学調については経年変化を追えることができますので、この子ども

がどれだけ学力を伸ばしたかということも、ほぼ同程度の伸びが見られました。 

  残念ながら、中２と中３の数学は、伸びについては県より下回ってしまいましたが、ほか

の教科については同程度伸びが見られました。 

  英語について特に力を入れているわけですけれども、今後も、学力を伸ばした教員の授業

を分析しまして、その指導方法について他の教員に広めたり、また、学習支援教員を生かし

て、個に応じた基礎学力の徹底について推進していきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ３番 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 それでは、何点かお聞きいたします。 

  最初に46ページですけれども、事項別明細書で、博物館の使用料の関係ですけれども、

1,500円ということですけれども、少ないのかと思うんですけれども、これは会議室でしょ

うけれども、使用できる用途というか、そういうのが決められているのかどうかお聞きしま

す。 

  あと、58ページの建物の貸付収入ということで、太陽光パネルなのかと思うんですけれど

も、契約は何年までですか。もうそろそろ更新の時期というか、パネルが経年劣化してきて

しまうのかと思うんですけれども、その辺いつぐらいまでの契約なのかお聞きします。 

  それから、228ページの例えばですが、食の応援給付金ですか、物価高騰ということで１
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人１万円ということですけれども、これは市独自の給付金なのか、国等の給付金なのかお聞

きいたします。 

  取りあえず以上です。 

○委員長 答弁を求めます。 

  鈴木郷土博物館長。 

○郷土博物館長 博物館の会議室の利用についてでございますが、講座室、企画展示室、また

会議室を、行田市民または市内の事業所及び営業所に勤務する者に利用させることができる

となっております。 

  また、施設の利用の承認とありまして、講座室または会議室は、教育、学術または文化に

関する講演会等を開催するときとなっております。 

  以上でございます。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、建物貸付収入についてのご質疑でございますが、こちらについて

は教育委員会所管施設全てに関してお答えを申し上げます。 

  基本協定により20年間の協定ということで結んでおりますが、３年ごとの許可の更新とい

うのは行っております。 

  続いて、給付金の関係でございますが、こちらは市独自の事業ということでございまして、

国の創生交付金を活用する中でどういった事業を行うかという選定をする中で、本市として

この事業を行ったものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 博物館ですけれども、教育関係ということですけれども、基本空いている

のであれば、もうちょっと利用が上がるような考えをしたほうがいいのかと思いました。こ

れは意見です。 

  次の屋根貸しですけれども、３年ごとの更新ということですが、太陽光パネル自体は特に

問題なく、経年劣化とかないのかというか、その辺は大丈夫なんでしょうか。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 お答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、取り付けた事業主でその都度点検等を行っていただいておりまし
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て、不備があれば更新等を行っていただいているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ２番 大屋委員。 

○２番 大屋委員 私からは、成果報告書の67ページの一番下になります。 

  きらきらサポーター配置事業の中で、決算内訳・実績等ということできらきらサポートの

配置とあります。労働保険料６万2,525円とあるんですが、昨年度と比べましてかなり金額

が減っておりますので、その要因等をお答えいただけますか。 

  以上です。 

○委員長 答弁を求めます。 

  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 労災保険料の関係で103万円の壁のときに、金額が賃金と時間の関係で、ど

うしてももう少し働きたいけれども、金額的にこれ以上働けないという、その関係でこの労

災保険料も変わっております。 

  以上でございます。 

○委員長 大屋委員。 

○２番 大屋委員 以上の内容でいろいろ変わって減少になったということは分かりました。 

  そうしますと、きらきらサポーターの勤務時間の体制とか、５年度と６年度と比べて働く

量とかが変わってきたのかどうか、お聞かせください。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 全体的に、時間については残念ながら減少の方向でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  大屋委員。 

○２番 大屋委員 ありがとうございます。 

  そうしますと、配置している方、時間の関係で時間等が少なくなるということを説明して

いただいたんですが、児童とか、支援いただきたい方が実際に相談したいときに、その方が

時間制限等があって相談等がうまく切り替えられないとか、相談内容自体に困っていること

というのは、現場から何かお話、きらきらサポーターの方とか、ご相談いただいている児童

の方から、働くきらきらサポーターさんの時間が短くなることによって、サポート体制はう
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まくいっているのかどうか確認したいんですけれども、お願いします。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 相談者、保護者からは特に伺っておりませんが、子どもたちが不利益になら

ないように今後も相談しながら対応していきたいと思います。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 大きく２つの事業を併せて伺いたいと思います。 

  成果報告書の66ページですけれども、まず学力向上支援事業で伺います。 

  前年度の学習支援教員、延べで80人だったかと思うんですが、65人とかなり減っていると

ころですけれども、支援教員の配置基準、考え方というのが変わったんでしょうか。どのよ

うな基準で６年度は行ったのかという点ですね。変更点があれば。 

  それから、もう一つが、予算的にもおよそ900万円ほど減っておるようですけれども、主

には報酬だと思うんですけれども、客観的に比較するのにどういう数値が取れるのか不明で、

例えばこま数とかでの比較では減っているのか、そういう数値は出るでしょうか。減ってい

るわけですけれども、その理由もお願いします。 

  もう一つ、２つ下のいじめ不登校対策事業で３点ほど伺いたいと思います。 

  ６年度の相談件数の実績を教えていただきたいと思います。 

  それで近年、比べて増減傾向というのはどういう状況にあるのか。それから、いじめ、不

登校の原因、これらについて近年での変化とか、あるいは特徴点があれば教えてください。 

  最後になります。 

  実績等の説明の中で、学校集団アセスメントという事業があるようですけれども、これは

どういう事業なのか、目的や手法や、あるいはこういう成果が生まれています、そういった

ようなことを簡潔に説明いただきたいと思います。 

○委員長 答弁を求めます。 

  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 まず、学力向上支援事業についてでございますが、総数の減少は予算の関係

また働き手の減少によります。それから、対象学年については変更ありません。小学校にお

いては３年生、中学校においては２年生に配置しております。それから、学校の状況を鑑み

て、こちらも配置しているところでございます。 

  続いて、いじめ不登校対策事業でございますが、申し訳ありません、相談件数については
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手元にありませんので、後ほどお伝えさせていただければと思います。 

  それから、いじめの要因等については、ＳＮＳ等も大分広まっておりますので、これまで

の要因に比べて、その点、ＳＮＳ上のＬＩＮＥだったり、そういうものでのトラブル、それ

からこれまでと同様、人間関係のトラブルだったりというところで上がっております。 

  以上でございます。 

○委員長 アセスメントの内容というのは。 

○教育指導課長 ｈｙｐｅｒ－ＱＵですけれども、学級の様子を個人的にアンケートを基に担

任が把握するものです。これを基に、この子が今どういう状況にいるか。例えば、少し阻害

されやすい子なのか、また、こういうところではたけているけれども、こういうところでは

課題があるとか、そういうことを把握するために、アンケートのようなものを基に、担任が

その結果を基に学級経営を進める上で大変効果的と伺っております。 

  以上です。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 ご答弁ありがとうございます。 

  不明な点は後ほどお願いしたいんですが、再質疑を１点、学力向上支援事業で予算の関係

でという答弁があったんですけれども、これはどういうふうに理解したらいいのか、教育委

員会としては予算要求したけれども、切られてしまったというニュアンスで受け止められて

しまうんですけれども、教育委員会自体として、担当課としてこの事業を維持していくのか、

大きくしていくのか、減らしていくのか、そういう判断を最終的には教育委員会ないしは担

当課で、そういう判断の下に行っていると理解すべきかと思いますので、改めてその観点か

ら、これをどうしようというのか、そこを教えていただきたいです。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 学力向上につきましては課題でもありますし、重要なことであると認識して

おります。 

  これについては、今後拡大できればいいと思っておりますが、予算の関係もありますので、

それについては少なくとも維持で、もし可能であれば拡大と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他にご質疑あります。 

  ４番 新委員。 
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○４番 新委員 よろしくお願いいたします。 

  私としては、まず全体的な成果の部分をそれぞれ伺っていきたいんですけれども、例えば

主要施策の成果報告書の65ページの校務支援システム活用事業で言うのであれば、例えば教

材や授業の準備の充実や、児童生徒と向き合う時間の確保とあるんですけれども、導入した

ことによってどれだけ時間が確保できたとか、どれだけ充実できたというような具体的なも

のを伺えたらなと思います。 

  同じ観点で、ＩＣＴ活用推進事業の部分についても、この辺もＩＣＴ支援員を置きました

ということだけ書いてあるんですけれども、ＩＣＴ支援員を置いたことで、本当に現場で具

体的に支援がうまくいっているようになっているのかを改めて伺えますでしょうか。 

  ３つ目が、日本遺産魅力発信事業の部分についても、72ページですね。こちらも発信事業

ということで魅力発信を行ったというんですけれども、どのような人に対してどの程度行っ

て、どれだけ発信した効果があったのかということは検証されているか伺えますでしょうか。 

  以上３点でお願いします。 

○委員長 答弁をお願いします。 

  岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、校務支援システムに関するご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらには児童生徒と向き合う時間の確保につながったというような記載をしております

が、具体的な時間数については、今後アンケート等を教員に取りまして、数値として表して

いきたいと考えております。 

  実際の校務支援システムの導入は今年１月からですから、令和６年度で言いますと３カ月

だけでした。かつ、試行期間ということで、前のシステムと併用しながらの運用でございま

したので、この期間での具体的なその辺の時間の表現、表記というか、データについてはま

だ持ち合わせておりませんので、今後その辺の成果をしっかりと表せるように努めてまいり

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 お答え申し上げます。 

  ＩＣＴ支援員についてですが、現在、月２回各学校に行っております。授業の補助、ワー

クシートの作成、また、教員の研修を通して教員の指導力の向上に寄与しているところでご

ざいます。 
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  実際にＩＣＴの活用力も活用率も向上しておりまして、学校からは、もう少し多い回数で

と伺っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、酒井文化財保護課長。 

○文化財保護課長 ご質疑にお答えさせていただきます。 

  日本遺産魅力発信事業につきましては、まず周遊系といたしまして日本遺産クイズラリー

を夏休み期間中に実施し、こちらにつきましては親子を対象としながら夏休み期間に日本遺

産の構成文化財を巡っていただいて行田の歴史に親しんでいただこうとして、実績として約

100名程度が参加していただいたところでございます。 

  また、スタンプラリーにつきましては年２回開催したところでございますが、こちらにつ

きましては、行田の観光にお越しいただいた方、または行田市民の方を参加の対象といたし

まして、実績といたしましては２回開催、400名程度の方に周遊をいただいたところでござ

います。 

  また、その他、展示系といたしましては、日本遺産の巡回展示といたしまして、小中学校

を対象に巡回展示を行ったところでございまして、学校につきましては、小学校５校、公民

館につきましては３公民館回ったところでございまして、こちらにつきましては市民の方を

対象に実施したところでございまして、学校につきましては、地域の歴史に親しむ形のとこ

ろで効果が得られたところでございます。また、公民館につきましては、改めて行田の歴史

に対して認識をいただくということで、こちらにつきましては日本遺産の醸成につながった

ものと考えているところでございます。 

  また、周知系のものといたしましては、文化庁が主催しております日本遺産フェスティバ

ルということで、全国各所の日本遺産の関係者が集まって行われるフェスティバルが昨年度

は会津若松市で行われまして、こちらにつきましては約１万3,000名の方が来場いたしまし

て、行田の日本遺産の周知を図ったところでございます。 

  その他、日本遺産の関係団体だけが集まって行うものを八王子市が主催いたしまして、八

王子市のところで日本遺産・桑都フェスタ2025ということで、繊維のつながりということで

行田市も参加いたしまして、こちらについては約2,000名の方が参加いたしまして、行田の

日本遺産の周知を図ったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 新委員。 
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○４番 新委員 それぞれありがとうございます。 

  校務支援システムにつきましては、導入したばかりで今移行期間中ということもあるので、

今後その成果がどう出るのか楽しみにしております。 

  ＩＣＴ活用推進事業については、利用率が向上したと明確にお答えいただいたので、どれ

ぐらい上がったとか、その辺の数字もあるんでしょうか。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 すみません、手元に数値はありませんが、県学調の結果から向上しているこ

とが把握されております。 

  以上でございます。 

○委員長 新委員。 

○４番 新委員 こちらは、そもそも日本遺産自体の認知度が印象としては行田市民ですらま

だまだ低いと考えていまして、どれくらい行田市民で日本遺産をまず知っている、行田にこ

んなものがあるということまで知っている人というのは把握されているのかどうか伺えます

でしょうか。 

○委員長 酒井文化財保護課長。 

○文化財保護課長 認知度につきましては、市民意識のアンケート調査を行っておりまして、

一昨年度につきましては約６割程度が日本遺産について認知している状況でございます。そ

の前の数年前につきましては５割程度。 

  ただ、日本遺産の認定を受けた年につきましては、７割以上が認知しているというところ

でございまして、認知度が下がっているところもございまして、今後、文化財保護課としま

しては向上に向けて周知を拡大していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

  ３番 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 あと何点かお願いします。 

  まず、256ページですか、公民館で今年度、太井公民館と星河公民館に自動販売機を置い

たというんですけれども、まだ設置されていない公民館というのはあるんでしょうか、お聞

きします。 

  それから、266ページでしたか、市民プールの関係でボイラーが故障ということだったん
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ですが、今はやっているのかどうか確認です。 

  それから、主要施策の66ページの水泳授業委託について、昨年度ですけれども、各５回や

ったというんですけれども、水泳授業を委託していない学校は水泳の授業がちゃんとできた

のかどうかお聞きします。 

  以上３点です。 

○委員長 梁瀬委員、水泳授業委託じゃない学校の水泳はやったのかということですか。 

○３番 梁瀬委員 ちゃんとできたのかどうか。 

○委員長 最初は、蓮沼中央公民館長。 

○中央公民館長 お答えいたします。 

  地域公民館に自動販売機を、今年度、委員ご指摘のとおり太井公民館と星河公民館に９月

に設置いたしました。その結果、現在10の公民館に設置をしておりまして、地域公民館の残

り６館は設置をしていない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長 伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 市民プールにつきましては、令和６年２月にボイラー故障して以降、令

和６年、令和７年ともに、７月中旬から９月中旬の夏季期間のみプールを運営しております。 

  以上です。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 お答え申し上げます。 

  民間委託していない学校の水泳授業につきましては、施設の老朽化で不具合等がありまし

たが、何とかそこはクリアしてきました。 

  ただ、この暑さですので、なかなか水泳授業ができないという課題は残っております。 

  以上です。 

○委員長 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 ありがとうございます。 

  公民館の自動販売機ですけれども、あと６公民館残っているということですけれども、避

難所とかにもなりますから、災害のときとかって自動で出てきたりするんですけれども。そ

ういうことにも活用できますので、利用者数の関係もあるんでしょうけれども、できる限り

全公民館に自動販売機がつけばいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

  それから、水泳授業ですけれども、今、暑過ぎて逆に水泳授業が行えないというのも聞い
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たりもしているので、できれば季節は関係ないですので、民間委託を全部してもらえればい

いなと思うんですけれども、その辺の考えはありますでしょうか。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 今後拡大する方向で検討しているところでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他にございますか。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 それでは、３つの事業について伺いたいと思います。 

  まず、成果報告書の67ページの学校ＩＣＴ活用推進事業ですが、小学校あるいは中学校で

すけれども、教師用の利用図書あるいは指導書、これは小学校ですね。どういう内容なのか

分かりやすく説明をお願いしたいのと、授業支援システム、共同学習ツール、これは小中学

校それぞれあるようですが、これについても中身がイメージできるように説明をお願いした

い。これがまず１つ。 

  次に、成果報告書ですと71ページです。 

  文化財保存活用地域計画策定事業ですけれども、国への申請書類の最終調整が整ったとい

うことが書かれておるんですけれども、この計画というのはどういう内容の計画なのかお願

いします。 

  気になるのは、普通、計画というのは自治体が作ったら、自治体の責任でそれで完成だと

思うんですが、この文化財の計画については申請書類という申請行為になっているんですけ

れども、この計画の性格づけがどういうものなのか、それをお聞きしたい。これで申請をし

て認定を受けると、どういう効果といいますか、次のステップには何が期待できるのかとい

うか、その辺を教えていただきたい。 

  最後、３つ目、72ページの日本遺産魅力発信事業で伺います。 

  平成６年度の旧忍町信用組合の公開業務委託、これはどういう内容なのか、もう少し説明

を、委託先ですとか、公開時間帯といいますか、そういったものをお願いします。 

  もう一点は、日本遺産ガイダンスセンター運営委託となって、前年度の事業から変更、リ

ニューアルされているわけですけれども、何をどのように変えたのかをお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 それでは、ＩＣＴ活用推進事業の中で、教師用デジタルのところでは、図や
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表を動画で示したり、また本文等を拡大して表示したりすることができます。 

  また、共同ツールですけれども、こちらについては、ほかの子と学習内容や考えを共有す

ることができたり、また分類、整理することができたりします。それから、未来シートとい

って、復習等のときにドリルとしてタブレットを使って活用できるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、酒井文化財保護課長。 

○文化財保護課長 お答え申し上げます。 

  まず、１点目の文化財保存活用地域計画策定についてでございますが、計画の内容につい

ては、市内の文化財各種指定等もあるわけですが、指定の有無にかかわらず、広く文化財を行

田市の財産として守っていこうというために総合的な計画として設置するものでございます。 

  なお、この計画の特徴といたしましては、単に文化財を守っていくような形のものを記載

しているわけではなくて、歴史になぞらえて、行田市でいえば足袋蔵のまち行田という日本

遺産もあるわけですが、そういったような歴史を点ではなく面で捉えまして、それぞれの地

域の古墳文化であったり、お寺の文化であったり、また足袋の文化であったり、そういった

側面を集合として文化財を取りまとめて、そういった形で文化財を保存していくという、新

たな文化庁が推進しているそういった側面を踏まえて、文化財を保存、活用していくような

形の計画でございます。 

  こちらの計画は基本的には市町村が当然実施していくわけでございますが、文化庁として

こちらの計画を全国的に推進しておりまして、文化庁の認定を得ることによって、その計画

の実効性、また、全国的な取組の中で一体的な効果を表すために文化庁の認定というものが

ありまして、そちらに申請をするものでございます。 

  また、こちらの計画を策定することによっての効果でございますが、まず、これまで文化

財につきましては行政が主体となって行ってきたところでございますが、昨今のこういった

社会情勢の中におきましては、なかなか行政だけでは取組ができないところがございますの

で、そこら辺を地域一体となって進めていくために、その辺を計画に落とし込むことによっ

て地域の皆さんに認識していただくことで、文化財が市全体で保存できるような形に進める

ことが計画の策定の意義となっております。また、計画を策定することによって文化庁の補

助金の優遇等も受けられることがメリットとなっているところでございます。 

  続きまして、魅力発信事業の公開業務委託の関係についてでございますが、委託先につき

ましては一般社団法人行田おもてなし観光局に委託をしているところでございます。 
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  こちらの公開業務につきましては、あくまでも文化財の旧忍町信用組合店舗を公開してい

ただく形を主体にお願いしてございまして、それを踏まえまして一般社団法人行田おもてな

し観光局で新ヴェールカフェという形でカフェ運営をしていただいて、現状につきましては

10時から16時まで公開業務としてカフェ運営を実施しているところでございます。 

  続きまして、行田市日本遺産ガイダンスセンターについてでございますが、こちらにつき

ましては一昨年度までは１階が観光物産館として行われて、２階を行田市日本遺産ガイダン

スセンターとして実施しているところでございますが、令和６年度からは、１、２階合わせ

て行田市日本遺産ガイダンスセンターということで、日本遺産の魅力を周知するためのセン

ターとして拡充したところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員、よろしいですか。 

  村田委員。 

○５番 村田委員 何点かお伺いします。 

  まず、ＩＣＴ活用推進事業ですけれども、説明を伺ったんですけれども、よく分からない

ので、実物を教育委員会に行っても見られないんでしょうか。学校に必要ならば行かせてい

ただきたいんですが、必要によって仲介役を取っていただければありがたいと思います。要

望になってしまいましたけれども。 

  もう一つは、文化財保存の計画策定の関係ですけれども、面的に捉えての保存、活用とい

う考え方も導入し、行政だけでは保存等が、活用も含めてなのかな、難しいということで、

地域一体となってという説明ですが、地域一帯というのは、もう少し説明をいただくと、ど

ういう手法というか、やり方を想定しているのか、その点を改めて。 

  それから、文化庁の認定を得ることで計画の実効性が確保されるような趣旨の答弁があっ

たんですけれども、何で実効性が確保できるのか、そこの仕掛けというのがあるんでしたら、

特徴的な計画のように思えるんで、何かしらの政策的な仕掛けというんでしょうか、そうい

うものがなければ実効性確保もできないでしょうし、そういう点から改めて答弁いただきた

いと思います。 

○委員長 村田委員、学校の見学という部分に関しては答弁はいいですか。 

○５番 村田委員 コメントがあれば、特には求めません。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 説明がうまくできませんで申し訳ございません。 
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  こちらについては、教育委員会でも見られますので、もしよろしかったらよろしくお願い

します。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、酒井文化財保護課長。 

○文化財保護課長 質疑にお答えさせていただきます。 

  地域一体となってという点でございますが、こちらにつきましては、現状、文化財所有者

の方が個人的に活動されているという部分が多いところもございますが、そういったところ

を文化財所有者に限らず、地域にいる方々、文化財ボランティア、そういった制度も含めて、

そういったところを創設することによって全体的な文化財に対する意識を深めて、行田の歴

史を残していこうという概念の下に地域一体となって進めていくということを考えていると

ころでございます。 

  また、文化庁の関係についての計画の実効性についてでございますが、先ほど申し上げま

したが、計画の主体につきましては市町村で行っているところでございますが、先ほども説

明させてもらいましたとおり、補助金等の優遇等もございまして、文化庁といたしましては、

この計画を策定することによって国からの強力な応援があるということで、そこら辺のとこ

ろを踏まえまして計画の実効性は優位に進んでいくと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員、よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

  ４番 新委員。 

○４番 新委員 お願いします。 

  具体的にどこという形でもないですけれども、先ほど学力向上支援事業の中で教員の研修

について充実するような旨の説明があったと思うんですけれども、学力向上もそうですが、

例えばＩＣＴだったり、校務支援システムの活用方法であったり、英語であったりだとか、

そういったいわゆる教員の研修のための予算というのはどこにかかってきたりするものなん

でしょうか。 

○委員長 新委員、どの事業で答弁を求めますか。 

○４番 新委員 事業名で言いますと、例えば学力向上支援事業で言うならば研修の、例えば

教員を育てるための予算というのはこの中に含まれているのか伺えますでしょうか。 

○委員長 学力向上支援事業の中に含まれているかということでよろしいですか。 
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  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 お答え申し上げます。 

  学力向上支援事業の中には研修の予算というのは入っておりません。各学校で研修をした

り、また教育委員会が開催する研修に参加したりということで、特にこの中に入っておりま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長 新委員。 

○４番 新委員 ありがとうございます。 

  実際に支援員を配置するとかのほかにも、総合的に教員を研修する仕組みというのは今現

在あるのでしょうか。各学校に全て任せている状態という認識でよろしいでしょうか。 

○委員長 嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 各学校で研修をする場合もありますし、教育委員会主体の研修だったり、ま

た県が主催する研修に教員が参加するという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ありますか。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 最後になると思います。 

  大きく２つについて伺いたいと思います。 

  成果報告書の68ページの真ん中に人権教育指導事業がございます。これについてまず、こ

の説明の中で各種研修の実施というのがあるんですけれども、それは具体的にはどういうテ

ーマの人権の研修を行ったのか、手法も含めて伺います。 

  もう一点が、ここでの事業の対象教職員というのはどのように選考されるのか、その点に

ついて伺います。 

  次が、成果報告書には記述はないですが、決算書の250ページ、人権教育推進費について

伺います。 

  まず、各集会所等で行っております成人学級があるかと思うんですけれども、この事業の

内容、具体的な説明をお願いしたいと思います。事業名、回数、参加者数、事業の内容で、

これは確認的に昨年度も伺ったんですが、いわゆるスポーツ文化教養的な内容も含まれてい

るのかどうかの確認の趣旨です。 



－40－ 

  それともう一点が、学力向上学級というのをやっていると思うんですけれども、ここの中

での問いかけでよいと思うんですが、６年度はどんな事業として、どういう内容のものを行

ったのかお願いいたします。 

○委員長 答弁を求めます。 

  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 お答え申し上げます。 

  人権の研修についてですが、校長、教頭、新任の教諭、また他部会、他市から来た教諭を

対象に毎年やっております。例えば、校長の研修が座学だったら、教頭の研修はフィールド

ワークといって現地に赴いて研修する等、様々な研修を積んでいるところでございますが、

内容については主に同和教育についてが最近の内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、近藤生涯学習課長。 

○生涯学習課長 お答えいたします。 

  人権教育の関係で、まず成人学級の内容につきましては、行っているのが市内４集会所の

ほか、地域交流センターなども活用しておりますが、計67回の開催で464人が参加しており

ます。 

  内容といたしましては、人権学習のほか、手芸や生け花などの地域住民の交流の場の提供

をいたしまして人権意識の高揚を図っているところでございます。 

  続いて、学力向上学級でございますが、こちらは４集会所のほか各小中学校でも実施して

おりまして、令和６年度につきましては112回の開催、1,699人の参加をいただいております。 

  内容といたしましては、国語、算数、英語、数学などの基礎学習のほか、体験活動やレク

リエーションなどの異学年交流なども行っております。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 それぞれご答弁ありがとうございました。 

  人権教育指導事業では、管理的立場の校長、教頭先生、あるいは新任、転入、新しく行田

に来られた方を中心にした研修ということでよく分かりました。 

  人権教育推進費で再質疑させていただきます。 

  学力向上学級の中で体験活動ということも言われたかと思うんですが、例年ですと、夏休

みの期間だったか、バスをチャーターしての施設見学といいますか、そういうのもあったか



－41－ 

と思うんですが、その活動のことでよいのか。だとすれば、この体験活動というのは６年度

はどこに行ったのか、どういう形での事業としてやられたのか説明をお願いします。 

○委員長 近藤生涯学習課長。 

○生涯学習課長 お答えいたします。 

  体験活動といたしまして、市内交流会としてバスで夏休み期間中に児童を連れていってい

るわけですけれども、令和６年度につきましては、茨城県の自然博物館に令和６年８月３日

に出かけております。 

  以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

  他にご質疑ありますか。 

  嶋村教育指導課長。 

○教育指導課長 先ほど村田委員からのご質疑に答えられませんでしたので、数が把握できま

したのでお答えさせていただきます。 

  いじめ等の相談件数ですが、本市いじめ相談ホットラインという窓口がございまして、そ

こでの電話の件数は昨年ゼロ件、メールの件数が３件、この３件については小学校１件、中

学校２件と伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。 

  他に質疑ございますか。 

  駒見副委員長。 

○副委員長 それでは、２点ほど質疑させていただきます。 

  まず、成果報告書の食の応援給付金についてでございます。65ページになります。 

  施策の事業概要と成果ということで、給付人数が5,091人ということで（保護者）と書い

てありますが、こちらのいわゆる意味合いを教えていただきたいのが１点。 

  それから、69ページの就学援助事業になります。こちらの受益者の審査基準というのがも

し説明できるようでしたら教えていただければと思います。 

  以上２点でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、食の応援給付金に対するご質疑にお答え申し上げます。 

  給付人数の5,091人というのは小学生、中学生の人数でございます。それに対して、実際
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の支給は保護者の口座への振り込みという形になりますので、小学生、中学生で兄弟がいる

お宅については、まとめて２人分、３人分を保護者の方に支給しているということで、この

ような人数の表記になってございます。 

  以上でございます。 

○委員長 支給基準は。 

○教育総務課長 失礼いたしました。就学援助については、経済的な理由によって就学困難と

認められる世帯の保護者に対しということでございまして、生活保護基準の1.3倍未満の世

帯というのを基準としております。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ありますか。 

  大屋委員。 

○２番 大屋委員 成果報告書の77ページになります。 

  体育施設管理運営事業になりますが、その中の決算内容、実績等の丸の３つ目のトレーニ

ング機器の借上料ということですけれども、令和５年度と比べてかなり減っておるんですけ

れども、その要因についてお聞きしたいのと、もう一点は、学校給食施設の設備改修工事と

いうことで、先ほど消毒器の更新工事をやったということでお聞きしたんですが、主な内訳

を教えていただきたいのが２つになります。 

  以上です。 

○委員長 伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 トレーニング機器借上料についてお答え申し上げます。 

  こちらは、ちょうど令和６年度から長期継続契約でやってきまして、新しい契約を結んだ

ことによって新たに精査した上での契約金額となっております。 

  以上です。 

○委員長 飯田学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長 お答えいたします。 

  まず、棚消毒保管器ですけれども、こちらは調理をした角バットを保管する保管器になり

ます。こちらはセンターに５台ありまして、経年劣化しておりましたので、５台新しく更新

工事を行って新しいものに取り替えたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、教育

委員会所管部分についての審査を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １１時 ５９分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ０時 ０３分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）中、教育委員会

所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、議案第55号 令和７年度一般会計補正予算（第３回）中、教育総

務課所管部分について説明申し上げます。 

  初めに歳出について申し上げます。 

  議案書の46ページをお願いいたします。 

  10款教育費、１項２目事務局費は、義務教育学校設置に向けた再編計画に基づくＢブロッ

ク新校設置に当たり、当該用地の取得に係る経費を措置するものでございます。 

  内訳でございますが、11節鑑定料は不動産鑑定士へ支払う鑑定料でございます。 

  次の12節委託料の１行目、都市計画決定変更図書作成委託料は義務教育学校都市計画法に

基づく都市施設として位置づけるため、必要となる法定図書の作成等に係る経費でございま

す。 

  その下の調査測量設計委託料は取得を目指す用地の測量に要する費用でございます。 

  その下の同意書取得業務委託料は、測量等の手続を進めることについて、地権者の同意を

得るため、市職員とともに地権者の元へ赴いてもらう埼玉県土地開発公社に対して支払う事

務費でございます。 

  続きまして、２項１目及びその下の３項１目の学校管理費は、埼玉小学校及び埼玉中学校

の教育の振興のため、それぞれ200万円の指定寄附を受けたことから、これを活用して、児
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童・生徒の体育授業等の熱中症対策として、両校の屋内運動場に移動式空調機を２台ずつ導

入するため、学校管理備品費を措置するものでございます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして、30ページをお願いいたします。 

  17款寄附金、１項３目教育費寄附金は、歳出で説明いたしました埼玉小学校及び埼玉中学

校の教育振興に対する個人から受領した指定寄附金を措置するものでございます。 

  続きまして、繰越明許費及び債務負担行為の補正について申し上げますので、議案書の22

ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費の２つ目、10款１項教育総務費の義務教育学校用地先行取得事業は、

事業期間が年度をまたぐ見込みであることから、繰越明許費を設定するものでございます。 

  次に第３表、債務負担行為の補正についてでございますが、２つ目の義務教育学校用地先

行取得事業は、埼玉県土地開発公社に業務を委託し、先行取得する用地を令和９年度までに

買い戻す予定であることから、債務負担行為を設定するものでございます。 

  以上、議案第55号中、教育総務課所管分についての説明とさせていただきます。 

○委員長 ありがとうございます。 

  以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 それでは、学校再編に係る用地先行取得の関係経費について伺います。 

  この候補地というのは、みらいの南側と伺っているのですけれども、田んぼが大半かと思

うのですけれども、鑑定にかける場合の行政としての考え方で、事業者としての考え方とし

て、農地の買取りの方法は、取引事例というのを一般的には使って不動産鑑定士が鑑定して

いるかと思うのですけれども、農地の取得事例でやるのか、あるいは宅地並みの土地として

やるのか、考え方としては、事業者側といいますか、市側の基本スタンスでそれは決まるの

かと思うのですが、その点で、現時点でお答えいただける範囲で結構ですけれども、どうい

う考え方を持っているのかが１つ。 

  ２つ目が、都市計画決定の時期というのはいつ頃を想定しているのか。2,700万円の事業

費自体が、年度内執行が困難で継続費で計上しているようですので、その点をお聞きしたい。 

  ３点目、地権者の人数というのは想定を持っているのかどうか。場所もみらいを背にして
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南側を向くと、すぐ前のところからも田んぼが広がっているんですが、比較的新しいお宅が

１軒あって、そこは多分外すんだと思うのですけれども、みらいにすぐ接したところから、

あの一帯なのか、それとも南側のほう、バイパスのほうに近いところになるのか、場所をも

う少し想定をお持ちだと思いますので、もうちょっと具体的に分かるように説明をいただけ

れば。 

  以上です。 

○委員長 答弁を求めます。 

  岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 近隣の状況も確認しつつ、宅地並みでの取引を想定しております。 

  それから、都市計画決定の時期につきましては、令和８年の秋頃を見込んでおります。地

権者の人数でございますが、23人と伺っております。場所につきましては、みらいの駐車場

のところに接したすぐ隣のところからの一帯を見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員、よろしいですか。 

  村田委員。 

○５番 村田委員 場所ですけれども、みらいの駐車場、図書館の前あたりと、そのまた東に

広くなっていますけれども、あの両方の駐車場の南側という感じでしょうか。 

○委員長 村田委員、ごめんなさい。その前に、幹事長会議の資料でちゃんと土地に赤い枠で、

配られているはずなんですけれども。 

○５番 村田委員 そうですか。見ていない。 

○委員長 見てください。 

  岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 先ほど村田委員がおっしゃった区画というところでこちらとしては考えてお

ります。また、先ほどあの区画の田んぼの一画に住宅があるというお話もございまして、現

時点ではそこの住宅のところは外してということで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他にご質疑ございますか。 

  ３番 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 すみません、同じところですけれども、用地買収をして、これから造成を
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かけて、新しい建物を建てるということですけれども、これは今の段階で総額幾らというの

は出ておるんでしょうか、それが１点。 

  あともう１点、エアコンの寄附のほうですけれども、この移動式のエアコンというのは、

イメージ的にどのぐらいの容量を冷やせるのというのは、その辺をお聞きいたします。２点、

お願いします。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 先ほど債務負担行為の補正のところで、こちらに金額が書いておりますけれ

ども、２億8,900万円という金額はこちらに限度額として入れてありますけれども、これに

プラスアルファで事務費等の金額が加わるというような見込みでございます。 

○委員長 岡部総務課長、ごめんなさい。多分、梁瀬委員が聞いているのは総額ですよね、梁

瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 全部の、新校を開設にするに当たり、今の段階で出ているのかどうか。 

○委員長 今の段階で、例えば上物の費用は出ているんですかという。 

○教育総務課長 失礼いたしました。 

  施設の整備方法について、これから基本構想の中でお示しするということでございますの

で、具体的なその整備費についてはまだ金額等は出てございません。 

  それから、移動式の空調機の件でございますけれども、冷暖房、除湿、送風の機能がつい

ておるものでございまして、12畳程度の広さの部屋を冷暖房できる機能の…… 

〔「12畳」「それが２台」と言う人あり〕 

○教育総務課長 それを各校に２台ということで予定してございます。 

  以上でございます。 

○委員長 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 ありがとうございます。 

  確認ですけれども、今回、Ｂブロックのほうで新たな土地でやるということで、今は、ト

ータル幾らかかるか分からないということですけれども、このＢブロックが基準になってき

てしまうのかという気もするんですけれども、少しでも安くなるような努力というか、した

ほうがいいのかと思うんですけれども、それは幾らかかってもいいということなのか、なる

べく活用するのか、その辺、教育委員会としてはどのようなスタンスなんでしょうか。 

○委員長 岡部教育総務課長。 

○教育総務課長 幾らかけてもいいかというところでございますけれども、当然、経費はなる
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べく抑えるように、こちらとしては努力をしてまいりたいと考えております。 

  また、国の補助金等を活用できる財源を有利なものを見つけて、活用していきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑の申出はございませんので、質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ０時 １５分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 １６分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、会計課所管の議案について審査を行います。 

  まず、五十嵐会計管理者兼会計課長にご挨拶をお願いいたします。 

○会計管理者兼会計課長 改めまして、こんにちは。 

  町田委員長、駒見副委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、日頃から本市の会計

事務の推進に格別なるご理解、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本日ご審議いただきます議案は、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認

定のうち会計課が所管する部分でございます。 

  委員の皆様には慎重なるご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長 ありがとうございます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち

会計課所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  五十嵐会計課長。 

○会計課長 それでは着座にて失礼させていただきます。 

  議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち会計課所管部分

についてご説明申し上げます。 

  初めに、歳入歳出決算事項別明細書について、歳出からご説明いたしますので、事項別明



－48－ 

細書の82ページをお願いいたします。 

  まず、２款総務費、１項１目一般管理費のうち備考欄の一番上の◎会計課関係経費でござ

いますが、３節時間外勤務手当は、会計課職員の時間外勤務手当、23節事務取扱資金は、市

税や手数料などを窓口で収納している19の課所管に対する窓口用釣銭資金でございます。 

  87、88ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、１項４目会計管理費の右ページ備考欄の◎出納事務費でございます。 

  主なものを申し上げますと、10節の２行目、修繕料は、市役所内の現金取扱員や現金出納

員に貸与している領収印の印面交換や会計課備品の修繕に要した経費でございます。 

  11節の２行目、通信料は、公金振り込み等の各種エレクトロニックバンキングサービスで

利用するインターネット回線等の利用料、次の保険料は、公金等の持ち運びや保管時の事故

等の損害に対応した全国市長会公金総合保険の保険料、その下の手数料は、指定金融機関や

収納代理金融機関が行う公金の振り込みに対する手数料など、出納事務に必要な各種手数料

でございます。 

  13節ＯＡ機器借上料は、エレクトロニックバンキングサービスで使用するパソコンの借上

料、17節の庁用器具費は、現金出納員及び現金取扱員が使用する領収印の購入に要する経費、

18節諸負担金は、県内40市で構成する埼玉県都市水道事務協議会及び北部地区７市で構成す

る北部ブロック都市出納事務協議会に対する負担金でございます。 

  少し飛びまして、112ページをお願いいたします。 

  ２款１項17目諸費のうち備考欄一番下の◎郵便切手類等購入費は、会計課において販売し

ております切手収入印紙、はがきなどの購入費でございます。 

  続きまして、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして、63ページをお願いいたし

ます。 

  20款諸収入、２項１目市預金利子、１節市預金利子の右ページ備考欄、歳計現金預金利子

は、歳計現金の普通預金及び定期預金などの利子収入でございます。 

  次に、４項１目雑入の２節郵便切手類等売捌収入の右ページ備考欄、郵便切手類等売捌収

入及び郵便切手類等売捌手数料は、切手収入印紙、はがきなどの売捌収入及び売りさばきに

係る手数料収入でございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  20款４項１目、15節雑入の右ページ備考欄、上から３つ目、会計事務取扱資金回収金は、

市税や手数料などを窓口で収納している19の課所管に支出した窓口用釣銭資金を年度末に回
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収したものでございます。 

  ４つ下の生命保険等事務手数料は、職員個人が加入している生命保険料を給与から控除し、

会計課において、保険会社別にまとめて支払う事務に対して、各保険会社から支払われる事

務手数料でございます。 

  続きまして、財産に関する調書の中の４、基金についてご説明申し上げますので、331ペ

ージをお願いいたします。 

  基金につきましては、（１）教育振興奨励基金から333ページの（18）栗原宣幸こどもの

居場所基金まででございますが、各基金の積立てや取崩しにつきましては、それぞれの所管

課において行っております。 

  会計課におきましては、基金資金の運用を担っておりますので、その運用につきましてご

説明申し上げます。 

  334ページの表、基金合計をご覧ください。 

  基金資金につきましては、全基金残高を一括で運用しており、大口定期預金に加え、国債

や地方債などの債券による運用を行っております。 

  表にはございませんが、令和６年度の運用利子収入の合計は4,409万3,448円で、それぞれ

の基金の残高で案分し、各基金に配分しております。なお、基金には、運用利子収入を事業

の財源に充てるもの、これと基金に繰り入れるものの２種類があり、運用利子収入のうち基

金に繰り入れた額は、3,640万6,950円でございます。 

  表の区分欄の１段目、現金・預金の決裁年度中増減高の上段、11億1,446万8,341円の増は、

運用利子収入と各基金への積立金の合計から、取り崩した額を除いたものに、債券売却によ

る預金への戻し入れ額を加えて算出したものでございます。 

  次に下段の減額９億8,893万9,823円及び区分欄の２段目、債券の増額９億8,893万9,823円

は、債券の購入に伴う増減額でございまして、令和６年度は、額面で申し上げますと、８億

円分の国債を新たに購入したものでございます。 

  下段の減額３億9,337万4,000円は、先ほど現金・預金の増の欄でご説明いたしました債券

売却による預金への戻し入れ額でございます。この結果、区分欄の３段目、合計にございま

すように、前年度末現在高101億6,461万6,827円に、決算年度中増減高７億2,109万4,341円

を加え、決算年度末現在高は108億8,571万1,168円となったものでございます。 

  以上で議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定に係る会計課所管部分の

説明を終わらせていただきます。 
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○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 大きくは２点伺いたいと思うんですが、１点目ですけれども、基金の運用

です。前年度比で1,800万円から3,800万円、大幅に増額しているんですけれども、その主な

要因について伺います。 

  ２点目が、この基金運用の関係で、市の運用基準では基金総額の２分の１以内の運用、そ

れと、令和６年度までに20億から30億円の運用を計画という説明を以前受けているんですけ

れども、令和６年度では、この運用実績はどのような状況なのか、幾らぐらいと割合、それ

についての状況をお願いします。 

  もう１つ、郵便切手類等の購入費ですけれども、事項別明細では112ページ、これは見方

がよく分からないので伺いたいんですけれども、前年度までは、県の収入印紙等購入費、そ

ういう名称でも計上がされていたかと思うんですが、県証紙のほうは廃止されたわけで扱わ

なくなっているということで、令和６年度で新たに切手類購入費ということで計上されてい

るんですけれども、前年度の決算の書類等を見ても、金額が令和５年度では証紙の額と切手

の購入額というのが、今回のと何か、合わないという言い方は変ですけれども、よく分から

なかったんですが、計上の仕方が変わったのかどうか、その点を伺いたいと思います。 

○委員長 答弁を求めます。 

  五十嵐会計課長。 

○会計課長 まず１点目のご質疑で、基金運用益、増収になっていると。その要因ということ

でございますが、総じて言えることは、金利の上昇ということでございます。 

  基本的に国債や県債という債券につきましては、もう購入した時点で利金というものは確

定しておりますので、そこの増減はさほど見込めるものではございませんので、大きな上昇

というのは金利の上昇ということが考えられるところでございます。 

  もう一点、何年か前の基金の運用につきまして、債券運用につきまして、20億から30億と

いうような説明があったということに関してでございますが、令和６年度末での運用実績に

つきましては、基金資産の約108億8,500万円に対しまして、債券運用45億8,000万円、基金
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全体の約42％まで達しております。そういった状況でございます。 

  それと、郵便切手類についての質疑でございますが、県証紙につきましては、令和５年12

月で廃止になっております。その後、県証紙の在庫につきましては、県への返還ということ

で換金されて、令和５年度の中で収入されているものでございます。 

  今回の切手類の増額につきましては、単純に切手類はそれほどの大幅な増はございません

が、パスポートを取得する際の収入証紙、こちらのほうが大幅に伸びております。要はコロ

ナ禍を経て、令和５年５月のコロナ禍５類に変更された後の海外旅行の需要が伸びたという

こと。加えて、現状においてもそれが継続されているというようなことで、収入印紙の販売

が伸びているというような要因でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 分かりました。この中には収入印紙が入って、そこの伸びがあって、県証

紙がなくなったのに額的にはこういう額になっていると。ありがとうございました。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑の申出はございませんので、質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち会計課

所管部分についての審査を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。執行部入替えのため、そのままお待ちください。 

午後  １時 ３４分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ３６分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 次に、監査委員事務局所管の議案について審査を行います。 

  まず、石川監査委員事務局長にご挨拶をお願いいたします。 

○監査委員事務局長 皆さんこんにちは。委員の皆様には日頃より監査業務をはじめ、事務局

所管業務につきまして、ご協力、ご理解賜り厚く御礼申し上げます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 
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             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 それでは議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち

監査委員事務局所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  石川監査委員事務局長、お願いいたします。 

○監査委員事務局長 ご説明いたします。歳出からご説明申し上げます。 

  事項別明細書の95ページをお願いいたします。 

  ページの中ほど、２款１項９目公平委員会費でございますが、予算現額30万8,000円、支

出済額29万2,795円で、執行率は95.1％となっております。 

  右ページ備考欄◎公平委員会運営費の主なものを申し上げます。 

  １節委員報酬は、公平委員３名の年額報酬で、条例により委員長４万6,500円、委員４万

3,000円を支給したものでございます。 

  ８節費用弁償は、公平委員会開催に伴う15回分の日当及び全国及び関東支部の公平委員で

組織する連合会の総会、研究会へ参加したことによる日当でございます。 

  18節公平委員会連合会関係負担金は、全国及び関東支部の公平委員で組織する連合会への

負担金をそれぞれ支出したものでございます。 

  次に少し飛びまして、113ページをお願いいたします。 

  ２項１目税務総務費のうち右ページ備考欄の４つ目の◎固定資産評価審査委員会費でござ

います。内訳ですが、１節委員報酬は、固定資産評価審査委員会委員３名分の日額報酬で会

議開催２回分を支給したものでございます。条例により委員長は１万1,000円、委員は１万

円でございます。 

  少し飛びますが、125ページをお願いいたします。 

  ページの中ほど６項１目監査委員費でございます。予算現額3,103万3,000円、支出済額

3,043万4,717円、執行率は98.1％となっております。 

  右ページ備考欄◎監査執行費のうち主なものを申し上げます。 

  １節委員報酬は、監査委員２名分の月額報酬で、条例により代表監査委員が６万8,500円、

議会選出の監査委員が４万3,500円でございます。 

  次に、２節一般職給から４節一般職共済組合負担金は、事務局職員３名分の人件費でござ

います。 

  ８節費用弁償は、委員が監査業務に出席した際に支給した費用弁償でございます。 
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  12節工事監査委託料は、工事監査を実施するため、技術的、専門的な識見を有する民間団

体に監査業務を委託したもので、当年度は都市整備部水道課が所管した工事、大字佐間地内

の配水管布設替工事を対象に工事監査を実施いたしました。委託先はＮＰＯ法人彩の国建設

技術支援センターでございます。 

  次に、18節都市監査委員会負担金は、各都市の監査委員で組織する都市監査委員会で、全

国、関東、埼玉県及び県北の４つの団体があり、これらに対する年間負担金でございます。 

  以上が歳出についてでございまして、歳入につきましては、全て一般財源を充てておりま

す。 

  以上で、当事務局の所管の決算についての説明を終わりにいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 公平委員会と最後の監査委員費について伺います。 

  まず公平委員会のほうですが、費用弁償の内訳的な説明もいただいたところですけれども、

３万円増えているのは、何か全国ブロック会議とかが回数が増えたのか、あるいは15回とい

う、そちらの委員会のほうが増えたのか、そこをもう少し詳しく教えてください。令和６年

度はどのような委員会での審査があったのか、不服申立てが増えているのか、その辺の傾向

みたいなことが分かれば併せてお願いします。 

  もう一点、126ページの監査執行費の中ですけれども、工事監査委託料で、工事監査、非

常に専門性とともに公平性が求められる役割、仕事なわけですけれども、説明のありました

ＮＰＯ法人彩の国建設技術支援センター、こちらについて、もう少しご説明をお願いします。

私が先ほど言った公平性ですとか専門性という点で大丈夫なのかどうかという観点からお尋

ねします。 

○委員長 答弁を求めます。 

  石川事務局長。 

○監査委員事務局長 お答えいたします。 

  まず初めに公平委員会の費用でございます。 
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  費用弁償についてでございますが、出張に伴うものにつきましては昨年と同等程度でござ

います。額が増額した要因については、公平委員会の開催が一昨年に比べて増えたというこ

とでございます。15回の公平委員会を開催いたしております。 

  内容でございますが、令和６年度は、今申し上げました委員会を15回開催しておりまして、

令和５年度中の継続中の案件を審査しておりました。中身につきましては、処分者が発令し

た分限休職処分について、職員が不服を申し立てたというところで審査をしていたものでご

ざいます。この審査につきましては、既に採決が行われておりまして、令和６年度中に完結

をいたしております。 

  公平委員会の費用弁償につきましては以上でございます。 

  続きまして、監査執行費について申し上げます。 

  12節工事監査委託料についてでございます。工事監査は、公共工事が適正に執行されてい

るか技術的な視点からチェックを行うものでして、それにつきまして、技術的な国家資格を

持つ建設技術コンサルタントが必要ということで、民間の特定非営利活動法人ですとか、Ｎ

ＰＯ法人ですとか、建設技術センターとか、公平な立場で監査業務を行っていただけるとこ

ろがありますので、そこに委託しているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑の申出はございませんので、質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち監査委

員事務局所管部分についての審査を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。執行部入替えのため、そのままお待ちください。 

午後  １時 ４５分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ４７分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 次に、議会事務局所管の議案について審査を行います。 

  まず、鴨田議会事務局長にご挨拶をお願いいたします。 
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○議会事務局長 皆さん、こんにちは。 

  委員の皆様には大変お疲れのところ恐縮に存じますが、引き続き、議案第67号 令和６年

度行田市一般会計歳入歳出決算認定のうち、議会事務局所管部分につきましてご審査のほど

お願いいたします。 

  詳細につきましては、この後、大澤次長から申し上げますので、重ねてお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち

議会事務局所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  大澤議会事務局次長。 

○議会事務局次長 議会事務局次長の大澤でございます。 

  それでは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定のうち、議会事務局

の所管につきましてご説明をさせていただきます。 

  着座にて失礼いたします。 

  それでは、初めに、主要施策の成果報告から申し上げますので、成果報告書の１ページを

お願いいたします。 

  まず、本会議生中継・録画配信事業につきましては、インターネットによる本会議の中継

及び録画配信することにより利便性の向上を図るとともに、令和６年６月定例会からは、新

たに字幕つきのライブ中継を実施いたしました。なお、アクセス件数等につきましては記載

のとおりでございます。 

  次に、市議会ＩＣＴ推進事業でございますが、令和５年３月定例会から導入いたしました

タブレット端末及びペーパーレス会議システムｍｏｒｅＮＯＴＥに係る経費となります。 

  引き続き、タブレット端末の有効活用及び議会運営の効率化を図ってまいります。 

  主要施策につきましては以上でございます。 

  続きまして、歳入歳出決算についてご説明いたしますので、事項別明細書の73ページをお

開き願います。 

  まず歳出の１款１項１目議会費ですが、執行率は98.2％でございます。 

  74ページの備考欄◎市議会運営費について主なものをご説明申し上げます。 

  まず１節の報酬は、議員20名の報酬、次の会計年度任用職員につきましては、県議長会会
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長市に係る業務のため１名を任用したものでございます。 

  次の２節一般職給は、事務局職員６名分の給料、次に３節の１行目は事務局職員４名分の

時間外勤務手当でございます。 

  次の２行目は、議員20名分の期末手当、１行飛びまして、４行目及び５行目は、議会事務

局職員の期末勤勉手当等でございます。 

  次に、４節の１行目、議員共済会負担金は、前年度と比較いたしますと、216万4,800円の

減となっておりますが、これは給付費の負担率が前年度より引き下げられたことによるもの

でございます。 

  次に、５行目の一般職共済会負担金は、事務局職員に関する共済会負担金でございます。 

  次に、８節の費用弁償及び普通旅費については、主に議長公務に関する支出、また、事務

局職員の出張に係る経費となっております。 

  次に、９節交際費につきましては、支出の主な内訳としまして、会費が15件、慶弔費とし

て、市職員関係が２件、供花料の１件となっております。 

  次に、10節の２行目、印刷製本費は、議会だより発行に係る経費や、会議録８冊分の製本

費用が主なものでございます。 

  次に、11節の４行目、データ反訳料は会議録の作成に伴い、本会議、各常任委員会の会議

録作成に係る反訳料でございます。 

  次に、12節の１行目、会議録検索システムデータ作成委託料及び13節の２行目、会議録検

索システム借上料は、市議会ホームページ内にあります会議録の検索と閲覧に係るデータの

作成費用及びシステム借上料でございます。 

  戻りまして、13節の１行目、ＯＡシステム利用料の内訳として３点ありますが、まず１つ

目として、インターネット中継に係るサーバの使用料、２点目として、議会図書室パソコン

の第一法規データシステム使用料、３点目としまして、ｍｏｒｅＮＯＴＥシステムの使用料

となっております。 

  次に、13節の３行目、ＯＡ機器借上料は、事務局内のコピー機、議場内音響映像システム

及びタブレット端末22台分のリース料でございます。 

  次に、17節庁用器具費は、インターネット中継に係る字幕配信用のモニターを傍聴席に設

置したものでございます。 

  次に、76ページをお願いいたします。 

  18節になりますが、上から５行目の政務活動費交付金は、会派等に支出した政務活動費で
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ございます。 

  次の友好都市議員交流会実行委員会補助金は、行田市が開催市として実施するため、議員

からの負担金のほか、開催市として、情報交換会の会場費、桑名市議会議員用の借り上げバ

スなど、負担金以外の必要な経費分として支出したものでございます。 

  次に、不用額についてご説明いたしますので、戻りまして、74ページをお願いいたします。 

  不用額の主なものでは、８節旅費として、３常任委員会、議会運営委員会及び職員の随行

に係る視察費の差額分となっております。 

  11節役務費では、会議録作成に係るデータ反訳料として、当初の見込みより時間数が少な

かったことによるものでございます。 

  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

  なお、歳入につきましては、議会単独のものはございません。 

  以上で、議会事務局に係る歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。 

  ご審査のほどお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

  新委員。 

○４番 新委員 毎年聞いているので。インターネットの再生数とか放映数は伸びているのか

どうか、去年度の比較をお願いします。 

○委員長 答弁を求めます。 

  大澤次長。 

○議会事務局次長 こちらのインターネット中継のアクセス件数及び録画配信の件数ですが、

アクセス件数につきましては、令和２年度、３年度につきましてはコロナ禍ということで、

件数は多くありました。その後、だんだんコロナが落ちついてきた後は、アクセス件数のほ

うは減少傾向となっております。 

  以上です。 

○委員長 よろしいですか。 
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  他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち議会事

務局所管部分についての審査を終了いたします。 

             ────────────────── 

△散会の宣告 

○委員長 以上をもって本日の審査日程を終了いたしました。 

  次回９月22日の月曜日は午前９時30分から委員会を開催いたしますので、定刻までにご参

集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後  １時 ５８分 散会 

             ────────────────── 
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令和７年行田市議会総務文教常任委員会会議録 

○開会年月日  令和７年９月２２日（月曜日） 
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午前  ９時 ２８分 開議 

△開議の宣告 

○委員長 皆さん、おはようございます。 

  少し定刻前ですが、皆さんおそろいのようなので、始めさせていただきたいと思います。 

  本日も、長時間にわたる審査になると思います。皆様のご協力いただきながら、スムーズ

な会議の進行ができますことをお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

  ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。 

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。議事の整理上、発

言は委員長の許可を得てからマイクを使用の上お願いいたします。 

  また、説明、質疑及び答弁につきましては簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお

願いいたします。 

  審査については、お配りしております審査日程により行います。 

  それでは、総合政策部所管の議案について審査を行います。 

  まず、諸貫総合政策部長にご挨拶をお願いいたします。 

○総合政策部長 おはようございます。 

  町田委員長、駒見副委員長はじめ委員の皆様におかれましては、日頃より総合政策部の事

務事業の推進に格別なるご支援、ご協力を賜り、心より御礼を申し上げます。 

  本日ご審議いただきます案件は、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認

定について及び議案第55号の一般会計補正予算案のうち総合政策部の所管部分でございま

す。 

  説明につきましては各担当課長から申し上げますので、委員の皆様にはご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

  簡単ですが、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち

総合政策部所管部分についてを議題とし、順次執行部の説明を求めます。 

  まず、川上企画政策課長、お願いいたします。 
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○企画政策課長 おはようございます。 

  それでは、令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち企画政策課所管部分につきましてご説

明させていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  失礼いたしまして、着座にて説明させていただきます。 

  初めに、主要施策の成果報告書からご説明申し上げますので、主要施策の３ページをお願

いいたします。 

  一番下の市制施行75周年記念事業は、市制施行75周年を記念して、市民提案実施事業８事

業及びイベント等に冠をつけて実施する冠事業44事業を実施したものでございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  一番上の移住定住促進事業は、特に若者層の移住定住を促進するため、移住定住コンシェ

ルジュを設置し、相談業務や各種移住者向けイベントへ参加するとともに、新たに奨学金返

還支援金制度などを実施したものでございます。 

  その下のふるさと納税促進事業は、ふるさと納税としてご寄附いただいた方への返礼品の

調達に要した費用等でございまして、寄附実績等の内訳はご覧のとおりでございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  一番上の行田市基本構想策定事業は、総合振興計画に代わり、市政運営の総合指針として、

新たに行田市基本構想を作成したものでございます。 

  主要施策の成果報告書につきましては以上でございます。 

  続きまして、各事業につきまして、決算事項別明細書に基づきまして説明させていただき

ます。 

  まず、歳出の主なものについてご説明申し上げますので、91ページをお願いいたします。 

  ７目企画費、右ページ備考欄の◎行政企画費ですが、主なものを申し上げますと、１節の

会計年度任用職員報酬から５行下の４節労働保険料までは、移住定住コンシェルジュ１名及

びふるさと納税事務に従事する会計年度任用職員１名、計２名の人件費でございます。 

  ７節の３つ目、記念品費、94ページの12節１つ目、ふるさと納税管理業務委託料及び13節

の２つ目、ＯＡシステム利用料は、ふるさと納税実施に係る諸費用でございます。 

  18節の３つ目、秩父鉄道整備促進協議会負担金は、秩父鉄道沿線の５市３町で構成する協

議会への負担金でございます。内訳は、通常負担金として５万円、秩父鉄道株式会社が実施

する安全対策事業に対する本市負担分である特別負担金が857万6,000円でございます。 

  その下の市制施行75周年記念事業実行委員会交付金は、市制施行75周年に当たり、実行委
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員会形式で市民の提案による記念事業を募集し、採択された８事業分の補助金を実行委員会

に交付したものでございます。 

  その下の奨学金返還支援金は、本市に移住する奨学金返還者を対象とした支援策を新たに

実施し、申請のあった19名に交付したものでございます。 

  次の◎行政改革推進費ですが、１節の委員報酬及び８節の費用弁償は、行政改革推進委員

会を２回開催したことによる出席委員７名分の報酬及び費用弁償でございます。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  次に、歳入の主なものについて説明いたしますので、戻りまして47ページをお願いいたし

ます。 

  14款国庫支出金の２項１目総務費国庫補助金の１節総務管理費補助金のうち、右ページ、

備考欄の２行目、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許費分）及びその下３

つ目の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、物価高騰などに対応するため、低所得

者支援や定額減税などの経済的支援などに交付される交付金であり、本市へ交付される交付

限度額分のうち、令和５年度から繰り越して実施した執行分及び令和６年度の執行分を受け

入れたものでございます。 

  なお、事業実施内容につきましては、それぞれの担当課から各常任委員会で説明いたして

おります。 

  51ページをお願いいたします。 

  15款県支出金の１項３目地方分権推進交付金は、本市が県から権限移譲を受けた事務の執

行経費として、県の基準に基づく交付金を受けたものでございます。 

  59ページをお願いいたします。 

  17款寄附金、１項１目ふるさと納税寄附金は、ふるさと納税4,740件の寄附総額でござい

ます。内訳は、備考欄のとおりであり、ふるさとづくり基金への寄附金が511件、行田タワ

ー全国発射プロジェクトに伴うクラウドファンディング型ふるさと納税寄附金が129件、そ

の他の寄附金が4,100件でございます。 

  その下の企業版ふるさと納税寄附金は、行田タワー全国発射プロジェクトに伴う寄附が26

社、子育て支援の寄附が２社でございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入の９節用品等売払収入のうち、右ページ、備考欄の一番下、総

合振興計画売払収入は１冊分の売払収入でございます。 
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  その下の13節返還金のうち、右ページ、備考欄の下から４つ目、子育て世帯定住促進奨励

金返還金及びその下の子育て世帯定住促進奨励金返還金（滞納繰越分）は、住居を開始した

日から５年以内に転居や子育て世帯ではなくなったことなど、当該奨励金の交付要件を満た

さなくなった交付対象者４名から奨励金を返還いただいたものでございます。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  次に、財産に関する調書についてご説明申し上げますので、327ページをお願いいたしま

す。 

  一番上の（５）無体財産権のうち、「行田市イメージマーク」商標権及び「忍城」商標権

につきましては、決算年度中の増減はなく、昨年と同様でございます。 

  また、中段の（７）出資による権利のうち、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツい

きいき財団出資金につきましても、決算年度中の増減はございませんでした。 

  以上で企画政策課所管の決算についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、横倉秘書課長。 

○秘書課長 秘書課所管分の決算についてご説明申し上げます。 

  恐縮ですが、着座にて失礼いたします。 

  主要施策の成果報告書に記載の事業はございませんので、決算事項別明細書の78ページを

お願いいたします。 

  初めに、歳出から説明をさせていただきます。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費のうち、右ページ、備考欄の◎秘書課関係経費をご覧く

ださい。ここでは主なものをご説明申し上げます。 

  ３節の時間外勤務手当は、特別職の公務に伴う財産管理課職員の運転業務に係る時間外勤

務手当でございます。昨年度は令和５年度と比較して54万1,350円の減となっておりますが、

これは主に市長の公用車を担当する運転手２名のうち、令和５年度まで再任用職員であった

１名が令和６年４月から会計年度任用職員となったことに伴い、時間外勤務手当を含めて総

務一般管理費から報酬として支払うこととなったためでございます。 

  次の７節褒賞品費は、文化・スポーツ団体主催の大会で授与される市長賞のトロフィーや

盾の制作の経費でございます。 

  次の９節交際費は、公職者などへの弔慰金や各種会合に出席する際の会費などでございま

す。こちらにつきましては、令和６年度から公職者等の弔意対応を一部見直したこともあり、
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令和５年度と比較して20万6,181円の減額となっております。 

  飛びまして、３つ下の11節クリーニング代は、市長室、副市長室及び応接室のカーテンの

クリーニングに係る経費でございます。 

  次に、18節負担金補助及び交付金のうち、市長会関係負担金につきましては、令和５年度

と比較して25万6,000円増加しております。これは、埼玉県市長会の負担金について、均等

割が10万円から20万円に、人口割が１人当たり２円から４円にそれぞれ増額変更となったこ

とによるものでございます。 

  次に、歳入について説明いたしますので、57ページをお願いいたします。 

  16款財産収入のうち、１項２目利子及び配当金で秘書課に関係する歳入は、60ページ、備

考欄の上から10行目、株式会社テレビ埼玉株配当金でございます。こちらは、市が保有する

同社の株券に対する配当金でありまして、前年と同額でございます。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、財産に関する調書327ページをお願いいたします。 

  （６）番有価証券につきまして、先ほど歳入で説明いたしました株式会社テレビ埼玉株式

3,600株を保有しております。 

  以上、秘書課所管部分の説明とさせていただきます。ご審査のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○委員長 次に、柿沼財政課長。 

○財政課長 続きまして、財政課所管部分についてご説明いたします。 

  恐縮ですが、着座にて失礼いたします。 

  初めに、歳出からご説明申し上げますので、歳入歳出決算事項別明細書の85ページをお願

いいたします。 

  ２款総務費、１項３目財政管理費、右ページ、備考欄の◎財政管理費は、令和５年度決算

書及び令和７年度予算書の作成に係る印刷製本費などでございます。 

  飛びまして267ページをお願いいたします。 

  11款公債費、１項１目元金、右ページ、備考欄の◎市債元金償還金は、市債の償還終了に

伴う元金の減少が新規借入れに伴う元金の増加を上回ったことから、前年度と比較すると減

額となっております。 

  269ページをお願いいたします。 

  ２目利子、右ページ、備考欄の◎市債利子償還金は、起債残高の減少などにより、前年度
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より減額となっております。 

  次に、一番下の13款予備費でございます。予算現額欄の中ほどに予備費支出及び流用増

減欄に△、マイナスの表示で554万1,403円という額がありますが、これが各項目へ予備費

を充用した金額の合計となっておりまして、272ページの備考欄には内訳を記載しておりま

す。 

  一番上の２款１項１目12節への充用は、公平委員会の審査請求事案について代理人弁護士

への報酬等の支払いが発生したことから、総務課関係経費の弁護士委託料へ充用をしたもの

でございます。 

  その下の２款１項１目17節への充用は、本年４月の人事異動及び組織改正に伴い、新たな

部署が新設されるなど、事務用机や椅子の購入が急遽必要になったことから、共通物品管理

費の庁用器具費へ充用したものでございます。 

  その下の２款１項12目14節への充用は、災害時の指定避難所にもなっている地域交流セン

ターにおいて、老朽化等によりホールに設置されている空調機器２台が故障し、急遽工事を

実施する必要があったことから、人権推進費の空調設備設置工事請負費へ充用したものでご

ざいます。 

  その下の10款４項２目12節への充用は、佐間地内の県指定記念物一里塚にある榎の枝の一

部が腐食により落下し、他の枝も落下の危険性があり、伐採する必要があったことから、文

化財保護費の伐採委託料へ充用したものでございます。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして39ページをお願いいたします。 

  ２款地方譲与税のうち、１項１目地方揮発油譲与税、次の２項１目自動車重量譲与税は、

それぞれの国税について、交付基準に基づき都道府県及び市町村に交付されるものでござい

ます。 

  ３項１目森林環境譲与税は、森林整備や木材利用の促進などに充てるための財源として譲

与されるもので、令和６年度は農政課所管の県産木材活用促進支援事業補助金に活用したほ

か、森林環境整備促進基金へ積立てを行ったものでございます。 

  次に、３款の利子割交付金から41ページの８款環境性能割交付金までの各交付金について

は、それぞれの県税について、交付基準に基づき市町村に交付されたものでございます。 

  次に、９款地方特例交付金は、国の制度変更などによって地方に負担増や減収等が生じた

場合に、特例的に交付されるものでございます。 
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  １項の地方特例交付金は、定額減税の実施により個人市民税が減収した分を国が補てんす

るため、新たに定額減税減収補填特例交付金が交付されたことなどにより、前年度と比べ増

額となっております。 

  ２項の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、本交付金の対象とな

る中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置におい

て、前年度に比べ対象となる償却資産の評価額が減少したことに伴い、固定資産税の減収額

が減ったため、国から補てんされる交付金も減額となっております。 

  次に、10款地方交付税ですが、右ページ、備考欄の普通交付税は、臨時財政対策債への振

替額の減少や、国の補正予算において追加交付が行われたことなどから、前年度と比べ増額

となっております。 

  その下の特別交付税は、住民税等の各種証明書のコンビニ交付サービスに係る措置額や企

業誘致候補地における埋蔵文化財の先行試掘調査の実施に要する経費の増加などにより、前

年度と比べ増額となっております。 

  11款の交通安全対策特別交付金は、道路交通法の反則金収入について、交付基準に基づき

交付されるものでございます。 

  飛びまして61ページをお願いいたします。 

  18款繰入金、２項６目の減債基金繰入金は、令和３年度及び令和５年度に普通交付税で措

置され、臨時財政対策債の償還財源として積み立てた減債基金について、その償還に充てる

ため取崩しを行ったものでございます。 

  次に、19款繰越金ですが、右ページ、備考欄、前年度繰越金は、令和５年度決算における

実質収支額でございます。 

  その下の繰越明許費分及び継続費逓次繰越し分は、令和６年度へ繰越し措置を行った事業

に係る財源としての繰越金でございます。 

  次に、20款諸収入ですが、所管するものについて説明申し上げます。 

  65ページをお願いいたします。 

  ４項１目雑入の４節交付金及び助成金収入ですが、右ページ、備考欄の埼玉県市町村振興

協会市町村交付金は、サマージャンボ及びハロウィンジャンボ宝くじの収益金の一部が交付

されたものでございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  一番下の21款市債、１項９目臨時財政対策債は、普通交付税の振替措置として借入れを行
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っているものでありますが、所得税などの国税収入の増加等により、国において交付税原資

が確保されたことに伴い、臨時財政対策債への振替額が減少したことから、前年度と比べ減

額となっております。 

  歳入については以上でございます。 

  続きまして、財産に関する調書につきましてご説明申し上げますので、327ページをお願

いいたします。 

  １の公有財産のうち、（７）出資による権利にあります表の一番下の地方公共団体金融機

構出資金ですが、前年と同額でございます。 

  以上で令和６年度決算に係る財政課所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、野辺広報広聴課長。 

○広報広聴課長 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算のうち、広報広聴課所管部分につき

ましてご説明させていただきます。 

  着座にて失礼いたします。 

  初めに、主要施策についてご説明申し上げます。 

  薄いほうの主要施策の成果報告書の２ページをお願いいたします。 

  ２番目の情報発信事業は、市報「ぎょうだ」の発行や行田市ホームページ及びＬＩＮＥな

どの各種公式ＳＮＳ等を活用し、市政情報や本市の魅力を広く市内外へ発信したものでござ

います。 

  主要施策の成果報告につきましては以上でございます。 

  続きまして、歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

  歳出からご説明いたしますので、厚いほうの歳入歳出決算書の83ページをお願いいたしま

す。 

  ２款１項１目文書広報費の右ページ、備考欄の◎広報活動費につきまして、主なものを申

し上げますと、10節の２行目、印刷製本費は、市報「ぎょうだ」の印刷等に要した費用でご

ざいます。 

  12節３行目のホームページシステム保守点検委託料及び13節２行目のホームページシステ

ム借上料は、ともに市ホームページ運用に係る経費でございます。 

  17節庁用器具費は、資材用デジタルカメラとレンズ２本、撮影用ライト及びバックボード

を購入した費用でございます。 

  少し飛びまして123ページをお願いいたします。 
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  ５項１目統計調査総務費の右ページ、備考欄の◎統計調査一般管理費は、統計担当職員２

名分の人件費でございます。 

  その下の２目諸統計調査費の右ページ、備考欄１つ目の◎人口統計調査費は、令和７年実

施の国勢調査の準備作業に要した経費でございまして、１節会計年度任用職員報酬等の人件

費や事務費を計上したものでございます。 

  その下の◎経済統計調査費は、５年に一度実施される全国家計構造調査と農林業センサス

に要した費用でございます。全国家計構造調査は、令和６年10月１日を期日とし、家計にお

ける消費、所得、資産及び負債等の実態を把握することを目的として実施したもの。農林業

センサスは、令和７年２月１日を期日とし、農林業の基本構造の実態とその動向を把握する

ために実施したものでございます。 

  主なものを申し上げますと、１節調査員報酬は調査員107名分の報酬、その下の指導員報

酬は指導員12名分の報酬でございます。 

  126ページをお願いいたします。 

  備考欄１つ目の◎教育統計調査費は、令和６年５月１日を調査期日とする学校基本調査に

要した経費でございます。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  次に、歳入の主なものについてご説明いたしますので、戻りまして55ページをお願いいた

します。 

  15款３項１目総務費委託金のうち、５節統計調査費委託金は、右ページ、備考欄のとおり、

国勢調査準備委託金から58ページ、学校基本調査委託金までの５件分の委託金収入となって

おります。 

  67ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の10節広告料収入の右ページ、備考欄、市報広告料は、市報「ぎょうだ」

に掲載されている４ページ分の広告収入とホームページのバナー広告収入でございます。 

  続きまして、財産に関する調書についてご説明いたしますので、327ページをお願いいた

します。 

  ページ中ほどの（７）出資による権利の５番目の項目、行田ケーブルテレビ株式会社出資

金につきましては、決算年度中の増減はございません。 

  広報広聴課所管の決算についての説明は以上でございます。 

  次に、朝見財産管理課長。 
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○財産管理課長 おはようございます。 

  財産管理課所管分につきましてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  失礼いたしまして、着座にてご説明させていただきます。 

  初めに、主要施策の成果報告書からご説明申し上げます。 

  主要政策の２ページ目をお願いいたします。 

  中ほどになりますが、学校跡地利活用検討事業でございますが、旧太田東小学校につきま

して、跡地活用計画に基づき、活用を希望する民間事業者を選定するプロポーザルを実施い

たしました。応募者１名に対して審査を行い、基準点を上回ったことから、学校跡地を撮影

スタジオや研修施設として活用する民間事業者を決定いたしました。 

  下段になりますが、本庁舎照明ＬＥＤ化事業は、消費電力を削減し、併せてカーボンニュ

ートラルへの取組を推進する施設照明ＬＥＤ化事業といたしまして、市役所本庁舎の照明の

ＬＥＤ化を進めました。 

  ３ページ目をお願いいたします。 

  旧北河原小学校跡地活用事業でございますが、旧北河原小学校跡地を民間事業者に貸し付

け、貸スタジオとして利用することで、学校跡地の有効活用及び地域活性化を図りました。 

  次に、公共施設マネジメント計画改定事業でございますが、第１期計画の進捗確認や各施

設の劣化状況調査など、現行の計画見直しのための必要なデータを収集分析するとともに、

各施設所管課にヒアリングを実施いたしました。 

  また、施設劣化度調査を行うため、職員を対象とした研修会を実施いたしました。 

  次に、本庁舎平屋部分屋上防水改修事業でございますが、本庁舎平屋部分に雨漏りが生じ

たため、屋上の防水改修工事を実施し、来庁者や職員の安全の確保を図りました。 

  主要施策の成果報告書につきましては以上でございます。 

  続きまして、各事業につきまして、決算事項別明細書に基づきましてご説明させていただ

きます。 

  まず、歳出の主なものについてご説明申し上げますので、87ページをお願いいたします。 

  ５目財産管理費のうち、右ページ、備考欄の◎市有財産維持管理費でございますが、主要

なものを申し上げますと、10節の上から２行目、修繕料は、庁舎などの維持管理に必要な修

繕、及び廃校となりました空き施設の修繕に要した修繕料、次の電気料は庁舎の電気料金、

次のガス料は庁舎の冷暖房に係るもの。 
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  11節の３行目、鑑定料は、旧太田東小学校跡地利活用検討事業において、民間事業者に学

校跡地の貸付けを行う際の貸付料基準額及び売却に向けた市有地の鑑定評価額の鑑定料。 

  12節の２行目、公共施設マネジメント支援業務委託料は、主要施策の成果報告書におきま

してもご説明申し上げました学校跡地利活用検討事業及び公共施設マネジメント計画改定事

業に係る委託料。次の庁舎総合管理業務委託料は、電話交換業務及び夜間警備業務に係る委

託料、２行飛びまして清掃委託料は、庁舎の日常清掃、定期清掃に係る委託料でございます。

５つ飛びまして、施設機械設備保守点検委託料以下、ページが変わりまして、89ページの備

考欄１行目、消防設備等保守点検委託料からの８行目の汚水槽清掃委託料の各種保守点検委

託料は、庁舎設備における法令等に基づく保守点検を実施したものでございます。 

  同じく89ページの備考欄、14節の１行目、設備改修工事請負費は、本庁舎照明ＬＥＤ化工

事、平屋屋上部分屋根防水改修工事、及び民間事業者に貸し出す以前から不具合等が見られ

ました旧北河原小学校の受変電設備改修工事における請負代金額を支出したものでございま

す。 

  次の17節庁用器具費は、１階多目的トイレ内に視覚障害者の方が安心してご利用いただく

ための音声情報案内装置、及び本庁舎のロッカーの備品購入費でございます。 

  次に、備考欄の◎車両管理費でございますが、公用車の維持管理に係る経常的な経費で、

主に燃料費や市有車両の保険料などでございます。 

  91ページをお願いいたします。 

  次に６目、◎基金費は、右ページ、備考欄に記載の各基金に運用利子や寄附金などを積み

立てるほか、併せて令和７年度３月の補正予算で計上した積立額をそれぞれ積み立てており

ます。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  次に、歳入の主なものについてご説明いたしますので、戻りまして57ページをお願いいた

します。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入でございますが、財産管理課で所管する部分は、右

ページ、備考欄の１行目の交番等敷地貸付収入から７行目の一般土地貸付収入（財産管理課）

（滞納繰越分）、６行飛びまして建物貸付収入（財産管理課）と、８行飛びまして電柱等設

置料の計９件でございます。 

  次に、２目利子及び配当金は、右ページ、備考欄、財政調整基金利子から、ページが変わ

りまして59ページの備考欄、上から１行目の社会福祉事業費基金利子から下から６行目の森
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林環境整備促進基金利子、及び１行飛びまして公共施設整備基金利子から栗原宣幸こどもの

居場所基金利子までの15基金の運用利子でございます。 

  次に、２項１目不動産売払収入でございますが、財産管理課で所管する部分は、右ページ、

備考欄の１行目の土地売払収入（財産管理課）でございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  15節の雑入でございますが、右ページ、備考欄の下から３行目、高圧送電線下補償料は、

市有地の上空を通る高圧送電線の線下補償料でございます。 

  歳入に関しましては以上でございます。 

  続きまして、財産に関する調書の財産管理課所管部分について、主なものをご説明申し上

げますので、325ページをお願いいたします。 

  １、公有財産の（１）土地及び建物についてでございますが、増減のあった箇所について

ご説明申し上げます。 

  まず、一番左の欄、区分の右隣、土地（地積）の欄が３つに分かれております。その真ん

中、決算年度中の増減高、こちらの欄をご覧ください。なお、欄内の上の数字が増、下の数

字が減でございます。 

  表の下のほう、普通財産1,076平方メートルの増は、主に埋蔵文化財センター倉庫跡地の

敷地を普通財産へ区分変更したことによるもの。568.03平方メートルの減は、主に埋蔵文化

財センター倉庫跡地にございました水道ポンプ設備の敷地を普通財産から公営企業会計所有

財産へ区分変更したもの及び一般競争入札により市有地を売却したものなどなどでございま

す。 

  331ページをお願いいたします。 

  ４の基金でございますが、一般会計や特別会計に運用益を取り込みまして事業に活用する

ものと、運用益自身を基金自身に組み入れて積み立てるものの２種類がございます。 

  表の３列目、決算年度中増減高の上の数字が増、下の数字が減でございます。 

  主な基金についてご説明申し上げます。 

  初めに、（１）教育振興奨励基金の決算年度中増減高の増分は、運用利子収入及び寄附金

を積み立てたもの、減分は一般会計へ繰り出したものでございます。 

  次に、（３）財政調整基金の増分は、運用利子収入を積み立てたものでございます。 

  次に、（７）ふるさとづくり基金の増分は、運用利子収入及び寄附金を積み立てたもので

ございます。 
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  332ページをお願いいたします。 

  （８）土地開発基金の増分は、運用利子を積み立てたものでございます。 

  次に、（９）減債基金の増分は、運用利子収入のほか、新たに１億2,557万1,000円を積み

立てたもの、減分は一般会計へ繰り出したものでございます。 

  333ページをお願いいたします。 

  （13）ごみ処理施設整備基金の増分は、運用利子収入のほか施設整備資金３億円を積み立

てたものでございます。 

  次に、（15）公共施設整備基金は、運用利子収入のほか衛生施設整備基金２億円を積み立

てたものでございます。 

  次に、（17）学校教育施設整備基金でございますが、運用利子収入のほか、旧太田東小学

校の用途を変更して民間事業者へ貸与するに当たり、国庫補助事業完了後10年以上経過いた

しました建物等の有償による財産処分のうち、国庫に納付することとなる補助金相当額368

万7,000円を基金に積み立てたものでございます。 

  次に、（18）栗原宣幸こどもの居場所基金でございますが、本基金は、子どもの居場所づ

くりを推進するための事業の財源に充てることを目的として新設したもので、寄附金収入の

ほか運用利子収入を積み立てたものでございます。 

  以上で財産課の所管部分について説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○委員長 次に、三村情報政策課長。 

○情報政策課長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  情報政策課所管部分につきましてご説明申し上げます。 

  恐縮ではございますが、着座にて失礼いたします。 

  初めに、主要施策の成果報告書から説明いたしますので、主要施策の成果報告書の２ペー

ジをお願いいたします。 

  ２ページの一番上、スマートフォン講習会開催事業は、デジタルデバイド対策として、ス

マートフォンの操作に不慣れな市民を対象に、基本操作やオンラインによる行政手続などの

活用方法を学ぶための講習について、国のデジタル活用支援推進事業を活用し、ゼロ予算で

実施したものでございます。 

  次に、12ページをお願いいたします。 

  12ページの上から３つ目、住民情報等基幹システム共同利用事業は、クラウド化した住民
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情報等基幹システムを蓮田市と共同利用することにより、管理運営費用の削減とセキュリテ

ィーの強化を図ったものでございます。 

  次に、一番下の行政事務デジタル化推進事業は、前年度に引き続き、会議録等の作成に活

用する音声テキスト化システム、手書きの紙文書を読み取るＡＩ－ＯＣＲを活用したほか、

新たに文章生成ＡＩを導入し、さらなる業務の効率化を図ったものでございます。 

  次の13ページをお願いいたします。 

  13ページ、１つ目のペーパーレス推進事業は、前年度に引き続きペーパーレス会議システ

ムを活用したほか、大型液晶モニターの追加配備により、会議や研修会等のペーパーレス化

の促進を図ったものであります。 

  また、新たに電子契約システムを導入し、契約事務のペーパーレス化を進めることで、庁

内の事務効率の向上はもとより、市と取引を行う事業者の事務効率の向上、経費削減などに

努めたものであります。 

  次に、２つ目の行政手続オンライン化促進事業は、行政手続のオンライン化を促進するた

め、ＬＩＮＥ上で様々な行政手続を行うシステムを新たに導入し、いつでも気軽に手続がで

きる環境を整えたものであります。 

  一番下の住民情報システム標準化事業は、いわゆる標準化法の規定に基づき、標準対象の

20業務で使用するシステムについて、令和７年度末までに国の定める仕様に準拠したものに

移行していく事業でありまして、令和６年度には移行に向けた準備を進めたものであります。 

  なお、こちらのうち、情報政策課の所管部分といたしましては、決算内訳実績等の欄に、

情報管理費と記載されている２科目の合計１億1,698万1,414円となっております。 

  主要施策の成果報告書につきましては以上でございます。 

  続きまして、各事業につきまして、決算事項別明細書を基に説明させていただきます。 

  初めに、歳出の主なものについて説明申し上げますので、決算事項別明細書の105ページ

をお願いいたします。 

  105ページ、２款総務費、１項15目情報管理費でございます。 

  右側の106ページ、備考欄の◎情報管理費をご覧ください。 

  主なものを申し上げますと、11節の一つ目、通信料は、市役所本庁舎と南河原支所や教育

委員会などを結ぶ専用回線、あるいはインターネット接続回線などの通信料でございます。 

  ページを１枚おめくりいただきまして、右側108ページの一番上、ＯＡシステム導入支援

委託料は、電子契約システムについて、例規改正の要否の確認や事業者向けの説明会などの
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導入支援を受けたものであります。その下、２つ目の情報システム標準化移行業務委託料は、

主要施策の住民情報システム標準化事業に係るもので、情報政策課が所管するシステムにつ

いて、現行システムの運用とのギャップ分析や移行計画の作成、データ移行の準備などを行

ったものであります。その下の住民情報等基幹システム保守点検委託料とグループウエアシ

ステム保守点検委託料、それから飛びまして13節の６科目、各科目はいずれも情報政策課が

所管するシステムの運用管理経費となっておりまして、このうち13節のＯＡシステム利用料

には、新たに導入した文章生成ＡＩ、電子契約システム、ＬＩＮＥを使った行政手続システ

ムの利用料を含むものであります。 

  次に、17節の庁用器具費は、主要施策、ペーパーレス推進事業の一環として、本庁舎会議

室に大型液晶モニター２台を追加配備したものです。 

  次に、18節の一番下、番号制度システム交付金は、自治体中間サーバーシステムの運用経

費について、人口規模に応じた割当額を地方公共団体情報システム機構へ支払っているもの

でございます。 

  歳出の主なものにつきましては以上でございます。 

  次に、歳入について説明いたしますので、戻りまして47ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金の２項１目総務費国庫補助金の１節総務管理費補助金のうち、右ページの

備考欄中、上から１つ目、デジタル田園都市国家構想交付金（情報政策課）は、主要施策の

成果報告書で説明いたしましたＬＩＮＥ行政手続の導入、電子契約システムの導入などに対

する交付金でございまして、対象経費の２分の１が交付されたものであります。 

  次に、その３つ下、番号制度システム整備費補助金（情報政策課）は、歳出で説明いたし

ました番号制度交付金のうち、システム公開に係る支出額に対しまして10分の10の金額が交

付されたものであります。 

  少し飛びまして65ページをお願いいたします。 

  65ページ、20款諸収入、４項１目雑入でございます。 

  ４節の交付金及び助成金収入につきまして、右側の66ページ、備考欄、下から２つ目、情

報システム標準化事業補助金、こちらは主要施策の成果報告書の住民情報システム標準化事

業に対する交付金でございまして、補助対象経費に対して10分の10の金額が交付されたもの

であります。 

  以上で情報政策課所管部分についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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○委員長 暫時休憩いたします。 

午前 １０時 ２３分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ３９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  １番 香川委員。 

○１番 香川委員 説明ありがとうございました。 

  ページの若い順に、４点ほどお聞きしたいと思います。 

  まず、90ページの車両管理費、これ前も聞いたことあるんですけれども、今、例えば事故

等のときに、ドライブレコーダーの映像を保険屋さんも非常に重視しているという中で、管

理している車両について、ドライブレコーダーの装着率、台数はどのようになっているか、

まずお聞きしたいと思います。 

  次に、92ページの行政企画費の中で、94ページ、18節の秩父鉄道整備促進協議会負担金、

これは毎年負担しているわけですが、６年度の安全対策に対する負担金857万6,000円は、ど

ういったものに対しての負担をしたのか。 

  それから、次の行政改革推進費、委員報酬と費用弁償ですけれども、２回開催され、７名

ということだったんですが、主にどういった内容の行政改革に対する内容だったのかという

ことをお聞きしたいと思います。 

  それから、124ページの一番下の経済統計調査費、指導員報酬12名ということですけれど

も、指導員さんはどういった方なのかということをお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長 執行部の答弁を求めます。 

  初めに、朝見財産管理課長。 

○財産管理課長 お答えさせていただきます。 

  １点目のドライブレコーダーの件につきましてですが、財産所管分といたしましては23台

ほど所管をしております。それにつきましては100％、ドライブレコーダーをつけているよ

うな状況になっております。 
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  以上でございます。 

○委員長 川上企画政策課長。 

○企画政策課長 お答え申し上げます。 

  まず、秩父鉄道の補助金のうちの安全対策事業の内訳でございますが、令和６年度につき

ましては、広瀬川原駅の連動装置の更新等、あと、コンクリート枕木化ということで、木の

枕木をコンクリートに替えている事業で、今回は2,000丁やっております。 

  あと、もう１つが、列車集中制御装置の更新ということで、運転指令所の更新をやってい

るということで、この３つの事業について、沿線市町と、あと県・国で負担しております。 

  以上でございます。 

  もう１つにつきまして、行政改革の協議会の検討内容ですけれども、２回開催しておりま

して、１回目、２回目とも、行財政集中改革プラン2022の進捗管理を前期分と後期分の検証

ということで、２回会議をしております。 

  以上でございます。 

○委員長 野辺広報広聴課長。 

○広報広聴課長 指導員報酬12名分につきましてお答え申し上げます。 

  まず、この12名の内訳でございますが、全国家計構造調査の指導員が１名、農林業センサ

スの指導員が11名でございます。それぞれ、全国家計構造調査の指導員は、市の登録調査員

の方にお願いしております。農林業センサスの指導員11名につきましては、市の職員でござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長 香川委員。 

○１番 香川委員 ありがとうございました。 

○委員長 他に質疑のある方。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 まず、大きく２事業ほど伺いたいと思います。 

  まず、公有財産の関係です。325ページ、こちらの表の説明の中で、普通財産の売却の説

明があったと思うんですが、具体的にはどこの場所で、何に使用されていたものが普通財産

になって、今回売却されたのか、この辺のご説明をお願いします。 

  次に、成果報告書の３ページになりますけれども、旧北河原小学校跡地の活用事業、こち

らについて何点か伺いたいと思います。 
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  成果報告書のほうを見ますと、財源として特定財源その他、こうあるんですけれども、こ

れは全額スタジオ業者からの貸付けの収入ということでよいのか、そこの確認です。 

  それと、これは決算事項別明細書の中でどこに計上されてくるのか、箇所を教えていただ

きたいんですね。 

  それと同じような質疑になるんですけれども、支出のほうで、消耗品ほか項目が列挙され

ておりますけれども、私が確認できたのでは、旧北河原小学校のこの分というのは、電気料

金と水道料金、これは68ページで確認できたんですが、あと何項目か、説明の中で、この項

目の中には旧北河原小学校のも含まれていますというご説明ありましたが、改めてこの項目、

電気、水道料は、明示してありますから、それ以外の項目がどこに含まれているのか、事項

別明細書のページと箇所でお示しいただきたいと思います。 

  最後になります。決算内訳で、修繕料とまた別に設備改修工事請負費、こうありますけれ

ども、恐らく前者のほうは額の小さな委託業者のほうからの支出、つまり収入として一旦経

理上は市が支払って、歳入として受託している業者さんから費用をもらっているのが修繕料

で、設備改修工事請負費はもっと大きい、大規模な工事で直接市が修繕等をやる責任区分の

ものなので、こちらには業者からの収入はない、こういう分け方、整理でよいのか。そこの

仕組みの簡単なご説明も含めてお願いします。 

○委員長 答弁を求めます。 

  朝見財産管理課長。 

○財産管理課長 答弁させていただきます。 

  １点目の普通財産の売却、昨年度の実績でございますが、一般競争入札といたしまして、

壱里山３－４、行田市開発協会さんから引き継いだ土地になります。それが141平方メート

ルで、個人の方に526万2,000円で売却したものでございます。 

  全部で３つありまして、残り２つでございますが、忍１丁目41番５という土地になるんで

すが、旧常盤会館の跡地になります。ここでございますが、まずここを分筆いたしまして、

１つが189.29平方メートルで、これは行田市内の不動産業者さんのほうに売却いたしました。

売却価格といたしましては、900万100円となります。 

  もう１つが、同じ旧常盤会館前の場所になるんですが、境界確認等をいたしたところ、隣

地というんですか、南側の土地のお宅というか、住居の方の排水管が一部越境している状況

が確認できましたので、排水している排水管を撤去するのも敷地が狭くてできなかったもの

で、持ち主の方と協議いたしまして、4.21平方メートルほどでございますが、隣の個人宅と
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いうんですか、個人の方に、こちらは随意契約のほうで売却させていただきました。売却と

いたしましては12万2,000円となります。 

  売却のほうは以上でございます。 

  続きまして、旧北河原小学校跡地活用事業でございますが、主要施策の３ページに載せて

おります。 

  決算額についてでございますが、こちらにつきましては市のほうで支出した額を載せてお

ります。特定財源につきましても、こちらの決算額と同額を載せておりますが、こちらに関

しては、いわゆる市の予算で支出した分という形になっております。 

  ちなみにですが、歳入といたしまして、主要施策は歳出の分になりますので、載ってはい

ないですが、歳入といたしましては、旧北河原小学校の事業者のほうから、賃借料といたし

まして257万1,361円、電気料といたしまして222万2,650円、水道料といたしまして21万

9,391円、火災保険料といたしまして２万9,600円、合計504万3,002円という形で、これは歳

入のほうになります。 

  こちらのほうは歳入といたしまして、歳出と歳入差引きで５万7,796円ほど、歳入のほう

が超過しているような状況になります。 

  次に、まとめて申し上げたいと思うんですが、決算内訳、実績等の中の消耗品費、確かに

内訳のほう出てはいないですが、歳出の88ページ、◎市有財産維持管理費の中の10節消耗品

費の中で、溶け込んではいるんですが、支出しております。 

  内容といたしましては、昨年度行いました旧北河原小学校の開所式の使い捨てのスリッパ

代とか消火器の購入費とか、そのような内訳となっております。 

  電気料と水道料に関しては、割愛させていただきます。 

  電話料につきましてですが、同じく88ページの11節電話料になるんですが、こちらは令和

５年度の３月分の電話料が、ＮＴＴとの契約の関係で４月１日にかかっておりましたので、

４月支払いとして、1,993円を支出したものでございます。 

  次の修繕料でございますが、同じく88ページの10節の修繕料の中にございます。内訳とい

たしましては、これも先ほどご説明の中でも触れさせていただいたんですが、以前から不具

合がありました２階トイレの修繕料、それといわゆる浄化槽の曝気ブロアーというのが、外

に出ている機械ですが、そこの修繕料。それから、体育館に一部漏水が見られたもので、そ

こを修繕料として支出しております。 

  委託料でございますが、これも同じく88ページの委託料になるんですが、12節の上から５



－81－ 

行目の警備委託料というものになります。開所式でお客様が多く来場されることが予想され

ましたので、警備委託料といたしまして、交通誘導等の警備も含めて委託させていただいた

もの。 

  それから、同じく88ページの12節委託料の４行目になりますが、遊具点検作業委託料、こ

ちら地域開放をお願いしているところもありますので、校庭などの遊具の点検の委託料を計

上させていただいております。 

  それから、３行目の火災保険料でございますが、こういう施設につきましては一括して火

災保険料を市のほうで入っておりまして。ただし、旧北河原小学校の分というんですかね、

持分に関してうちのほうで支出しておりまして、これも先ほど歳入のほうでも説明させてい

ただきましたが、事業者のほうから２万9,600円分を徴収しているような支出となっており

ます。 

  それから、使用料及び賃借料４万392円でございますが、こちらは、90ページの備考欄、

13節の上から３つ目、器具機材借上料になりますが、こちらも地域開放の関係でございまし

て、ＡＥＤ借上料と、開所式でテープカットするに当たっての金ポールというんですかね。

開所式のほうの機材をお借りした関係で４万392円、こちらを市のほうの支出として計上さ

せていただいております。 

  最後になりますが、設備改修工事請負費149万6,000円、これも同じような事情でございま

して、以前から不具合が見られました。いわゆるキュービクル、受電設備というんですかね。

電気を受け取ります電柱の上についておりますパスという施設が高圧の引込みのケーブルが

不具合が指摘されておりましたので、これは貸付けするに当たりまして、市のほうで改修工

事をいたしまして、うちのほうで直したというような形になります。 

  最後、質疑がありました修繕とか工事、業者からいただいてるかという話になりますが、

繰り返しになってしまうんですが、電気料と上下水道料に関しましては、電気料につきまし

ては月１万円分、市のほうで地域開放分として負担いたしまして、業者のほうから年間12万

円を引いた額を徴収しております。 

  水道料に関しましても、月9,000円分、地域開放分として差引きいたしまして、10万8,000

円ですか、差引きの分を事業者のほうから徴収しております。 

  もう１つ、火災保険料、先ほど申しました、申しましたが、こちらにつきましては、民間

事業者のほうで負担分として徴収しております。 

  以上でございます。 
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○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 大変詳細にわたるご説明ありがとうございました。 

  私の勘違いもあって、これらの消耗品以下の部分が基本、業者さんのほうからの支払いか

なと思いましたが、３つの項目のみがそうであるということは整理できました。最初の年な

ので、引渡しのための市がやるべきものというのがこの中にはかなりあったんだなというこ

とが改めて分かった。 

  再度質疑したいんですが、そうすると、その他の収入というのはどういう内容なのか。先

ほどの説明ですと、電気料等は別途入ってくるわけで、その他の収入に入っていない。257

万円という貸付け代ですか、それがここに入っているのか、入っていたとしても、まだほか

にもその他経費が、特定財源があるわけで、この特定財源の内訳を最後に教えてください。 

○委員長 答弁を求めます。 

  朝見財産管理課長。 

○財産管理課長 答弁いたします。 

  説明が不十分で申し訳ございません。この特定財源のその他というのは、いわゆる市の財

源という形で、要は国庫支出金とかそういうのを差し引いていないで、市の財源として498

万5,206円を、決算額と同額…… 

〔「特定財源の内訳」と言う人あり〕 

○財産管理課長 失礼しました。説明を訂正させていただきます。 

  先ほどご説明させていただきました歳入で、賃料と電気料と水道料と火災保険料、合計い

たしますと504万3,002円となって、収入超過という言葉がいいのかあれですけれども、収入

が上回っている関係で、特定財源分として決算と同額を計上しているものでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

  ２番 大屋委員。 

○２番 大屋委員 すみません、私から３点ほどお願いいたします。 

  まず、薄いほうの成果報告書の４ページとなります。 

  移住定住促進事業の中で、決算内訳実績等ということで、一番下の移住イベント出展とご

ざいますけれども、今回も土曜日にあったと思うんですけれども、この６年度、出展はどち

らに出展されたのかをお聞きしたいのと、続きまして、厚い方の84ページになります。 

  ◎広報活動費ということで、12節のホームページ作成委託料と、同じくホームページシス



－83－ 

テム保守点検委託料とありますけれども、よく一般質問などで、市ホームページにて周知と

答弁いただくことがありますけれども、市職員の方がそのホームページ等を作成するのでは

なくて、委託されるという考えでよろしいのかというのが２つ目です。 

  最後になりますが、同じく88ページになります。◎市有財産維持管理費の12節の中の調査

測量設計委託料の内訳について教えていただけますか。 

  以上となります。 

○委員長 答弁を求めます。 

  川上企画政策課長。 

○企画政策課長 １点目の質疑にお答えいたします。 

  移住定住イベントの令和６年度の出展ですけれども、まず１つ目が、東京国際フォーラム、

今年も今回の土曜日に行かせていただいているんですが、ふるさと回帰フェア2024の出展が

１つ。あと、もう一つが、12月に開催されました、東京ビッグサイトで行いましたＪＯＩＮ

移住・交流＆地域おこしフェア2024の出展でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、野辺広報広聴課長。 

○広報広聴課長 お答え申し上げます。 

  ホームページの作成についてでございますが、ホームページのシステム自体につきまして

は、84ページの13節のホームページシステム借上料、こちらでシステムを借り上げておりま

す。内容の作成につきましては、市職員が作成しております。 

  以上でございます。 

○委員長 朝見財産管理課長。 

○財産管理課長 お答え申し上げます。 

  調査測量委託料でございますが、２件支出してございます。１件目が大字1237番－１、い

わゆる旧大寿荘跡地の測量でございます。もう１点が壱里山８－６ほか２筆ということで、

ＪＲ駅前を少し南に行ったところの美容院さんの隣の土地になるんですが、そこの土地を調

査測量したものでございます。 

  それぞれの内訳といたしましては、１点目の大寿荘が49万1,995円、壱里山の土地に関し

ましては49万8,450円となっております。 

  以上でございます。 

○委員長 大屋委員。 
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○２番 大屋委員 移住定住の件だけもう一つ、再質疑でお願いいたします。 

  2024年ということで、回帰フェア等は結構行田市も積極的に参加されていると思うんです

けれども、実際いらっしゃる方の呼び込みとか、来られる人数については年々増えているの

かどうか、そこだけお聞きしたいんですが。 

○委員長 川上企画政策課長。 

○企画政策課長 イベントの対象者となる都内を中心として来られる方ですけれども、年々増

えているというよりは、大体年齢層については、来られる方がご年配の方が会場には結構多

くいらっしゃいまして、ただ、若い方はたまにはいるんですが、どちらかというと、要は移

住先を老後というか、仕事が終わった後に地方に行こうという方の相談が多くて、年々増え

ているかというと大体同じぐらいで、そんなに急激に来場者が増えているという感じはござ

いません。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ３番 梁瀬委員。 

○３番 梁瀬委員 ３点ほどお願いいたします。 

  主要施策報告書の２ページですけれども、情報発信事業ということで、市報「ぎょうだ」、

それから市公式ＳＮＳ、データ放送等をやっているということですけれども、最近市報「ぎ

ょうだ」も内容が充実していて、その辺でお聞きしたいのが、ページ数とかというのは増え

ているのかというのと、あと予算的にも増えているのかというところと、あと将来的な展望

ということで、紙ベースではなくて、将来的に市報等がＳＮＳの活用をしてのそういう配信

になるのかというところがもし分かれば教えてください。 

  それから、２点目ですけれども、同じく２ページの一番下ですね、本庁舎照明ＬＥＤ化事

業ですけれども、ＬＥＤ化を進めたということですが、これはまだ終わっていないというか、

終わったのか、その辺も含めて、まだこれからもＬＥＤ化がまだあるのかという、その辺を

教えていただければと思います。 

  それから、主要施策の12ページですけれども、上から３つ目ですね、住民情報等基幹シス

テム共同利用事業ということで、蓮田市と共同利用ということで経費削減と、あとセキュリ

ティー強化を行ったというんですけれども、この辺詳しく教えていただければと思います。 

  以上３点、お願いいたします。 

○委員長 野辺広報広聴課長。 
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○広報広聴課長 市報「ぎょうだ」についてお答え申し上げます。 

  ページ数につきましては、令和５年度と令和６年度、決算年度の平均のページ数を比較し

ますと、令和５年度の平均ページ数が28.3ページ、令和６年度につきましては平均28.8ペー

ジということで、ほぼ同様のページ数であると考えております。 

  予算につきまして、令和５年度に比べまして紙代の上昇等もございまして、予算的には増

えてございます。約80万円程度大きくなっていると思います。 

  それから、市報を紙でなくて今後電子での配布となるかというところでございますが、現

在、過渡期となっていると思います。現在、紙が欲しいという方もいらっしゃれば、若い世

代の方等は電子での配信をご希望というか、これは市報に限らずですけれども、という声も

お聞きいたします。現在におきましてもホームページに市報を掲載しておりますし、発行し

たときにはＬＩＮＥ等でお知らせしたときに電子でも添付しているところでございますが、

今後、紙での情報と電子の情報のバランスはまた検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 朝見財産管理課長。 

○財産管理課長 お答え申し上げます。 

  本庁舎照明ＬＥＤ化事業に関しましてでございますが、まず１点目が、本庁舎のＬＥＤ化

事業に関しましては、昨年度、令和６年７月で終了いたしました。今後につきましても、行

田市公共施設照明ＬＥＤ化基本計画というのがございまして、電気料の多い施設から順次改

修工事をしていく予定でございます。ですので、公共施設全体といたしましては今後も続け

ていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長 次に、三村情報政策課長。 

○情報政策課長 基幹系システムの共同利用事業についてお答え申し上げます。 

  まず、１点目の経費の削減の部分ですが、導入時の試算という形になりますけれども、５

年間の運用経費で約4,200万円、当時、試算時の削減率としては５％の削減効果があるもの

と整理しております。 

  それから、セキュリティー強化の関係ですけれども、共同のデータセンター、外部に蓮田

市と共同で運用するデータセンターにデータを置くクラウド環境を構築しているというとこ

ろで、サーバー室等で職員が物理的に監視するよりも、委託先のデータセンターの運用保守

を行っている事業者が、監視体制の整った場所でもありますし、常時監視をしておりまして、
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何かあるとメールで警告通知がきたりというところでなっております。そういった観点で、

セキュリティーが以前よりも強化されたものと考えております。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ４番 新委員。 

○４番 新委員 よろしくお願いします。 

  私からは、項目でいうと２つほど、１つは情報発信事業についてです。こちら、先ほど市

報などについては伺ったんですが、各ＳＮＳやデータ放送などとあるんですけれども、まず

は全体的に今どれぐらいの広報チャネンルを持っているのかの確認と、それぞれ実際どれぐ

らいの効果といいますか、どれぐらいの人に届いているというか、そういった成果が分かれ

ば伺えますでしょうか。 

  それにあわせて、84ページで、先ほどの答弁の中に、ホームページは実際に職員が内容を

つくっているということだったんですけれども、その12節のホームページ作成委託料という

のは何のホームページをつくった委託料なのか伺えますでしょうか。 

  あと、同じように11節広告料の69万8,500円となっている金額は、これは何に対する広告

料なのか、内訳をお願いいたします。 

  そして、もう１点は、薄いほうの13ページ、毎度聞いているんですけれども、ペーパーレ

ス推進事業ですけれども、１つはペーパーレス化、実際令和６年度はできたのか。それと、

印刷経費の削減とありますので、実際どれぐらいの経費が削減できたのか伺えますでしょう

か。 

  以上です。 

○委員長 執行部の答弁を求めます。 

  先に三村情報政策課長。 

○情報政策課長 ペーパーレス推進事業の質疑についてお答え申し上げます。 

  ペーパーレスの推進ができたのかというところですけれども、ペーパーレス会議システム

を５年度に途中で入れまして、６年度が通年化というか、丸々１年間ペーパーレス会議シス

テムを使って運用していったというところになりますが、６年度の実績でいきますと、ペー

パーレス会議システムを使った会議の開催回数が19回ございまして、延べ参加人数が247名、

１回の会議当たり平均13名というところになります。こちらの用紙削減枚数が１万3,326枚

となっております。このほか、ペーパーレス会議システムを使わないまでも、庁内の打合せ
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ですとか小規模の会議等で各職員が利用している、今、我々も持ってきていますグループウ

エア端末、こちらを利用してＰＤＦ資料を閲覧しながら会議というところもございまして、

そちらはなかなか集計が難しい部分ではあるんですけれども、先ほどのペーパーレス会議を

使ったものだけを見ても、かなりペーパーレスというのは進んでいるということで考えてお

ります。 

  経費を試算はしておらないですけれども、用紙削減枚数で１万3,000枚削減できていると

いうところで、ペーパーレス会議システム導入前に比べると、用紙の購入経費というのはこ

の分削減ができているというところで捉えております。 

  以上です。 

○委員長 野辺広報広聴課長。 

○広報広聴課長 答え申し上げます。 

  まず、ＳＮＳの関係でございますが、参考に、市公式ＳＮＳの令和６年度末時点での登録

者数についてお答えさせていただきます。まず、市の公式ＬＩＮＥですが、令和６年度末、

３万4,408人、それから市の公式Ｘは6,329人、フェイスブックは1,710人、ユーチューブが

1,852人、昨年度から開設いたしましたインスタグラムにつきましては159人、合計で４万

4,458人でございます。 

  それから、ホームページ作成委託料15万4,000円につきましては、こちらは移住定住サイ

トのデザイン改修に要した費用でございます。 

  それから、最後、広告料の内訳でございますが、テレ玉データ放送サービスに66万円、そ

れから新聞紙上に、幾つかの新聞で、各自治体の事業の紹介を集めたページを作成している

記事の紙面がございまして、そこに行田市の情報を載せさせていただく機会が３紙、４回ご

ざいまして、その合計が３万8,500円、先ほどのテレ玉データ放送サービスと合計して69万

8,500円となっております。 

  以上でございます。 

○委員長 新委員。 

○４番 新委員 すみません、再質疑を。 

  ありがとうございます。詳細に分かったんですけれども、実際まだまだＳＮＳなど、ほぼ

全部のチャンネルをやっていると思うので、運用などが大変になってくるかと思いますが、

実際先ほどの広告料の部分で、テレ玉、テレビと新聞とおっしゃっていましたけれども、特

にＳＮＳ広告とかそういったことをやっていく予定とか、実際に広告といいますか、ＳＮＳ



－88－ 

とかもうまく使って、若い者に認知されていくためにはある程度テレビ、新聞だけじゃない

のも必要なのかとも感じるんですけれども、その辺の感覚はあるのか伺えますでしょうか。 

○委員長 野辺広報広聴課長。 

○広報広聴課長 お答え申し上げます。 

  ＳＮＳ上での広告につきましては、今後の課題として調査研究させていただきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 それでは、大きく２つの事業について伺います。 

  まず最初に、成果報告書の４ページ、ふるさと納税促進事業ですね。 

  １点目ですけれども、６年度も新たな返礼品を増やしているようですけれども、どういう

ようなものを増やしているのか、人気のあるもの数例で結構ですので、特徴的なものを教え

てください。 

  ２点目、返礼品の希望、人気の高い上位品目、６年度はどんなものがあったのかを伺いま

す。 

  ３点目ですけれども、これは議案質疑の中で部長からも答弁をいただいた気もするが、こ

の事業の全体としての収支ですね。確認ですけれども、あのときのご答弁では、クラウドフ

ァンディング型ですとか企業版は事業の性質が違うので除いて、ふるさと納税促進事業、こ

れに限定した収支を答弁いただいたという認識ですが、そうでなければそうじゃないという

ことで改めて伺いたいんですけれども、税収でのプラス・マイナスですとか、あのとき部長

は、交付税措置が後年になるのでということまで詳しくおっしゃっていただいたんですが、

改めて全体的な収支について伺います。 

  大きく次の項目に移ります。 

  成果報告書ですと13ページ、住民情報システム標準化事業ですけれども、こういうのをや

りましたということが書かれているんですが、私もあまりよく分からないですけれども、こ

れで予定どおり進んでいるのか、あと今年度は何が業務として残っているのかというあたり

ですけれども、全国的にはこの事業、結構遅れている自治体も少なくないと話として聞いて

いるものですから、行田市の進捗の状況について改めて伺いたいと思います。 

  もう一つ、最後ですけれども、この事業に関連しまして、12ページの蓮田市との住民情報
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等の基幹システム共同利用事業、これを行っておりますけれども、国が推奨しているこの住

民情報システムの標準化の事業が完了した場合には、蓮田市との共同利用の事業というのは

どうなるのか。溶け込んで不要になってしまうのか、あるいは一部は独自のものとして継続

して使用することになるのか、この点伺います。 

○委員長 執行部の答弁を求めます。 

  川上企画政策課長。 

○企画政策課長 ご答弁申し上げます。 

  ふるさと納税の関係ですけれども、まず１点目の返礼品の新規商品ということで、令和６

年度は、主なもので申し上げますと、豆腐バー、豆腐のバーで、アサヒコ食品がやっている

豆腐を改良した豆腐バーというものとか、あとはゴルフクラブをつくっている会社で、オー

ダーメイドゴルフクラブ、あとは南河原スリッパがまだ入っていなかったので、南河原スリ

ッパあとは体験型といたしましては、忍城ＳＡＭＵＲＡＩ体験・ＮＩＮＪＡ体験、あの辺の

体験型も加えております。 

  それと、２点目の返礼品の中で、令和６年度の人気返礼品ですけれども、トイレットペー

パーのダブル、シングルが１位、２位、３番目に人気なのが日高屋冷凍餃子、４番目が十万

石まんじゅう、５番目がわたぼくのコーヒーミルク・いちごミルクセットになります。上位

５位はそのぐらいですね。 

  あと、全体収支の関係ですけれども、まず最初に、クラウドファンディング型ふるさと納

税やその他ふるさと納税、決算書に出ているふるさと納税と入っている項目は３つあると思

うんですが、まず決算書の歳入の60ページ、ふるさと納税寄附金というところのふるさとづ

くり基金寄附金、クラウドファンディング型ふるさと納税寄附金、その他寄附金について、

ふるさと納税というくくりで収入に見ます。その下の企業版ふるさと納税は性質が別なので、

これはふるさと納税の収支には入りません。その３つの合計が8,082万6,000円、それで関係

経費として支出したのが4,017万1,000円、それと市民の方が市外へふるさと納税した市民税

の寄附控除額が１億5,224万3,000円、これもまだ詰めていくと多少ずれがあるので、令和７

年９月現在の暫定値ということで、それに伴って、部長も答弁いたしたとおり、控除額が決

まってから来年の交付税として収入が来るものですから、交付税の補塡額というのがまだ出

ていませんという答弁を申し上げました。ただ、ぴったりではないですが、75％程度来ると

想定しますと、今年も若干のプラスになる予定であります。 

  以上でございます。 
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○委員長 三村情報政策課長。 

○情報政策課長 標準化事業の質疑につきまして、まず１点目の進捗状況、予定どおり進んで

いるかというところですけれども、総務省の進捗状況の調査がございまして、手元の資料で

すと、県内の一般市、政令市・中核市を除く市ですね、そうすると36市となりますが、こち

らが全体の進捗状況というのが70.4％という形になっております。前提として、標準化の意

向を40ステップに分けた場合で70.4％進捗しているよというところです。これに対しまして、

行田市の進捗率については77.6％となっておりまして、7.2ポイント上回っておりますので、

県内の市と比較しても順調に進んでいると考えております。 

  それから、７年度、これからどのようなことが残っているか、どのようなことを行ってい

くのかというところですけれども、７年度におきましては、ガバメントクラウドという政府

が用意したクラウドサービスのクラウド上での環境の構築ですとか、構築されたシステムへ

のデータの移行、それから運用テスト、操作研修などを行いまして、12月末までに準備を終

えて、１月から新たにシステムに切替えというところで鋭意進めているところでございます。 

  それから、３点目の蓮田市との共同利用事業については標準化後どうなるのかというとこ

ろですけれども、蓮田市との共同のクラウド環境で経費を抑えましょうというところが、標

準化でガバメントクラウドでもっと大きな規模で共同利用していきましょうというところに

なりますので、蓮田市との共同利用事業については一定の役割を終えたものと考えておりま

す。ただ、一部、ガバメントクラウドに移行しないデータとか業務システムも残る可能性は

ありますので、そのあたりは今後精査をしながら、共同で運用していくのかどうかというと

ころは検討してまいりたいと思いますし、標準化後も同じシステム事業者を使って住民情報

を使った業務を運用していくというところはございますので、蓮田市とも情報交換等は続け

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 いろいろありがとうございます。 

  １点だけ再質疑したいんですけれども、ふるさと納税の事業ですけれども、昨年は一生懸

命やりますというような、前向きなという言い方は私はしたくないんですけれども、前のめ

りな答弁があったんですが、私は従来からこの事業についての問題点を指摘してきたとおり

でして、改めてここで開陳はいたしませんが、市としてこの事業、国が制度としてやってい

る限り、やらないと損ばかりするという仕組みですから、単独でやりませんというのは勇気
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があることですけれども、行田市としてはどういうスタンスでこの事業に向かっているのか、

この点を伺いたいと思います。 

○委員長 川上企画政策課長。 

○企画政策課長 ご答弁申し上げます。 

  ふるさと納税につきましては、今財政が厳しい中、行田市におきましても、努力すればす

るほど自主財源につながりますことから、今度も制度がある以上は頑張っていきたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

  以上で議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、総合政

策部所管部分につきまして審査を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １１時 ２９分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ３０分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）中、総合政策部

所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  齊藤技監。 

○技監 それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算のうち、公共施設再編・

まちづくり準備室の所管分についてご説明を申し上げます。 

  すみませんが、着席にて説明させていただきます。 

  初めに、歳出予算につきまして、議案書の34、35ページをお開き願います。 

  ２款総務費全体の補正額は4,414万1,000円の追加で、このうち当室所管分といたしまして

2,000万円を追加するものでございます。 

  １項総務管理費、５目財産管理費、12節委託料の説明欄一番上の公共施設再編事業費は、
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中心市街地における公共施設再編を官民連携で進めていくに当たり、企業向けサウンディン

グ調査及び市民向けワークショップ（最低２回分）を委託する費用について計上したもので

ございます。 

  なお、企業向けサウンディング調査は、持続可能な民間事業を把握するために実施するも

ので、市民向けワークショップは、市民にとって魅力的な中心市街地の姿を把握するため、

最低２回分の開催を見込んでいるものでございます。 

  以上で歳出予算について説明を終わらせていただきます。 

  なお、歳入につきましては、一般財源において措置させていただくものでございます。 

  続きまして、繰越明許費についてご説明を申し上げますので、ページは戻りまして22ペー

ジをお開き願います。 

  第２表繰越明許費をご覧ください。 

  先ほどの説明で申し上げた２款総務費、１港総務管理費において、中心市街地公共施設再

編事業2,000万円を設定するもので、本年４月に組織されて間もない当室においては、公共

施設再編に係る検討を本格化していくに当たり、必要な工期を確保してしっかりと検討する

ために、年度をまたぐ繰越明許費を設定するものでございます。 

  以上で議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算のうち、公共施設再編・まちづく

り準備室所管分についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 ありがとうございました。 

  ２点ほど伺いたいと思います。 

  まず、１点目ですけれども、行田市の中心地の公共施設の見直しのための主に２つの事業

というご説明がありましたけれども、この中心地というのはどういう範囲なのか、ここで支

援業務の対象とする公共施設というのは具体的に想定をお持ちだと思うんですけれども、ど

の施設を対象として行うのか、あるいは施設も含めて地域全体という考え方もあるかもしれ

ませんけれども、公共施設は具体的にはどの施設のことということについてまず１点目。 

  ２点目ですけれども、現在進めていますマネジメント計画の見直しですよね。この作業と
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の関連ですけれども、先ほどこの事業は、年度途中からの事業で繰越しをすると。その一方

で、マネジメント計画は今年度末で新しい見直した改定版の計画が完了する、こういう計画

で進んでいると思うんですよ。そうしたときに、マネジメント計画ではここが決まりました、

例えば合築をするとか、あそこのコミュニティセンターのところの児童施設と産文なりを合

築しますとかというそういう話は以前もあって、そういうのが計画上では固まって、ところ

がそれに関連するこの委託の事業はさらに続いていくというのは、どういう関係性を持って、

整合性を持って進められていくのか、質疑の意図はお分かりになりましたでしょうか。長々

とすみません。 

○委員長 安田参事。 

○参事 答弁申し上げます。 

  まず１つ目、中心市街地という範囲につきましてですが、この市役所が建っている市役所

本庁舎、それから産業文化会館、それからまた今教育委員会で進めております忍小学校、忍

中学校、またバスターミナルから南側が水城公園になっておりますが、その水城公園に含ま

れているエリアを主なターゲットとして考えております。 

  それから２点目マネジメント計画との関連についてでございますが、まず予算として、マ

ネジメント計画を増額するための委託とは違います。まず、マネジメント計画では、今年度、

それぞれの施設をどうしていくかという方針、それから時期というのを明示する形で改定を

したいと思っております。その中で、ある程度従前から、例えば市役所などもいつかは更新

というようなものを明示しておりますが、それらについて具体的にどうやって進めていくの

かというものを、今回の委託で市民の意向ですとか参画していただける企業さんの意向とい

うものを把握していきたいと思っています。 

  マネジメント計画自体は、方針として今年度策定をして世の中にお示しをいたしますけれ

ども、今後プロジェクトとして具体的に進めていく形になりますので、実施具体的に動かし

ていくというのが別途８年度以降も進んでいくと、そういうふうにお考えいただければと思

っております。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 確認になりますけれども、そうしますと、計画としては今年度末に対外的

にも公表できる形で完了させて、それを具体的にその示された方針、目標に向かって進めて

いくためのある意味では準備作業、段階的な作業として、この補正予算で計上したこの委託
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事業をまずは出発点にやっていく、そういう整理でよろしいんでしょうか。 

○委員長 安田参事。 

○参事 おっしゃるとおりでございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ４番 新委員。 

○４番 新委員 よろしくお願いします。 

  さっきの村田委員の発言で整理できたのが、公共施設マネジメント、今までのものは除却

のための計画というか、いつ壊すかを決めて、今回は再開発というか、つくっていくための

計画だと思うんですけれども、実際この2,000万円の中の内訳で、ワークショップ、サウン

ディング調査というようなワードが出てきたんですけれども、具体的にどういったことをや

って、それぞれどれくらいの予算がかかっていくのかということが分かれば伺えますでしょ

うか。 

○委員長 安田参事。 

○参事 ご質疑にお答えします。 

  まず、市民向けワークショップにつきましては、このエリアにおいて、先ほど申し上げま

したが、忍小学校、中学校も含んでおりますので、空き施設が生じてくるということになり

ます。ですので、公共施設だけではなくて民間事業とコラボするような形でこのエリアを活

性化させたいと考えております。その際に、市民にとってこのエリアがどういった形が望ま

しいというものになるのかを把握したいと思っております。ですので、やり方につきまして

は、今後、公募型プロポーザルになりますので、事業者からの提案という形になりますが、

市民の方に各層、各世代からご参画いただいて、このエリアについて、こういう地域だとふ

だん使うとか、そういった望ましいエリアというものを明らかにしていきたいと思っていま

す。 

  また、企業向けサウンディング調査につきましては、先ほど申し上げたとおり、このエリ

アで民間事業者に事業をしていただきたいと思っております。そのためには、どういった事

業が持続可能性があって、どういう業種が集まるとこのエリアがさらに価値が高まるのかと

いったところを明らかにしたいと思っております。こちらにつきましても、具体的なやり方

につきましてはプロポーザルの提案というような形にしておりますが、一般的には例えばデ

ィベロッパーなどに聞いて、こういった事業なら可能性があるよといったものを明らかにし

ていくと、そういったことを見込んでおります。 
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  予算額につきましては、一体で見ておりまして、ワークショップ、それからサウンディン

グ調査を合わせて大体150時間分というんですかね、そういった形で見ております。また、

例えば市民ワークショップですとファシリテーターの経費ですとか、あるいは消耗品なども

かかってまいりますので、その他の経費を上乗せして2,000万円と、そういった形で設定を

しております。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑等ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑の申出はありませんので、質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １１時 ４２分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ４４分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。 

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから、マイクを使用の上、お願いいたします。 

  また、説明及び答弁につきましては簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願いい

たします。 

  次に、総務部所管の議案について審査を行います。 

  まず、浅見総務部長にご挨拶をお願いいたします。 

○総務部長 皆様、こんにちは。 

  委員の皆様には、日頃から総務部の事務事業の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

  本日ご審議いただきます案件は、議案第55号、議案第58号、議案第59号及び議案第66号並

びに議案第67号のうち総務部及び選挙管理委員会所管部分でございます。なお、説明につき

ましては担当課長から申し上げさせていただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。本

日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ありがとうございました。 
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             ────────────────── 

△議案第５８号について 

○委員長 それでは、議案第58号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例を議題とし、執行部の説明を求めます。 

  柴崎人事課長。 

○人事課長 それでは、議案第58号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げますので、議案書の68ページをお願いいたします。 

  本案は、人事院規則が改正され、国家公務員について、妊娠・出産等の申出をした職員等

に対し、仕事と育児の両立支援制度の意向確認等を行うことが義務づけられたことから、本

市においても所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容をご説明申し上げますので、新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

  第15条は、引用条項の整理を行うものです。 

  第17条の２ですが、第１項は、妊娠・出産等の申出をした職員に対し、仕事と育児の両立

支援制度等について制度の周知や意向確認を行うことについて規定するもので、次のページ

の第２項になりますが、第２項につきましては、３歳未満の子を養育する職員に対し、先ほ

どご説明させていただいた第１項と同様の措置を講ずることについて規定するものでござい

ます。 

  次の第３項は、意向確認を行った場合、当該意向への配慮義務について規定するものでご

ざいます。 

  第17条の３及び第17条の４は、第17条の２の新設に伴う条の繰下げ及び用語の整理を行う

ものでございます。 

  戻りまして、議案書の70ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、第１項は施行期日について定めるもので、令和７年10月１日からと

するものですが、第２項の規定は公布の日から施行するものです。 

  第２項は経過措置を定めるもので、施行日前においても、３歳未満の子を養育する職員に

対し、仕事と育児の両立支援制度の意向確認等を行うことができることなどについて定める

ものでございます。 

  以上で議案第58号についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 
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             ────────────────── 

△議案第５８号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 では、お尋ねします。 

  17条の２で、申出をした職員に対する意向確認等の措置の規定がされているわけですけれ

ども、具体的には誰がどういうふうにこの意向確認等というのを行うのかということですね。

人事課なのか、所属長なのか、あるいはその命を受けた担当職員という形なのか、どういう

やり方でそれをやるのかですね。 

  もう１点は、ここに新しく出てくる言葉と思うんですが、出生時両立支援制度等、あるい

は育児期両立支援制度等、これは具体的にはどういうものをいうのか、主なもので結構です

けれども、こういうものということがつかめるようなご説明をお願いしたいと思います。 

○委員長 執行部の答弁を求めます。 

  柴崎人事課長。 

○人事課長 それでは、お答え申し上げます。 

  まず、意向確認についてですけれども、意向確認については人事課で行う予定でございま

す。 

  続きまして、出生時両立支援制度、あと育児期両立支援制度の具体的なものというところ

ですけれども、まず出生時両立支援制度につきましては、部分休業のほか、育児ための早

出・遅出勤務、子の看護等休暇、配偶者出産休暇、育児参加休暇、こういったものが挙げら

れるところでございます。 

  続きまして、育児期両立支援制度でございますが、育児期両立支援制度は、出生時両立支

援制度のうち出産に関する制度を除いたものでございまして、具体的には部分休業ですとか、

育児のための早出・遅出勤務、子の看護等休暇、育児参加休暇、こういったものが挙げられ

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 ありがとうございます。 

  詳しい制度のメニューは、また別途改めて資料等で頂ければありがたいと思うんですが、

最初の意向確認等の具体的な措置ですけれども、答弁いただいたように、人事課でやるのが
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間違いないと思います。いろいろある中で、意向を素直に申し立てられない職員もいるかも

しれませんし、人事課がいいと思うんですが、それは面談の形ですか、それとも何か書面も

伴うものでしょうか、その点の確認です。 

○委員長 柴崎人事課長。 

○人事課長 お答え申し上げます。 

  まずは意向確認についてですけれども、現在も面談等を行っておるところですが、これま

でと同様に、面談による意向確認を予定しております。ただ、場合によっては書面の交付で

すとか、電子メニュー、そういった対応も可能となっておりますので、状況に応じて対応を

考えてまいりますが、基本的には面談というところを予定しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５８号の討論、採決 

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第58号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第58号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

             ────────────────── 

△議案第５９号について 

○委員長 それでは、議案第59号 行田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例を議題とし、執行部の説明を求めます。 

  柴崎人事課長。 

○人事課長 それでは、議案第59号 行田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する



－99－ 

条例についてご説明申し上げますので、議案書の71ページをお願いいたします。 

  本案は、地方公務員法の育児休業等に関する法律の改正により、育児部分休業の新たな取

得パターンが追加されたことから、本市においても同様の措置を講じるため、所要の改正を

行うものでございます。 

  改正内容をご説明申し上げますので、新旧対照表の３ページをお願いいたします。 

  第１条及び第21条は、法律の引用条項及び用語について整理を行うものでございます。 

  続いて、第22条ですが、第１項は部分休業の新たな取得パターンが追加されたことに伴い、

現行の１日に２時間の範囲内で取得できる部分休業を第１号部分休業とするもので、あわせ

まして、これまで１日の勤務時間の始まりまたは終わりとしていた部分休業が取得できる時

間帯の条件を削除するものでございます。 

  次に、第２項及び第３項ですけれども、第１号部分休業が規定されたことに伴う用語の整

理を行うものでございます。 

  第22条の２でございますが、第22条の２は、今回追加された１年度当たり10日の範囲内で

取得できる部分休業を第２号部分休業とし、その取得の承認について、原則１時間単位とす

ることなどについて定めるものでございます。 

  第22条の３は、部分休業の請求を年度単位とするものでございます。 

  第22条の４は、１年度当たり取得できる第２号部分休業の時間数について、常勤職員は10

日分の勤務時間に相当する77時間30分と、非常勤職員は各非常勤職員の勤務時間の10日分に

相当する時間とするものでございます。 

  第22条の５は、職員が部分休業の取得パターンを変更することができる特別の事情につい

て、配偶者の入院などの理由により未就学児の養育に著しい支障が生じると認められる場合

と規定するものでございます。 

  第23条は、部分休業が給与の減額の対象になることを明確化するため、法律の引用条項を

規定するものでございます。 

  第24条は、部分休業の取得パターンの追加に伴い、部分休業の承認の取消し事由を整理し

て規定するものでございます。 

  戻りまして、議案書の73ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、第１項は、施行期日を令和７年10月１日からと定めるもので、第２

項は、経過措置として、施行日から令和８年３月31日までの間に請求できる第２号部分休業

の上限について読替規定を定めるものでございます。 
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  以上で議案第59号についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５９号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  村田委員。 

○５番 村田委員 ありがとうございます。今回の条例改正の発端といいますか理由として、

地方公務員法の法律改正があったということで、今回の条例改正はそれにのっとって、それ

に準じてといったらいいのか、改正するもので、不足分というのが、あるいはこの法律改正

に関わって今後改正するものがまだ残っているのかどうか、これで一旦完了するのか、その

点だけお伺いしたいと思います。 

○委員長 柴崎人事課長。 

○人事課長 お答え申し上げます。 

  まず、今回の条例改正で、全体にあるのが地方公務員法の改正というところで、何か規定

していない部分、不足している部分があるかということですが、このたびの条例改正に当た

って示さているものにつきましては、特に不足等はございませんで、国から示されている条

例例などにも載っておりまして、適切に対応したところでございます。 

  今後の予定につきましては、今回の部分休業の改正に関しては、現時点では予定はされて

いないところでございます。今後、また新たに法律の改正ですとかそういったものがあれば、

当然改正されるという可能性もございますが、現時点では特にそういったものの予定はない

という形で考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５９号の討論、採決 

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第59号 行田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ０時 ０３分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ０時 ０４分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６６号について 

○委員長 次に、議案第66号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部の説明を求めます。 

  白井選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長 それでは、議案第66号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙

運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。 

  議案書の89ページをお願いいたします。 

  本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和７年６月４日に公布、施行され、

国政選挙における選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る

限度額が引き上げられたことから、本市においても国と同様の改正を行おうとするものでご

ざいます。 

  なお、この公営制度における基準の見直しは、３年に一度の参議院議員通常選挙が執行さ

れる年に、そのときの社会情勢や経済状況の変化などを踏まえ行われるもので、最近におけ

る物価の変動等を鑑み、改正されたものでございます。 

  それでは、主な改正内容について説明申し上げますので、新旧対照表の17ページをお願い

いたします。 

  第９条及び第10条は、選挙運動用ビラの作成単価を７円73銭から８円38銭に改めるもので
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ございます。 

  次の第13条は、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額の算定基礎となります

ポスターの印刷費の単価を541円31銭から586円88銭に改めるものでございます。 

  議案書に戻りまして、90ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、施行期日及び経過措置を定めるものでございます。 

  以上で議案第66号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６６号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６６号の討論、採決 

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第66号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手をお願いいた

します。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ０時 ０８分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ０８分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。議事の整理上、発言は

委員長の許可を得てからマイクを使用の上、お願いいたします。また、説明及び答弁につき

ましては、簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

  それでは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、総

務部所管部分についてを議題とし、順次執行部の説明を求めます。 

  まず、白井総務課長兼選挙管理委員会書記長。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長 総務課兼選挙管理委員会、白井でございます。よろしく

お願いいたします。 

  恐縮ですが、着座にて説明させていただきます。 

  議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定のうち、総務課及び選挙管理委

員会所管部分につきまして、それぞれ歳出歳入の順に説明申し上げます。 

  初めに、総務課所管の決算につきまして説明申し上げますので、行田市一般会計歳入歳出

決算事項別明細書の80ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費、備考欄の上から２つ目の総務課関係経費は649万3,463

円で、前年度と比較しまして19万6,794円の増となっております。増額となった主な要因は、

訴訟等に係る弁護士委託料が増加したものによるものでございます。 

  そのほか歳出の主なものを申し上げますと、10節消耗品費は、官報及び加除式書籍の追録

のほか、月刊誌等の購入経費でございます。 

  12節弁護士委託料は、本市の顧問弁護士に対する顧問弁護士委託料及び訴訟等に係る弁護

士委託料でございます。 

  13節、２行目の例規管理システム利用料は、例規の制定改廃事務や法令、判例の検索等を

行うことができるシステムの利用料でございます。 

  少し飛びまして、86ページをお願いいたします。 

  ２款１項２目文書広報費のうち、備考欄の２つ目の◎文書管理費は2,937万1,007円で、前

年度と比較いたしまして663万9,025円の増でございます。増額となった主な要因は、令和６

年１月に更新いたしました文書管理システムにおいて、人件費及び機器等の高騰によりシス

テム借上料及びその保守点検委託料が前のシステムと比較いたしまして高額となったこと、

また、そのシステム更新の際にリース期間満了後無償譲渡となりました前のシステムを４カ
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月間運用したことで、その期間借上料の支出がなかったこと等によるものでございます。 

  そのほか主なものを申し上げますと、10節消耗品費は、庁内及び地方庁舎に設置している

コピー機や再生紙、色紙等の用紙類のほか、各種印刷機のインク、トナーなどを購入したも

のでございます。 

  11節郵便料は、総務課及び担当課で予算措置がされていない郵便料のほか、庁内で使用す

る切手などを一括して購入した経費でございます。 

  12節文書使送業務委託料は、出先機関等のほか、市内各小・中学校等へ文書を使送する業

務の委託料でございます。 

  13節の２行目、ＯＡ機器借上料は、本庁舎地下印刷室に設置しているカラー印刷機などの

借上料でございます。 

  少し飛びまして、109ページをお願いいたします。 

  ２款１項17目諸費、右ページ備考欄の◎栄典費は167万2,814円で、前年度と比較しまして

92万8,410円の増でございます。増額となった主な要因は、市制施行75周年の節目の年とし

て表彰しております特別表彰に加え行田市栄誉賞の創設などにより、記念品費等が増額にな

ったこと、コロナ禍により中止としておりましたオープニングセレモニーを再開したことな

どによるものでございます。 

  そのほか主なものを申し上げますと、１節委員報酬及び８節費用弁償は、功績表彰審査委

員会の委員６名への報酬及び費用弁償でございます。 

  ７節の報償金は、オープニングセレモニーで演奏いただいた団体への謝礼、次の記念品費

は、記念式典における各表彰受賞者への記念品として銀杯、記念の盾、賞状額などを購入し

たものでございます。 

  112ページをお願いいたします。 

  11節の４行目、手数料は、教育文化センターホール技術員増員分の派遣料でございます。 

  続きまして、次の◎自衛官募集事務費４万5,000円は、埼玉県防衛協会の負担金で、前年

度と同額でございます。 

  次に、歳入について説明申し上げますので、戻りまして、45ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金、１項１目総務費国庫負担金の１節総務管理費負担金、右ページ備考欄、

自衛官募集事務費負担金５万9,000円は、法定受託事務でございます自衛官募集のための事

務費に対する国からの負担金でございます。 

  以上が総務課所管の決算でございます。 
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  続きまして、選挙管理委員会所管の決算について説明申し上げますので、119ページをお

願いいたします。 

  ２款４項１目選挙管理委員会費、右ページ備考欄の◎選挙管理委員会費は1,149万8,416円

で、前年度と比較しまして84万2,201円の増でございます。増額となった主な要因は、12節

情報システム標準化移行業務委託料において、地方公共団体システムの標準化に関する法律

に基づき実施いたしました選挙管理システムの標準化対応によるものでございます。 

  そのほか主なものを申し上げますと、１節委員報酬及び８節費用弁償は、選挙管理委員会

委員４名への報酬及び費用弁償でございます。 

  ２節一般職給から４節一般職共済組合負担金までは、事務局職員１名分の人件費でござい

ます。 

  11節保管料は、選挙で使用する計数機等の機器の保管料でございます。 

  122ページをお願いいたします。 

  14節看板撤去工事請負費は、天満にございますグループホームそよ風の前に設置されてお

りました選挙啓発看板の鉄柱が老朽化したことにより腐敗したことから、その看板の撤去に

要した工事の請負費でございます。 

  次に、左のページ、２款４項２目選挙啓発費、右ページ備考欄の◎選挙常時啓発費は11万

6,100円で、前年度とほぼ同額の支出でございます。 

  ７節の２行目、記念品費は、選挙啓発ポスターコンクールの入賞者への図書カード、全応

募者への文具セットを購入した経費でございます。 

  10節消耗品費は、選挙啓発用パンフレットの購入経費でございます。 

  次に、左のページ、２款４項３目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費、

右ページ備考欄の◎衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費4,463万3,153円

は、令和６年10月27日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要し

た経費でございます。 

  主なものを申し上げますと、１節の各報酬及び８節の費用弁償は、投票日当日、28箇所の

投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人のほか、開票管理者及び開票立会人、

選挙期間中の事務補助として雇用した会計年度任用職員への報酬及び費用弁償でございます。 

  10節の２番目、印刷製本費は、投票所入場券などの作成に要した経費でございます。 

  11節の５番目、運搬料は、各投票所への選挙器材等の搬入搬出などに要した経費、次の手

数料は、選挙公報の新聞折り込み及び期日前投票所の案内業務従事者の派遣に要した経費で



－106－ 

ございます。 

  12節掲示板設置撤去委託料は、市内197箇所のポスター掲示場の設置、保守、撤去に要し

た委託料、124ページになりまして、期日前投票所設置撤去委託料は、期日前投票所の設置

及び撤去の委託料で、今年度執行いたしました参議院議員通常選挙と案分した金額となって

おります。次の選挙事務従事者派遣委託料は、期日前投票所を含め各投票所の事務従事者の

派遣に要した委託料、看板等作成委託料は、ポスター掲示場の掲示板の作成に要した経費、

１つ飛びましてＯＡシステム改修委託料は、第18投票区の投票所でございました下中条農村

センターの解体による投票区の見直しに伴いまして選挙システムの改修を行いました、これ

についての経費でございます。 

  13節の２行目、ＯＡ機器借上料は、投票所で使用する投票管理システム及び期日前投票シ

ステムの借上料でございます。 

  17節事業用器具費は、投票用紙計数機４台の購入費でございます。 

  次に、歳入について説明申し上げますので、戻りまして、55ページをお願いいたします。 

  15款県支出金、３項１目総務費委託金の４節選挙費委託金、右ページ備考欄の衆議院議員

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金は、選挙執行に係る委託金でございます。 

  以上で、総務課及び選挙管理委員会が所管します令和６年度一般会計歳入歳出決算認定の

説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、柴崎人事課長。 

○人事課長 人事課の柴崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  説明につきましては、着座にて失礼させていただきます。 

  それでは、人事課所管部分について歳出からご説明申し上げますので、歳入歳出決算事項

別明細書の75ページをお願いいたします。 

  ２款１項１目一般管理費のうち、右ページ備考欄１つ目の◎総務一般管理費は、給与、共

済組合負担金などの人件費でございます。 

  主なものを申し上げますと、１節の２行目、会計年度任用職員報酬は、閉庁日における日

直業務、庁内案内業務のほか、障害者雇用などにおいて任用している17名分の会計年度任用

職員の報酬でございます。 

  ２節の給料ですが、１行目の特別職給は市長、副市長、その下の一般職給は主に総合政策

部、総務部の職員、その下の再任用職給は再任用職員それぞれに係る給料でございます。 

  ３節の１行目、会計年度任用職期末勤勉手当から３行下の再任用職期末勤勉手当までは、
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その職ごとの期末手当、勤勉手当でありまして、次の特別職その他の手当から２行下の再任

用職その他の手当までは、その職ごとの扶養、地域、住居、通勤などの各種手当でございま

す。 

  ４節の１行目、会計年度任用職共済組合負担金から、78ページの備考欄の上から４行目の

再任用職社会保険料までは、その職ごとの市が負担する社会保険料等でございます。 

  ８節の費用弁償は、主に会計年度任用職員に係る通勤費用でございます。 

  次に、備考欄２つ目の◎人事課関係経費でございます。 

  主なものを申し上げますと、３節時間外勤務手当は、主に人事課職員６名及び国等への派

遣職員３名に係る支給額でございます。 

  ８節普通旅費は、国等への派遣職員の出張旅費を支給したものでございます。 

  11節の２行目、広告料は、保育士の会計年度任用職員等の募集に当たり民間の求人サイト

に求人広告を掲載した際の費用でございます。 

  12節の１行目、採用試験委託料は、職員採用に係る教養、専門、論文及び適性検査の問題

作成及び採点のための委託料でございます。次の昇任選考試験委託料は、職員の課長級への

昇任選考に使用する試験問題の作成及び採点に係る委託料でございます。次のＯＡ機器保守

点検委託料は、人事給与システムの専用サーバー及びパソコン等のハードウエア機器の保守

点検に係る委託料でございます。次のＯＡシステム構築委託料は、勤怠管理システムのサー

バーが耐用年数を迎えたことに伴う新たなクラウド型サーバーの構築に係る委託料でござい

ます。次のＯＡシステム保守点検委託料は、勤怠管理システムのサーバーの保守点検に係る

もののほか、新たなクラウド型サーバーの利用開始までの間のセキュリティソフトの利用延

長、打刻機の保守延長に係る費用でございます。 

  13節１行目のＯＡシステム利用料は、主に職員採用試験の一次試験として実施している動

画投稿面接のシステム利用に係る費用で、次の人事給与システム借上料は、職員の人事情報、

給与計算等の処理を一元的に管理するためのシステムの借上料、18節職員厚生会交付金は、

職員の福利厚生事業を行うため交付しているものでございます。 

  82ページをお願いいたします。 

  次に、備考欄上から２つ目の◎職員保健衛生管理費でございます。 

  主なものを申し上げますと、１節産業医報酬及び８節費用弁償は、職員の健康相談に係る

精神科及び内科の産業医への支出でございます。 

  12節健康診断委託料は、職員の健康診断及びストレスチェックに係る委託料でございます。 
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  次の◎職員研修費ですが、主なものを申し上げますと、８節研修旅費及び18節の２行目、

研修負担金は、職員の人材育成及び能力向上を図るため、彩の国さいたま人づくり広域連合

や自治大学校、市町村アカデミーなどにおいて実施する研修会場までの往復旅費及び研修参

加のための負担金でございます。 

  次に、12節研修委託料は、庁舎内で実施した職員研修の委託料でございます。 

  18節の１行目、研修助成金は、主に市政等について研究する職員の自主研究研修グループ

２グループに対して交付した助成金でございます。 

  次に、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして、67ページをお願いいたします。 

  12節雇用保険料被保険者負担金は、会計年度任用職員の雇用保険料自己負担分でございま

す。 

  13節返還金の右ページ備考欄下から２つ目になります。職員手当返還金は、扶養手当の喪

失の届出漏れに伴う過払いの扶養手当が遡及して返還されたものでございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  15節雑入の右ページ備考欄上から４行目、全国市長会共済等事務費は、共済事務手数料で

加入者数に応じて算定されたもの、次の全国都市職員災害共済会事務費は、職員が加入して

いる火災・自動車共済に係る事務手数料で加入件数に応じて算定されたものでございます。 

  ５行下になりますが、５行下の退職手当企業会計負担分は、水道事業会計の所管部署に在

籍していた職員の退職手当のうち、その在籍期間に応じた水道事業会計の負担分、次の都市

整備部長給与等企業会計負担金は、都市整備部長の人件費のうち、水道事業会計と公共下水

道事業会計の負担分でございます。 

  次の行田羽生資源環境組合派遣職員給与等負担金は、組合との併任職員に支給した給与費

相当額のうち、当該組合からの報告に基づき、業務割合に応じて案分した額が負担金として

本市に納入されたものでございます。 

  以上で、人事課所管の歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長 次に、瀬尾税務課長。 

○税務課長 税務課長の瀬尾です。よろしくお願いいたします。 

  着座にて失礼いたします。 

  それでは、税務課所管部分につきまして歳出からご説明いたしますので、歳入歳出決算事

項別明細書の113ページをお願いいたします。 
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  ２項１目税務総務費の右ページ備考欄、◎税務一般管理費２億1,123万6,232円は、税務課

職員及び収納課職員32名並びに税務課の会計年度任用職員３名に係る人件費でございます。 

  次の◎税務課関係経費は、税務課職員の時間外勤務手当でございます。 

  次に、２目賦課徴収費の右ページ備考欄、◎賦課費8,935万6,174円は、税務課の賦課業務

における郵便料、電算委託料、ＯＡシステム改修委託料などでございます。 

  主なものを申し上げますと、10節消耗品費は、書籍の加除追録代やプリンターのトナー代

などでございます。 

  11節郵便料は、納税通知書などの郵便代でございます。 

  ３行下の鑑定料は、固定資産税における令和６年７月１日時点の標準宅地279地点の時点

修正に係る鑑定料でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  12節の２行目、課税基本資料作成委託料は、固定資産税の課税事務に関し現況に即した適

正な課税を行うための基礎資料の作成や税務地図情報システムデータを更新する業務の委託

料で、その下のＯＡシステム改修委託料は、定額減税、森林環境税、二輪関係手続の電子化

などに対応するための基幹系システム改修委託料でございます。２行下の電算委託料は、課

税業務に係る電算処理の委託料でございます。その下の、事務従事者派遣委託料は、令和７

年１月から３月までに給与支払報告書などの整理などに関する業務を実施した委託料でござ

います。 

  13節ＯＡシステム利用料は、地方税の電子申告に関する全国統一システム、いわゆるｅＬ

ＴＡＸに係る利用料で、次の家屋評価システム借上料は、固定資産税の家屋評価の積算のた

めのシステム借上料でございます。 

  18節の４行目、地方税共同機構負担金は、ｅＬＴＡＸシステムの運用に関する全国的な機

構の負担金でございます。 

  22節還付金は、特別徴収された配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除について、他の

所得及び所得控除を含めて申告があった場合、計算の結果、還付となった還付金でございま

す。 

  以上が歳出についての説明となります。 

  次に、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして、37ページをお願いいたします。 

  １款市税でございます。調定額は105億3,528万1,610円、収入済額103億4,622万8,858円で

ございます。不納欠損額として8,749万8,846円を処分した結果、収入未済額は１億155万
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3,906円となっております。 

  次に、１項から６項までの税目ごとの状況につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、１項１目個人市民税でございますが、現年課税分の調定額は39億1,142万6,482円、

収入済額は38億7,932万7,109円でございます。滞納繰越分につきましては、調定額が8,946

万5,937円、収入済額が2,925万6,112円でございます。 

  次に、２目法人市民税でございますが、現年課税分の調定額は５億8,483万5,700円、収入

済額は５億8,418万4,501円でございます。滞納繰越分につきましては、調定額255万4,150円、

収入済額は79万8,700円でございます。 

  次に、２項１目固定資産税でございますが、現年課税分の調定額は43億5,728万4,000円、

収入済額は43億3,361万6,024円でございます。滞納繰越分につきましては、調定額6,648万

6,565円、収入済額は1,771万6,002円でございます。 

  次に、国有資産等所在市交付金につきましては、調定額3,408万4,300円で、全額収入済み

となっております。 

  次に、３項軽自動車税でございますが、１目の環境性能割につきましては、調定額1,647

万4,100円で、全額収入済みとなっております。 

  次に、２目種別割でございますが、現年課税分の調定額は２億6,692万2,900円、収入済額

は２億6,424万5,830円でございます。滞納繰越分につきましては、調定額968万8,929円、収

入済額は258万3,021円でございます。 

  次に、４項１目市たばこ税でございますが、現年課税分の調定額は５億7,175万5,652円で、

全額収入済みとなっております。 

  次に、５項１目都市計画税でございますが、現年課税分の調定額は６億1,037万7,000円、

収入済額は６億658万8,878円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  滞納繰越分につきましては、調定額1,071万7,995円、収入済額は239万729円でございます。 

  次に、６項１目入湯税でございますが、調定額320万7,900円で、全額収入済みとなってお

ります。 

  少し飛びまして、45ページをお願いいたします。 

  13款２項１目総務手数料でございます。１節徴税手数料の右ページ備考欄、税務証明手数

料は、所得課税証明、評価証明、納税証明書など、課税に関する各種証明書発行の事務手数

料でございます。 
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  55ページをお願いいたします。 

  15款３項１目総務費委託金でございます。２節徴税費委託金の右ページ備考欄、個人県民

税徴収委託金は、個人県民税の賦課及び徴収委託に基づき県から交付された委託金でござい

ます。 

  69ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入でございます。15節雑入の右ページ備考欄の上から８行目、不動産取得

通知データ作成費は、埼玉県が不動産取得税を課税する際、市町村が所有する固定資産税の

データを使用するため、データの作成経費を県から受領したものでございます。 

  以上で、税務課所管の歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長 次に、蓮見収納課長。 

○収納課長 収納課の蓮見でございます。よろしくお願いいたします。 

  着座にて失礼いたします。 

  それでは、収納課が所管いたします令和６年度一般会計歳入歳出決算についてご説明させ

ていただきます。 

  初めに、主要施策の成果報告からご説明申し上げますので、成果報告書の15ページをお願

いいたします。 

  15ページ、中段、市税等電話催告業務委託事業でございます。これは、行田市納税コール

センターの運営を民間に委託し、市税等の主に現年課税分の未納者に対して電話による納付

勧奨を行い、累積滞納を未然に防止するとともに納付履行による収納率向上を目的に実施し

たものでございます。 

  主要施策の成果報告書については、以上でございます。 

  それでは、続いて、歳出から説明いたしますので、歳入歳出決算事項別明細書の116ペー

ジをお願いいたします。 

  ２項２目賦課徴収費の右ページ備考欄、◎徴収費9,314万6,983円でございます。 

  主なものを申し上げますと、１節会計年度任用職員報酬は、徴収業務に従事する職員１名

分の給与でございます。 

  11節郵便料は、督促状や催告書の郵送費用でございます。２行下の手数料は、市税の口座

振替における金融機関へ支払う手数料でございます。 

  12節市税等コンビニエンスストア収納業務委託料は、コンビニ収納代行業務に関する基本
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委託料及び委託手数料でございます。その下の市税電話催告業務委託料は、行田市納税コー

ルセンターの業務委託料でございます。次の口座振替データ処理業務委託料は、市税等の口

座振替において金融機関と市の間でデータの受渡しを安全かつ円滑に行うための費用でござ

います。次のＯＡシステム改修委託料は、ｅＬＴＡＸシステムを利用した地方税共通納税シ

ステムの対象税目に、令和６年度より市県民税普通徴収及び国民健康保険税が追加されたこ

とに伴い、当該納付書をＱＲコード対応とするための費用でございます。さらに、令和７年

度から口座振替金融機関に三井住友銀行を追加するためのシステムの改修費でございます。

次の電算委託料は、徴収業務に係る電算処理及び督促状や催告書作成の委託料でございます。 

  13節ＯＡシステム利用料は、地方税共通納税システムのサービス利用料及び預貯金等照会

電子サービスの利用料でございます。 

  次ページをお願いいたします。 

  22節過誤納金還付金は、法人市民税の確定申告及び所得税確定申告による市県民税の変更

や固定資産税の更正等に係る還付金でございます。 

  以上が歳出についての説明となります。 

  次に、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして、62ページをお願いいたします。 

  一番下の20款１項１目１節延滞金は、調定額563万５円に対し、全額収納済みとなってお

ります。 

  以上で、収納課所管の歳入歳出決算の説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長 次に、木村人権・男女共同参画推進課長。 

○人権・男女共同参画推進課長 人権・男女共同参画推進課の木村です。よろしくお願いいた

します。 

  説明につきましては、着座にて失礼させていただきます。 

  令和６年度から人権推進課と男女共同参画推進センターが統合され人権・男女共同参画推

進課となったところでございますが、私からは、令和６年度における人権推進担当所管部分

につきましてご説明させていただきます。 

  初めに、主要施策の成果報告からご説明いたしますので、成果報告書の10ページをお願い

いたします。 

  １番目の人権教育・啓発事業でございます。これは、市民の皆様に人権課題に対し理解を

深めていただけるよう、人権・同和問題地区別研修会等を実施したもので、決算額は28万
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9,400円でございます。 

  主要施策の成果報告については、以上でございます。 

  続きまして、歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

  歳出から説明いたしますので、歳入歳出決算書の99ページをお願いいたします。 

  中ほどにございますが、２款１項12目人権推進費でございます。右ページ備考欄の◎人権

推進費4,880万2,488円は、前年度と比べ471万1,890円の増額となっております。増額となっ

た主な理由といたしましては、地域交流センターホールの空調設備更新工事に要した費用と

会計年度任用職員の報酬額改定等によるものでございます。 

  そのほか主なものを申し上げますと、１節の会計年度任用職員報酬から４節の一番下の労

働保険料までは、一般職３名と地域交流センター及び南河原隣保館に勤務する会計年度任用

職員２名分の人件費でございます。 

  ７節謝金50万8,000円は、人権・同和問題地区別研修会や地域交流センター及び南河原隣

保館で実施した各種講座等の講師謝金でございます。 

  10節の２行目、印刷製本費27万9,705円は、人権啓発用リーフレットなどの作成経費でご

ざいます。 

  102ページをお願いいたします。 

  12節講演委託料10万8,000円は、県の再委託事業である地域人権啓発活動活性化事業と位

置づけして実施した人権教育合同学習講演会の経費でございます。その下の遊具点検作業委

託料以下の各種委託料は、主に地域交流センターの維持管理費に係る経費でございます。 

  18節の４行目、部落解放運動団体補助金208万4,000円は、同和問題の解決を目指す運動団

体２団体に交付したものでございます。 

  次に、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして、51ページをお願いいたします。 

  15款２項１目総務費県補助金の１節総務管理費補助金ですが、右ページ備考欄の１行目、

隣保館運営事業等補助金739万8,000円は、地域交流センター及び南河原隣保館の２館の運営

費に対する県補助金でございます。 

  55ページをお願いいたします。 

  ３項１目総務費委託金の１節総務管理費委託金の備考欄の２行目、地域人権啓発推進事業

委託金18万8,000円は、国からの再委託事業として実施した人権講演会の人件費として県か

ら受け入れたものでございます。 

  63ページをお願いいたします。 
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  20款諸収入、３項２目１節同和対策住宅資金貸付金元利収入の右ページ備考欄、貸付金元

利収入594万9,135円は、住宅資金貸付けに係る元利収入でございます。 

  続きまして、財産に関する調書についてご説明いたしますので、330ページをお願いいた

します。 

  下段の３債権でございます。表の右から２列目、決算年度中増減高の２段書きの数字の上

は増額、下は減額を表すものでございます。表の２つ目の項目、同和対策住宅建設資金貸付

金につきましては、決算年度令和６年度中における新たな貸付けはなく、594万9,135円の減

額は、31名からの償還によるものでございます。 

  令和６年度の人権推進担当所管部分の説明は以上でございます。 

  なお、男女共同参画推進担当に関する部分につきましては、中村参事兼男女共同参画推進

センター所長からご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、中村男女共同参画推進センター所長。 

○男女共同参画推進センター所長事務取扱 それでは、男女共同参画推進センター所管部分に

ついてご説明を申し上げます。 

  着座にてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告から申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決算附表

の14ページをお願いいたします。 

  上段でございます。男女共同参画推進事業は、誰もが生き生きと暮らせる男女共同参画社

会の実現に向け、男女共同参画推進審議会やセミナーなどの開催、夫婦間の悩みやＤＶなど

に対する相談事業を実施したものでございます。 

  続きまして、歳出について申し上げますので、決算事項別明細書の107ページをお願いい

たします。 

  ２款１項16目男女共同参画推進費、右ページ備考欄、◎男女共同参画推進センター管理運

営費について主なものを申し上げます。 

  １節会計年度任用職員報酬から８節費用弁償までは、会計年度任用職員１名分に係る人件

費、11節、２行目、通信料は、来館者が利用するインターネットの利用料など、12節の１行

目、調査測量設計委託料は、管内照明のＬＥＤ化に係る設計委託料、その下、施設管理委託

料から、110ページをお願いいたします、上から９行目、エレベーター保守点検委託料まで

は、施設や設備の維持管理上必要な点検等に要する経費でございます。 

  次に、◎男女共同参画推進事業費について申し上げます。 
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  １節の委員報酬及び８節の費用弁償は、男女共同参画推進審議会の委員報酬及び費用弁償、

７節報償金は、各種講座開催に関する報償金、その下、委員謝金は、女性活躍ネットワーク

会議の委員謝金、その下の謝金は、講座開催時の講師謝金及びＤＶ等の相談事業に係る相談

員３名分の謝金でございます。 

  12節研修委託料は、女性活躍推進セミナー開催に係る委託料、14節設備改修工事請負費は、

館に防犯カメラを設置したもの、19節ＤＶ被害者等支援金は、ＤＶ被害者で緊急一時避難が

必要な方のうち、生活に困窮している方に対し宿泊費などを支援したものでございます。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして、43ページをお願いいたします。 

  13款１項１目１節総務使用料、右ページ備考欄３行目、男女共同参画推進センター使用料

は、学習室等の使用料収入でございます。 

  57ページをお願いします。 

  16款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入、右ページ備考欄の上から15行目、建

物貸付収入（男女共同参画推進センター）は、屋上部分に設置した太陽光発電に係る屋根貸

しの貸付収入などでございます。 

  63ページをお願いします。 

  20款４項１目雑入、３節負担金収入、右ページ備考欄、上から２行目、男女共同参画講座

自己負担金は、講座参加者からの参加費でございます。 

  66ページをお願いします。 

  ７節施設貸付収入、備考欄の上から８行目、男女共同参画推進センター電気料は、自販機

の電気料収入でございます。 

  70ページをお願いいたします。 

  15節雑入、備考欄下から３行目の事務手数料のうち３万8,350円が、コピー、印刷代の収

入でございます。 

  左のページ、69ページをお願いいたします。 

  21款１項１目１節総務費の右ページ備考欄、男女共同参画推進センター設備改修事業債は、

照明のＬＥＤ化の設計委託に関する事業債でございます。 

  以上で、男女共同参画推進センター所管部分についての説明を終わります。 

○委員長 次に、大木契約検査課長。 

○契約検査課長 契約検査課の大木でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、着座にて失礼いたします。 
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  契約検査課所管の歳出決算からご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、歳入歳出決算書の82ページをお願いいたします。 

  右側備考欄上から４つ目の◎契約検査課関係経費は、346万9,899円でございます。 

  主なものを申し上げますと、12節ＯＡシステム保守点検委託料は、土木系の設計を行うＣ

ＡＤソフトの保守費でございます。 

  18節埼玉県電子入札共同システム負担金は、県を初め県内68の自治体等が共同で運用して

いる電子入札共同システム運営費の行田市負担分、その下、入札参加資格共同審査協議会負

担金は、令和７、８年度の入札参加資格共同審査の定期受付に係る行田市負担金分でござい

ます。 

  次に、その下の◎共通物品管理費、こちらにつきましては246万2,813円でございます。こ

れは、市役所各部署内の物品の共通支給品を購入するための経費でございます。 

  10節共通需用費は、事務用消耗品や蛍光灯などの購入、印刷製本費は、市役所から書類等

を郵送するための封筒等を作成したものでございます。 

  17節庁用器具費ですが、令和７年４月１日付の人事異動に伴い、新たに両袖机を３台、事

務用回転椅子２客が必要となったため購入したものでございます。なお、これに伴う椅子、

机の購入に当たりましては、当初予算では予算措置が間に合わなかったこと、また、４月１

日には机、椅子等を配備する必要があり、３月の補正予算要求には間に合わなかったことか

ら予備費から充当しております。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、60ページをお願い

いたします。 

  16款２項２目物品売払収入ですが、右ページ備考欄の１番目の不用物品売払収入、こちら

は使用不能や不要となった机やロッカーなどを売却したことによる収入でございます。 

  次に、68ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の９節用品等売払収入の右ページ備考欄の１番目の資源ごみ売払収入

（契約検査課）は、古新聞、古雑誌、段ボール、アルミ等の資源ごみの売払金額でございま

す。 

  以上で、契約検査課所管の説明を終了させていただきます。 

○委員長 暫時休憩いたします。 

午後  ２時 ０７分 休憩 

             ────────────────── 
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午後  ２時 １８分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 人権啓発・同和対策関係で大きく３つの事業について伺いたいと思います。 

  まず初めに、成果報告書の10ページ、人権教育啓発事業、こちらですけれども、まず、１

点目、この地区別の研修会ですけれども、ここでの事業というのは人権教育と大きく振って

ありますけれども、具体的には同和問題での研修会というものに限定されているという理解

でよいのか、伺います。 

  それから、２つ目が、同じ事業の事業所人権教育研修会、こちらですけれども、これ前年

度と事業所数と参加人数がくしくも同じ数字のようなんですけれども、この事業というのは

対象事業者というのが固定した性格づけのものなんでしょうか。それとも、たまたまなのか。

６年度はどのような事業所がこちらに参加しているのか、広報はどういうふうに行っている

のか、伺います。 

  大きな２つ目です。事項別明細書の102ページ、18節の負担金補助及び交付金の中の部落

解放運動団体補助金ですが、前年度と比べてこの決算額というのはどういう数字なのか、伺

います。 

  ３つ目です。同じく事項別明細書の64ページ、これも昨年度も伺いましたが、この住宅資

金貸付けの回収のことですけれども、収入済額594万9,000円何がしと、金額は前年度と比べ

てもおよそ30万円減っておるんですけれども、６年度はどのような徴収の努力を行ったのか。

説明の中で34人分というのがあったんですが、ちょっとよく理解できなかったんですけれど

も、実際の返済人数は何人かですね。594万円の実人数ですね。新たに返済するに至った方

というのがいるのかどうか、全員との連絡は取れるようになったのかどうか、この辺の状況

についてお願いいたします。 

○委員長 執行部の答弁を求めます。 

  木村人権・男女共同参画推進計課長。 

○人権・男女共同参画推進課長 お答え申し上げます。 

  まず初めに、10ページの啓発事業につきましてでございますが、こちらは同和対策の関係
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のみの研修であるかということなんですけれども、こちらにつきましては人権全般となりま

すので、同和課題に限ったものではなく、同和課題含めた人権課題全般の研修会となります。 

  続きまして、事業所、人権研修の関係になりますが、こちらは昨年度と事業所の数と人数

が一緒ということで、こちらはたまたま同じ事業所で同じ参加人数となりまして、対象とい

たしましては、20名以上の事業所のところにこちらから案内をお送りさせていただいて、参

加のほうの募集を行っているところでございます。 

  続きまして、同和対策の貸付金の関係なんですが、こちらが昨年度より30万円減っている

というところでございますが、こちらにつきましては、完納されている方とかも５年度いら

っしゃいまして、そういった関係でちょっと金額が減ってきているという部分と、どのよう

な形でということにつきましては、例年どおり対象者の方、滞ってしまっている方には、電

話連絡したりとか訪問して徴収を行っているところでございます。 

  また、回収の人数でございますが、先ほどの31名というのは実人数でございまして、全体

の残高が残っている方は今47名いらっしゃいまして、47名中、31名から回収をさせていただ

いたものでございます。 

  また、昨年度と比べまして、１件完納の方がいらっしゃったんですけれども、１件新たに

また再開できた方がいらっしゃいまして、今のところ同じ人数の方にまた回収のほうをして

いただいているというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 補助金の関係は。 

○人権・男女共同参画推進課長 失礼いたしました。 

  団体への補助金につきましては、５年度と比べまして７万5,000円の減額。こちらにつき

ましては、団体の代表者の方と打合せを設けさせていただいておりまして、そちらでこちら

の金額についていろいろご相談させていただいて、その金額を減額できたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 それぞれありがとうございます。再質疑、何点かさせていただきます。 

  まず、地区別の研修会の関係ですけれども、人権全般の研修会ということですので、そう

しますと、どういう内容、人権といっても教育委員会ですと８種類とか10種類ぐらい分野ご

とに整理しているようですけれども、どういう分野の研修が６年度としては多かったとか、

新しくこういう分野のもを始めてみたとか、そういう特徴点といったものを紹介いただけれ
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ばと思います。 

  ２点目ですけれども、事業所、人権研修会ですけれども、せっかくのこうした事業所への

働きかけなんですけれども、20人以上雇用している事業所にということですけれども、何件

市からは案内を送っているのか、その点をお願いいたします。 

  それと、貸付けのほうは、16人に対しては返してもらえていないということですけれども、

全員と連絡が取れているのか、連絡が取れていない件数をお教えください。 

  最後、団体補助金ですけれども、これパーセンテージとしては減額が何％に当たるのか、

そこをお願いします。 

○委員長 答弁を求めます。 

  木村人権・男女共同参画推進課長。 

○人権・男女共同参画推進課長 お答え申し上げます。 

  まず初めに、地区別研修会につきましては、こちらにつきましては、教育委員会のほうの

生涯学習課が所管しております人権教育推進協議会というのがございまして、そちらの会長

さんのほうにこちらの研修会について依頼をしておりまして、その地区の創意工夫で研修の

ほうを行っていただいているものでございます。こちらの内容につきましては、ＤＶＤを鑑

賞したりとか、学校の先生された方とかを講師にお招きしていただきまして、人権全般のお

話でしたり、あとは同和の関係もございますし、新しいところですとＬＧＢＴの関係、中に

は当事者という方の講師もいらっしゃいまして、そういった方とかも６年度につきましては

研修のほうを行った状況でございます。 

  続きまして、事業所につきまして、こちら20人以上の事業所ということで、件数につきま

しては、昨年度323件の事業所のほうに郵便を発送させていただきました。 

  続きまして、貸付金の16人もらえていないという方につきましては、こちらは生活保護受

給者の方でしたりとか、高齢ということでなかなか返還が難しいという方もいらっしゃいま

して、全く連絡が取れていないという方につきましては、今４名いらっしゃいます。 

  続きまして、団体の補助金につきましては、パーセンテージといたしましては、マイナス

2.6％の減額でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 
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  以上で、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、総務

部所管部分についての審査を終了いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の討論 

○委員長 続いて、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定のうち、当委員

会所管部分についての討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 反対の立場からの討論です。 

  全体を見まして、何点かやはりこれは看過できないなという点について申し上げ、反対の

討論としたいと思うんです。 

  まず、１つ、基金の適正管理の点です。積み立てられている基金の運用の面では、昨年度

も一定の努力がなされているということは確認できました。しかし、財政調整基金ですとか

公共施設整備基金ですとか、それぞれ億単位の新たな積増しが行われています。市民生活が

物価高騰ですとか大変困難な中で、十分な計画性がない中での積立てを行っている状況が続

いておるようです。やはり市民生活を支援する事業に充てるべきであると考えます。 

  ２点目、ふるさと納税促進事業です。この事業は、以前から申し上げていますけれども、

メリットを受ける所得階層が限定されている、高額納税者ほど恩恵を受けやすい、返礼品競

争の過熱ですとかバナー契約等の諸経費、この負担ですとか、いろいろ問題点が指摘されて

いるところです。現状は、ふるさとを応援するという当初の制度の趣旨から離れてしまって

いる。また、地方自治体の財政制度そのものをやっぱりゆがめる、そういう性質の事業だと

いうことで、廃止や見直しを求める識者の声も相変わらず高いです。やはり私は、国に廃止、

改善、この働きかけを行うべきだと考えます。 

  ３つ目、最後ですが、同和事業あるいは部落解放運動団体への補助金の関係です。この補

助金については、やはり他の分野の団体等への補助金、これと比べて、微減傾向にはありま

すけれども、やはり依然として過度に厚く補助を続けているんじゃないか、補助金の在り方

をやっぱり抜本的に見直すべきではないかと考えます。同和対策の集会所事業、これは教育

委員会のほうですけれども、本来の人権学習とは無縁の事業が続いておるようですね。人権

学習の一環として、やはり本来の趣旨に沿ってこれも抜本的に見直す必要がある。 

  にもかかわらず怠っていらっしゃるということから、本決算認定には反対をいたします。 

○委員長 他に討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 
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             ────────────────── 

△議案第６７号の採決 

○委員長 次に、採決いたします。 

  議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について、当委員会所管部分に

ついては、これを認定するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、本決算はこれを可決することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ２時 ３４分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ２時 ３６分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）中、総務部所管

の部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  蓮見収納課長。 

○収納課長 収納課の蓮見でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

  着座にて失礼いたします。 

  それでは、議案第55号 行田市一般会計補正予算（第３回）の収納課所管部分についてご

説明いたします。 

  議案書の34ページをお願いいたします。 

  ２款２項２目賦課徴収費の右側ページ説明欄、◎徴収費のうち22節過誤納還付金2,000万

円は、法人市民税の確定申告に基づく予定納税額の精算に伴い、見込みを上回る高額の還付

金が急遽発生したため、予算に不足が見込まれることから追加措置するものでございます。 

  以上で、議案第55号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 
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○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑の申出はございませんので、質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）中、総務部所管の部

分についての審査を終了いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の討論 

○委員長 続いて、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）中、当委員会

所管部分についての討論を行います。 

  討論のある方は挙手をお願いいたします。 

  ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 反対の立場からの討論を行います。 

  教育部門ですけれども、教育総務費、事務局費では、学校再編の理解が、私は市民の中に

しっかりと広がっているとは残念ながら考えられません。そうした中で、再編のための用地

買収を前提にした予算の計上は早計であると考えます。 

  したがいまして、本補正予算案に反対とさせていただきます。 

○委員長 他に討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の採決 

○委員長 次に、採決いたします。 

  議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち、当委員会所管部分に

ついて、原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ２時 ３９分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ２時 ４０分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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             ────────────────── 

○委員長 以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。 

  なお、お諮りいたします。委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましては、委

員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ご異議なしと認め、さよう決しました。 

             ────────────────── 

△閉会の宣告 

○委員長 以上をもって総務文教常任委員会を閉会といたします。 

午後  ２時 ４１分 閉会 

             ────────────────── 
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令和７年行田市議会建設環境常任委員会会議録 

 

○開会年月日  令和７年９月１２日（金曜日） 

○開 催 場 所  第２委員会室 

○付 議 事 件  議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６０号 行田市斎場条例の一部を改正する条例 

        議案第６１号 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一 

               部を改正する条例 

        議案第６３号 行田市下水道条例の一部を改正する条例 

        議案第６４号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を 

               改正する条例 

        議案第６５号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第６９号 令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

        議案第７２号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

               ついて 

        議案第７３号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の 

               認定について 

○審 査 日 程 【環境経済部】 

        議案第６１号 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一 

               部を改正する条例 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

       【市民生活部】 

        議案第６０号 行田市斎場条例の一部を改正する条例 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第６９号 令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算 

               認定について 
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○出席委員（５名） 

委 員 長 木 村   博 委員     ３番 吉 田 豊 彦 委員 

副 委 員 長 小 林 淳 一 委員     ４番 小野寺 貴 男 委員 

   ２番 小 林   修 委員    

             ────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   １番 福 島 ともお 委員    

 

             ────────────────── 

○説明のため出席した者 

森  原  秀  敏 市 民 生 活 部 長 

加  藤     修 

危 機 管 理 監 兼 

市 民 生 活 部 

危 機 管 理 課 長 

事 務 取 扱 

島  田  あかね 

参事兼市民生活部 

交 通 政 策 課 長 

事 務 取 扱 

礒  貝  和  実 
市民生活部次長兼 

市 民 課 長 

上  野  浩  二 地域活動推進課長 

吉  田  悦  生 南 河 原 支 所 長 

長  澤  紳  介 市民生活部副参事 

江  森  裕  一 環 境 経 済 部 長 

菅  原  広  志 
環 境 課 長 兼 

粗大ごみ処理場長 

横  山  敦  亮 商 工 観 光 課 長 

萩  原  弘  一 農 政 課 長 

小  林     誠 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

寺  田  定  弘 環境経済部副参事 

吉  田  秀  和 環境経済部副参事 

             ────────────────── 

○事務局職員出席者 

  書  記  新 井 康 夫 
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午前  ９時 ２８分 開会 

△開会の宣告 

○委員長 ただいまから建設環境常任委員会を開会いたします。 

  ご連絡いたします。傍聴される方につきましては、委員会審査中の雑談、発言等を禁止い

たしますので、よろしくご聴取のほどお願い申し上げます。 

  なお、審査中における傍聴人の入退室については自由となっておりますので、念のため申

し添えます。 

  当委員会に付託されております案件は、議案８件及び総務文教常任委員会から審査依頼を

受けました議案２件であります。 

  審査につきましては、お配りいたしました審査日程により行います。 

             ────────────────── 

△開議の宣告 

○委員長 これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。議事の整理

上、発言は委員長の許可を得てからマイクを使用していただけるようお願いいたします。 

  また、説明及び質疑並びに答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  初めに、環境経済部所管の議案について審査を行います。 

  まず、環境経済部長にご挨拶をお願いいたします。 

○環境経済部長 改めましておはようございます。環境経済部でございます。 

  委員の皆様には、日頃から環境経済部の諸事業に対しまして多大なるご支援を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

  本日の委員会では、条例１件及び補正予算、そして歳入歳出決算認定についてご説明申し

上げます。ご審査のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより審議に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６１号について 

○委員長 初めに、議案第61号 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一

部を改正する条例を議題とし、執行部の説明を求めます。 

  環境課、菅原課長。 

○環境課長 おはようございます。 
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  それでは、議案第61号 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を

改正する条例について説明申し上げます。 

  議案書の78ページをお願いいたします。 

  本市では、現在、市民の良好な生活環境の保全及び災害の防止を図ることを目的に、事業

区域300平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等による土地の埋立て、盛土、その

他の土地への土砂等の堆積について、必要な規制を行っているところでございます。 

  そうした中、令和３年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等

を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法の一部を改正する法律により、

令和５年５月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法が施行され、令和７年７月１日から500

平方メートル以上の土砂の堆積または盛土もしくは切土の工事に関し、埼玉県が規制するこ

ととなったところでございます。 

  そこで、県の規制対象となる500平方メートル以上の土砂の埋立て等については、本条例

の対象外とするため、事業区域の面積要件を改正しようとするものでございます。 

  具体的な改正の内容につきまして説明申し上げますので、条例案新旧対照表の10ページを

お願いいたします。 

  第６条の適用範囲におきまして、事業区域の面積要件を「300平方メートル以上3,000平方

メートル未満」から、「300平方メートル以上500平方メートル未満」に改正するものでござ

います。 

  議案書に戻りまして、79ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、第１項は、本条例の施行期日を公布の日とし、第２項は、改正後、

この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よるものとするものでございます。 

  以上で議案第61号の説明とさせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６１号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 おはようございます。お世話になります。 

  聞きたいんですけれども、この面積を変えることによって、市の職員の仕事というのはど
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うなるんでしょうか。 

○委員長 菅原課長。 

○環境課長 面積が変わることによって、市の仕事がどうなるかということでございますけれ

ども、これまで300平方メートル以上3,000平方メートル未満ということでしたので、実績と

いたしましては、記録が確認できる平成20年から現在までの17年間で11件ほど環境課で受け

ておりました。 

  別途、農地につきましては、平成27年から令和７年までの間で、農政課で74件ほど届出を

受けておりました。300平方メートル以上500平方メートル未満につきましては、これまで環

境課で届出の実績はございませんでしたので、大分職員の事務量は少なくなるかなと考えら

れます。 

  農政課につきましても、300平方メートル以上500平方メートル未満につきましては10件と

いう形でしたので、こちらも大分市の職員の事務としては減ると見込まれます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 説明ありがとうございます。 

  この3,000平方メートル以下ということですよね、要はね。3,000平方メートル以上の対象

物はどうなっているんですか。それをお聞きしたいの。 

○委員長 菅原課長。 

○環境課長 これまで行田市の条例で300平方メートル以上3,000平方メートル未満が市への届

出という形で管轄しておりましたけれども、3,000平方メートル以上につきましては県の所

管になりまして、それが県が3,000平方メートル以上だったものが、今500平方メートル以上

に落とされてきましたのでという形になります。 

  以上でございます。 

○３番 吉田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６１号の討論、採決 
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○委員長 続いて討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第61号 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第61号は原案のとおり可決するに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午前  ９時 ４０分 休憩 

             ────────────────── 

午前  ９時 ４２分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第55号 令和７年度行田

市一般会計補正予算中、環境経済部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  初めに、環境課、菅原課長。 

○環境課長 それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）について

説明申し上げます。 

  議案書の38ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、２項１目清掃総務費のうち、右ページ備考欄の◎清掃事業管理費の２節給料

から４節一般職共済組合負担金までの人件費につきましては、人事異動に伴い、当該事業費

から支出する人員が減員したことから減額補正を行うものでございます。 

  以上で議案第55号の説明とさせていただきます。 

○委員長 次に、農政課、萩原課長。 

○農政課長 議案書の40ページをお願いいたします。 

  ６款農業費、１項２目農業総務費は、本年４月の人事異動に伴いまして、一般職給や手当

に不足が生じることから、清掃事業管理費から農業一般管理費へ予算の組替えを行うもので
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ございます。 

  次に、３目農業振興費につきまして、スマート農業等推進補助金において、農業用ドロー

ンやデジタル色彩選別機などの要望が多く、当初予算で想定した10件を上回る申請及び相談

があったことから、今後の申請件数を見込み、補助上限の100万円を６件追加する措置でご

ざいます。 

  また、６目農地費は、令和８年度に工事を予定している下中条地内の農業用排水路及び犬

塚地内の農道において、工事発注の標準化のため、令和７年度中に設計を行う必要があるこ

とから、委託料を措置するものでございます。 

  なお、歳入の予算につきましては、全て一般財源になります。 

  以上で農政課が関わる議案第55号の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、環境経済部、吉田副参事。 

○環境経済部副参事 議案書の42ページをお願いいたします。 

  議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち、商工観光課が所管す

る部分につきましてご説明させていただきます。 

  本補正予算につきましては、地域の多様な観光資源を生かすとともに、収益性があり、か

つ独自性、新規性のある観光コンテンツを造成する地方公共団体や民間事業者等に対して、

国がその事業の一部を補助する地域観光魅力向上事業におきまして、本市が提案いたしまし

た行田ストーリーライド事業が本年７月30日に採択されたことから、行田ストーリーライド

事業を実施するための経費を措置するものでございます。 

  ７款商工費、１項３目観光費は、行田ストーリーライド事業を一般社団法人行田おもてな

し観光局に委託して実施するための経費を措置したものでございます。 

  事業内容につきましては、本市には忍城址やさきたま古墳群、古代蓮の里など魅力的な観

光名所が点在しております。しかしながら、それぞれの観光名所は徒歩で移動するには距離

が離れている状況でございます。このような課題を解決するため、徒歩や公共交通手段以外

の新たに選択肢として、電動キックボードを活用した新しい体験型ツアーを計画したもので

ございます。 

  なお、今回の計画したツアーにつきましては、市内の観光名所を電動キックボードで巡る

ものでございまして、ガイドと参加者が一緒に巡ることを想定しております。 

  また、電動キックボードに乗車する際には、インカムつきヘルメットを着用することで、

移動しながらガイドの説明を聞くことができるほか、360度カメラでツアーの様子を撮影し
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た動画をプレゼントするものでございます。 

  右ページの説明欄の◎観光事業費、12節委託料は、行田ストーリーライド事業に係る経費

を措置するものでございます。 

  内訳といたしましては、ガイドの育成、研修などに315万6,000円、電動キックボードの購

入に202万5,500円、インカムつきヘルメットの購入に44万円、ツアー用アクションカメラの

購入に30万3,000円、ツアーの販売やＰＲのための広告掲載や商材撮影写真として219万

8,900円、また、多言語対応したツアー販売の環境整備に198万円、合計1,028万3,400円を一

般社団法人行田おもてなし観光局に委託し、また、ツアーコースを含めた観光パンフレット

であるとか、デジタルパンフレット作成費用277万2,000円については、印刷業者へ委託する

予定でございます。 

  次に、歳入予算をご説明いたしますので、戻りまして議案書の26ページをお願いいたしま

す。 

  14款国庫支出金、２項６目商工費国庫補助金852万7,000円は、国の地域観光魅力向上事業

に採択されたことから、行田ストーリーライド事業の補助対象経費のうち、400万円までは

10分の10、400万円を超える部分については２分の１を見込むものでございます。 

  以上で議案第55号、商工観光課が所管する部分につきましての説明を終わらせていただき

ます。 

○委員長 よろしいでしょうか。ほかに追加説明ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 それでは、以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 農業関係でお聞きしたいんですけれども、スマート農業の委託補助金で６

件の600万円ということで、１件100万円ということなんですが、これはもう該当する人は決

まっているんでしょうかが１点。 

  もう１点は、農業の設計で平準化のために委託費が5,907万円来てましたけれども、これ

は聞き逃してしまったが、これは令和８年にやる事業だったのかの確認と、この委託は道路

か水路かということで、これについては２点ほどお聞きしたいと思います。 
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  それと、観光誘致推進事業委託費というのが新しく出たんですけれども、これは項目的に

は単独で、決算書とか見ますと、行田おもてなし観光局補助金とか、観光管理施設管理業務

委託とかと出てきますが、これは単独でこの名前が出てくるということでよろしいんでしょ

うか。 

  以上です。お願いします。 

○委員長 萩原農政課長。 

○農政課長 それでは、農政課よりお答え申し上げます。 

  まず、スマート農業の補助金につきましては、現在４件、見込み、要望がございます。ま

た、相談がございまして、６件を今回見込んだものでございます。また、農道整備につきま

しては、１件が農業用農道、もう１件が水路となります。こちらにつきましては令和８年度

の工事予定となっております。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 行田おもてなし観光局の委託につきましては、単独で予算が出てくるも

のでございます。 

  以上です。 

○委員長 ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 もう１点ですけれども、農道の早期発注で、農道と水路ということがあり

ますけれども、用水時期になるから、すぐ発注しないと間に合わないと思いますけれども、

大丈夫ですかね。 

○委員長 萩原農政課長。 

○農政課長 用水期でありますので、発注、契約直後に工事着工はできませんけれども、工事

標準化の促進の観点から、本年度より施行されている余裕期間設定制度を活用しまして、円

滑な工事の体制を確保いたします。 

○委員長 ほかに質疑のある方は挙手を願います。 

  小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 観光事業費、観光客誘致推進事業委託料について幾つかお聞きしたいん

ですけれども、ガイドは何人を想定しているのかということが１点と、そのガイドの研修と

いうのは誰が指導というか、どこの機関に送り込むとか、指導方法についてお伺いいたした

いです。 

  あと、もう既にコース案というのがもし具体的にあれば、お伺いいたします。 
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  あと、私が聞き逃したのかもしれないので、確認のためお聞きしますけれども、保険とい

うのは加入するんでしょうか。 

  以上、教えてください。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 ガイドの人数につきましては、まだ具体的な人数についてはこれから詰

めるところでございまして、１人でも多くの方がガイドに応募していただけるような形で対

応したいと考えております。 

  また、ガイドの研修につきましては、おもてなし観光局に委託して実施いたしますので、

そちらで一般社団法人行田おもてなし観光局を中心にガイドの内容を詰めて対応したいと考

えております。 

  また、委託に当たりましては、その他専門の事業者さんにお願いをする予定でございます

ので、そこはちゃんとガイドはできるような形で環境整備を整えたいというふうに考えてお

ります。 

  また、コースにつきましては、基本的には１日を巡るコースと半日をかけて巡るコース、

さきたま古墳群、忍城址、市内の観光名所を１日かけて巡るコース、あとはオプションで甲

冑体験だとか、そういった体験もできるようなオプションを組んでいきたいというふうに考

えております。あとは参加者のニーズに合わせて提供できればというふうに考えております。 

  あと保険につきましては、当然こちらは保険をつけて対応するものと存じますので、これ

については加入する予定でございます。 

  以上になります。 

○委員長 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 ご説明ありがとうございます。 

  ガイドの指導ですけれども、名所を巡る知識、行田の名所の知識をお教えするのもあると

思うんですけれども、キックボードの安全確認とか、そういう技術指導みたいなのもされる

のかどうかお伺いいたします。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 電動キックボードの技術講習ですけれども、当然乗車前に安全講習を行

います。また、これはガイドが先導してツアーをご案内するものですが、ガイドさんにも当

然安全講習をして、安全・安心に観光ツアーを体験してもらい、ガイドの講習の際には、キ

ックボードを購入するんですけれども、キックボードの事業者様にもお越しいただいて、併
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せて技術面からの安全講習もしたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 すみません、しつこくて申し訳ないです。 

  コースについてですけれども、例えば半日コース、１日コースとあるようにお聞きしたん

ですけれども、キックボードが通るコースというのはもう固定というか、確定、予定したコ

ースからは外れないという考え方でよろしいんでしょうか。すみません、伝わりにくいかも

しれないですが。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 現在、コースについてはまだ検討中でございますが、ある程度の固定の

コースとかは決まると思うんですけれども、当然現地確認は十分に行って、安全性を優先し

たコースを設定していく予定でございます。また、条件によっては歩道も走行できるという

ことでございますので、そのようなコースも含めて安全性を優先したコースを設定してまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、討論及び採決は審査日程のとおり、16日に審査を行いますので、建設部所管部分の

審査終了後に一括して行いますので、ご了承願います。 

  暫時休憩いたします。 

午前  ９時 ５９分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ０２分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田

市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、環境経済部所管部分についてを議題とし、執

行部の説明を求めます。 
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  ここで、江森部長より発言があります。 

  江森部長。 

○環境経済部長 ご説明に入ります前に、１点おわびがございます。 

  主要施策の成果報告書の中で、農政課の部分で２箇所誤りがございました。後ほど担当課

長からご説明申し上げますけれども、こういったことがないよう再発防止に努めてまいりま

す。大変申し訳ございませんでした。 

○委員長 委員の皆様、ご了承願います。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

  初めに、環境課、菅原課長。 

○環境課長 議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定に係る環境課所管部分

の主要施策の成果報告、歳入歳出決算、財産に関する調書の順に説明させていただきます。 

  なお、主要施策の成果報告で説明させていただきました事業につきましては、この後の歳

入歳出決算に基づく説明は割愛させていただきますので、ご了承願います。 

  初めに、主要施策の成果報告から説明申し上げますので、薄いほうの冊子、令和６年度主

要施策の成果報告書の８ページをお願いいたします。 

  下段のクビアカツヤカミキリ協働対策事業は、クビアカツヤカミキリの被害を受けた市内

に植生する桜や桃、梅の木などを所有し、または管理する個人または団体であって、被害木

の伐採等、または薬剤防除を業者に依頼した際にかかった費用の一部を補助することにより、

クビアカツヤカミキリの被害拡大の防止を図ったもので、補助件数は52件、合計で121万

1,200円の補助を行ったものでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  上段の環境調査事業は、大気及び土壌の汚染、河川の水質及び底質、自動車騒音について

定期的な調査を実施し、生活環境の保全に努めたものでございます。河川の水質分析調査は、

市内の５つの河川のそれぞれ上流、中流、下流の３地点、計15地点を年４回、長善沼最終処

分場周辺の５地点を年２回、河川の底質分析調査は、市内２つの河川のそれぞれ上流、中流

の計４地点を年１回、地下水の水質分析調査は、市内５つの事業所において年１回、それぞ

れ調査を行ったものでございます。ダイオキシン類の調査は、大気の分析調査は、市内３地

点において年２回、土壌分析調査は、市内３地点において年１回、それぞれ調査を行ったも

のでございます。自動車騒音調査は、毎年国からの調査に対する報告書を作成しており、令

和６年度は県道行田市停車場酒巻線の星河公民館付近において、騒音及び交通量の調査を行
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ったものでございます。 

  下段の合併処理浄化槽設置費補助事業は、下水道処理区域外において単独処理浄化槽また

はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する設置者に対し、設置費、処分費及び配管費の

一部を補助したもので、５人槽が11基、７人槽が16基、10人槽が１基で、合計28基分の補助

をしたところでございます。 

  少し飛びまして、42ページをお願いいたします。 

  上段の行田羽生資源環境組合負担金は、本市と羽生市で構成する行田羽生資源環境組合へ

の本市の負担金でございまして、経常経費となる組合の運営経費のほか、新ごみ処理施設の

整備に必要な事業者の選定、整備事業の施工管理業務等に係る経費を羽生市と均等割２割、

人口割８割で負担したものでございます。 

  ２段目の彩北広域清掃組合負担金は、本市と鴻巣市で構成する彩北広域清掃組合への本市

の負担金でございまして、小針クリーンセンターの可燃物の処理及び処分のほか、施設の維

持管理等に係る経費を鴻巣市と平等割1.5割、ごみ量割8.5割で負担したものでございます。 

  ３段目の生ごみ処理機器購入費補助事業は、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進

し、ごみの減量化を図ることを目的に市民に対し電気式生ごみ処理機の購入費の一部を補助

したもので、合計38基について補助したものでございます。 

  一番下の資源リサイクル地域活動促進事業は、地域における資源回収活動を促進するため、

子ども会やＰＴＡなどへ奨励金及び各地区衛生協力会へ買上金を交付したものでございます。 

  43ページをお願いいたします。 

  上段の資源物収集事業は、缶・瓶類及び紙・布類について資源物として収集することで、

ごみの減量化及び資源化を図ったものでございます。 

  中段のごみ収集事業は、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ等を収集することで、生活環境

の衛生的な保全に努めたものでございます。 

  下段の粗大ごみ処理場管理運営事業は、粗大ごみ処理場において粗大ごみや不燃ごみ等の

処理及び処分を行ったもので、廃棄物などの処理及び施設の維持管理に要した経費でござい

ます。 

  44ページをお願いいたします。 

  環境センター管理運営事業は、環境センターにおいてし尿及び浄化槽汚泥の処理及び処分

を行い、公衆衛生の保全に努めたもので、施設の維持管理などに要した経費でございます。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 
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  続きまして、歳入歳出決算について説明申し上げます。 

  初めに、歳出から説明申し上げますので、厚いほうの冊子、歳入歳出決算事項別明細書の

97ページをお願いいたします。 

  ２款１項11目環境対策費でございますが、右ページ備考欄の◎環境対策費の主なものとい

たしまして、１節委員報酬及び８節費用弁償は、環境審議会を２回開催したことによる委員

への報酬及び費用弁償でございます。 

  ７節褒賞品費は、市内６箇所において年１回行う道路騒音測定に係る電源の借用に係る謝

礼でございます。 

  10節の２行目、印刷製本費は、第３次行田市環境基本計画の冊子の印刷に要した経費でご

ざいます。 

  100ページをお願いいたします。 

  12節の１行目、環境基本計画策定支援委託料は、第３次行田市環境基本計画の策定支援を

委託したコンサルティング業者への委託料でございます。 

  ４行下の害虫等駆除委託料は、市民の居宅につくられたスズメバチの巣の駆除を民間事業

者へ委託した委託料でございます。 

  13節ＯＡシステム利用料は、浄化槽台帳システムの利用料でございます。 

  次に、不用額の主なものについて説明申し上げますので、戻りまして98ページをお願いい

たします。 

  12節委託料の不用額は、各種調査分析委託料の契約差金などでございます。 

  18節負担金補助及び交付金の不用額は、合併処理浄化槽の転換に対する補助件数を年間50

件で見込んでいたところ、28件の申請となったことによるものでございます。 

  少し飛びまして、169ページをお願いいたします。 

  ４款１項４目環境衛生費の右ページ備考欄の◎環境衛生一般管理費の主なものといたしま

して、７節報償金は、年２回、春と秋に実施したごみゼロ運動で、各地区から粗大ごみ処理

場にごみを運搬、搬入していただいた車両の借上料及び各集積所の管理指導に対する各地区

衛生協力会への報償金でございます。 

  12節資料配送委託料は、各地区衛生協力会への文書等の使送業務を委託した経費でござい

ます。 

  18節の１行目、地区衛生協力会交付金は、市内185の各地区衛生協力会への交付金、その

下の衛生協力会連合会補助金は、各地区衛生協力会を束ねている衛生協力会連合会への補助
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金でございます。 

  次に、不用額の主なものについて説明申し上げます。 

  12節委託料の不用額は、資料配送委託料の契約差金でございます。 

  171ページをお願いいたします。 

  ４款２項１目清掃総務費の右ページ備考欄の◎清掃事業管理費の主なものといたしまして、

２節一般職給から４節一般職共済組合負担金までは、環境課職員14人分の人件費でございま

す。 

  10節消耗品費から13節器具機材借上料までは、主に事務の遂行及び環境課事務所の維持管

理等に要した経費でございます。 

  173ページをお願いいたします。 

  ４款２項２目塵芥処理費の右ページ備考欄の◎塵芥処理事業費の主なものといたしまして、

主要事業の成果報告書で説明申し上げたもの以外では、12節の６行目、パンフレット作成委

託料は、外国語版ごみ分別マニュアルの作成を委託した経費でございます。 

  その下の◎粗大ごみ処理施設管理費は、粗大ごみ処理場の管理運営に要した経費で、主な

ものといたしまして、10節修繕料は破砕施設内の破砕機及び選別コンベアベルトの修繕のほ

か、クレーンの年次点検、施設内で使用しているショベルローダーやフォークリフトなどの

重機の修繕に要した経費でございます。 

  11節の３行目、手数料は、破砕した鉄くずや破砕困難物の処理、小型家電の再資源化を行

う民間事業者への手数料でございます。 

  12節の各種委託料は、各種廃棄物の処理及び施設の運転管理や施設設備の保守点検等を委

託した経費でございます。 

  176ページをお願いいたします。 

  13節器具機材借上料は、施設内で使用している深ダンプ２台及び油圧ショベルローダー１

台の借上料でございます。 

  14節設備設置工事請負費は、破砕施設で火事が発生した際に、初期消火を迅速に行うため

の火災報知器の設置に要した経費でございます。 

  その下の◎長善沼整備事業費は、荒木地区にある長善沼最終処分場の維持管理に要した経

費で、主なものといたしまして、12節除草委託料は年２回の除草を委託した経費でございま

す。次の水質検査委託料は、場内の地下水及び浸出水を毎月検査した委託料でございます。 

  次に、２目塵芥処理費の不用額の主なものについて説明申し上げますので、戻りまして
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174ページをお願いいたします。 

  ７節報償費の不用額は、子ども会やＰＴＡなどが行う集団回収及び各地区衛生協力会で分

別排出された資源物の回収量が当初見込みを下回ったものでございます。 

  12節委託料の不用額は、資源物及び一般廃棄物の収集委託の契約差金及び粗大ごみ処理場

における廃棄物の発生量が当初見込みを下回ったため、廃棄物の処理や運搬に要する委託料

に不用額が生じたものでございます。 

  175ページをお願いいたします。 

  ４款２項３目し尿処理費の右ページ備考欄の◎し尿処理事業費は、生活保護世帯のし尿処

理を委託したものでございます。 

  その下の◎し尿処理施設管理費は、主に環境センターの管理及び運営に係る経費でござい

ます。 

  一番下の14節設備改修工事請負費は、放流水槽の防水シートが経年劣化により剥がれが生

じたため、防食工事を実施したものでございます。 

  次に、不用額の主なものについて説明申し上げます。 

  10節需用費の不用額は、主に環境センターに係る消耗品の購入が少なく済んだこと及びし

尿浄化槽汚泥の再資源化業務委託において、し渣の発生量が当初見込みを下回ったことによ

るものでございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について説明申し上げますので、45ページをお願いいたします。 

  13款２項２目衛生手数料の２節清掃手数料の右ページ備考欄、許可申請手数料は、ごみの

収集運搬業務の許可に係る手数料、その下の諸手数料は、粗大ごみ処理場における事業系ご

みの処理手数料でございます。 

  47ページをお願いいたします。 

  14款２項１目総務費国庫補助金の１節総務管理費補助金のうち、右ページ備考欄の３行目、

循環型社会形成推進交付金は、合併処理浄化槽への転換設置補助金に対する国からの交付金

で、補助率は２分の１でございます。 

  51ページをお願いいたします。 

  15款２項１目総務費県補助金の１節総務管理費補助金のうち、右ページ備考欄の２行目、

浄化槽整備事業補助金は、合併処理浄化槽への転換設置補助金に対する県からの補助金で、

１件につき20万円でございます。 
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  その下のクビアカツヤカミキリ防除対策事業補助金は、市が行うクビアカツヤカミキリ防

除対策に係る県からの補助金でございます。 

  55ページをお願いいたします。 

  15款３項１目総務費委託金の１節総務管理費委託金のうち、右ページ備考欄の１行目、環

境保全交付金は、公害関係の事務及びアライグマの個体分析調査に対する県からの交付金で

ございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  16款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸付収入のうち、右ページ備考欄の上から８行

目、一般土地貸付収入（環境課）は、市内でメガソーラー発電事業を行っている事業者から

の土地貸付収入、８行下の建物貸付収入（環境課）は、太陽光発電事業に係る環境センター

の屋根貸し事業者からの建物貸付収入、さらに８行下の一般廃棄物最終処分場敷地貸付収入

は、彩北広域清掃組合からの、その下の一般廃棄物処理施設敷地貸付収入は、行田羽生資源

環境組合からの土地貸付収入でございます。 

  少し飛びまして、65ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の７節施設貸付収入の右ページ備考欄の上から12行目、環境課電気・ガ

ス・水道料は、環境課事務所の２階部分を忍城おもてなし甲冑隊に貸し付け、その使用した

光熱水費の実費分を納付していただいたものでございます。 

  その下の環境課電気料は、環境課事務所に設置しておりました自動販売機の電気使用料を

納付していただいたものでございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  ９節用品等売払収入のうち、右ページ備考欄の上から２行目、資源ごみ売払収入（環境課）

は、資源リサイクル事業で回収した缶・瓶及び紙・布類の売払収入でございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  21款１項３目衛生債の１節清掃債、右ページ備考欄のし尿処理施設設備改修事業債は、環

境センターの放流水槽の防食工事における財源として、一般廃棄物処理事業債を充当したも

のでございます。 

  以上で歳入歳出決算についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、財産に関する調書について説明申し上げますので、325ページをお願いいた

します。 

  １、公有財産の（１）土地及び建物の行政財産のうち、公共用財産、その他の施設の土地
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に係る決算年度中増減高の上段30.67平方メートルは、民間の宅地開発に伴い、不動産事業

者から市に寄附されたごみ集積所10箇所分の土地でございます。 

  以上で環境課所管部分についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、商工観光課、横山課長。 

○商工観光課長 初めに、主要施策の成果報告書に基づきご説明いたしますので、成果報告書

の45ページをお願いいたします。 

  ページ上段の公的資格等取得支援事業は、市民の就業の促進及び市内企業の発展を目的に、

就職のために必要な資格を取得した場合や、従業員が業務に必要な資格を取得した場合に係

る費用の一部を助成したもので、就職のための資格の取得に係る助成を求職者１人に対し、

また従業員の資格の取得等に係る助成を企業３社に対し行ったものでございます。 

  次に、50ページをお願いいたします。 

  ページ一番上の起業家支援事業は、空き店舗を活用して新たに事業を開始する方に店舗の

改修費用その他の事業の立ち上げに係る費用の一部を助成したもので、新たに３件の助成を

行ったものでございます。 

  次の小規模事業者経営改善支援事業は、行田商工会議所に補助金を交付し、小規模事業者

の振興、育成のため、商工会議所の会員、非会員の区別なく、セミナーや金融、税務等の個

別指導などを実施していただくことで、小規模事業者の活力強化を図ったものでございます。 

  次の住宅改修資金補助事業は、長引く物価高騰や社会情勢等を踏まえ、市内建築業界への

支援と市民の良好な住環境の整備を目的に実施したもので、210件の補助を行ったものでご

ざいます。 

  次の中小企業経営安定化支援事業は、各種貸付制度における貸付け中の資金について、提

携金融機関及び完済者に対し利子補給を行ったものでございます。 

  次のページの商工会議所及び商工会運営費補助事業は、企業の経営支援、産業・地域振興

等に係る事業を実施する行田商工会議所及び南河原商工会の事業費を補助し、商工業者の共

同社会を基盤にした商工業の総合的な改善、発達と社会福祉の増進を図ったものでございま

す。 

  次の観光関連施設運営事業は、忍城バスターミナル観光案内所、ＪＲ行田駅前観光案内所

及びさきたまテラスゾーンの管理運営業務を一般社団法人行田おもてなし観光局に委託した

ものでございます。 

  52ページをお願いいたします。 
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  行田おもてなし観光局による観光ブランディング事業は、本市の観光行政の主軸を担う行

田おもてなし観光局に対し、観光客の受入れ態勢整備、観光コンテンツの開発強化及び観光

プロモーション事業に係る費用について補助金を交付したものでございます。 

  次のわらアート制作事業は、田んぼアートの稲わらを用いてわらアート作品を制作し、観

光施設への持続した誘客を図ったものでございます。 

  次のページの行田古墳フェスティバル開催事業は、本市を代表する観光資源であるさきた

ま古墳群へのさらなる誘客と魅力向上を目的に初めて開催したものでございます。 

  次の商工センター管理運営事業は、商工センターの管理運営に係る指定管理料のほか、ト

イレ改修工事や照明のＬＥＤ化工事を実施したものでございます。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書について、歳出からご説明いたしますので、事項

別明細書の177ページをお願いいたします。 

  ５款労働費、１項１目労働諸費でございますが、右ページ備考欄の◎労務対策費は、主な

もので、商工観光課職員の人件費のほか、新たなものでは、先ほど主要施策の成果報告書で

公的資格等取得支援で説明いたしましたが、18節の一番下の行、求職者公的資格等取得助成

金がございます。 

  少し飛びまして、183ページをお願いいたします。 

  ７款商工費、１項１目商工総務費でございますが、右ページ備考欄の◎商工一般管理費は、

商工観光課職員の人件費でございます。 

  185ページをお願いいたします。 

  ２目商工業振興費でございますが、右ページ備考欄の商工業育成振興費は、新たなもので

は、18節の下から２行目、足袋産業活性化推進交付金は、行田足袋組合に対して交付したも

のでございます。また、その下の行、企業等人材育成支援補助金は、先ほど主要施策の成果

報告書の公的資格等取得支援事業で説明させていただいたものでございます。 

  次に、３目観光費に移らせていただきます。 

  右ページ備考欄の◎観光事業費でございますが、主なものとしましては、また先ほど主要

施策の成果報告書で説明いたしましたが、188ページの中ほど、12節の一番上の行の観光関

連施設管理業務委託料及び18節の上から２行目、行田おもてなし観光局補助金がございます。

また、新たなものでは、こちらも先ほど主要施策の成果報告書で説明をいたしましたが、18

節の上から８行目の行田古墳フェスティバル補助金がございます。さらに、臨時的なものと

いたしまして、その下の行のモニュメント維持管理委員会補助金は、県道128号線などの歩
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道に設置された童の銅人形を撤去するための費用に対し、補助金を交付したものでございま

す。 

  次に、その下の◎桜維持管理費は、武蔵水路沿いなどに植樹された桜の維持管理に関する

経費でございます。 

  189ページをお願いいたします。 

  次に、商工センター費でございますが、右ページ備考欄の◎商工センター管理費は、主要

施策の成果報告書で説明したとおりでございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について主なものをご説明いたしますので、43ページをお願いいたしま

す。 

  ページの中ほどより少し下、13款使用料及び手数料、１項４目商工使用料、１節観光使用

料の右ページ備考欄、さきたまテラスゾーン使用料は、さきたまテラスゾーンでのイベント

開催及び出店に伴う使用者からの使用料収入、同じく43ページ、同商工使用料の２節商工セ

ンター使用料は、右ページ備考欄に記載のとおりでございまして、商工会議所のほか５団体

からの商工センター３階フロアの使用料収入でございます。 

  51ページをお願いいたします。 

  ページの上、14款国庫支出金、２項６目商工費国庫補助金、１節商工費補助金の右ページ

備考欄、観光客受入環境整備促進事業補助金は、国のポストコロナ禍を見据えたインバウン

ド安全・安心対策推進事業の補助金でございまして、補助率は２分の１でございます。商工

観光課が所管する商工センターのほか、古代蓮の里、はにわの館及び産業文化会館のトイレ

改修工事に充当しております。 

  次に、その下の行の地域観光新発見事業補助金は、補助率が補助対象事業費の400万円ま

でが10分の10、400万円を超える部分については２分の１でございまして、行田足袋を活用

した観光コンテンツの造成事業に活用したものでございます。 

  55ページをお願いいたします。 

  ページの中ほどより少し上、15款県支出金、２項５目商工費県補助金、１節商工費補助金

の右ページ備考欄、魅力ある地域づくり事業補助金は、補助率が３分の２でございまして、

忍城を核とした観光コンテンツの造成事業に活用したものでございます。 

  少し飛びまして、71ページをお願いいたします。 

  ページの上、21款市債、１項５目商工債、１節商工債の右ページ備考欄、商工センター設
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備改修事業債は、商工センターの照明をＬＥＤ化する工事費等に充当する財源として起債し

たものでございます。 

  以上で商工観光課所管部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 続きまして、農政課、萩原課長。 

○農政課長 まず、先ほど環境経済部長が申し上げましたとおり、主要施策の成果報告書にお

きまして２箇所訂正がございますので、お願いいたします。 

  申し訳ございません。農政課の１つ目の訂正箇所でございますが、主要施策の48ページの

一番下の多面的機能発揮促進事業の決算内訳実績等の内容欄の下から２行目の認定農用地面

積１万103.39ヘクタールとありますところを1,103.39ヘクタールに訂正させていただきたく

存じます。 

  次に、２つ目の訂正箇所ですが、次の49ページの一番上の農道及び農業用用排水路整備事

業の決算内訳実績等の内容欄の上から２行目の調査測量設計委託料３件とありますところを

２件に訂正させていただきたく存じます。 

  深くおわび申し上げるとともに、以後十分注意し、再発防止に努めてまいります。申し訳

ございませんでした。 

  それでは、農政課所管の部分につきまして、主要施策の成果からご説明いたしますので、

主要施策の成果報告書の46ページ、農業費をお願いいたします。 

  上段の農地集積推進事業は、農地中間管理機構を活用し、担い手への農地集積・集約化を

促進したものでございます。 

  中段の新規就農総合支援事業は、就農後の所得を確保する資金の交付及び農業機械の購入

に対する補助または定期的なサポートを行うことで、新規就農者の営農に寄与したものでご

ざいます。 

  下段の特色ある農業の推進事業は、行田在来の青大豆及びさきたまめとしてブランド化を

図っている枝豆の生産力向上と販路拡大を図るため、各団体に対し運営費を補助したもので

ございます。 

  47ページをお願いします。 

  上段の環境保全型農業支援事業は、自然環境の保全に資する生産方式を導入する農業者等

に対して、実施面積に対する補助金を交付し、環境保全に効果の高い営農活動の普及等に寄

与したものでございます。 

  中段の田んぼアート米づくり体験事業は、古代蓮の里東側の水田約2.8ヘクタールに田ん
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ぼアートの取組への補助を行ったもので、令和６年度は能登半島地震の復興の応援とともに、

農業や環境への理解、観光振興に寄与したものでございます。 

  下段の行田はちまんマルシェ開催事業は、47回開催し、市内農産物などを販売することで

地産地消の推進を図ったものでございます。 

  48ページをお願いします。 

  上段のスマート農業等推進事業は、攻めの農業支援事業補助金から名称等を変更し、既存

の生産方法を改善するための取組やスマート農業機器の導入及び農地集約・集積のための畦

畔撤去に関わる経費等の一部を補助し、農業者の意欲向上と農作業の効率化並びに生産量及

び農業収入の増加に寄与したものでございます。 

  中段の県産木材活用促進事業は、森林環境譲与税を財源に、市内において埼玉県産木材を

使用して住宅等の建築、リフォームまたは木塀等を設置した方に補助金を交付し、消費者の

経済的負担の軽減とともに、県産木材の利用、普及啓発に寄与したものでございます。 

  下段の多面的機能発揮促進事業は、豊かな農村環境を次世代に遺すため、農業者と周辺住

民との協働による地域活動組織を支援し、計画的な保全活動に寄与したものでございます。 

  49ページをお願いします。 

  上段の農道及び農業用用排水路整備事業は、農道や農業用用排水路の基盤整備を実施し、

農業再生の向上に寄与したものでございます。 

  下段の田んぼダム事業は、排水口に田んぼダム用の水位調整管を設置し、大雨時に田んぼ

に雨水を一時貯留し、排水量を時間調整することにより、忍川流域の浸水被害の軽減を図る

ものでございます。 

  続きまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書についてご説明申し上

げます。 

  初めに、歳出についてご説明申し上げますので、事項別明細書の180ページをお願いいた

します。 

  ６款農業費、１項２目農業総務費でございますが、右ページの備考欄の◎農業一般管理費

は、農政課並びに農業委員会の職員に係る人件費でございます。 

  次に、３目農業振興費でございますが、右ページ備考欄の◎農業振興費のうち主なものを

申し上げます。 

  180ページをお願いします。 

  右ページ備考欄の◎、18節５行目、農業再生協議会交付金は、行田市農業再生協議会が行
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う経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金に係る事務等に対して交付したものでご

ざいます。 

  次に、182ページをお願いします。 

  右ページ備考欄の３行目の田んぼアート米づくり体験事業推進協議会補助金、８行目の新

規就農総合支援事業費補助金、下から３つ目の攻めの農業支援事業補助金、次の環境保全型

農業支援事業補助金、一番下の県産木材活用支援事業費補助金につきましては、主要施策の

成果報告書のとおりでございます。 

  続いて、不用額についてご説明申し上げますので、戻りまして180ページをお願いいたし

ます。 

  18節負担金補助及び交付金の不用額1,681万8,688円の主なものは、農業再生協議会交付金

について、要望額に対する国の採択が少なかったこと、県産木材活用支援事業費の補助金に

ついて、当初の見込み件数に対し、申請件数が少なかったこと、また、経営継承・発展等支

援事業補助金については、申請がございましたが、不採択となったことによるものでござい

ます。 

  続きまして、182ページをお願いします。 

  農業振興費、繰越明許費でございますが、18節負担金補助及び交付金につきましては、担

い手確保・経営強化支援事業による農業機械の購入における補助金でございます。 

  次に、４目園芸振興費は、行田市花卉園芸組合の活動に対する補助金を交付したものでご

ざいます。 

  ５目畜産業費は、埼玉県畜産会への負担金でございます。 

  ６目農地費でございますが、右ページ備考欄の◎土地改良費のうち主なものといたしまし

ては、14節土地改良事業工事請負費は、大字野地内における堰の改修工事を行ったものでご

ざいます。 

  18節の５行目、元荒川上流土地改良区土地改良事業の建設事業費の負担金は、当該土地改

良区が行った８箇所の工事に対する負担金でございます。 

  続きまして、184ページをお願いいたします。 

  18節、下から２行目の土地改良事業補助金までは、見沼代用水土地改良区を初めとする３

つの土地改良区が行った４箇所の工事に対する補助金でございます。 

  22節の返還金は、多面的機能発揮促進事業の補助金において、コロナ禍に活動ができなか

ったことによる持越金の返還及び農用地除外に伴う活動面積の減少により返還の申出があっ
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たことから、国及び県負担分である返還金総額の４分の３に相当する額を県に返還したもの

でございます。 

  次に、◎土地改良費（繰越明許費分）は、県営圃場整備の２地区及び県営基幹水利施設ス

トックマネジメント事業の１地区において、整備事業を繰り越したことによる負担金でござ

います。 

  次の◎農業用道路及び農業用用排水路整備事業費のうち主なものを申し上げますと、14節

農道整備工事請負費、農道補修工事請負費及び用排水路整備工事請負費は、合わせて11箇所

の工事を行ったものでございます。 

  ◎農業用道路及び農業用用排水路整備事業（繰越明許費分）は、斎条地内の用排水路整備

工事を行ったものでございます。 

  続いて、不用額について申し上げますので、戻りまして182ページをお願いします。 

  12節委託料の不用額235万4,900円は、職員による設計業務の実施及び入札差金によるもの

でございます。 

  184ページをお願いします。 

  18節負担金補助及び交付金の不用額113万3,758円は、各事業における負担金及び補助金が

見積額を下回ったことによるものでございます。 

  18節負担金補助及び交付金につきましては、県営圃場整備事業の２地区及び県営基幹水利

施設ストックマネジメント事業の２地区における負担金でございます。 

  続きまして、歳入について主なものをご説明いたしますので、戻りまして55ページをお願

いします。 

  15款県支出金、２項４目２節農業振興費補助金は、農業経営基盤強化資金利子助成金を初

めとする７つの事業に対する補助金でございまして、主に主要施策に対する財源としたもの

でございます。 

  ３節農地費補助金は、土地改良事業費補助金及び多面的機能発揮促進事業の補助金でござ

います。 

  飛びまして、68ページをお願いします。 

  13節返還金のうち備考欄の一番下、多面的機能発揮促進事業補助金返還金は、補助金の返

還が発生した活動組織２団体からの返還金でございます。 

  以上で農政課所管についての説明とさせていただきます。 

○委員長 次に、農業委員会事務局、小林局長、お願いします。 
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○農業委員会事務局長 初めに、農業委員会関係の歳出につきましてご説明申し上げますので、

事項別明細書の177ページをお願いいたします。 

  ６款農業費、１項１目農業委員会費のうち、右ページ備考欄の◎農業委員会運営費の主な

ものについてご説明申し上げます。 

  １節委員報酬、８節費用弁償は、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁

償でございます。 

  次に、不用額の主なものについてご説明申し上げます。 

  １節委員報酬費の不用額は、農地利用の最適化に係る成果実績分の報酬が予算見込額を下

回ったものでございます。 

  続きまして、農業委員会関係の歳入についてご説明いたしますので、戻りまして45ページ

をお願いいたします。 

  13款使用料及び手数料、２項３目１節農業手数料は、耕作証明、農家証明、除外証明など

296件の諸証明の手数料でございます。 

  次に、55ページをお願いいたします。 

  15款県支出金、２項４目１節農業委員会費補助金は、右ページ備考欄の農業委員会設置費

交付金を初めとする各種補助金でございます。 

  次に、65ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目５節委託金収入のうち、右ページ備考欄の上から３つ目の農業者年

金事務委託金は、農業者年金事務に対する農業者年金基金からの委託金でございます。 

  以上で農業委員会所管についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長 暫時休憩といたします。 

午前 １０時 ５１分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ００分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 お諮りいたします。ただいまの説明の中で、主要施策の報告の訂正がありましたが、

先例により、これを承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長 ご異議なしと認め、承認することといたします。 

  議事を続行いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 何点かお聞きします 

  環境関係で、主要施策の９ページ、合併浄化槽設置補助金ということで聞きますけれども、

これは下水道区域外においてということであるんですけれども、これはあくまでも公共下水

道が５年以内に入らなかった場合というのもまだ該当するということでいいのかが１点。 

  あとは環境課の項の予算書の174ページ、塵芥処理事業費の繰越明許費1,682万5,600円の

理由と、いつまでに終わるかということについて。環境課についてはその２点を伺います。 

  どんどん行っちゃっていいですか。 

○委員長 ３つぐらいで１回切りますかね。 

○２番 小林委員 いや、課だよ課。 

○委員長 課でやりますかね。 

○２番 小林委員 終わります。 

○委員長 課で切りましょうか。 

○２番 小林委員 じゃ以上です。 

○委員長 菅原環境課長。 

○環境課長 まず、１点目の合併浄化槽の関係でございますけれども、区域外というところで、

公共下水道が５年以内に入らないところも対象になります。 

  ２つ目の塵芥処理の繰越明許の関係ですけれども、こちらは粗大ごみ処理場の破砕機の振

動コンベアのブッシュの修繕、こちらが1,682万5,600円でございまして、昨年の12月議会で

議決いただきまして、ただ、部品の調達に時間がかかるというところで繰越明許をさせてい

ただきました。部品が見込みより早く納入されましたので、今年の５月に修繕を完了いたし

ております。 

  以上でございます。 

○委員長 続いてどうぞ。 

○２番 小林委員 次、商工関係で、主要施策の51ページの観光関連施設運営事業の中で、施
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策事業の概要と成果の中で、さきたまテラスゾーンはさきたま公園の総合案内を行うととも

に、桜開花繁忙期の交通誘導警備の配置や施設の清掃、自転車・バイク置場の整備などを実

施し、さきたま古墳公園エリアの回遊促進を図ったということで、さきたまテラスゾーンに

委託しており、275万円あるんですけれども、現地を見ても、自転車・バイク置場というの

は、あるのはありますけれども、整理したら車１台分ぐらいしかないですけれども、それで

こういう整理をやっているということでいいんでしょうけれども、それに伴い、さきたまテ

ラスの運営事業費の警備員の誘導の配置の基準、また要するに基準に満たなかった場合は減

額したのかどうか、その２点について、関連について伺います。 

  それと、あとは予算書の186ページの商工振興費のあくまでも繰越明許が11節、12節、18

節ありますけれども、繰越明許の理由と、いつまでかということを伺います。 

  続きまして、188ページ、桜維持管理費の桜維持管理委託料の991万1,900円で、令和５年

度決算書を見ると799万9,400円ということで、大分上がったということもありますし、それ

に伴って、桜というのは要するに枯れてしまっていたので、維持管理費が前年よりももっと

200万円ぐらい増えている理由をお聞きします。 

  それでいいです。以上です。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 私からは、さきたまテラスゾーンと桜についてのご質疑について回答さ

せていただきたいと存じます。 

  まず、さきたまテラスゾーンにつきましては、こちらは行田おもてなし観光局に委託をお

願いしておりまして、主な内容につきましては、さきたまテラスゾーンの清掃であるだとか、

あとはさきたまテラスゾーンの開閉であるだとか、あとは警備の誘導であるだとか、そうい

うのを１年間お願いして、基本的にはここは祝日か月曜日、あとは年末年始、それ以外の日

は全て行っていただくということで、総合的な管理をお願いしているところでございます。 

  なお、交通誘導につきましては、繁忙期、いわゆる桜の開花時であるだとか、ゴールデン

ウィーク、あと県民の日に交通誘導員を配備して、事故のないような形を取っておるところ

でございます。 

  続きまして、桜の維持管理につきましては約200万円ということで上がったということな

んですが、クビアカツヤカミキリの特定外来種の影響で、特に商工観光課所管のところは武

蔵水路の沿線の桜の維持管理を担当しておりまして、枯死している桜が多うございますので、

昨年度、令和６年度につきまして伐採した本数が多くなりましたので、それに伴い委託金額
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が、伐採の額が上がったというものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 横山商工観光課長。 

○商工観光課長 お答えいたします。 

  商工業育成振興費のうち繰越明許費についてでございますけれども、こちらの繰越明許に

つきましては、現在行っております行田市プレミアム付商品券事業に係る経費でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 どうもありがとうございます。 

  何点かあれですけれども、さきたまテラスの委託費で誘導警備員とかいうのは、年間幾つ

という中で計算して委託を出しているということじゃないということですか。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 まず、当然さきたまテラスゾーンのゾーンの清掃であるだとか、鍵の開

閉、あとは自転車やバイクの整理であるだとか、総合案内についての、それの賃金と、あと

は交通誘導についても、その期間について算出をさせていただきまして、その中で委託をし

ているということで、別に金額を算出して、こちらをお願いしているところでございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 じゃこの275万円の誘導員に対する金額は幾らになりますか。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 まず、さきたまテラスゾーンの仕様におきまして、まず維持管理、先ほ

ど申したさきたまテラスゾーンの清掃であるだとか、維持管理については、基本的には仕様

におきまして、昨年は317日行っていただいているというものでございます。 

○２番 小林委員 誘導員が370人。 

○環境経済部副参事 誘導員については１人でございます。 

○２番 小林委員 １人で何人。 

○環境経済部副参事 １人で。誘導員については、まず１人を配置しておりまして、桜の開花

時とゴールデンウィークなので、基本的には交通誘導員の件については延べ17日です。それ

を１名で出入口の警備をお願いしているというところでやっております。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 じゃ、うちの設計委託は17人で、実質が17人ということでよろしいですね。 
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○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 そうですね、１日当たりその人数ですので、延べ17日でございます。17

日で１日当たり１人でございまして、延べ17人ということで対応しております。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 なぜかというと、こういう委託であれば実績を基にやるのでありますから、

その辺も含めて、要するに委託額、決算額については差が出ていいと思うんですけれども、

その辺もしっかり管理していただければと思います。 

  あとは、繰越しのは分かりました。繰越しの商工の関係の186ページでプレミアム商品券

関係でということで、これが要するに11節、12節、18節、全部該当ということでよろしいん

でしょうか。 

○委員長 横山商工観光課長。 

○商工観光課長 委員がおっしゃるとおりでございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 じゃ、次に桜ですけれども、桜は現在管理が何本あって、何本切ったんで

しょうか。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 まず、桜なんですが、令和６年度の状況でございまして、令和６年４月

１日現在でございますが、桜は59本伐採させていただきました。まず、伐採箇所ですけれど

も、武蔵水路で令和６年度中に伐採した本数が54本、あと商工観光は酒巻導水路沿いも桜の

維持管理をしておりまして、そこが５本伐採いたしまして、合計で59本伐採いたしました。 

  商工で管理しているものでございますね。令和７年４月１日現在になりますが、商工全体

で管理しておるのは679本でございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 679本のうち、令和６年度に59本切ったということでよろしいんですね。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 申し訳ございません。令和６年４月１日現在が738本でございまして、

679本が令和７年４月１日に商工観光課が維持管理している本数でございます。令和６年度

中に59本伐採しておりますので、逆算すると、令和６年４月１日現在は738本維持管理して

いるということでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 現在は679本あって、前回切っちゃったからかもしれないですけれども、

現在は679本存在して、そのうち足した59本、前年は切断した59本を足した数字がというこ

となわけですよね。分かりました。いいです。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

  ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 じゃ１点聞かせて。 

  50ページの中で、起業家支援事業についてお聞きしたいんですけれども、この決算内訳を

見ると、空き家店舗家賃助成金が10件と書いてあって443万5,000円、これは10件ですから、

均等割すると44万円ちょっとになるんだけれども、10件のうちの家賃の対象が違うのか、そ

れとも10件、大体等分、10で割ってしまってもいいのか、１件平等で44万4,000円というの

か、そこら辺をお聞きしたいのが１点ね。 

  次に、空き店舗改修助成金が３件、空き店舗運営助成金が３件、同じ数字があるんですけ

れども、これは３件とも同じところに、同じ件数に改修助成金と運営助成金がプラスで助成

してあるのか、また別のところに助成してあるのか、これをお聞きしたいんですけれども、

お願いします。 

○委員長 横山商工観光課長。 

○商工観光課長 お答えいたします。 

  まず、ご質疑の１つ目の空き店舗と家賃助成金、こちらは10件ございますけれども、平均

して補助金を交付しているということではございませんで、その店舗、店舗ごとの家賃があ

ります。それぞればらつきがございます。 

  それから、２つ目の空き店舗等改修助成金、また空き店舗運営助成金、こちらの２種類の

助成金につきましては、３件の内訳といたしましては、美容業２件、不動産業１件、こちら

の合計３件の方に対しまして、事業主に対しまして、それぞれの補助金を助成をしていると

いうような形になっております。 

○委員長 ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 まず、助成金ですけれども、家賃ですけれども、ばらつきがあるという形

ですけれども、最低で幾らぐらい、最高のと、そういう決まり、上限はあるのか確認と、そ

の中で、内訳は10件の家に１万幾らとか、またはこの１件の家は５万幾らとかと、上限もあ

るのかどうか。 
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  それと、もう１つ続けたいんですけれども、助成金が３件、３件に２件とか書いてあると

言いましたけれども、１件、例えば例として、助成金が１件で、３件ですから、これを割る

と約30万円、運営助成金が約40万円、そうすると１件の家に70万円ぐらい助成してあるのか、

そこについてお聞きしたい。 

○委員長 横山商工観光課長。 

○商工観光課長 お答えいたします。 

  空き店舗等の家賃助成金10件で、合計で443万5,000円ございますけれども、先ほど申し上

げましたが、多いところで上限が年間で60万円、つまり12月で割りますと１月当たり５万円、

こちらが上限額という形になります。ですので、一番多い事業者さんは年間で60万円という

ような形になります。 

  ただ、この事業は、このメニューはもう終わっておりまして、以前に申請をされた方がま

だ10件残っていらっしゃるという形でございまして、令和６年度につきましては、12カ月借

りていらっしゃる、家賃を払ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、もう期限が終わって

しまって、例えば５カ月分であるとか、４カ月分であるとかいうような事業者さんもいらっ

しゃいますけれども、先ほど申し上げましたように、家賃はそれぞればらばらということで、

ただ、上限は１月当たり、先ほど申し上げましたけれども、５万円という形で12カ月補助し

ている、事業者さんにおいては最大で60万円助成をさせていただいたというような実績でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長 ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 再確認させて。そうすると、今、現に令和７年度はこの助成金というのは、

もう事業はないんですね。確認。 

○委員長 横山商工観光課長。 

○商工観光課長 もう廃止しておりますので、新たにはございません。 

○委員長 ありがとうございました。 

  江森部長。 

○環境経済部長 起業家支援事業自体は令和７年度も継続しています。メニューの中で、家賃

を補助する制度は、新たに受付はもう令和６年度からやっていなくて、スタートアップの部

分だけの補助に変わっておりまして、起業家支援事業は継続しています。家賃補助は今後行

っていかないという形。 
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  以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

  他に質疑ありますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 聞き忘れちゃって、農政課を聞くのを忘れちゃったので、農政課、教えて

もらいたんですけれども、主要施策の49ページ、予算書もありますけれども、ここに農道及

び農業用用排水路整備事業とありまして、箇所数、農道整備４箇所、農道補修３箇所、堰と

用排水路６件ということになってますけれども、４件、３件、６件というの、これはそれぞ

れの延長を教えてください。 

○委員長 萩原農政課長。 

○農政課長 お答え申し上げます。 

  まず、農道整備工事の４件ですけれども、延長が146メートル、次に農道補修工事３件、

こちらが91メートル、最後に用排水路整備工事６件、こちらが180メートルと堰です。 

  以上となります。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 了解しました。だから４件とか、件数で表しているので、普通、水路自体

が大体上流、下流というの、土地改良なんかをやりますと延長的には50メートルとか、そう

いうのが標準なわけですけれども、こんな延長の推進で大丈夫かなというのを聞きたいんで

すけれども、取りあえず市民要望がありますから、その辺も酌んでいただいて、４件、３件、

６件で146メートル、91メートルと言うと、要望の何箇所になるのかと思うと疑問がありま

すので、その辺も含めて事業を進めていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ありますか。 

  小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 私からは、主要施策の成果報告書の52ページ、観光事業費の行田おもて

なし観光局による観光ブランディング事業、こちらでお聞きしたいんですけれども、こちら

の主要観光施設入り込み客数、前年度と比べて減っていて、減った要因と、一方で観光消費

額というのは逆に増えてまして、その要因、もし分かれば教えてください。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 52ページの主要観光施設入り込み客数でございますが、こちらは前年度
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と比べて人数が減ったという要因ですけれども、令和５年度につきましては、さきたまテラ

スがオープンしまして、そのときのオープン特需というのがまず考えられます。あとは田ん

ぼアートの絵柄が令和５年度は「翔んで埼玉」でありましたので、若干古代蓮に訪れるお客

様が少し少なかったのかなというのを、そういうのを総合的に見まして、若干少なくなって

しまったというのが要因で考えられます。 

  また、次の観光消費額につきましては、市内の宿泊だとかお土産を購入された方の統計を

出させていただきまして、それを基に算出しているところでございますが、こちらはお土産

だとか、飲食をしていただいた方が多いということで、客が減ってはいるんですけれども、

お土産で購入していただいた方、お食事を食べていただいた方が１人当たりの単価が高かっ

たというふうに想定しております。 

  以上でございます。 

○委員長 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 ご説明ありがとうございました。 

  すみません、もう１点だけお聞きしたいんですけれども、同じく主要施策の成果報告書52

ページのわらアート制作事業ですけれども、こちらのわらアート制作等委託料の内訳につい

て教えてください。 

○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 わらアートにつきましては、令和６年度商工観光でやらせていただきま

して、その内訳でございます。こちら詳細につきましては、まずわらアート作成そのものを

お願いする、制作をお願いする、企画及びあとは実際わらアートをつくっていただくという、

わらアート作成委託について、内訳が158万5,127円ということになります。 

  続きまして、わらアートをライトアップさせていただきましたので、そちらの照明に係る

委託ですね、照明器具委託という形、設置委託ということでお願いいたしまして、それが13

万350円で、残りの５万5,000円がＰＲ看板、いわゆるわらアートを制作しましたということ

で看板を作成いたしましたので、その看板の作成委託で５万5,000円という形になります。 

  以上です。 

○委員長 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 すみません、もう１回確認。 

  わらアート、150万円の部分ですけれども、こちらはデザイン料なんでしょうか。結構高

額なのは。あるいはわらを収集するのに結構お金がかかっているということなんでしょうか。 
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○委員長 吉田副参事。 

○環境経済部副参事 企画制作ですね、デザイン等を含めて、あとは直接こちらに来ていただ

いて、わらアートは令和６年度は能登の復興応援ということで、加能ガニとキリコをモチー

フにしたんですが、それ自体を作成していただく作成費も含めておりますので、この額にな

ります。人件費も含めておりますので。 

  以上です。 

○委員長 時間もありますので、小林副委員長から最後の質疑とさせていただきます。 

○副委員長 すみません、質疑させていただきます。 

  まず、主要施策の46、47ページで、特色ある農業の推進事業、環境保全型農業支援事業と

いうところで、申請があって、これこれこういう効果が見込めるのでというところで、多分

申請が来て補助というところだと思うんですけれども、これに対して結果がどうだったとい

う効果測定はされているのか。もしくはまだその時期じゃないので、今後する予定があるの

かというところが１点と。 

  次に、主要施策の50ページですけれども、２番目、小規模事業経営者改善支援事業、こち

らについても支援しました、結果的に改善されたのかどうなのかという効果測定をしている

のか、それともまだその時期にないので、これからする予定があるのか、それぞれお伺いさ

せてください。 

○委員長 萩原農政課長。 

○農政課長 お答え申し上げます。 

  まず、特色のある農業の推進事業につきましては、内容としましてはこちらに書いてござ

いますとおり、枝豆並びに青大豆、こちらの団体への補助金として活用させていただいてお

ります。青大豆につきましても、多くの商品化が図られてますし、また、枝豆に関しまして

は、さきたまめという名前の名称を用いまして、今ＰＲをしておりまして、こちらにつきま

しては、年々県内だけではなく、市外にも行田の農産物についてＰＲができているというこ

とで認識しております。 

  次に、環境保全型農業支援事業につきましては、２件の農業団体さんに補助金を交付して

おりますが、こちらについては、有機農業などを中心とした形での作業を行っている方につ

いて補助しておりまして、こちらについては、その農業者さんからすると高付加価値の金額

で販売もできるということで、そういった面でも効果を得ていると認識しております。 

  以上です。 
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○委員長 続きまして、横山商工観光課長。 

○商工観光課長 お答え申し上げます。 

  小規模事業者経営改善支援事業につきましてでございますけれども、こちらはご説明申し

上げましたように、行田商工会議所に補助金を行いまして、小規模事業者振興育成のため、

会員、非会員の別なく経営改善支援事業を実施しているものでございます。商工会議所が行

った実績でございますけれども、令和６年度におきましては、相談指導というところでござ

いまして、巡回指導を273件、窓口による指導を594件、また創業指導を50件行っていただい

ております。 

  また、個別指導と集団指導という形で行っておりますけれども、そちらの分類では、集団

指導につきましては、令和６年度は回数にして13件、人数が262人というような形で報告を

いただいております。また、個別指導につきましては、令和６年度は127件で、514者個別指

導を行っているという報告を受けております。また、金融機関への借入れの金融あっせんの

状況でございますけれども、令和６年度はあっせん件数にして109件、貸付件数が80件とい

うようなところで報告を伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長 小林副委員長。 

○副委員長 全く私の質疑に答えていただけてないなというのがあるんですけれども、何をや

ったというところではなくて、効果測定もちゃんとしていただいているんでしょうか、これ

からする予定があるでしょうかというところなので、内訳を特に聞いているわけではないん

ですが、いかがでしょうか。 

○委員長 横山課長。 

○商工観光課長 失礼いたしました。 

  効果測定につきましては、こちらの小規模事業対策につきましては、経営改善、言うなれ

ば事業者がマイナスのところからゼロのところに持っていく。例えば、ゼロのところと言う

とどういうところかと申しますと、ご自身で例えば税務申告ができるであるとか、それから

融資をご自身でできるであるとか、これがゼロのポイントというところだと存じ上げますけ

れども、その経営改善というのは、各事業者さんが失礼ですけれども、そういったことにあ

まり慣れていらっしゃらないというようなところ、ここのところを伴走的に商工会議所の指

導員さんがサポートして、借入れのあっせんをしたりとか、それから税務申告の補助をした

りというようなところの事業でございます。 
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  ですので、効果測定につきましては、そういった事業者さんがいかに商工会議所の指導員

さんによってゼロのポイントといいますか、経営が助けられたかというようなところになる

かと思いますので、先ほど申し上げました指導の件数であるとか、実績であるとかというの

は、そういった効果測定の数値になるかと思います。今後はより一層相談件数であるとか、

そういった指導によって、助けられる小規模事業者さんが増えていくよう、また商工会議所

と連携して事業を進めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長 江森部長。 

○環境経済部長 補足をさせていただきたいと思います。 

  この事業に関しましては、なかなか相談の状況であるとか、そういったものを数値化する

というのは難しいものと承知しております。実績の報告をもって一定の効果があるものと認

識して事業を行っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長 質疑はよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結し，環境経済部所管部分の

審査を終了いたします。 

  なお、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての討論及び採決

は、審査日程のとおり、16日に審査を行います。建設部所管部分の審査終了後に一括して行

いますので、ご了承願います。 

  暫時休憩といたします。 

             ────────────────── 

午前 １１時 ３７分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ４２分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。議事の整理上、発言は

委員長の許可を得てからマイクを使用してくださるようお願いいたします。また、説明及び

答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 
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  次に、市民生活部所管の議案について審査を行います。 

  まず、市民生活部長にご挨拶をお願いいたします。 

○市民生活部長 ご挨拶させていただきます。 

  建設環境常任委員会の皆様には、日頃より市民生活部各種事業に対してご理解、ご協力い

ただきましてありがとうございます。 

  本日は、市民生活部が所管いたします条例及び予算、また決算等についてご審議をいただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより議事に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６０号について 

○委員長 初めに、議案第60号 行田市斎場条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部の

説明を求めます。 

  市民課、礒貝課長。 

○市民課長 議案第60号 行田市斎場条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を申

し上げます。 

  議案書の75ページをお願いいたします。 

  本案は、令和８年２月から小動物火葬棟の供用を開始するため、このたび所要の規定を整

備するものでございます。また、人体の火葬に係る斎場使用料は、平成14年４月１日適用の

料金改定から23年が経過し、この間の社会経済情勢の変化とともに、近年の物価上昇や燃料

単価及び人件費の高騰などにより火葬に要する経費も増加しており、実情を踏まえた適正な

料金改定が必要でありますことから、火葬室の使用料を改定するものでございます。 

  改正内容につきまして、条例案新旧対照表によりご説明申し上げますので、新旧対照表の

７ページをお願いいたします。 

  条例の施行期日が用語の整備、小動物火葬棟に係る規定及び火葬室使用料の改定に係る規

定で、それぞれ異なるため、改正内容が２条立てとなっております。 

  初めに、第１条の規定による改正は、主に小動物火葬棟に係るもので、第２条第３項第４

号は、小動物火葬棟の利用時間を規定するものでございます。 

  第３条第２項は、小動物火葬棟の利用の許可を50キログラム未満の小動物とするものでご

ざいます。 
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  第４条は、別表の追加等に伴い、用語を整備するものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第５条は、小動物火葬棟の使用料を減額または免除の対象外とするため、ただし書を追加

するものでございます。 

  別表第１は、斎場使用料を規定するもので、小動物火葬棟の使用料を新たに規定すること

に伴い、「別表」を「別表第１」に改めるものでございます。 

  別表第２は、小動物火葬棟の使用料を新たに規定するものでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  第２条の規定による改正は、火葬室使用料の改定に係るもので、別表第１は火葬室の使用

料を表のとおり改めるものでございます。 

  戻りまして、議案書の77ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、第１項は条例の施行期日を規定するもので、第１条の規定による改

正のうち、第４条中「使用料を」の次に「市長に」を追加する用語の整備の規定は公布の日

からとするものでございます。 

  また、第１条の規定による改正のうち、小動物火葬棟に係る規定は令和８年２月１日から、

第２条の規定による火葬室使用料の改定は令和８年４月１日からそれぞれ施行するものでご

ざいます。 

  第２項は、小動物火葬棟の使用に係る準備行為について規定するものでございます。 

  第３項は、改正後の火葬室使用料の適用区分について規定するものでございます。 

  以上で議案第60号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６０号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 簡単ですけれども、これは金額を決めたんですけれども、県内で比べるこ

とはできないかもしれないですけれども、県内の同等、比べるものが必ずしもあるかどうか

分かりませんけれども、同等の規模、同等の内容とすると、行田市の単価というのはどのぐ

らいの位置に位置するんでしょうか。もし分からなかったら、どこを参考にしたかでも構わ

ないですけれども。 
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  以上です。 

○委員長 礒貝課長。 

○市民課長 お答え申し上げます。 

  まず、12歳以上の市民の火葬料金、今回１万円に改定するんですけれども、熊谷市の斎場、

それと加須市にございますメモリアルトネと同額でございます。 

  次に、12歳以上の市外の火葬料金、今回は７万円に改定するわけですけれども、こちらは

熊谷市、それと鴻巣市にございます県央みずほ斎場と比較しまして１万円高額となっており

ます。 

  また、12歳未満の市民でございますが、今回5,000円に改定いたしますけれども、熊谷市、

メモリアルトネと同額でございます。 

  また、12歳未満の市外の火葬料金、今回５万円に改定いたしますけれども、深谷市と同様

となっておりまして、近隣の熊谷市、羽生市及び県央みずほ斎場と比較しますと２万円ほど

高くなっております。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ほかに質疑ありますか。 

  ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 これは火葬場は休日というのは決めてあるんですか。ここだけ聞きたい。 

○委員長 礒貝課長。 

○市民課長 お答え申し上げます。 

  火葬場の休日でございますが、原則１月１日と１月２日、それと友引の日が火葬場休日と

なっております。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

〔「ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ほかに質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 
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△議案第６０号の討論、採決 

○委員長 続いて討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第60号 行田市斎場条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の委

員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決するに決しました。 

  引き続き審議を午後から開催したいと思いますので、一時中断させていただきます。午前

中はこれで終了いたします。また１時からお願いいたします。 

午前 １１時 ５１分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ０時 ５９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第55号 令和７年度行田

市一般会計補正予算中、市民生活部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  市民課、礒貝課長。 

○市民課長 議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち市民課所管部

分についてご説明申し上げます。 

  初めに、歳出について説明申し上げますので、議案書の34ページをお願いいたします。 

  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費でございますが、右ページ説明欄の１節会計年度任用職

員報酬から８節費用弁償までは、会計年度任用職員２名分の人件費でございます。具体的に

は、個人番号制度が開始されてから10年が経過したことにより、マイナンバーカード及びマ

イナンバーカードに登載されている電子証明書の有効期限を迎える対象者が増加しておりま

す。マイナンバーカードを継続して使用するためには、これらの更新が必要となり、その手

続のために来庁する市民の方が増加しております。今後も更新の対象者の増加が見込まれる
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ことから、更新手続を円滑に進めるため、これらのマイナンバーカード業務に従事する会計

年度任用職員を新たに２名雇用するものでございます。 

  次に、12節ＯＡシステム改修委託料は、戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名の振

り仮名が追加されることに伴い、本年７月下旬に戸籍に記載される振り仮名の通知書を本市

に戸籍を有する筆頭者等に郵送したところでございます。 

  通知書に記載の振り仮名が正しければ届出は必要なく、通知書に記載の振り仮名が誤って

いる場合には、改正戸籍法の施行日である本年５月26日から１年以内に正しい振り仮名を届

け出る必要があります。この届出期間内に氏名の振り仮名の届出がない場合に、市町村長は

通知書に記載の振り仮名を戸籍に記載することが認められております。この職権により振り

仮名を記載する機能を戸籍情報システムに追加するため、システムの改修委託料を措置する

ものでございます。 

  38ページをお願いいたします。 

  ４款１項５目斎場費でございますが、右ページ説明欄の12節指定管理料は、令和８年２月

から小動物火葬棟の供用開始を予定しており、小動物の火葬業務を指定管理業務に追加する

ことから、業務に要する人件費、燃料費、維持管理費等の経費を追加措置するものでござい

ます。 

  次に、歳入について説明申し上げますので、戻りまして26ページをお願いいたします。 

  14款２項１目総務費国庫補助金でございますが、右ページ説明欄の番号制度システム整備

費補助金（市民課）は、戸籍情報システムの改修委託料、その下の個人番号カード交付事務

費補助金は、マイナンバーカード業務に従事する会計年度任用職員２名分の人件費に対する

国庫補助金で、それぞれ歳出で計上した全額を見込んでおります。 

  次に、戻りまして22ページをお願いいたします。 

  第３表債務負担行為補正の１行目、斎場指定管理（小動物火葬業務分）でございますが、

歳出で説明申し上げましたとおり、令和８年２月から開始予定の小動物火葬業務を指定管理

業務に追加することに伴い、令和７年度から令和９年度までの小動物火葬業務に要する経費

を指定管理料に追加措置する必要がありますことから、指定管理料の限度額を補正するもの

でございます。 

  以上で市民課所管分についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 
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             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 確認ですけれども、マイナンバーカードで再任用と言うんですが、この再

任用期間、いつからいつまでか。 

  あとマイナンバーカードは現在該当するのは何枚ぐらいあるか。 

  その２点について教えてください。 

○委員長 礒貝課長。 

○市民課長 お答え申し上げます。 

  会計年度任用期間でございますが、議会で補正予算を議決していただいた後、速やかに募

集を行うんですけれども、予算上は10月１日から令和８年３月31日まで予算措置しておりま

す。 

  ２番目のご質疑ですけれども、確認させていただきたいんですが、委員さんおっしゃる質

疑は、現状の今のカードの交付枚数ということですか。 

○２番 小林委員 要するに再任用職員がやる、該当する業務に対するマイナンバーカードの

枚数。 

○市民課長 具体的なカードの枚数が見込めないところであるんですが、令和６年度におきま

しては、１カ月当たり200件から300件の更新件数であったものが、今年度におきましては、

多い月で600枚から700枚に増加しておりまして、これらの業務に対してのものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ほかに質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、討論及び採決は先ほど申し上げたとおり、16日に審査を行います建設部所管部分の

審査終了後に一括して行いますので、ご了承願います。 

  暫時休憩いたします。 

午後  １時 ０６分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ０８分 再開 
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○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田

市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、市民生活部所管部分についてを議題とし、執

行部の説明を求めます。 

  初めに、市民課、礒貝課長。 

○市民課長 議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、市民課

所管部分をご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告からご説明申し上げますので、令和６年度主要施策の成果報

告書及び決算書附表の15ページをお願いいたします。 

  一番下の住民票等コンビニエンスストア交付事業は、マイナンバーカードを利用して住民

票の写しや印鑑登録証明書などをコンビニエンスストア等において取得できるサービスで、

１万8,908件の利用があり、市民の利便性の向上や市役所窓口の混雑緩和が図られたもので

ございます。 

  飛びまして、41ページをお願いいたします。 

  上から２番目の斎場管理運営事業は、指定管理者による斎場施設の管理運営により、指定

管理者が有する知識や技能を活用し、費用の削減や利用者等へのサービス提供など、効率的

な管理運営が図られたものでございます。 

  その下の小動物火葬棟整備事業は、市民のペットライフに寄り添うため、令和６年度及び

令和７年度の２か年で斎場敷地内に小動物火葬棟を整備しているものでございます。 

  以上で主要施策の成果報告の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書につきまして、歳出か

ら説明申し上げますので、歳入歳出決算書の117ページをお願いいたします。 

  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費のうち、右ページ備考欄の◎戸籍住民基本台帳費につい

て、主なものを申し上げますので、120ページをお願いいたします。 

  11節の３番目、手数料は、コンビニ交付サービスの利用に係るコンビニ交付事業者への事

務手数料や市民課窓口及び電子申請サービスにおいて、証明書発行手数料の支払いに導入し

ているキャッシュレス決済の手数料、また市民課窓口で使用しているレジスターを令和６年

７月に改刷された新紙幣に対応させるための設定費用でございます。 
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  12節の２番目、ＯＡシステム改修委託料は、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加され

ることに伴い、戸籍情報システムを改修し、職権により戸籍に記載する予定の氏名の振り仮

名を通知する機能を整備したものでございます。 

  その下のＯＡシステム保守点検委託料は、住民基本台帳ネットワークシステム、戸籍情報

システム及びコンビニ交付システムの保守費用でございます。 

  13節の２番目、コンビニ交付システム借上料は、コンビニ交付サービスに係るサーバーや

ネットワーク機器の借上料、その下のＯＡ機器借上料は、住民基本台帳ネットワークシステ

ム及び戸籍情報システムのサーバーや端末等のほか、市民課ロビーに設置の有料コピー機な

どの借上料でございます。 

  次の◎戸籍住民基本台帳費（繰越明許費分）の12節ＯＡシステム改修委託料は、戸籍に氏

名の振り仮名を追加するための機能の整備に係る戸籍情報システムの改修並びにマイナンバ

ーカードへの氏名のローマ字表記等に係る住民基本台帳システム及び戸籍附票システムを改

修したものでございます。繰越しの理由は、国から提示されるシステム改造仕様書の確定が

遅延したことや、システム改修に係る補助金申請のスケジュールにおいて、補助金決定通知

後にシステム改修に係る契約を締結することが要件とされていたことなどに伴い、契約事務

に遅れが生じ、年度内の業務完了が困難となったことによるものでございます。 

  戻りまして、左ページをお願いいたします。 

  ２目住居表示整理費でございますが、右ページ備考欄の10節消耗品費は、住居表示板等を

購入したものでございます。 

  次に、不用額の主なものについてご説明いたしますので、戻りまして118ページをお願い

いたします。 

  金額の大きなもので申し上げますと、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費は、本科

目から支出される人件費について、職員17名での支出を見込んでおりましたが、人事異動に

よりこれらの人件費が他の支出科目から支出される再任用職員が１名新たに配置されたこと

に伴い、本科目での支出は16名分となったことから、不用額が発生したことが主な理由でご

ざいます。 

  飛びまして、171ページをお願いいたします。 

  ４款１項５目斎場費でございますが、主なものを申し上げますと、右ページ備考欄の10節

修繕料は、火葬炉を連日稼働したことにより劣化した耐火台車及びバーナー部品の交換のほ

か、オイル流量計のバッテリーを交換したものでございます。 
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  12節の２番目、指定管理料でございますが、当初予算執行後に火葬件数の増加やエネルギ

ー価格の高騰に伴い、斎場の電気料及び燃料費に不足が見込まれたことから、補正予算を措

置し、不足額を補塡しております。 

  14節施設整備工事請負費は、先ほど主要施策の成果報告でご説明申し上げました小動物火

葬棟の整備費でございます。 

  次の◎斎場運営費（繰越明許費分）の12節調査測量設計委託料は、小動物火葬棟の設計業

務委託料でございます。繰越しの理由は、小動物火葬棟の早期整備及び施設の早期供用開始

に向け、設計業務委託料を令和５年12月議会にて補正予算措置し、ご議決いただきましたが、

設計等の業務に約６か月の期間を要する見込みであったことから、繰り越したものでござい

ます。 

  次に、不用額の主な要因でございますが、12節委託料は、指定管理料には斎場施設の管理

運営において必要となる修繕の予算として250万円を措置しており、１件当たり50万円を超

えない簡易な修繕に限って指定管理者が執行できることとしております。この250万円のう

ち未執行となった残額を年度末に精算したことにより生じたものでございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。 

  主なものを申し上げますので、戻りまして43ページをお願いいたします。 

  13款１項３目衛生使用料の１節保健衛生使用料、右ページ備考欄、斎場使用料は、火葬料

を初めとする斎場施設の使用料でございます。 

  45ページをお願いいたします。 

  ２項１目総務手数料の２節戸籍住民基本台帳手数料、右ページ備考欄、戸籍等手数料は、

戸籍証明書や住民票の写し、印鑑登録証明書などの交付手数料でございます。 

  47ページをお願いいたします。 

  14款２項１目総務費国庫補助金の２節戸籍住民基本台帳費補助金、右ページ備考欄の番号

制度システム整備費補助金（市民課）は、職権により戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名

を通知する機能を整備するための戸籍情報システムの改修に係る補助金でございます。 

  その下の同補助金の繰越明許費分は、戸籍に氏名の振り仮名を追加するための機能の整備

に係る戸籍情報システムの改修並びにマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係る

住民基本台帳システム及び戸籍附票システムの改修に対する補助金でございます。 

  その下の個人番号カード交付事務費補助金（市民課）は、マイナンバーカードの交付事務
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に係る補助金でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  21款１項３目衛生債の２節保健衛生債、右ページ備考欄の斎場施設整備事業債は、小動物

火葬棟整備の財源として措置したもので、事業費の75％を充当しております。 

  以上で市民課所管部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、地域活動推進課、上野課長。 

○地域活動推進課長 初めに、主要施策の成果報告の主なものにつきまして説明申し上げます

ので、主要施策の成果報告書及び決算書附表の10ページをお願いいたします。 

  上から２つ目、自治会施設建設事業費補助事業は、コミュニティ活動の拠点となる自治会

集会所の修繕や倉庫の新築をした自治会に対し、経費の一部を補助したものです。 

  その下の自治会等補助事業は、自治会連合会、自治会青年部女性部及び各単位自治体の運

営に係る経費に対して補助金を交付したものです。 

  次のページ、一番上、防犯灯設置費補助事業は、夜間における犯罪防止等を目的に、自治

会が設置・管理する防犯灯の新設、移設、修繕を行った際の経費の一部を補助したものです。 

  その下の防犯灯電気料補助事業は、防犯灯に係る電気料の全額を補助したものです。 

  その下の防犯カメラ設置事業は、市内の南河原交差点、荒木交差点、桜町交差点、佐間地

内交差点、埼玉交差点に街頭防犯カメラを設置し、犯罪抑止を図ったものです。 

  その下の住宅用防犯カメラ設置費補助事業は、自宅等の屋外に防犯カメラを設置した際に、

その経費の一部を補助したものです。 

  次のページ、一番上、特殊詐欺等対策機器購入費補助事業は、電話の着信時に警告音声を

発し、通話内容を自動的に録音するなど、特殊詐欺の対策機能を有する電話器等の購入費用

の一部を補助したものです。 

  その下の犯罪被害者等見舞金給付事業は、犯罪により被害を受けた本人または遺族に対し

て見舞金の給付を行い、経済的な負担の軽減を図るものです。 

  以上で主要施策の成果報告についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の主なものにつきまし

て、歳出から説明申し上げますので、歳入歳出決算書の85ページをお願いいたします。 

  ２款１項２目文書広報費のうち、右ページ備考欄の１つ目の◎市民相談費について、１節

会計年度任用職員報酬と８節費用弁償は、市役所の開庁に合わせて実施しております消費生

活相談の相談員３名に係る経費です。 
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  その４つ下の12節弁護士委託料は、無料法律相談を実施するための委託料で、３箇所の法

律事務所に委託したものです。 

  飛びまして、101ページをお願いします。 

  ２款１項13目自治振興費のうち、右ページの備考欄１つ目の◎都市社会施設整備費につい

て、次のページ、右ページ備考欄、上から２つ目の18節自治会施設建設事業費補助金は、先

ほど主要施策の成果報告で説明申し上げたとおりでございます。 

  次に、その下の◎自治会振興費について、12節文書使送業務委託料は、市から自治会へ依

頼しております回覧文書等を自治会に使送する業務を委託した経費です。 

  その下の18節自治会連合会補助金、自治会青年部女性部補助金及び自治会補助金は、先ほ

ど主要施策の成果報告で説明申し上げたとおりです。 

  次に、その下の◎防犯対策費について、１節会計年度任用職員報酬、４節会計年度任用職

員共済組合負担金及び同社会保険料並びに労働保険料、８節費用弁償は、防犯嘱託員２名に

係る経費です。 

  12節安全・安心情報メール配信委託料は、行田警察署等からの情報を基に、不審者情報や

犯罪情報などを市から登録者にメール配信するものです。 

  14節防犯カメラ設置工事請負費、18節の住宅用防犯カメラ設置費補助金から防犯灯電気料

補助金までは、先ほど主要施策の成果報告で説明申し上げたとおりです。 

  その下の防犯協会補助金と暴力排除推進協議会交付金は、防犯対策関係団体に対する補助

等です。 

  105ページをお願いいたします。 

  ２款１項14目コミュニティ費のうち、右ページ備考欄１つ目の◎コミュニティセンター管

理運営費について、11節の２つ目手数料は、コミュニティセンターみずしろの管理運営に係

る人材派遣手数料及び令和５年６月から導入いたしました施設使用料のキャッシュレス決済

手数料です 

  その下の12節警備委託料からＯＡシステム保守点検委託料までの各委託料は、コミュニテ

ィセンターに係る経常的な経費です。 

  次の◎コミュニティ事業活動費ですが、18節コミュニティ事業助成金は、一般財団法人自

治総合センターの実施する一般コミュニティ助成事業を活用し、１自治会が交付対象となっ

たもので、自治会集会所の太鼓、提灯、テント、椅子などの備品の購入に対し、助成金を交

付したものです。 
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  続いて、コミュニティ費の不用額ですが、12節委託料の不用額は、清掃委託料等において

入札を実施したところ、想定より入札差金が生じたことによるもの、18節負担金補助及び交

付金の不用額は、一般財団法人自治総合センターが実施する一般コミュニティ助成事業を利

用して、３自治会に対して集会所用備品整備等に係る経費の助成を行う予定でありましたが、

自治総合センターの審査により２自治会が交付対象とならず、未実施となったことによるも

のです。 

  少し飛びまして、111ページをお願いします。 

  ２款１項17目諸費の右ページ備考欄、上から２つ目の◎市民活動支援費ですが、１節委員

報酬及び８節費用弁償の一部は、行田市市民公益活動推進委員会の委員報酬などです。 

  同じく１節の会計年度任用職員報酬及び４節労働保険料、８節費用弁償の一部は、コミュ

ニティセンターみずしろ内にあります市民活動サポートセンターの会計年度任用職員２名に

係る経費でございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について説明申し上げます。 

  戻りまして43ページをお願いいたします。 

  13款１項使用料、１目総務使用料の１節総務使用料のうち、右ページ備考欄の上から４つ

目、コミュニティセンター使用料は、コミュニティセンターみずしろ、みずしろ分館及びコ

ミュニティセンター南河原の施設使用料です。 

  45ページをお願いします。 

  ２項手数料の１目総務手数料の３節自治振興手数料、右ページ備考欄、認可地縁団体証明

手数料は、自治会等の認可地縁団体として登録している団体に対する証明書の交付手数料で

す。 

  少し飛びまして、53ページをお願いします。 

  15款２項県補助金、１目総務費県補助金の１節総務管理費補助金のうち、右ページ備考欄

の上から１つ目、消費者行政活性化補助金は、消費生活相談窓口の機能強化などを図ること

を目的とした県補助金で、消費生活相談員の研修に係る費用及び消費生活啓発用品の購入に

係る経費などが補助対象となっております。 

  その下の防犯環境整備推進補助金は、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりの推進を目的

とした補助金で、防犯嘱託員に係る報酬や自主防犯活動に係る経費などが補助対象となって

おります。 
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  少し飛びまして、65ページをお願いいたします。 

  20款４項雑入、１目雑入の４節交付金及び助成金収入のうち、右ページ備考欄の上から４

つ目、自治総合センターコミュニティ助成金は、歳出のコミュニティ事業活動費の中のコミ

ュニティ事業助成金で説明申し上げました自治会集会施設の備品整備に対する一般財団法人

自治総合センターからの助成金であり、歳出と同額の収入を受けたものです。 

  以上で行田市一般会計歳入歳出決算の地域活動推進課所管分についての説明を終わらせて

いただきます。 

○委員長 次に、危機管理課、加藤危機管理監。 

○危機管理監 議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について、危機管理

課所管分につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告につきまして、主なものを申し上げますので、主要施策の成

果報告書及び決算書附表の63ページをお願いします。 

  一番上の防災士資格取得支援事業は、地域防災力の向上を図ることを目的に、市民の防災

士資格取得を支援する事業でございます。 

  次の防災体制整備事業は、市内各避難所に設置している防災備蓄倉庫に食料や生理用品、

簡易トイレ、それを覆う簡易テントなどの備蓄品を整備したものでございます。 

  次の自主防災組織資機材購入費補助事業は、発電機など防災資機材の購入に対して補助を

行ったものでございます。 

  次の災害情報伝達強化事業は、令和５年度、６年度で防災行政無線の放送と同時にホーム

ページやＳＮＳ等で情報発信できるよう、防災行政無線操作卓の更新工事及びＪアラート用

パラボラアンテナの設置工事、防災行政無線の親局及び子局152箇所の保守点検、あらかじ

め登録した方の電話番号に避難情報等を一斉配信するサービスのシステム利用料などでござ

います。 

  64ページをお願いします。 

  防災フェア開催事業は、地域防災力の向上を目的に実施してきた防災訓練に加え、対象者

を拡大し、子どもから大人の幅広い世代に自分の身は自分で守るという自助・共助の意識づ

けの機会として行ったものでございます。令和６年度につきましては、市制施行75周年の記

念事業として、公共機関や民間企業、団体の協力を得まして、行田市防災フェアを開催いた

しました。 

  以上で主要施策の成果報告について説明を終わらせていただきます。 



－176－ 

  続きまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書につきまして、歳出か

ら主要なものを説明申し上げますので、歳入歳出決算書の79、80ページをお願いいたします。 

  ２款１項１目一般管理費、右ページ備考欄、一番下の◎危機管理課関係経費でございます

が、主なものとして、10節消耗品費は、市職員を対象にした救命・応急処置研修会に要する

費用でございます。 

  10節修繕料、11節車検代行料及び車検保険料は、危機管理課広報車の車検に関する経費で

ございます。 

  飛びまして、219ページをお願いいたします。 

  ９款１項４目水防費のうち、右ページ備考欄、一番下の◎水防管理費は、荒川北縁水防事

務組合費分担金と埼玉県水防管理団体連合協議会会費でございます。 

  次の222ページ、一番上の◎水防演習費は、行田市水防演習に係る経費で、主なものとし

て、10節消耗品費及び食料費は、演習に要する費用、12節会場設営委託料及び除草委託料は、

演習会場となる利根川の河川敷の会場設営と除草に係る委託料でございます。 

  次の５目災害対策費の◎災害対策費でございますが、２節一般職給、３節時間外勤務手当

等及び４節一般職共済組合負担金は、危機管理課職員６人分の人件費でございます。 

  ７節謝金、10節消耗品費及び11節手数料は、主に防災士資格取得支援事業に係る経費で、

謝金は防災士養成講座に係る講師謝金、消耗品費は防災士教本と防災士用キャップ、手数料

は防災士の資格取得に要する受験料及び登録料でございます。 

  戻りまして、10節修繕料は、防災行政無線子局の蓄電池の交換などに係る経費、電気料は、

防災行政無線の子局などの電気料、防災備蓄品費は、防災備蓄倉庫に備蓄する食料や生理用

品、簡易トイレ、簡易テント等の購入費でございます。 

  11節通信料は、防災行政無線の専用回線や音声確認サービス、ホームページやＳＮＳとの

連携接続及び災害時用のＭＣＡデジタル携帯無線機の通信などに係る経費でございます。 

  次の224ページの12節２行目の防災行政無線保守点検委託料は、親局及び子局152箇所の保

守点検に要する経費でございます。 

  13節避難情報等電話配信システム利用料は、あらかじめ登録した方の電話番号に避難情報

等を一斉配信するサービスのシステム利用料でございます。 

  14節通信設備設置工事請負費は、全国瞬時警報システム用パラボラアンテナの設置工事費

用でございます。 

  また、次の防災行政無線操作卓更新工事請負費は、令和５年度、６年度の２か年で防災行
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政無線の放送と同時にホームページやＳＮＳ等で情報発信できるよう、防災行政無線操作卓

の更新工事に係る経費でございます。 

  17節庁用器具費は、新たに市長、副市長、危機管理監、３名分の災害時優先携帯電話の購

入に要した費用でございます。 

  18節自主防災組織補助金は、自主防犯組織の防災資機材等の購入に対する補助金でござい

ます。 

  次の◎防災訓練費でございますが、行田市防災フェアに係る経費で、10節消耗品費はフェ

アに要する費用、12節会場設営委託料は、会場となる総合体育館の会場設営に係る委託料で

ございます。 

  以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入について説明申し上げますので、戻りまして55ページをお願いいたしま

す。 

  15款２項７目消防費県補助金のうち、１節消防費補助金の右ページ備考欄、地域防災活動

活性化事業補助金は、防災士資格取得支援事業に対する県の補助金でございます。 

  飛びまして、59ページをお願いいたします。 

  17款寄附金、１項５目消防費寄附金、１節消防費寄附金の右ページ備考欄２番目の災害対

策費寄附金は、事業者からの寄附金に基づき、防災備蓄品の簡易トイレ、簡易テントを購入

したものでございます。 

  飛びまして、63ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入、３節負担金収入の右ページ備考欄、下から２番目の災害救助

等繰替支弁費負担金は、能登半島地震で避難所運営に派遣された職員の時間外手当と交通費

でございます。 

  飛びまして、71ページをお願いいたします。 

  21款市債、１項７目消防債、１節消防債の右ページ備考欄２つ目の防災施設整備事業債は、

防災行政無線操作卓の更新工事及び全国瞬時警報システムパラボラアンテナ設置工事の財源

として、それぞれ借入れを行ったものでございます。 

  以上で令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての危機管理課所管分につきま

して説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、交通政策課、島田参事。 

○交通政策課長 それでは、令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち、交通政策課所管分につ
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いてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告につきましてご説明申し上げますので、令和６年度主要施策

の成果報告書及び決算書附表の５ページをお願いいたします。 

  上から２番目の運転免許証自主返納者支援事業は、運転免許証を自主的に返納しやすい環

境を整備し、交通事故防止を図るもので、デマンドタクシーでも使用可能な20枚つづりのタ

クシー利用券を１人１回に限り交付しております。なお、より一層運転免許証の自主的な返

納を促すための施策といたしまして、本年１月６日から運行を開始した乗合型ＡＩオンデマ

ンド交通の運賃に運転免許証自主返納者に対する割引制度を創設したことから、タクシー券

の交付につきましては、昨年の12月28日をもって終了しております。 

  次のスマート街路灯・ＬＥＤ街路灯維持管理事業は、市が管理するＬＥＤ化した道路照明

灯、全1,180灯の調光操作や不具合対応などの維持管理に係る経費でございます。 

  次の交通安全施設等整備事業は、道路反射鏡や区画線など、交通安全施設等の整備により、

交通事故の防止と道路交通の円滑化を図ったものでございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  一番上の自転車用ヘルメット購入費補助事業は、本市における自転車用ヘルメット着用の

定着を図るため、税込み3,000円以上で新品の自転車用ヘルメットを購入した市民に対し、

１人１回に限り2,000円分の行田市内共通商品券を交付するものでございます。 

  次の生活路線バス運行支援事業は、住民生活に必要不可欠な路線バスの運行を維持するた

めに、運行事業者２社に対して支援を行っているものであり、吹上駅を発着する行田吹上線

につきましては朝日自動車株式会社へ、熊谷駅・犬塚間を走る熊谷駅犬塚線については国際

十王交通株式会社へ支援を行っております。 

  なお、熊谷駅犬塚線の支援は、沿線自治体である熊谷市と設立しております熊谷駅・犬塚

間路線バス利用促進協議会を通じて行っており、同協議会への負担金が本市支援分でござい

ます。 

  次のデマンドタクシー事業は、路線バスや市内循環バスの停留所までの移動が困難な交通

弱者の移動手段を確保する事業でございます。本事業につきましては、本年１月６日の乗合

型ＡＩオンデマンド交通の運行開始に伴い、昨年12月28日をもって運行を終了しております。 

  ７ページをお願いいたします。 

  市内循環バス運行事業は、高齢者や運転免許証を持たない交通弱者の交通手段の確保、市

内の公共施設及び観光施設の利用者並びに通勤・通学者の利便性の向上を目的に運行してい
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るものでございます。令和６年度は６路線を運行しておりましたが、このうち利用者が著し

く少なかった東循環コース、北西コース、北東コースの３路線につきましては、本年３月31

日をもって運行を終了し、本年度は西循環コース、南大通り線コース、観光拠点循環コース

の３路線を運行しております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  乗合型ＡＩオンデマンド交通運行事業でございますが、本市における持続可能な地域公共

交通を構築するとともに、マイカーがなくても安心して移動できる行田市を目指して、昨年

度地域公共交通の再編を実施したところでございます。先ほどご説明申し上げましたとおり、

デマンドタクシー事業及び市内循環バスの一部路線の運行を終了する一方で、これらに代わ

る新たな市民の移動の足といたしまして、ＡＩを活用して最適な運行ルートを設定し、同じ

時間帯に同じ方向へ乗り合わせて移動する乗合型ＡＩオンデマンド交通うきしろ号の運行を

本年１月６日から開始いたしました。令和６年度につきましては、うきしろ号導入のための

準備経費及び本年１月から３月までの３か月間の運行経費から運賃収入を減じた額をＡＩオ

ンデマンド交通事業補助金として運行事業者へ交付しております。 

  以上で主要施策の成果報告について説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算のうち、歳出からご説明申し上げま

す。 

  事項別明細書の95ページをお願いいたします。 

  ２款１項10目交通対策費のうち、右ページ備考欄の◎交通安全対策費の主なものを申し上

げます。 

  10節の３行目、修繕料は、市内全域に設置しております道路照明灯、道路反射鏡、路面標

示などの修繕料でございます。 

  その２行下の電気料は、道路照明灯及び児童交通公園等の電気料でございます。 

  12節放置自転車指導委託料は、市内８箇所に設置しております市営自転車駐車場の整理・

誘導に係る委託料、１つ下の交通公園管理委託料から剪定委託料までは、富士見町にござい

ます児童交通公園の管理運営に係る委託料で、いずれも行田市シルバー人材センターへ委託

しております。 

  13節の１行目、土地借上料は、秩父鉄道行田市駅及び持田駅に設置しております市営自転

車駐車場敷地の借上料でございます。 

  98ページをお願いいたします。 
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  備考欄の◎地域公共交通事業費でございます。こちらは循環バス運行事業費、デマンドタ

クシー利用助成費、生活路線バス支援事業費、乗合型ＡＩオンデマンド交通運行事業の４事

業に係る経費でございまして、いずれも先ほど主要施策の成果報告でご説明申し上げたとお

りでございますので、説明は省略させていただきます。 

  続きまして、不用額の主なものについてご説明いたしますので、戻りまして95ページをお

願いいたします。 

  12節委託料は、主に講習委託料及び看板等作成委託料が未執行となったため、不用額が生

じたものでございます。いずれも乗合型ＡＩオンデマンド交通導入のための所要経費として

見込んでおりましたが、講習委託料は、市民向け説明会を委託によらず市職員が行ったため、

また、看板等作成委託料は、主要な指定乗降場所への停留所看板を設置しないこととしたた

め、未執行となったものでございます。 

  次の18節負担金補助及び交付金は、主にＡＩオンデマンド交通事業費補助金の執行残で、

運行結果に基づきまして、補助額に執行残が生じたものでございます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

  歳入につきましては、おおむね例年どおりでございますので、令和６年度に新たに受け入

れたものにつきましてご説明申し上げます。 

  51ページをお願いいたします。 

  15節県支出金、２項１目総務費県補助金の１節総務管理費補助金、１ページめくりまして、

54ページ、右ページ備考欄の上から３番目、地域公共交通活性化事業補助金は、乗合型ＡＩ

オンデマンド交通の導入に要する経費に対する埼玉県からの補助金でございます。 

  少し飛びまして、65ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入の４節交付金及び助成金収入の右ページ備考欄の上から３番目、

地域公共交通確保維持改善事業費補助金は、こちらにつきましても乗合型ＡＩオンデマンド

交通の導入に要する経費に対する国土交通省からの補助金でございます。 

  以上をもちまして、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算のうち、交通政策課所管分に

ついての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、南河原支所、吉田支所長、お願いします。 

○南河原支所長 歳出から説明申し上げますので、歳入歳出決算書の93ページをお願いいたし

ます。 

  ２款１項８目支所費でございますが、94ページの説明欄から96ページの説明欄に記載され
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ている事項につきましては、支所の運営、維持管理に係る経常的な経費でございます。 

  続きまして、歳入について説明申し上げます。 

  戻りまして、44ページをお願いいたします。 

  13款１項１目１節総務使用料のうち、右ページの１行目、土地改良区事務所使用料及び２

行目の保護司会使用料は、支所の空き施設の貸付けに伴う使用料でございます。 

  少し飛びまして、66ページをお願いいたします。 

  20款４項１目７節施設貸付収入のうち、２行目の南河原支所電気料及び３行目の南河原支

所清掃委託料は、先ほどの施設の貸付けに伴う電気料及び清掃に係る経費を使用団体に負担

いただいたものでございます。 

  以上で南河原支所に係る説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 何点か聞かせていただいて、最初に、地域活動課の事業についての主要施

策の成果報告の11ページの防犯カメラ設置事業ということで198万円ということでなってま

すけれども、これの受け手はどういう方法で管理するかというのが１点と、５箇所選んだ理

由。もう１点は、場所が詳細に分かるような何かないかなというのが３つ目の質疑ですけれ

ども、お願いします 

○委員長 上野課長。 

○地域活動推進課長 小林委員のご質疑にお答えいたします。 

  これは映っている画像をどういうふうに受け取るのかということで。 

○２番 小林委員 カメラを設置したので、それを受け手は一体でどう整備するかということ

ですけれども。 

○地域活動推進課長 カメラに映った動画の取り出し方ではなくてということでしょうか。 

○２番 小林委員 防犯カメラに映った画像というのは、ただ映っているだけで、どこで受け

て管理するかということですけれども。 

○地域活動推進課長 このカメラは無線でつながる状態になっておりまして、カメラのそばに

職員が出向いていきまして、パソコンとカメラを無線のＬＡＮでつなぎますと、カメラ本体
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からデータがダウンロードできて、パソコンに動画データが収納できるというような仕様に

なってございます。それは警察からの捜査要請があったときに、それを確認しに行くという

流れになってございます。 

○２番 小林委員 日々管理するのではなくて、要請があったときに出向いてダウンロードし

てやる管理ということですね。 

○地域活動推進課長 お見込みのとおりでございまして、捜査要請がなければ取りに行くこと

はございません。捜査要請があって、初めて取りに行く形になってございます。 

  次に、どのようにしてここの５箇所を決めたのかということでございますが、南河原につ

きましては、皆様ご存じかもしれないんでけれども、交通事故があって、小学生のお子様が

はねられてしまったんですけれども、そのはねた車が結果として今まだ見つかってないとい

うような状況がありまして、地域からここに防犯カメラがあれば、そういうのがちゃんと映

って非常に効果的なんじゃないかということは、もうかなりその事件後からご要望といいま

すか、ご意見を頂戴していたところでございまして、まずはそこはつけようということで動

き出しました。残りの点も含めまして、全て５箇所とも警察と協議させていただいておりま

す。警察と協議して、ここは効果的だよねというところで５箇所を選定して、今回設置した

という形になってございます。 

  もう少し詳しくどの辺なのかということですけれども、南河原の防犯カメラにつきまして

は、支所のところの丁字路の交差点、駐在といいますか、警察の交番、あのそばのところに

ついてございます。桜町はヤマダデンキがあるところの交差点についてございます。あと埼

玉は、埼玉小学校のすぐそばに大きいガソリンスタンド、今整備されてすごくきれいになっ

た交差点、あそこのところにございます。佐間地内の交差点というのは、きっずプラザあお

いのところについてございます。最後に荒木ですけれども、さつきホームってご存じでしょ

うか。あの羽生に抜けていくような、あそこのところについてございます。 

  以上でございます。 

○委員長 ほかに質疑ありますか。 

○２番 小林委員 次、危機管理課についてお聞きしたいんですけれども、63ページ、自主防

災組織資材購入費補助金、これは補助金で158万円ありましたけれども、何か発電機の購入

とかと今説明の中であったと思いますけれども、これは何地区か。また、この自主防災組織

補助金が前年度は219万9,700円で、今年度は158万円ということで減ってますけれども、そ

の理由、その２点についてお聞かせください。 



－183－ 

○委員長 加藤危機管理監。 

○危機管理監 お答え申し上げます。 

  今年度の補助金の交付団体なんですが、17団体、昨年度が219万円で今年158万円で減額し

ている理由なんですが、こちらは３年に一度の補助金の交付になっておりますので、その３

年に一度の交付申請、補助金の申請をした団体の数によって今年は少なくなっているという

ことです。 

  以上です。 

○２番 小林委員 もう一度お願いします。 

○危機管理監 ３年に一度の交付なので、３年前の交付団体がもう一度申請できますので、そ

の団体数が少なかったという、令和６年度に関しましては。 

  以上です。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 もう１点ですけれども、防災士資格取得支援事業ということで、先ほど予

算の中で何款、何節と言ったんですけれども、私メモできなかったので、この防災士資格取

得支援事業の節、この予算の内訳を教えてください。確認の意味ですけれども。222ページ

だよね。 

○委員長 小林委員、今の質疑は男女別とか、そういう資格を…… 

○２番 小林委員 災害の予算の節で、これに見当たるところがなくて、謝金が幾らでか何か

あったので、内訳をもう一度確認の意味でお願いしたいことですけれども。 

○委員長 よろしくお願いします。 

  加藤危機管理監。 

○危機管理監 お答え申し上げます。 

  消耗品費…… 

○２番 小林委員 何節でしたっけ。10節。 

○危機管理監 報償費。 

○２番 小林委員 何節。７節報償費、謝金ね。 

○危機管理監 講師謝金です。11節役務費の防災士受験料。 

○２番 小林委員 11節でしょう。11節の出役料ということ。 

○危機管理監 役務費です。 

○２番 小林委員 11節は、だって出役料と郵便料と通信料と手数料しか書いてないけれども。 
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○危機管理監 11節役務費の手数料に試験料と登録料、一番下の。 

  以上です。 

○２番 小林委員 この３つということは、謝金と消耗品と手数料、これで合計で128万135円

ということで以上ですね。分かりました。 

  最後ですけれども、交通政策課で、最後２点だけ確認させていただきたいんですけれども、

主要施策の５ページで交通安全施設等整備事業ということで220万451円とありますけれども、

これはあくまでも新規事業に対しての事業費ということでよろしいですかが１点。 

  あとはもう１点ですけれども、予算書の96ページの交通安全対策費の10節修繕費、この修

繕費の内容を教えてください。以上２つお願いします。 

○委員長 島田参事。 

○交通政策課長 まず、１点目の主要施策の５ページに掲載しております交通安全施設等整備

事業でございますが、ご指摘のとおり、ここに掲げておりますものは新規の工事請負費のも

ののみを掲載しております。事項別明細書に記載されております修繕費でございますが、修

繕料につきましては、交通安全施設の整備だけではなくて、修繕料に含まれておりますもの

は、主に区画線の修繕と道路反射鏡の修繕が主立ったもので、区画線の修繕で718万円ほど

かかっております。道路反射鏡の修繕が62万4,800円ほどかかっておりまして、このほかに

児童交通公園の貸出し用自転車の修繕をしたりですとか、あとは交通政策課で管理しており

ます公用車がございますので、こちらの点検整備などの費用がこちらの修繕料から執行して

おります。 

  以上でございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  吉田委員。 

○３番 吉田委員 ご説明ありがとうございます。 

  私も簡単なことを聞きたいんですけれども、防犯カメラがありますよね。この説明を見る

と、防犯カメラを設置するには、住宅等に設置するのであれば補助金が必要、街路灯とか、

そういうところへ設置するにはまた補助金の対象はあるんですけれども、自治会館、公共施

設、何か特に防犯カメラを設置するとすれば補助金の対象になるのかどうか。個人宅ではこ

こに書いてあるように、居住する住宅または道路には対象になるけれども、公共施設、例え

ば私たちからいえば自治会館、そこへ防犯カメラを設置するに当たっては助成はあるのか、

そこをお聞きしたいの、まずは。 
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  もう１点は、寄附金、60ページですか、災害防災寄附金というのがありましたよね。100

万円。その100万円というのは、もう寄附をいただいて、今年度事業でどこかに寄附で利用

させていただいたか。またはそれが今まだ使ってなくて預金してあるのか。寄附金だから、

災害寄附金100万円があったでしょう、説明が。それについての詳細な説明をお願いします。

以上２つ。 

○委員長 上野課長。 

○地域活動推進課長 吉田委員さんのご質疑にお答えいたします。 

  まず、令和６年度に行いました住宅用防犯カメラの設置につきましては、あくまでも個人

のお宅でお住まいのお宅のみでございます。また、街灯の防犯カメラにつきましては、これ

は補助金ではなくて、市の単独の予算として執行させていただきまして、委員さんお尋ねの

例えば自治会館等にはどうなのかということにつきますと、現状ではそういったものに対す

る補助はございません。今のところはそういう状況でございます。 

  以上です。 

○委員長 続きまして、加藤危機管理監。 

○危機管理監 60ページの災害対策寄附金100万円についてですが、こちらに関しましては、

簡易トイレと簡易テント、それを48基で、旧小学校も含めまして24箇所ありますが、そちら

に２基ずつ配備する予定でございます。もう購入しております。 

  以上です。 

○３番 吉田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 分厚いほうの104ページ、防犯対策費の12安全・安心情報メール配信委

託料ですけれども、こちらというのはメール受信者というんですかね、何人分が対象になっ

ているのか教えていただきたく思います。 

  あと２点ありまして、続いて分厚いほうの106ページで、コミュニティ事業活動費、その

中にコミュニティ事業助成金というのがありまして、先ほど私、聞き落としたかもしれない

ですけれども、こちらが３件対象で、１件採用、２件失格というか、見送りになったと思う

んですけれども、その判断基準というか、１件なぜ採用されたか、決め手みたいなのとか、

駄目だったほうはどんな感じの理由で駄目だったのかを教えていただきたいです。 

  あと最後に、主要施策の63ページで、自主防災組織資機材購入費補助事業なんですが、ご

説明の中で、防災資機材、発電機というふうにお聞きしたような気がするんですけれども、
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ほかに購入している種類とかあれば、参考までに教えてください。 

  以上でございます。 

○委員長 順に上野課長、お願いします。 

○地域活動推進課長 小野寺委員さんのご質疑に順次お答えいたします。 

  最初に、安全・安心情報配信メールの何人登録かということですけれども、令和６年度で

１万1,429でございます。 

  次に、コミュニティ助成金で３自治会が応募したにもかかわらず、１自治会しかもらえな

かった理由でございますが、こちらは市は経由しているだけでございまして、判断そのもの

は一般財団法人自治総合センターで審査される状況になってございまして、伺ったところ、

全国から多数の応募がある中で、今回は行田市の場合は１つということになりましたという

結果でございました。 

  以上でございます。 

○委員長 加藤危機管理監。 

○危機管理監 自主防災組織補助金の購入についてですけれども、発電機のほかに簡易テント

とか、スコップとか、そういうものを購入している自主防災組織があります。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、討論及び採決は先ほど申し上げたとおり、16日に審査を行いますので、建設部所管

部分の審査終了後に一括して行いますので、ご了承願います。 

  一部入替えということで暫時休憩いたします。 

午後  ２時 １５分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ２時 １６分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６９号について 

○委員長 次に、議案第69号 令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 
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  交通政策課、島田参事。 

○交通政策課長 それでは、議案第69号 令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入

歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告についてご説明いたしますので、令和６年度主要施策の成果

報告書及び決算附表の80ページをお願いいたします。 

  交通災害共済事業は、交通事故により災害を受けた方やその遺族の方に対し見舞金を支給

することにより、生活の安定を図るものでございます。 

  見舞金の給付状況でございますが、給付総額は167件、813万7,000円で、令和５年度と比

較いたしまして７件の減少、96万1,000円の増額でございます。 

  給付内容ごとの内訳といたしましては、死亡見舞金が１件、後遺障害見舞金のうち、事故

により障害等級が１級または２級と認定される案件が１件、等級が３級と認定される案件は

該当がございませんでした。 

  医療見舞金につきましては、行田市交通災害共済条例第11条による交通事故に関する公の

証明が添付された事故でございまして、合計で135件、573万3,000円、令和５年度と比較い

たしまして２件の増加、18万7,000円の減少でございました。条例第13条第２項によるもの

は、交通事故に関する公の証明を添付できず、自認書等により請求された場合の見舞金でご

ざいまして、合計で30件、50万4,000円、令和５年度と比較いたしまして10件、15万2,000円

の減少でございました。 

  続きまして、令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算のうち、歳出か

らご説明申し上げます。 

  事項別明細書の295ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項１目一般管理費の右側備考欄の１節会計年度任用職員報酬、４節労働保

険料並びに８節費用弁償は、交通災害共済の掛金集金業務や窓口業務に当たる会計年度任用

職員２名分の人件費でございます。 

  ７節報償費は、自治会との協定に基づき共済会費の取りまとめに対する報償金としてご協

力いただいた175自治会へ加入者１人当たり50円を3万2,343人分支払ったものでございます。 

  10節印刷製本費は、加入申込書兼会員証や会費の取りまとめを自治会に依頼する際の封筒

などを作成したものでございます。 

  次に、２款１項１目事業費の右ページ備考欄、18節共済見舞金は、先ほど主要施策の成果

報告でご説明申し上げました交通事故に遭われた会員への見舞金でございますので、説明は
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省略させていただきます。 

  次に、３款１項１目交通災害共済基金費の右ページ備考欄、24節交通災害共済基金積立金

は、交通災害共済基金の運用利子の基金への積立てで、令和５年度と比較して986万4,765円

の減額となっております。大幅に減額となった要因といたしましては、令和５年度は基金の

運用利子に加え、令和４年度からの繰越金1,000万円を積み立てたことによるものでござい

ます。 

  ここで、基金の年度末現在の残高についてご説明申し上げますので、331ページをお願い

いたします。 

  上から４番目、交通災害共済基金でございます。前年度末現在高に令和６年度中の積立金

25万3,235円を加え、令和６年度末現在高は5,464万8,474円でございます。 

  戻りまして、295ページをお願いいたします。 

  歳出合計は一番下の欄に記載のとおり、予算現額2,775万8,000円に対しまして、支出済額

1,226万4,377円で、執行率は44.1％でございます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして293ページをお願いいた

します。 

  １款１項１目共済会費収入、右ページ備考欄、交通災害共済会費収入は、交通災害共済の

３万4,233人分の掛金収入でございます。 

  ２款１項１目負担金、右ページ備考欄、生活保護者交通災害共済会費は、一般会計から支

出される生活保護受給者795人分の交通災害共済会費でございます。 

  ３款１項１目利子及び配当金、右ページ備考欄、交通災害共済基金利子は、基金の運用利

子でございます。 

  ４款１項１目繰越金、右ページ備考欄、前年度繰越金は、前年度の繰越金で、令和５年度

と比較いたしまして306万9,481円の減額となっております。これは令和５年度中に1,000万

円を基金に積み立てたことによるものでございます。 

  ５款１項１目市預金利子、右ページ備考欄、歳計現金預金利子は、共済会費に対する預金

利子でございます。 

  その下の２項１目雑入、右ページ備考欄、雇用保険料被保険者負担金は、会計年度任用職

員に係る雇用保険料の被保険者負担金でございます。 

  歳入合計は、一番下の欄に記載のとおり、予算現額2,775万8,000円に対しまして、収入済

額5,412万2,420円でございます。 
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  以上をもちまして、令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認定につ

いての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６９号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 １点確認の意味ですけれども、収入に対して収支ですか、不用額が4,000

万円ぐらい出ていると思いますけれども、その辺について、毎年不用額がどんどん増えてい

きますので、それについて市の考え、要するに負担金を安くするとか、そういう議論はある

のかないのか。 

  もう２点目として、だったら基金がありますから、基金にもっと回して、収入、支出の繰

越しがそんなに多くならないような方法も取れるのではないかなと思いますけれども、その

辺の考えがあるかどうか、２点お伺いします。 

○委員長 島田参事。 

○交通政策課長 ご質疑に対してお答え申し上げます。 

  １点目と２点目は関連がございますので、一括してお答えしたいと思いますが、不用額に

対してですけれども、会費収入に対しての見舞金の金額が結果的に少なかったために、不用

額が大きく出ているわけですけれども、これは結果的に市民の交通事故の件数が少なかった、

交通事故の被害に遭われた方が少なかったという結果であるところが１つあると思います。 

  その一方で、毎年多額の不用額を発生させているというところは事実でございまして、こ

の点につきましては、制度全体の見直しも必要であろうというふうに考えておりまして、会

費を上げるのか下げるのか、それだけではなく、給付面のところで見直しを図るのかといっ

たところも含めた全体で見直しを検討していく予定としております。 

  基金の積立てをするかどうかというところでございますが、基金の積立てをするというこ

とも１つの方法だとは思いますが、その積立てをいつどのタイミングでするかにつきまして

も、総合的に考えて、制度の見直しとともに一緒に考えていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 ほかに質疑はありますか。よろしいですか。 



－190－ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６９号の討論、採決 

○委員長 続いて討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第69号 令和６年度行田市交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認定については、

これを認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第69号はこれを認定するに決しました。 

             ────────────────── 

△散会の宣告 

○委員長 以上をもって、本日の議事日程を終了いたしました。 

  次回は連休開け16日午前９時半から委員会を開き、引き続き都市整備部及び建設部所管の

議案について審査を行いますので、定刻までにご参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  皆さん、お疲れさまでした。 

午後  ２時 ２９分 散会 

             ────────────────── 
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令和７年行田市議会建設環境常任委員会会議録 

 

○開会年月日  令和７年９月１６日（火曜日） 

○開 催 場 所  第２委員会室 

○付 議 事 件  議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６３号 行田市下水道条例の一部を改正する条例 

        議案第６４号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を 

               改正する条例 

        議案第６５号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第７２号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

               ついて 

        議案第７３号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の 

               認定について 

○審 査 日 程 【都市整備部】 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６３号 行田市下水道条例の一部を改正する条例 

        議案第６４号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を 

               改正する条例 

        議案第６５号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第７２号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

               ついて 

        議案第７３号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の 

               認定について 

       【建設部】 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 
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○出席委員（６名） 

委 員 長 木 村   博 委員     ２番 小 林   修 委員 

副 委 員 長 小 林 淳 一 委員     ３番 吉 田 豊 彦 委員 

   １番 福 島 ともお 委員     ４番 小野寺 貴 男 委員 

             ────────────────── 

○欠席委員（０名） 

             ────────────────── 

○説明のため出席した者 

高  橋  栄  一 都 市 整 備 部 長 

五 十 幡  雅  弘 
都市整備部次長兼 

下 水 道 課 長 

金 子 政 好 
都市整備部次長兼

都 市 計 画 課 長 

山  崎  博  司 建 築 開 発 課 長 

馬 場 康 治 企 業 誘 致 課 長 

根  岸  正  臣 上下水道経営課長 

内  山  正  一 水 道 課 長 

中 島 延 雄 都市整備部副参事 

青  山  義  徳 建 設 部 長 

新 井  大 管 理 課 長 

藤  野  賢  哉 道 路 治 水 課 長 

小  倉     健 営 繕 課 長 
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午前  ９時 ２８分 開会 

△開議の宣告 

○委員長 皆さん、おはようございます。 

  先週12日金曜日に引き続きまして、ただいまから建設環境委員会を開会いたします。 

  ご連絡いたします。傍聴される方につきましては、委員会審査中の雑談、発言等を禁止い

たしますので、よろしくご聴取のほどお願い申し上げます。なお、審査中における傍聴人の

入退場については自由となっておりますので、念のため申し添えます。 

  本日は、都市整備部及び建設部所管の議案について審査を行います。 

  審査につきましては、12日にお配りいたしました審査日程により行います。 

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。議事の整理上、発

言は委員長の許可を得てからマイクを使用していただくようお願いいたします。また、説明

及び質疑並びに答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  初めに、都市整備部所管の議案について審査を行います。 

  まず、都市整備部長にご挨拶をお願いいたします。 

○都市整備部長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、審査内容も大変多い中、恐縮ではございますが、一言挨拶をさせていただきます。 

  建設環境常任委員会の皆様には、日頃から都市整備部所管の事務事業にご理解とご協力を

賜りまして、誠にありがとうございます。また、本日、都市整備部に係る７議案につきまし

て審査をいただきますことにつきまして、感謝を申し上げる次第でございます。 

  さて、本日審査をお願いいたしますのは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予

算のうち都市整備部所管、議案第63号 行田市下水道条例の一部を改正する条例、議案第64

号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第65号 

行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳

入歳出決算認定（審査依頼分）、議案第72号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及

び決算の認定について、議案第73号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び

決算の認定についての７議案でございますが、上下水道経営課、水道課、下水道課、都市計

画課、建築開発課、企業誘致課と多岐にわたるものでございます。何とぞ慎重なる審査、ご

指導を賜りますよう、お願い申し上げます。 

  なお、詳細につきましては、この後担当課長からご説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。本日はよろしくお願いします。 
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○委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより議事に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６４号について 

○委員長 初めに、議案第64号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を

改正する条例を議題とし、執行部の説明を求めます。 

  上下水道経営課、根岸課長。 

○上下水道経営課長 それでは、議案第64号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める

条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案書の85ページをお願いいたします。 

  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が、令和７年１月８

日に公布され、同法第19条が適用される地方公務員について部分休業制度の拡充が図られ、

現行の１日につき２時間を超えない範囲内での取得に加え、１年につき条例で定める時間を

超えない範囲内で１日の勤務時間の全部または一部について勤務しないことを選択できるよ

うになりました。 

  本市企業職員においても同様の対応とすることから、部分休業に係る給与の減額の規定に

ついて改正するものでございます。 

  改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の15ページをお願いいたします。 

  第16条第２項は、部分休業制度の拡充に伴い、部分休業の時間について「１日の勤務時間

の一部（２時間を越えない範囲内の時間）」を、「１日の勤務時間の全部又は一部（２時間

を超えない範囲内又は１年につき市長が規定する時間）」に改め、給与の減額対象となる部

分休業の時間の範囲を追加するものでございます。 

  議案書に戻りまして、86ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、施行規日は、令和７年10月１日からとするものでございます。 

  以上で議案第64号についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６４号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長 質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６４号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第64号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決するに決しました。 

             ────────────────── 

△議案第６５号について 

○委員長 次に、議案第65号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を議題とし、執

行部の説明を求めます。 

  水道課、内山課長。 

○水道課長 それでは、議案第65号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。 

  議案書の87ページをお願いいたします。 

  令和６年１月に発生した能登半島地震において、水道事業者が管理する配水管が復旧した

以後、個人が管理する宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水が使用できない状況が長期化いたし

ました。その要因といたしまして、地元業者の数が被災規模に比して少なかったことや、地

元業者も被災したことに加え、水道復旧に係る工事以外の様々な工事需要が集中した等によ

り、宅内配管に係る業者の確保が困難であったこととされております。 

  宅内配管に係る業者である指定給水装置工事事業者は、工事の安全性や適正性を確保する

ため、専門的な技術や知識、施工能力がある工事業者を指定給水装置工事事業者として登録

し、その指定給水装置工事事業者でなければ工事が実施できない制度となっております。 

  そこで、災害その他非常の場合は、市民の生命、財産を守る観点から、市長または市長が

指定した指定給水装置工事事業者以外でも給水装置工事を行えるものとし、宅内配管の早期
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復旧に対応できる業者を確保するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の16ページをお願いいたします。 

  第７条第１項に、災害時など非常の場合において、他の水道事業者又は他の水道事業者が

指定をした者の給水装置工事を認めることについて追加するものでございます。 

  議案書に戻りまして、88ページをお願いします。 

  附則でございますが、施行期日は、公布の日からとするものでございます。 

  以上で議案第65号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林 修委員。 

○２番 小林委員 どうも説明ありがとうございます。 

  １点教えてもらいたいんですけれども、この改正後の災害その他非常時の場合において、

この災害その他非常時の場合って、どういう、もしあれだったら、その内容、事例的なもの

でちょっとお示し願いたいと思うんですけれども。 

  以上です。 

○委員長 内山課長。 

○水道課長 お答え申し上げます。 

  災害その他の場合におきまして、水道法第２条の２、４項におきまして、水道事業者は、

経営する事業を適正かつ合理的に運営することを責務とすると示され、自然災害、人為災害、

特殊災害などの災害により市が指定する工事事業所で対応ができず、その責務を果たせない

と水道事業者である市長が判断された場合を想定しておりますが、自然災害としまして大雨

や地震、津波、火山噴火、竜巻といった天災、人為災害としまして火災や爆発、列車事故な

ど人的に起こる災害、特殊災害としまして人為災害の中でテロや化学物質の事故といった災

害というものを示すものでございます。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑のある方はいらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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             ────────────────── 

△議案第６５号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第65号 行田市水道事業給水条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに

賛成する委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第65号は原案のとおり可決するに決しました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号及び議案第７２号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田

市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、上下水道経営課及び水道課所管部分並びに議

案第72号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを一括議題と

し、執行部の説明を求めます。 

  上下水道経営課、根岸課長。 

○上下水道経営課長 それでは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定に

ついてのうち、水道事業に関する事項についてご説明申し上げます。 

  歳入歳出決算書の177ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道事業費は、予算現額１億5,104万9,000円に対し、

支出済額5,074万1,566円、繰越明許費は１億30万7,434円で、水道事業会計への繰出金でご

ざいます。 

  18節負担金補助及び交付金の繰越明許費は、物価高騰の影響による市民や市内事業者の負

担を軽減するための支援として、令和７年３月検針分及び４月検針分の水道基本料金の無償

化を実施するための経費として水道事業会計へ繰出しをするもので、基本料金無償化の対象

は令和７年４月分及び５月分の水道料金となることから、令和７年度への繰越し措置を講じ

たものでございます。 

  右側備考欄の水道事業会計繰出金は、繰出基準に基づく統合前の南河原地区簡易水道事業
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債償還金の元金及び利子等に対する繰出金でございます。 

  以上で、議案第67号について水道事業に関する事項の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第72号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてご説明申し上げますので、決算書及び決算附属書類をご覧ください。 

  なお、本決算は、地方公営企業法の規定に基づき、決算報告書、収益的収入及び支出並び

に資本的収入及び支出については消費税及び地方消費税を含み、損益計算書、貸借対照表等

については消費税及び地方消費税を含まず作成しているため、金額の表示が一致しない箇所

がございますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 

  それでは、１ページをお願いいたします。 

  令和６年度行田市水道事業決算報告書でございます。 

  １、収益的収入及び支出ですが、この表は消費税及び地方消費税込みで作成しております。 

  初めに、収入でございます。 

  第１款水道事業収益の決算額は18億8,102万7,313円で、予算額に対し100.3％の収入実績

でございます。 

  次に、支出でございますが、第１款水道事業費用の決算額は16億3,179万7,024円で、予算

額に対し89.6％の執行率でございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  ２、資本的収入及び支出につきましても、消費税及び地方消費税込みで作成しております。 

  まず、収入でございますが、第１款資本的収入、第１項企業債は、主に老朽管更新工事を

行うためのもので、第５項負担金は、道路工事等に伴う配水管の移設及び消火栓の設置等に

係る負担金、第９項他会計補助金は、旧南河原地区簡易水道事業に係る企業債の元金償還金

の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。これらの収入決算額は４億5,856万

5,627円で、予算額に対し76％の収入実績でございます。 

  次に、支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費でございますが、主なものは老朽管更

新工事及び施設改良工事費で、第２項は企業債の元金償還金でございます。支出決算額は14

億9,472万330円で、予算額に対し85.1％の執行率でございます。 

  収入決算額から支出決算額を差し引きますと、10億3,615万4,703円の不足となります。こ

の不足額の補てんですが、３ページ欄外に記載してありますように、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額8,603万6,277円、減債積立金5,000万円、建設改良積立金３億円、

過年度分損益勘定留保資金３億4,806万2,014円、当年度分損益勘定留保資金２億5,205万
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6,412円で補てんしております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  損益計算書についてご説明申し上げます。 

  損益計算書は、１年間の経営成績を示したものでございます。ここからは、消費税及び地

方消費税抜きで作成しております。 

  １、営業収益は、（１）給水収益及び（２）その他営業収益で、水道料金や口径別加入金

等、合計14億4,388万6,345円でございます。 

  ２、営業費用は、（１）原水及び浄水費から（６）資産減耗費まで、浄水や配水に要する

費用や減価償却費等で、合計14億8,294万6,921円でございます。 

  営業収益から営業費用を引いた営業利益は、3,906万576円のマイナスでございます。 

  ３、営業外収益は、（１）受取利息から（４）雑収益まで一般会計繰入金や減価償却した

資産の財源となった補助金等を収益化した長期前受金戻入などで、合計２億7,595万5,752円

でございます。 

  次の４、営業外費用は、（１）支払利息及び（２）雑支出で、企業債の支払利息や特定収

入に係る消費税及び地方消費税で、7,607万7,380円でございます。 

  収益から費用を差し引いた経常利益は、１億6,081万7,796円でございます。 

  次の５、特別損失、（１）過年度損益修正損は、過年度の漏水等による還付に伴う損失を

計上したもので、36万2,444円でございます。 

  経常利益から特別損失を差し引いた額１億6,045万5,352円が当年度純利益でございます。 

  また、この当年度純利益と資本的収入及び支出の不足額の補てん財源として使用した積立

金の相当額であるその他未処分利益剰余金変動額３億5,000万円、前年度繰越利益剰余金

2,835万4,357円を加えたものが、当年度未処分利益剰余金５億3,880万9,709円でございます。 

  続きまして、６ページをお願いいたします。 

  （３）剰余金計算書についてご説明申し上げます。 

  上段の表の上半分が前年度処理を表し、下半分が当年度処理を表したものでございます。

また、左から資本金、剰余金、資本合計の順になっております。 

  表の下半分をご覧ください。 

  資本金の当年度末残高は、67億346万9,758円でございます。 

  次に、剰余金のうち資本剰余金でございますが、第７水源用地を市長部局から受贈財産と

して受け入れたことにより、326万6,670円増の１億4,345万2,713円でございます。 
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  利益剰余金につきましては、減債積立金5,000万円、建設改良積立金３億円を資本的収入

及び支出の補てん財源として使用し、未処分利益剰余金につきましては、その他未処分利益

剰余金変動額３億5,000万円、当年度純利益１億6,045万5,352円を加えた５億3,880万9,709

円となり、利益剰余金合計の当年度末残高は16億5,830万4,209円でございます。 

  これにより、資本金と剰余金を合わせた資本合計は、85億522万6,680円でございます。 

  次に、下段の表、（４）剰余金処分計算書（案）についてご説明申し上げます。 

  これは、地方公営企業法第32条第２項の規定により、本決算により生じた利益の処分につ

きまして議会の議決をお願いするものでございます。 

  令和６年度末での未処分利益剰余金の額は、表の一番右上にありますとおり、５億3,880

万9,709円でございます。このうち5,000万円を企業債の償還に備え減債積立金に、１億円を

施設等の大規模な更新に備え建設改良積立金にそれぞれ積み立て、資本的収入及び支出の補

てん財源として使用した積立金相当額３億5,000万円を資本金へ組み入れ、残りの3,880万

9,709円を令和７年度への繰越利益剰余金とするものでございます。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。 

  貸借対照表でございますが、決算日において保有する全ての財産を総括的に表示したもの

で、資産、負債及び資本で構成されております。 

  まず、８ページ、資産の部でございますが、１、固定資産は、（１）有形固定資産から

（３）投資その他の資産までの合計164億4,709万2,038円、２、流動資産は、（１）現金預

金から（５）未収収益までの合計21億7,298万1,784円で、資産合計は186億2,007万3,822円

でございます。 

  なお、２の流動資産（２）未収金は、主に令和７年３月に調定を行った１月、２月使用分

の水道料金等で、令和６年度中の債権ですが３月31日までに収納されていないものでござい

ます。 

  次に、９ページ、負債の部でございますが、３、固定負債は、（１）企業債及び（２）引

当金の合計51億5,572万8,633円、４、流動負債は、（１）企業債から（５）その他流動負債

までの合計10億3,560万5,387円、５、繰延収益は、資産の取得の財源とした国庫補助金等で

ある（１）長期前受金から、当該資産の減価償却に合わせ期間損益の観点から、その見合い

分を収益化した累計額である長期前受金収益化累計額を控除した39億2,351万3,122円となり、

負債合計は101億1,484万7,142円でございます。 

  次に、10ページ、資本の部でございますが、６、資本金は、（１）固有資本金から（３）
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組入資本金までの合計67億346万9,758円、７、剰余金は、（１）資本剰余金及び（２）利益

剰余金の合計18億175万6,922円でございます。 

  ６、資本金と７、剰余金の資本合計は、85億522万6,680円、負債資本合計は、186億2,007

万3,822円で、資産合計と負債資本合計が一致するものでございます。 

  11ページ、12ページは、決算書の注記でございます。会計処理方法や財務諸表等、表示方

法について記載したもので、説明は省略させていただきます。 

  13ページをお願いいたします。 

  こちらから附属書類となります。 

  令和６年度水道事業の事業報告についてご説明申し上げます。 

  １、概況、（１）総括事項として、①利用状況についてでございますが、令和６年度末に

おける給水戸数は３万5,684戸、給水人口は７万4,525人で、給水区域内人口７万7,426人に

対する普及率は96.25％でございます。 

  次に、②建設改良事業についてでございますが、向町浄水場中央監視装置等更新工事を令

和６年度までの継続事業として実施しました。また、向町浄水場ろ過機等改修工事等、水道

施設の改修工事や水道管網の整備拡充、老朽管の更新を実施し、安全で安定した水道水の供

給と災害に強いライフラインの構築を図りました。 

  ③経営経理状況につきましては、１ページから４ページでご説明したもので、省略させて

いただきます。 

  （２）経営指標に関する事項についてでございますが、令和６年度決算における経営成績

として、経営の健全性を示す経常収支比率は110.32％となり、健全経営の水準とされる

100％を上回っております。料金水準の妥当性を示す料金回収率は103.22％となり、事業に

必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100％を上回っております。 

  また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は53.30％、法定耐

用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は22.47％と施設の老朽化が進んでお

ります。また、当該年度に更新した管路を示す管路更新率は0.27％となっております。 

  14ページをお願いいたします。 

  （３）議会議決事項は、記載のとおり、６件でございました。 

  （４）行政官庁認可事項はございません。 

  （５）水道事業運営審議会は２回開催し、水道事業経営戦略の改定についてご審議いただ

きました。 
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  （６）職員に関する事項は、令和６年度末現在、一般職は13名で、前年からの増減はござ

いません。 

  （７）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項につきましては、該当事項はござい

ません。 

  15ページをお願いします。 

  ２、工事の概要についてご説明申し上げます。 

  令和６年度に契約を締結した契約金額1,000万円以上の工事は20件で、契約金額合計は５

億3,679万4,500円、契約金額1,000万円未満の工事は13件で、契約金額合計は4,641万1,200

円でございます。 

  16ページをお願いいたします。 

  ３、業務の状況についてご説明申し上げます。 

  （１）業務量でございますが、給水人口は７万4,525人、３行下の年度末給水戸数は３万

5,684戸で、前年度と比較しますと18戸の増でございます。また、年間配水量は985万3,921

立方メートルで、前年度より11万7,312立方メートル、1.2％の増でございます。また、年間

有収水量は841万8,727立方メートルで、有収率は85.44％でございます。 

  （２）事業収入に関する事項、（３）事業費に関する事項につきましては、この後、20ペ

ージからの収益費用明細書によりご説明いたしますので、省略させていただきます。 

  17ページをお願いいたします。 

  （４）供給単価は、１立方メートル当たり165.17円、給水原価は１立方メートル当たり

160.02円となり、また、単年度総括原価は１立方メートル当たり283.10円でございます。 

  （５）口径別加入金収入状況は、新規申込み口径13ミリから50ミリの245件と、増径等22

件を合わせた267件で、合計金額は5,326万2,000円でございます。 

  次に、４、会計についてですが、（１）重要契約の要旨として①工事契約金額１億5,000

万円以上のものはなく、②委託契約金額1,000万円以上は３件でございます。 

  （２）企業債及び一時借入金の概況でございますが、①企業債は、当年度借入高３億

6,000万円、当年度償還高４億6,055万9,398円で、当年度末の残高は前年度比１億55万9,398

円減の51億5,648万4,052円でございます。なお、②起債前借分及び③一時借入金はございま

せん。 

  18ページをお願いいたします。 

  ５、その他、（１）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実は、該当事項はござ
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いません。 

  （２）他会計負担金等の使途につきましては、消費税等の税額計算を行うに当たり必要と

なる不課税収入の使途の特定を行うものでございます。収益的収入のうち配水管移設工事負

担金及び一般会計からの繰入金について、それぞれ記載のとおり使途を特定するものでござ

います。 

  次に、資本的収入のうち工事負担金及び一般会計からの繰入金について、それぞれ記載の

とおり使途を特定するものでございます。 

  19ページをお願いいたします。 

  キャッシュ・フロー計算書についてご説明申し上げます。 

  キャッシュ・フロー計算書は、一事業年度の資金収支の状況を一定の活動区分別に表示し

たもので、資金の適正な調達と運用を把握するものでございます。 

  １、業務状況によるキャッシュ・フローについてでございますが、ページ中段になります

が、７億9,527万5,518円のプラス、その下、２、投資活動によるキャッシュ・フローは、８

億4,826万5,307円のマイナス、３、財務活動によるキャッシュ・フローは、１億55万9,398

円のマイナスで、資金期末残高は18億5,997万7,449円でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  水道事業会計収益費用明細書のうち、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。 

  収入でございますが、１款水道事業収益の当年度決算額は、17億1,984万2,097円で、前年

度比1,349万3,132円の増でございます。 

  収入の主な項目といたしまして、１項１目１節水道料金は、令和５年度は水道基本料金無

償化を実施したことから、前年度比25.77％の増でございます。 

  ３目２節手数料は、設計審査手数料及び完成検査手数料で、５節加入金は、口径別加入金

でございます。 

  ２項２目１節他会計補助金は、旧南河原地区簡易水道事業の企業債利息に係る一般会計か

らの繰入金や能登半島地震による被災地の復興支援のため、穴水町へ派遣していた職員の人

件費の負担金等でございます。 

  ３目１節長期前受金戻入は、資産取得のために交付を受けた国庫補助金等を長期前受金と

いう勘定科目で会計処理しており、減価償却費を計上する際、期間損益の考え方から、その

見合い分として収益化したもので、非現金収入でございます。 

  次に、収益的支出についてご説明申し上げます。 
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  21ページをお願いします。 

  １款水道事業費用の当年度決算額は、15億5,938万6,745円で、前年度比6,445万2,709円の

増でございます。 

  支出の主な項目といたしまして、１項１目原水及び浄水費は、４億1,910万8,590円で、前

年度比3.32％の増でございます。そのうち主な項目といたしまして、17節委託料は、向町浄

水場を初めとする施設管理委託等でございます。23節動力費は、原水から浄水までに至る電

気料等で、電気料金の高騰により前年度比14.88％の増でございます。31節受水費は、県営

水道用水受水費でございます。 

  22ページをお願いいたします。 

  ２目配水及び給水費は、２億3,266万2,937円で、前年度比12.8％の増でございます。主な

項目といたしまして、17節委託料は、向町浄水場を初めとする施設管理委託等で、前年度比

48.14％の増となりました。増額の主な要因は、新たに漏水調査業務や水管橋の点検業務を

実施したこと等によるものでございます。20節修繕費は、配水管や給水管の漏水修繕等によ

るものでございます。23節動力費は、配水から給水までに至る電気料で、電気料金の高騰に

より前年度比17.17％の増でございます。 

  23ページをお願いいたします。 

  ３目業務費は、１億5,133万9,891円で、前年度比3.69％の増でございます。主な項目とい

たしまして、17節委託料は、料金徴収事務や量水器取替えに係る委託料等でございます。20

節修繕費は、計量法に基づく検定期間８年満了の量水器費用でございます。 

  ４目総係費は、5,822万74円で、前年度比28.3％の増でございます。主な項目といたしま

して、５節退職給付費は、水道事業に従事した職員の退職時の支出に備え、退職給付として

計上したものでございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  17節委託料は、庁舎清掃委託等でございます。36節貸倒引当金繰入額は、当年度に貸倒引

当金を取り崩したこと、また、将来の貸倒れを見込み、所要の額を計上したものでございま

す。 

  25ページをお願いいたします。 

  ５目減価償却費は、前年度比0.03％の増で、内訳は備考欄のとおりでございます。 

  ６目資産減耗費は、配水管の布設替え工事や施設改修工事等により除却された配水管や設

備等の減価償却未済分を費用として計上したものでございます。 
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  ２項１目１節企業債利息は、償還計画に基づく支払利息でございます。 

  ３項３目１節過年度損益修正損は、過年度の漏水による還付や誤納となった水道料金等の

還付を損失として処理したものでございます。 

  26ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。こちらは、消費税及び地方消費税込みで作成しており

ます。 

  初めに、収入でございます。 

  １款資本的収入の当年度決算額は、４億5,856万5,627円で、前年度比1,586万6,238円の増

でございます。 

  １項２目１節建設改良費等の財源に充てるための企業債は、老朽管更新工事等を実施する

ため借入れを行ったものでございます。 

  ５項１目１節負担金は、道路工事に伴う配水管移設工事や富士見工業団地拡張に伴う配水

管布設工事等の負担金でございます。 

  ９項１目１節他会計補助金は、旧南河原地区簡易水道事業に係る企業債の元金償還金の一

部を一般会計から繰り入れたものでございます。 

  27ページをお願いいたします。 

  資本的支出でございます。 

  １款資本的支出の当年度決算額は、14億9,472万330円で、前年度比706万6,128円の減でご

ざいます。 

  １項１目建設費は、５億7,568万8,974円で、前年度比18.43％の減でございます。主な項

目といたしまして、17節委託料は、工事設計委託料でございます。26節工事請負費は、浄水

場や配水場の施設改修工事や配水管布設替え工事、舗装復旧工事等の工事請負費でございま

す。 

  28ページをお願いいたします。 

  ６目向町浄水場中央監視装置等更新事業費は、４億5,766万8,968円で、前年度比41.29％

の増でございます。26節工事請負費は、令和３年度から令和６年度までの継続事業として実

施しました向町浄水場中央監視装置等更新事業工事請負費でございます。 

  ２項２目１節建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金は、各事業に係る元金償還

金でございます。 

  以上で、資本的収入及び支出の説明を終わらせていただきます。 
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  29ページをお願いいたします。 

  （４）固定資産明細書でございます。これは、令和６年度末時点の固定資産の償却未済額

を一覧にまとめたものでございます。 

  次の30ページから32ページは、企業債明細書でございます。企業債の未償還残高の借入れ

明細として、行田市上水道事業企業債分、旧南河原地区簡易水道事業企業債分に区分して表

にまとめたものでございます。 

  以上で、議案第72号についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号及び議案第７２号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  １番 福島委員。 

○１番 福島委員 ご説明ありがとうございました。 

  決算書のほうから、23ページの退職給付費、もうちょっと。これ、前年が321万円に対し

て、やっぱり1,331万円になっていますので、この1,000万円増えたところの理由をもうちょ

っと聞かせてもらいたい。 

  あと、次の24ページの研修費、全額減になってしまっているんですけれども、これはどう

いう理由なのかなと思ったんですけれども、ちょっとそこをお願いします。 

○委員長 根岸課長。 

○上下水道経営課長 お答え申し上げます。 

  まず、退職給付費につきまして、この退職給付費は、水道事業に従事したことのある職員

が退職した際に支払う退職金の額を毎年度、皆さんが一斉に退職したと仮定した場合の所要

額を繰入金として積み立てているものでございまして、これはちょっと人事異動によりまし

て多少の増減はありますので、その所要額を繰り入れたものでございます。 

  それと、次のページの研修費でございますが、研修の参加費としていろんな各種機関で行

っている研修がありまして、参加費のかかるもの、それから参加費のかからないもの、いろ

んな研修ございまして、令和６年度につきましては、研修自体はいろんな研修には参加して

おりますが、例えば県の主催する研修であったりとか、参加費のかからないオンラインの研

修であったりとか、そういったものを受講した結果、決算はゼロとなったものでございます。 

  以上でございます。 



－207－ 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 研修費ですけれども、ゼロというのが、全く何かちょっと行ってないよう

な印象に見えてしまったので、ちょっと質疑をさせてもらいました。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑はございますか。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 決算のほう、15ページの工事、建設改良工事契約金20件、（１）番20件と

あって、その中でゼロ債務で舗装復旧工事（その１）、（その２）ありますけれども、ゼロ

債務の場合の工期というのは、どのような考えで設定したかというのが１点。 

  それとあと、工事の番号を見ると、本当に単純なことですけれども、１、２が無くて、３、

４か何かで、その１とかと始まっていますけれども、それが使われてないというのはなぜか

ということで、２点目伺います。 

  それと、もう一点ですけれども、22ページの17節の委託料、説明の中で漏水調査とか水管

橋の調査を入ったために今年度は前年度よりも48.14％増えているということですけれども、

この漏水調査委託料の内訳、漏水のほうが幾らで、水管橋が幾らか。あと、漏水調査という

のは今年だけだったのか、伺います。 

  最後ですけれども、27ページ、支出の工事請負費が５億2,281万5,700円ということで前年

度より20.82％減額になっておりますけれども、13ページの説明の中で管路経年劣化率は前

年度比1.9ポイント増の22.47となっていると、劣化が進んでいるということですけれども、

なぜこの辺で今年度は減っちゃったかという、その理由です。 

  以上です。 

○委員長 内山課長。 

○水道課長 順番のほう違ってくるかもしれないんですけれども。 

  まず、工期でございますが、ゼロ債務の、基本は夏までに終わらせるということで工期を

設けております。 

○２番 小林委員 頭は、いつからいつまでの。 

○委員長 小林さん、言うときはマイクをつけてやってください。 

○水道課長 具体的に工期でございますが、その１とその２の工期としまして、すみません。

一応具体的に、ゼロ債務のその１の工期は令和７年２月28日から令和７年７月31日、その２

としまして令和７年２月16日から令和７年６月21日という工期を設けております。 
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○２番 小林委員 じゃ、夏場でということはないわけですね。それはそれでいいです。 

  あとは、単純ですけれども、工事番号の振り方ですね。 

○水道課長 抜けているところがあるのは、1,000万円と1,000万円を下回るもので区別してい

まして、1,000万円を下回っているものが抜けてございます。 

○２番 小林委員 はい、分かりました。 

○水道課長 水管橋と漏水の内訳でございますが、水管橋のほうが882万2,000円が請負額にな

っています。漏水調査業務委託ですけれども、1,210万円でございます、1,210万円が請負費

になっています。 

○２番 小林委員 漏水調査というのは1,100万円しかないんだから、漏水調査が1,200万円あ

るのはおかしいし。 

○水道課長 ああ、すいません、これ1,210万円が税込みの価格でございまして、税抜きでそ

れは表示されてございます。 

○２番 小林委員 ああ、これは税抜きなんだ。そうすると、水管橋というのはどこに入るん

ですか。 

○委員長 内山課長。 

○水道課長 水管橋に関してのご質問、もう一度お願いできますか。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 説明の中で漏水委託と水管橋の調査でこの48.1％増えたと言ったんで、だ

から、水管橋がどこに入っているかということでちょっと教えてほしいということの質問で

すけれども。 

○委員長 根岸課長。 

○上下水道経営課長 その水管橋の点検業務委託、この決算書でどこに表示されているかとい

うことかと思うんですけれども、今委託料の備考欄内訳に各設備点検、施設管理、漏水調査、

台帳修正委託料等と表記ございますが、この水管橋点検業務につきましては、申し訳ござい

ません、台帳修正委託料等という中でその他の委託業務とまとめて、金額のほうはこの

1,277万5,776円、この中の内数として水管橋点検委託は入っております。 

  以上でございます。 

○２番 小林委員 はい、分かりました。 

  もう一つ、ちょっと細かくて申し訳ないんですけれども、今度は工事請負費ですね。 

○委員長 高橋部長。 
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○都市整備部長 お答え申し上げます。 

  前年度と比べて決算額の差が大きいよと、そういうことだと思うんですけれども。 

○２番 小林委員 差が大きいんじゃなくて、13ページの老化率が進んでいる割には減ってい

るということも含めてです。 

○都市整備部長 前年度決算額に対して減っているのは表のとおりでございまして、前年度決

算額が約６億6,000万円、当該年度は５億2,000万円と。この６億6,000万円のほうが、通常

大体５億円前後で工事費を推移して実施しているんですが、前年度の繰越額が多かったこと

から前年度の決算額が多くなったということで、事業の平準化としては、通常大体おおむね

５億円程度の事業費で推移していると、そういうことで考えていただければいいのかなと思

います。 

  以上でございます。 

○２番 小林委員 了解です。 

○委員長 他に質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての討論及び採決

は、審査日程のとおり、本日最後に審査を行います建設部所管部分の審査終了後に一括して

行いますので、ご了承願います。 

             ────────────────── 

△議案第７２号の討論、採決 

○委員長 続いて、議案第72号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて討論を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第72号 令和６年度行田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、これ

を原案可決及び認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第72号はこれを原案可決及び認定するに決しま
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した。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １０時 ３１分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ３８分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号及び第７３号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田

市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、上下水道経営課及び下水道課所管部分並びに

議案第73号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを一

括議題とし、執行部の説明を求めます。 

  上下水道経営課、根岸課長。 

○上下水道経営課長 それでは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定に

ついてのうち、下水道事業に関する事項についてご説明申し上げます。 

  歳入歳出決算書の207ページをお願いいたします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、３目公共下水道費は、公共下水道事業会計への繰出金でご

ざいます。 

  210ページをお願いいたします。 

  右側備考欄の18節公共下水道事業会計繰出金は、公共下水道事業会計への負担金及び補助

金、23節下水道事業会計出資金は、繰入資本金としてそれぞれ繰り出したものでございます。 

  以上で議案第67号について、下水道事業に関する事項の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第73号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認

定についてご説明申し上げますので、決算書及び決算附属書類をご覧ください。 

  なお、本決算は、地方公営企業法の規定に基づき、決算報告書、収益的収入及び支出並び

に資本的収入及び支出については、消費税及び地方消費税を含み、損益計算書、貸借対照表

等については、消費税及び地方消費税を含まず作成しているため、金額の表示が一致しない

箇所がございますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 

  それでは、33ページをお願いいたします。 

  令和６年度行田市公共下水道事業決算報告書でございます。 
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  １、収益的収入及び支出でございますが、この表は消費税及び地方消費税込みで作成して

おります。 

  初めに、収入でございます。 

  第１款下水道事業収益の決算額は17億2,396万608円で、予算額に対し97％の収入実績でご

ざいます。 

  次に、支出でございますが、第１款下水道事業費用の決算額は16億2,060万8,396円で、予

算額に対し93.2％の執行率でございます。 

  35ページをお願いいたします。 

  ２、資本的収入及び支出につきましても、消費税及び地方消費税込みで作成しております。 

  まず、収入でございますが、第１款資本的収入、第１項企業債は、下水道整備に伴う公共

下水道事業債、埼玉県が実施する流域下水道事業に対する負担金に充てるための流域下水道

事業債及び企業債の元金償還金に充てるための資本費平準化債で、第３項国庫（県）補助金

は、各種工事等に係る社会資本整備総合交付金、第４項貸付金償還金は、排水設備の改造資

金貸付金の元金償還金、第６項負担金等は、下水道整備に伴う受益者負担金等、第８項他会

計出資金は、一般会計からの出資金でございます。これらの収入決算額は８億7,078万6,425

円で、予算額に対し69.2％の収入実績でございます。 

  次に、支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費でございますが、主なものは、汚水管

渠の幹枝線工事請負費等で、第３項は企業債の元金償還金でございます。支出決算額は15億

1,265万3,601円で、予算額に対し79.2％の執行率でございます。この収入決算額から支出決

算額を差し引きますと、６億4,186万7,176円の不足となります。この不足額の補塡ですが、

35ページの欄外に記載してありますように、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額5,091万6,326円、当年度分損益勘定留保資金５億4,962万1,757円、当年度利益剰余金処分

額4,132万9,093円で補塡しております。 

  37ページをお願いいたします。 

  損益計算書についてご説明申し上げます。 

  損益計算書は、１年間の経営成績を示したものでございます。ここからは消費税及び地方

消費税抜きで作成しております。 

  １、営業収益は、（１）下水道使用料から（３）その他営業収益まで、下水道使用料や雨

水処理に係る一般会計からの繰入金等で、合計８億2,379万5,770円でございます。 

  ２、営業費用は、（１）管渠及びポンプ場費から（６）資産減耗費まで、下水道施設の維
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持管理に係る費用等で、合計14億5,327万589円でございます。営業収益から営業費用を差し

引いた営業利益は６億2,947万4,819円のマイナスでございます。 

  ３、営業外収益は、（１）受取利息及び配当金から（５）雑収益まで一般会計からの繰入

金や減価償却した資産の財源となった補助金等を収益化した長期前受金戻入等で、合計８億

1,159万5,305円でございます。 

  ４、営業外費用は、（１）支払利息及び企業債取扱諸費及び（２）雑支出で、企業債の支

払利息や特定収入に係る消費税及び地方消費税で、合計１億2,958万6,980円でございます。 

  収益から費用を差し引いた経常利益は5,253万3,506円でございます。 

  次の５、特別損失、（１）過年度損益修正損は、過年度の漏水等による下水道使用料の還

付に伴う損失を計上したもので９万7,620円でございます。 

  経常利益から特別損失を差し引いた5,243万5,886円が当年度純利益でございます。また、

この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金１億185万9,742円を加えたものが、当年度未処分

利益剰余金１億5,429万5,628円でございます。 

  続きまして、38ページをお願いいたします。 

  （３）剰余金計算書についてご説明申し上げます。 

  上段の表の上半分が前年度処理を表し、下半分が当年度処理を表したものでございます。

また、左から資本金、剰余金、資本合計の順になっております。 

  表の下半分をご覧ください。 

  資本金についてでございますが、一般会計からの出資金１億1,426万7,000円を組み入れ、

資本金の年度末残高は65億1,696万6,058円でございます。 

  次に、剰余金のうち資本剰余金でございますが、当年度の変動はなく、当年度末残高は７

億6,711万7,361円でございます。利益剰余金につきましては、未処分利益剰余金として、当

年度純利益5,243万5,886円を加え、当年度末残高は１億5,429万5,628円でございます。 

  これにより、資本金と剰余金を合わせた資本合計は74億3,837万9,047円でございます。 

  次に、下段の表、（４）剰余金処分計算書（案）についてご説明申し上げます。 

  これは地方公営企業法第32条第２項の規定により、本決算により生じた利益の処分につき

まして議会の議決をお願いするものでございます。令和６年度末での未処分利益剰余金の額

は、表の一番右上にありますとおり、１億5,429万5,628円でございます。このうち資本的収

入及び支出の補塡財源として使用した額4,132万9,093円を資本金へ組み入れ、残り１億

1,296万6,535円を令和７年度への繰越利益剰余金とするものでございます。 
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  続きまして、40ページをお願いいたします。 

  貸借対照表でございますが、決算日において保有する全ての財産を総括的に表示したもの

で、資産、負債及び資本で構成されております。 

  まず、40ページ、資産の部でございますが、１、固定資産は、（１）有形固定資産から

（３）投資その他の資産までの合計223億1,980万942円。 

  ２、流動資産は、（１）現金預金から（４）前払金までの合計４億1,454万3,742円で、資

産合計は227億3,434万4,684円でございます。 

  なお、２の流動資産、（２）未収金は、主に令和７年３月に調定を行った、１月・２月分

の下水道使用料や社会資本整備総合交付金等で、令和６年度中の債権ですが、３月31日まで

に収納されていないものでございます。 

  次に、41ページ、負債の部でございますが、３、固定負債は、（１）企業債69億4,171万

9,229円、４、流動負債は、（１）企業債から（４）その他流動負債までの合計10億7,747万

7,517円。 

  ５、繰延収益は、資産の取得の財源とした国庫補助金等である（１）長期前受金から当該

資産の減価償却に合わせ、期間損益の観点から、その見合い分を収益化した累計額である長

期前受金収益化累計額を控除した72億7,676万8,891円となり、負債合計は152億9,596万

5,637円でございます。 

  次に、資本の部でございますが、６、資本金合計は65億1,696万6,058円、７、剰余金は、

（１）資本剰余金及び（２）利益剰余金の合計９億2,141万2,989円でございます。 

  ６、資本金と７、剰余金の資本合計は74億3,837万9,047円、負債資本合計は227億3,434万

4,684円となり、資産合計と負債資本合計が一致するものでございます。 

  42ページは、決算書の注記でございます。会計処理方法や財務諸表等の表示方法について

記載したもので、説明は省略させていただきます。 

  43ページをお願いいたします。 

  こちらから附属書類になります。 

  令和６年度行田市公共下水道事業報告書についてご説明申し上げます。 

  １、概況の（１）総括事項として、（イ）業務の状況についてでございますが、令和７年

３月末現在の処理区域内人口は４万4,919人、行政区域内人口７万7,426人に対する普及率は

58.02％、水洗化人口は４万422人で、水洗化率は89.99％でございます。また、年間汚水処

理水量は714万8,200立方メートルで、そのうち下水道使用料の賦課対象となった水量である
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年間有収水量は465万3,045立方メートル、有収率は65.09％でございます。 

  次に、（ロ）建設改良状況についてですが、第10処理分区に属する藤原町地内において汚

水管渠整備を実施し、下水道処理区域の拡大をはかりました。また、行田市下水道ストック

マネジメント計画に基づくポンプ場等の機械設備等の更新や、管路施設調査、マンホール点

検を行うとともに、マンホール蓋改修工事を実施し、下水道施設の持続的な機能確保をはか

りました。 

  次の（ハ）経理の状況につきましては、33ページから36ページでご説明したもので、省略

させていただきます。 

  （２）経営指標に関する事項についてでございますが、令和６年度決算における経営成績

として、経営の健全性を示す経常収支比率は103.32％で、健全経営の水準とされる100％を

上回っておりますが、料金水準の妥当性を示す経費回収率は73.22％と事業に必要な費用を

料金収入で賄えている状況とされる100％に到達していない状況となっております。 

  また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は20.76％、法定耐

用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は23.85％で、いずれも前年と比べ施

設の老朽化は進んでおります。 

  44ページをお願いいたします。 

  （３）議会議決事項は、記載のとおり５件ございました。 

  （４）行政官庁認可事項は、行田都市計画下水道の変更等、３件ございました。 

  （５）下水道事業運営審議会は２回開催し、行田都市計画下水道の変更及び受益者負担金

負担区の設定、単位負担金額についてご審議いただきました。 

  （６）職員に関する事項は、令和６年度末現在、一般職は11名で、前年からの増減はござ

いません。 

  （７）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項につきましては、令和７年３月に下

水道使用料を20％改定いたしました。 

  45ページをお願いいたします。 

  ２、工事の概要についてご説明申し上げます。 

  令和６年度に契約を締結した契約金額1,000万円以上の工事は８件で、契約金額の合計は

８億9,340万3,600円、契約金額1,000万円未満の工事は25件で、契約金額の合計は4,003万

3,400円でございます。 

  次に、３、業務の状況についてご説明申し上げます。 
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  （１）業務量でございますが、処理区域内人口は４万4,919人で、前年度と比較しますと

227人の減でございます。表の下から３行目、年間汚水処理水量は714万8,200立方メートル

で、前年度と比較しますと16万115立方メートルの増、また、年間有収水量は465万3,045立

方メートルで、前年度と比較しますと8,174立方メートルの増でございます。 

  46ページをお願いいたします。 

  （２）事業収入に関する事項、（３）事業費に関する事項につきましては、この後、49ペ

ージからの収益費用明細書によりご説明いたしますので、省略させていただきます。 

  ４、会計についてでございますが、（１）重要契約の要旨として、工事契約額１億5,000

万円以上のものは１件で、委託契約額1,000万円以上のものは８件でございます。 

  （２）企業債及び一時借入金の概況でございますが、（イ）企業債は、当年度借入高６億

4,360万円、当年度償還高７億9,580万4,374円で、当年度末の残高は１億5,220万4,374円減

の77億1,764万8,339円でございます。 

  なお、（ロ）起債前借分と（ハ）一時借入金はございません。 

  （３）その他会計経理に関する重要事項でございますが、該当事項はございません。 

  ５、附帯事項についてでございますが、（１）排水設備改造資金貸付状況は、令和６年度

における新規の貸付けはなく、令和６年度末の貸付状況は１件で、未償還額は２万8,800円

でございます。 

  ６、その他、（１）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実は、該当事項はござ

いません。 

  （２）他会計負担金等の使途につきましては、消費税等の税額計算を行うに当たり必要と

なる不課税収入の使途の特定を行うものでございます。 

  収益的収入のうち、一般会計からの繰入金である雨水処理負担金、他会計負担金、他会計

補助金について、それぞれ記載のとおり使途を特定するものでございます。 

  次に、資本的収入のうち、国庫補助金及び負担金等について、それぞれ記載のとおり使途

を特定するものでございます。 

  48ページをお願いいたします。 

  キャッシュ・フロー計算書についてご説明申し上げます。 

  キャッシュ・フロー計算書は、１事業年度の資金収支の状況を一定の活動区分別に表示し

たもので、資金の適正な調達と運用を把握するものでございます。 

  １、業務活動によるキャッシュ・フローについてでございますが、ページ中段になります
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が、５億8,099万7,050円のプラス、その下、２、投資活動によるキャッシュ・フローは５億

4,556万7,747円のマイナス、３、財務活動によるキャッシュ・フローは１億2,671万8,916円

のマイナスで、資金期末残高は１億9,362万2,938円でございます。 

  49ページをお願いいたします。 

  収益費用明細書のうち、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。 

  収入でございますが、１款下水道事業収益の当年度決算額は16億3,539万1,075円で、前年

度比333万1,939円の増でございます。 

  収入の主な項目といたしまして、１項１目１節下水道使用料は、前年度比0.56％の増でご

ざいます。 

  ２目１節雨水処理負担金は、雨水処理に係る費用に対する一般会計繰入金でございます。 

  ２項２目１節他会計負担金は、分流式下水道等に要する経費や不明水処理費等に係る一般

会計繰入金でございます。 

  ３目１節他会計補助金は、企業債支払利息等に充当した一般会計繰入金でございます。 

  ４目１節長期前受金戻入は、資産の取得のために交付を受けた国庫補助金等を長期前受金

という勘定科目で会計処理しており、減価償却費を計上する際、期間損益の考え方からその

見合い分として収益化したもので、非現金収入でございます。 

  次に、収益的支出についてご説明申し上げます。 

  50ページをお願いいたします。 

  １款下水道事業費用の当年度決算額は15億8,295万5,189円で、前年度比5,254万8,248円の

増でございます。 

  支出の主な項目といたしまして、１項１目管渠及びポンプ場費は１億8,395万6,821円で、

前年度比3.26％の減でございます。そのうち主な項目といたしまして、17節委託料は、ポン

プ場施設の管理委託料及び機械設備の保守点検委託料等でございます。41節動力費は、市内

５箇所のポンプ場及びマンホールポンプ５箇所の電気料等で、電気料金の高騰により前年度

比10.08％の増でございます。 

  ２目流域下水道維持管理負担金２億9,892万4,730円は、桶川市にあります終末処理場の元

荒川水循環センターへ行田市から送水した汚水の処理に要した費用で、汚水処理に係る単価

が、令和６年度より汚水処理量１立方メートル当たり38円から46円に値上がりしたことから、

前年度比23.83％の増でございます。 

  51ページをお願いいたします。 
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  ３目業務及び普及促進費は6,422万8,228円で、前年度比15.58％の増でございます。主な

項目といたしまして、17節委託料は、水道課への下水道使用料徴収委託料でございます。 

  ４目総係費は3,583万3,415円で、前年度比13.89％の増でございます。主な項目といたし

まして、19節使用料及び賃借料は、水道庁舎の一部を下水道課の執務室として使用している

ことから、水道課への賃借料等でございます。36節貸倒引当金繰入額は、当年度に貸倒引当

金を取り崩したこと、また、将来の貸倒れを見込み、所要の額を計上したものでございます。 

  52ページをお願いいたします。 

  ６目減価償却費は、前年度比0.22％の減で、内訳は備考欄記載のとおりでございます。 

  ２項１目１節企業債利息は、償還計画に基づく支払利息でございます。 

  ２目２節その他雑支出は、特定収入に係る消費税及び地方消費税等を費用計上したもので

ございます。 

  ３項４目１節過年度損益修正損は、過年度の漏水等による下水道使用料の還付を損失とし

て処理したものでございます。 

  53ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。こちらは消費税及び地方消費税込みで作成しておりま

す。 

  初めに、収入でございます。 

  １款資本的収入の当年度決算額は８億7,078万6,425円で、前年度比２億4,408万2,995円の

増でございます。 

  主な項目といたしまして、１項１目１節公共下水道事業債は、管渠整備等建設改良事業の

財源に充てた企業債で、２節流域下水道事業債は、荒川左岸北部流域下水道建設負担金に充

てた企業債、２目１節資本費平準化債は、企業債元金償還金の財源に充てた企業債でござい

ます。 

  ３項１目１節国庫補助金は、汚水管渠枝線工事等に対する社会資本整備総合交付金でござ

います。 

  ６項１目１節受益者負担金は、下水道事業受益者負担金でございます。 

  ８項１目１節他会計出資金は、企業債の元金償還金等に対する一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

  54ページをお願いいたします。 

  資本的支出でございます。 
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  １款資本的支出の当年度決算額は15億1,265万3,601円で、前年度比２億384万645円の増で

ございます。 

  １項１目建設改良費は６億1,679万4,071円で、前年度比89.8％の増でございます。主な項

目といたしまして、17節委託料は、工事に係る設計委託やマンホール点検委託等でございま

す。26節工事請負費は、第10処理分区汚水枝線工事や舗装復旧工事、ポンプ場の設備改修工

事等の工事請負費でございます。 

  ２目１節流域下水道建設負担金は、荒川左岸北部下水道事務所が桶川市にある元荒川水循

環センターや中継ポンプ場等で実施した工事等に対する負担金で、埼玉県と流域構成５市で

その費用を負担しているものでございます。 

  ３項１目建設改良企業債償還金は、各事業に係る企業債の元金償還金でございます。 

  以上で、資本的収入及び支出の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、55ページをお願いいたします。 

  （４）固定資産明細書でございます。これは、令和６年度末時点の固定資産の償却未済額

を一覧にまとめたものでございます。 

  次の56ページから60ページは企業債明細書でございます。企業債の未償還残高の借入明細

として表にまとめたものでございます。 

  以上で、議案第73号についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第７３号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  １番 福島委員。 

○１番 福島委員 ご説明ありがとうございました。 

  まず、決算書の54ページの委託料のところですけれども、言及はあったと思うんですけれ

ども、もうちょっと詳しく、この調査測量設計委託料等が、前年度が4,217万700円だったの

が、当年度だと１億5,296万7,000円なので、そこの上がっている理由をお聞かせいただけた

らと思います。もうちょっと詳しく。 

  以上です。 

○委員長 五十幡課長。 

○下水道課長 資本的支出の17節委託料の前年度比に対しての増額の理由ということでよろし
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いでしょうか。 

  こちらにつきましては、主な理由といたしましては、緑町ポンプ場の耐震診断工事委託で

すとか、管路の耐震診断、また新しく面整備を行います第６処理分区の汚水の実施設計業務

委託、また都市計画決定の事業認可ですとか、新しい事業の部分が入っていまして、それで

全体で約１億1,000万円の増額になったというところでございます。 

○委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 決算の50ページの流域下水道維持管理負担金ということで、何か料金が38

円から46円に上がったということですけれども、この上がった料金体系はどういう体系で38

円から46円になっているかということが１点と、この場合、令和６年度は量も増えたのか、

減ったのか、その２点です。 

  あと、もう一点が、54ページの26節の工事請負費４億2,593万8,100円ですけれども、これ

が前年度より78.27％増えているんですけれども、これはあくまでも枝線工事が増えたのか、

機械設置工事の費用が増えたのかということの質問です。 

  もう一点が、その下の２節流域下水道建設負担金、負担金を５市で負担するということに

なっていますけれども、これはいつまで続くのか、その点についてお聞きします。 

  以上です。 

○委員長 以上４点でいいですか。 

○２番 小林委員 そうですね、はい。 

○委員長 五十幡課長。 

○下水道課長 まず、50ページの流域下水道維持管理負担金についてのご質問ということでよ

ろしいですかね。 

  まず、こちらの料金の算定根拠になりますが、こちらにつきましては流域下水道で５年ご

とに見直しされている負担金でございまして、算定方法につきましては、荒川左岸北部流域

下水道事業で５年間、令和６年から10年の電気料や修繕費、運転管理費などの維持管理の管

理費の推移から、負担金以外の収入、繰入金ですとか固定資産税の貸付料収入ですとか、消

化ガスの売却料等の控除後の支出予定額に対して、汚水の推計処理水量で割って算出してい

るということでございます。 

  これまでは38円という負担金でございましたが、平成31年４月から令和６年３月まで38円

という負担金でございましたが、その後、そちらの維持管理費の算定をして、46円になった
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ということでございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 説明だと、38円からというのが、最低が38円から46円ということなのか、

その枠で考えたんですけれども、当初が38円だったのが46円になったという、そのからです

ね。 

○下水道課長 はい。 

○２番 小林委員 了解です。 

○委員長 五十幡課長。 

○下水道課長 平成26年から38円でございまして、令和６年度からその維持管理負担金は５年

ごとに見直しされている中で、46円になったということでございます。 

  こちらの維持管理負担金の処理した水量でございますが、令和５年度が698万8,085立方メ

ートルに対しまして、令和６年度、714万8,200立方メートルということで、水量も増となっ

てございます。 

  続きまして、54ページの工事請負費の増額となった主な要因ということでよろしいでしょ

うか。 

  こちらの主な要因でございますが、令和５年度から令和６年度に繰り越した事業費が大き

いものがございまして、例えば緑町ポンプ場のし渣ベルトコンベヤ、ホッパの更新工事、こ

ちらが約１億2,300万円、またマンホール蓋の改修工事が２件ございまして、合わせて約

3,500万円、こちらの事業が繰越しされて６年度に実施されたということが主な要因でござ

います。 

  続きまして、同じく54ページの流域の下水道建設負担金がいつまで続くかということでご

ざいますが、こちらの事業費につきましては、各流域５市が日最大計画汚水量の割合によっ

て支出する負担金でございます。行田市の場合は、令和６年度で16.17％を支出する負担金

となってございまして、こちらにつきましては、昨年度に対して約18億円ほど減となってお

りますが、県に確認したところ、予定されていた事業が交付金の内示がなかったという部分

で事業を見直して、約18億円減になったというところでございまして、今後続くかというこ

とにつきましては、やはり維持管理の部分にも関わりますので、施設の改築更新、また新た

なエネルギーの開発ですとか、そういうものを考えますと、継続的に事業は進んでいくとい

うことになるかと思います。 

  以上でございます。 
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○委員長 よろしいですか。 

○２番 小林委員 いいです。 

○委員長 他に質疑はございませんか。 

  ３番 吉田委員。 

○３番 吉田委員 説明ありがとうございます。 

  私は、37ページの営業外収益という形で、受取利息及び配当金、受取利息は分かるんです

けれども、配当金というのはどういう投資に対して配当金がついているのか、それが１点と、

あとその５番目に雑収益というのがありますよね。雑収益というのはどういうものが雑収益

になっているのか、教えていただきたい。 

  以上、お願いします。 

○委員長 根岸課長。 

○上下水道経営課長 お答え申し上げます。 

  まず、配当金につきまして、ここで項目としまして受取利息及び配当金ということで表示

はしておりますが、これは公営企業法の損益計算書のひな型に準じたつくりになっておりま

して、ここに配当金という言葉がこの項目では出ておりますが、実際にはこれは全て預金利

息になります。配当金は含まれておりません。 

  それと、雑収益でございますが、こちらは窓口での、下水道課の埋設図とかのコピー代で

すとか、あとは不納欠損を行った下水道使用料、こちらにつきましての消費税の相当分とい

うことで、これは収益として計上しておりますので、その分でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 吉田委員。 

○３番 吉田委員 再度、お聞きしたいんですけれども、配当金というのは、受取利息ですよ

ね。別に改めてこの受取利息、１行だけでいいんじゃない。配当金をカットしてしまっても

いいんじゃないかと思うんだけれども、これはこういう水道課のこれで、経理で書かなくて

はならないんですか、記載は。削除したらどうなんだろう。 

○委員長 根岸課長。 

○上下水道経営課長 お答え申し上げます。 

  これは、ある程度国での様式、ひな形はあるんですが、必ずしもそのとおりに記載しなけ

ればならないというものではございませんので、それは各事業体の実情に応じて、この辺の

変更というのは当然可能でございますので、またその辺につきましては、配当金等、その収
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入としての実態がないという中で、表示方法については検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしくお願いします。 

  他に質疑はございますか。 

〔「いいですよ」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての討論及び採決

は、先ほど申し上げたとおり、本日最後に審査を行います建設部所管部分の審査終了後に一

括して行います。 

             ────────────────── 

△議案第７３号の討論、採決 

○委員長 続いて、議案第73号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第73号 令和６年度行田市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、

これを原案可決及び認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第73号は、これを原案可決及び認定するに決し

ました。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １１時 ２５分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ２６分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６３号について 

○委員長 次に、議案第63号 行田市下水道条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部の

説明を求めます。 
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  下水道課、五十幡課長。 

○下水道課長 それでは、議案第63号 行田市下水道条例の一部を改正する条例についてご説

明申し上げます。 

  議案書の83ページをお願いいたします。 

  本案は、災害その他非常の場合において、排水設備などの工事を行うことができる事業者

の対象範囲を拡大して、工事の円滑な実施を確保するため、市長が指定した指定工事店以外

の他の市町村長または管理者の指定を受けた指定工事店であっても、排水設備などの工事を

行うことができるよう改正するものでございます。 

  家庭や事業所で発生した下水を公共下水道へ流すための排水管や排水ますなどの排水設備

は、排水が流れにくくなったり、排水管が詰まることがないよう、適切に施工することが必

要です。こうしたことから、工事の安全性や適正性を確保するため、排水設備の工事は専門

的な技術や知識、施工能力がある工事業者を、それぞれの自治体が指定工事店として登録し、

その指定工事店でなければ工事を実施することができない制度となっておりました。 

  こうした中、令和６年１月に発生した能登半島地震では、多くの家屋で排水設備などが破

損したことにより、工事を行うことができる指定工事店が不足し、これによって排水設備な

どの復旧が遅れることとなりました。これを踏まえて、国土交通省で定める市町村の下水道

条例の制定などに関する事務の参考となる標準下水道条例等が改正されたことを受けて、改

めるものでございます。 

  改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の14ページをお願いいたします。 

  第６条は、排水設備指定工事店の指定について定めるもので、条文の改正内容に即して所

要の整理を行い、各号を追加するものでございます。 

  議案書に戻りまして、84ページをお願いいたします。 

  附則でございますが、施行期日は公布の日からとするものでございます。 

  以上で議案第63号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６３号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

             ────────────────── 



－224－ 

△議案第６３号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に採決いたします。 

  議案第63号 行田市下水道条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の

委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第63号は原案のとおり可決するに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １１時 ３１分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ３３分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 皆様にお諮りいたします。お昼休みにかかってしまうと思うんですけれども、続け

て最後までやりたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

  次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田市一般

会計歳入歳出決算認定についてのうち、都市計画課、建築開発課及び企業誘致課所管部分に

ついてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  初めに、都市計画課、金子課長。 

○都市計画課長 それでは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算のうち、都

市計画課所管事業についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策についてご説明申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決算書附

票の57ページをお願いいたします。 

  中段の景観計画策定事業でございますが、令和５年度から景観法に基づく計画策定に着手

し、２カ年で実施したものでございます。 

  58ページをお願いいたします。 

  下段の常盤通佐間線街路事業でございますが、事業主体である埼玉県が行う事業費の一部
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を負担したほか、先行取得用地の維持管理のため、除草を実施したものでございます。 

  59ページをお願いいたします。 

  上段の古代蓮の里Ｃ棟トイレ更新事業でございますが、南側駐車場から西側園内への入り

口付近に多目的トイレを整備したものでございます。 

  次に、水城公園東側園地再整備事業でございますが、水城公園東側園地内に北口駐車場、

芝生広場の整備、また複合遊具を設置したものでございます。 

  次に、公園施設長寿命化事業でございますが、行田市公園施設長寿命化計画に基づき、老

朽化した園内灯やフェンスの更新工事を実施したものでございます。 

  次に、古代蓮の里行田タワーサイン設置事業でございますが、全国発射プロジェクトと銘

打ち、行田タワーにサイン及び屋上に展望台を設置したものでございます。 

  主要施策の説明は以上でございます。 

  続きまして、令和６年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書についてご説明申し上げます。 

  初めに、歳出からご説明申し上げますので、事項別明細書の203ページをお願いいたしま

す。 

  ８款土木費、４項１目都市計画総務費は、主に都市計画課、建築開発課、企業誘致課の３

課に対する経費でございまして、予算現額は２億7,114万3,512円に対し、支出済額は２億

1,798万1,115円で、執行率は80.4％でございます。 

  次に、歳出の主な内容についてご説明いたしますので、右ページ備考欄をお願いいたしま

す。 

  ◎都市計画一般管理費の主なものといたしまして、１節から８節までは職員に関する経費

で、都市計画課、建築開発課、企業誘致課職員21名分及び会計年度任用職員１名の人件費等

でございます。 

  次の◎都市計画課関係経費は、経常的な経費のほか景観計画の策定委託料、水道庁舎執務

室の借上料、関係団体への分担金及び負担金でございます。 

  主なものといたしまして、12節景観計画策定委託料は、主要施策でご説明したとおりでご

ざいます。 

  13節、上から３行目、施設借上料は、都市計画課、建築開発課、企業誘致課の水道庁舎２

階への移転に伴う施設借上料でございます。 

  続きまして、不用額についてご説明申し上げます。 

  全体の不用額5,316万2,397円のうち、都市計画課の主なものを申し上げますと、13節使用
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料及び賃借料は、水道庁舎２階への執務室移転に伴い、施設借上料が見込みより少なかった

ことによるものでございます。 

  18節負担金補助及び交付金は、八幡通りにおける建物等の修景整備に対する補助を３件予

定しておりましたが、申請がなかったことによるものでございます。 

  207ページをお願いします。 

  中段の２目街路事業費は、道路治水課執行分を一部含みますが、予算現額431万4,000円に

対し、支出済額は429万8,000円で、執行率は99.7％でございます。 

  右ページ備考欄の◎常盤通佐間線街路事業費は、都市計画道路常盤通佐間線に係る費用で

ございまして、主要施策でご説明申し上げましたが、18節常盤通佐間線街路事業負担金は、

事業主体である埼玉県が実施した詳細設計業務などに係る本市負担金でございます。 

  209ページをお願いいたします。 

  ４目公園費は、予算現額４億6,919万9,998円に対し、支出済額は４億1,078万3,461円で、

執行率は87.5％でございます。 

  右ページ備考欄の◎公園維持管理費は、市内87箇所の公園と４箇所の緑地の維持管理に要

した費用でございます。 

  主なものといたしまして、１節から８節までは職員関係経費で、公園担当職員４名分及び

会計年度任用職員７名分の人件費等でございます。 

  10節、３行目の修繕料は、遊具や草刈り機などの修繕に要した費用でございます。２つ下

の電気料は、園内灯や公園管理事務所などの電気料でございます。 

  11節出役料及び212ページの13節器具・機材借上料は、公園施設の補修や樹木の剪定・伐

採などの緊急作業に要した費用でございます。 

  210ページに戻りまして、12節調査測量設計委託料は、水城公園東側園地再整備に係る設

計業務及び都市計画緑地かすが緑道の計画予定地の土地取得に伴う調査測量業務に要した費

用でございます。 

  その下の催物委託料及び看板等作成委託料は、行田タワー全国発射プロジェクト完成記念

式典に係る会場設営、横断幕の作成、またライトアップ照明の設置に要した費用でございま

す。 

  その下の施設管理委託料は、忍城址の緑地管理業務や、自治会が管理する各所公園の施設

管理業務、樹木剪定などの施設管理に要した費用でございます。 

  その下の総合公園等指定管理料及び古代蓮の里指定管理料は、指定管理者である公益財団
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法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団への委託料でございます。 

  その下の清掃委託料は、公園の園内清掃やトイレ清掃などに要した費用でございます。 

  212ページをお願いいたします。 

  一番上の除草委託料は、各所公園や緑地の除草業務に要した費用でございます。 

  次に、14節各所公園整備工事請負費は、主要施策で申し上げた水城公園東側園地内の北口

駐車場の整備などを含む計７件の工事に要した費用でございます。 

  その下の総合公園整備工事請負費は、汚水ポンプの更新工事に要した費用でございます。 

  その下の古代蓮の里整備工事請負費は、行田タワーのサイン設置工事やＣ棟トイレの更新

工事など、計６件の工事に要した費用でございます。 

  次の◎公園維持管理費（繰越明許費分）の14節各所公園整備工事請負費は、水城公園東側

園地内の施設整備工事において、全国的な電線供給不足の影響により、年度内の工事完成が

困難となったことから、繰越措置を講じ、実施したものでございます。 

  次の◎忍川水辺環境維持費は、埼玉県行田県土整備事務所と締結した河川環境水辺親水施

設の維持管理に関する覚書の規定に基づき、忍川堤防の除草や清掃、樹木の消毒作業などを

実施したものでございます。 

  次の◎彩の国さきたま公園整備対策費は、地元の方が中心となって活動しているさきたま

古墳公園整備事業地元推進協議会への交付金でございます。 

  次に、不用額についてご説明申し上げますので、戻りまして210ページをお願いいたしま

す。 

  １節報酬から４節共済費につきましては、公園作業員が一時定員に満たなかったことによ

るものでございます。 

  10節需用費につきましては、電線ケーブルの盗難防止用のマンホール蓋の開閉防止具につ

いて、プラスチック製に仕様を変更したことにより、見込みより安価で購入したことによる

ものでございます。 

  12節委託料につきましては、忍城址内において、新たに飲食店等の便益施設を計画してお

りましたが、ヒアリング調査の結果、参入見込みが乏しいことから、設計業務を見送ったこ

とによるものでございます。 

  14節工事請負費につきましては、入札差金等によるものでございます。 

  16節公有財産購入費につきましては、都市計画緑地かすが緑道の計画予定地の土地取得に

ついて、地権者の事情により売買契約の締結に至らなかったことによるものでございます。 
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  次に、繰越明許費についてでございますが、14節工事請負費につきましては、古代蓮の里

の幹線ケーブル復旧工事において、全国的な電線供給不足により、年度内の工事の完成が困

難となったことから、繰越明許費を設定したものでございます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして43ページをお願いいたし

ます。 

  13款使用料及び手数料、１項５目３節都市計画使用料は、公園及び緑地の占用料及び使用

料でございます。 

  55ページをお願いいたします。 

  15款県支出金、１項６目１節都市計画補助金のうち、右ページ備考欄のみどりの創出事業

補助金は、水城公園東側園地の芝生広場整備に対する県の補助金でございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  16款財産収入、１項７目１節土地建物貸付収入のうち、右ページ備考欄の12行目、一般土

地貸付収入（都市計画課）は、長野５丁目などの土地貸付収入でございます。 

  61ページをお願いいたします。 

  17款寄附金、１項７目１節都市計画費寄附金の右ページ備考欄、公園費寄附金は、行田タ

ワー全国発射プロジェクトに対する市内事業者からの寄附金でございます。 

  65ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目７節施設貸付収入のうち、右ページ備考欄の下から３行目、公園電

気料は、水城公園バスターミナルなどに設置している災害時飲料供給用自動販売機の電気料

の収入でございます。 

  67ページをお願いいたします。 

  ９節用品等売払収入のうち、右ページ備考欄の上から６行目の都市計画図売払収入は、都

市計画図などを販売した収入でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  21款市債、１項６目３節都市計画債の右ページ備考欄の上段、都市公園整備事業債（繰越

明許費分）は、水城公園東側園地の東口広場に充当したもの、下段の都市公園整備事業債に

つきましては、水城公園東側園地の北口駐車場整備に充当したものでございます。 

  続きまして、財産に関する調書についてご説明申し上げますので、少し飛びまして、325

ページをお願いいたします。 

  表中の中段、公共用財産のうち、公園についてでございますが、非木造の延べ面積の
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12.68平方メートルは、古代蓮の里において、Ｃ棟多目的トイレを設置したことによるもの

でございます。 

  以上で、都市計画課所管についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、建築開発課、山崎課長。 

○建築開発課長 それでは、続きまして、建築開発課所管部分についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書55ページをお願いいたします。 

  上段の狭あい道路整備事業でございます。本課分としましては、決算内訳欄の２行目、建

築基準法に基づく道路後退用地の整備工事としまして、南河原地内以下３件の道路整備を実

施したものでございます。工事３件の内訳ですが、整備工事その１としまして、南河原地内

で延長15.6メートルを、その２としまして、谷郷地内で延長22.4メートルを、その３としま

して、桜町３丁目及び長野１丁目地内で延長34.2メートルをそれぞれ拡幅整備したものでご

ざいます。 

  次に、57ページをお願いいたします。 

  一番下の老朽空き家等解体補助事業でございます。老朽化した空き家を解体する際に、工

事費用の２分の１以内で30万円を上限に補助を行ったもので、補助件数は15件でございます。 

  続きまして、歳入歳出決算書の説明をさせていただきます。 

  初めに、歳出から説明させていただきますので、歳入歳出決算書の206ページをお願いい

たします。 

  ８款４項１目都市計画総務費、備考欄上の◎建築開発課関係経費は、職員の時間外勤務手

当などの経常的経費のほか、道路後退用地整備事業や空き家対策に関する費用などでござい

ます。 

  主要施策以外の主なものについてご説明いたします。 

  12節の空き家物件調査業務委託料は、空き家の可能性見える化プロジェクトとして、所有

者から申込みのあった空き家６件に対して、当該物件の現場調査を行い、売却金額等に関す

る報告書の作成を行ったものでございます。 

  18節の２行目、道路後退用地分筆補助金は、後退部分の土地を寄附いただく際の分筆費用

について、１件当たり15万円を補助したもので、補助件数は３件でございます。 

  次に、歳入についてご説明申し上げます。 

  戻りまして、45ページをお願いいたします。 

  13款２項４目土木手数料のうち、２節開発手数料についてでございます。右ページ備考欄
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をご覧いただきまして、開発許可等申請手数料は、都市計画法第29条の規定に基づく開発許

可等の申請手数料でございます。 

  45ページにお戻りいただきまして、３節建築手数料についてでございます。同じく右ペー

ジの備考欄、建築確認等申請手数料は、建築基準法第６条の規定に基づく建築確認等の申請

手数料でございます。 

  次に、49ページをお願いいたします。 

  14款２項４目土木費国庫補助金の３節都市計画費補助金についてでございます。右ページ

備考欄の狭あい道路整備事業補助金（建築開発課）は、南河原地内で実施した道路後退用地

の整備工事に対する国からの補助金でございます。 

  次に、57ページをお願いいたします。 

  15款３項３目土木費委託金、１節の都市計画費委託金についてでございます。右ページ備

考欄の建築動態統計調査交付金は、毎月国がまとめている建築物の統計調査に関し、市が調

書を作成することに対して国から支出される交付金でございます。 

  次に、65ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入、５節委託金収入についてでございます。右ページ備考欄の１行目、建

築確認調査事務委託金は、埼玉県が審査を行う建築確認申請等に関して、市が書類の受付業

務を行ったことに対する県からの委託金でございます。 

  以上で、建築開発課所管分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、企業誘致課、馬場課長。 

○企業誘致課長 それでは、企業誘致課所管事業についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果についてご説明いたしますので、主要施策の成果報告書及び決算

書附表の58ページをお願いいたします。 

  上段の企業立地奨励金でございますが、企業立地促進による雇用の創出や産業の振興を目

的に、施設設置奨励金を交付したものでございます。 

  次の企業誘致促進事業でございますが、行田市都市計画マスタープランの土地利用構想を

見直すことで、企業が立地できる新たな候補地を創出するための計画策定を実施したもので

ございます。 

  主要施策の説明は以上でございます。 

  続きまして、令和６年度一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

  事項別明細書の206ページをお願いいたします。 
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  ８款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費、備考欄２つ目の◎企業誘致課関係経

費は、職員の時間外勤務手当などの経常的経費のほか、都市計画マスタープランの策定など

に要する委託料や企業立地奨励金に関する費用でございます。 

  主要施策以外の主なものについてご説明いたします。 

  12節のコンサルティング業務委託料は、本市の現状を把握した上で、企業誘致に関するア

ドバイス及び立地の可能性がある企業に対し、サウンディング調査を実施したものでござい

ます。 

  次のアンケート調査集計委託料は、抽出条件を絞り、本市に立地の可能性がありそうな企

業に対し、回答率の高い電話によるアンケートにてニーズ調査を実施したものでございます。 

  次に、不用額についてご説明申し上げます。 

  戻りまして、204ページをお願いいたします。 

  全体不用額5,316万2,397円のうち、企業誘致課分の主なものを申し上げますと、14節工事

請負費は、水城公園飲食施設出店事業に伴い、水城公園の整備を予定しておりましたが、出

店中止となったため、不用となったものでございます。 

  18節負担金補助及び交付金は、企業立地奨励金１件分を見込み計上したことによるもので

ございます。 

  以上で企業誘致課所管分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 小林委員。 

○２番 小林委員 何件かお聞きますけれども、最初に、都市計画課のところで、208ページ、

常盤通佐間線街路事業333万1,000円ですけれども、これは常盤通佐間線街路事業の何の事業

に対しての負担金か。あと、負担率の確認をしたいんで、負担率はどうなっているか、お聞

きします。 

  あと、２点目が、次の210ページの公園ですけれども、繰越金、工事費が1,798万7,200円

ということで、電線とかの関係であると思うんですけれども、これはあくまでも契約はした

のか、未契約なのか、また契約末をいつまでと考えているか、伺います。 

  それと、もう一つ、同じページの不用額の公有財産購入費で、常盤通佐間線か何かで買え
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なかったということで、これは何筆かということでお伺いします。 

○委員長 金子課長。 

○都市計画課長 お答え申し上げます。 

  まず、208ページの常盤通佐間線街路事業費の333万1,000円の内訳でございますが、電線

共同溝の予備設計と用地測量に係る経費でございまして、このうち本市に係る負担金につい

ては５分の１、20％でございまして、その合計が333万1,000円という形になります。 

  続きまして、210ページの繰越費1,798万7,000円の事業完了予定でございますが、既に工

事は完成しておりまして、令和７年５月７日に完成検査を実施し、精算をしているところで

ございます。 

  続きまして、都市計画緑地かすが緑道の未買収の筆数でございますが、３筆を予定してい

たところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  では、次に質疑のある方は挙手を願います。 

  １番 福島委員。 

○１番 福島委員 ご説明ありがとうございました。 

  私からは、不用額の説明で、水城公園の飲食施設出店者募集事業の絡みの不用額が出てい

たと思います。全体的にどのくらいの額に及んだのか、そこら辺の詳細もお聞かせいただけ

たらと思います。 

  あと、成果報告書の59ページの水城公園東側園地再整備事業ですけれども、先ほどの水城

公園の飲食施設出店者募集事業、スターバックスの誘致の絡みのところになってくると思う

んですけれども、一部再整備工事の北口駐車場が、その誘致のために造ったんじゃないかと

いう声がちょっと聞こえてきたりするんですよ、市民から。僕は、あくまで当初の計画どお

りに、スターバックスの誘致に関係なく、当初の計画どおりにこの北口駐車場の整備があっ

たという認識ですけれども、その認識でよいのかどうか。 

  あと、もう一点が、松とかがあったと思うんですけれども、その伐採費用はこの中に、ど

こに入っているのかというのを、そこを３点ほどお願いします。 

○委員長 馬場課長。 

○企業誘致課長 工事請負費の不用額の部分で、うちの水城公園整備に係る部分ですが、12月

補正をさせていただいた中で、まず駐車場整備の舗装盤撤去、あとは既存ぐいの撤去、あと
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看板の設置と区画線、最後に追加議案として補正させていただいた、新たな駐車場の整備の

部分についてというところで、土坑だとか、あとは構造物の取壊し、ポンプ小屋があったり

したので、そちらの取壊し部分と、あと駐車場の中のフェンスだとか、照明灯の取付けの予

算として計上しておりました。金額が、合計で3,207万7,000円になります。 

  以上でございます。 

○委員長 金子課長。 

○都市計画課長 水城公園の東側園地の北口駐車場の整備計画の件についてご説明申し上げま

す。 

  水城公園東側園地再整備基本計画につきましては、平成28年３月に策定してございまして、

この中でふれあい広場というところとモニュメント広場、こういったゾーニングをしており

まして、今回駐車場のほかに複合遊具の設置、またじゃぶじゃぶ池等がございまして、そう

いったものに係る、ご利用いただく方々への駐車場ということも含めて、計画に基づきまし

て整備をさせていただいたというところでございます。 

  それから、松の伐採につきましては、北口駐車場、広場等の整備を行うに当たって、その

中で伐採費用、撤去費用を一部見込んだものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 改めての確認ですけれども、当初の予定どおりで、スターバックス誘致と

は関係なく、もう当初の予定どおりに北口駐車場を整備されたということでいいということ

ですよね。 

○委員長 高橋部長。 

○都市整備部長 お答え申し上げます。 

  委員のおっしゃるとおり、当初から、スターバックスとは関係なしに、駐車場の建設があ

った中で実施したものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 何でこんなに確認したのかと言いますと、ある報道番組とかで、何かそこ

が因果関係があるかのような報道をされてしまっていたんですよ。それなので、ちょっと今

こういうふうに確認しています。そこの報道機関がちゃんと確認せずに、勝手に放送してし

てまっていたんですよ。まるで因果関係があるかのようにね。だから、ちょっと今、ここで
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確認させてもらいました。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 建築開発課関係で、老朽空き家解体補助事業ということで、前年よりも今

年度、６年度のほうが70万円ぐらい多くなっているということですけれども、これは、老朽

解体の補助金はマックスで30万円、あとは２分の１ということですけれども、やはり補助金

の平均額とすると30万円が多いんですか。それとも、それ以下の件数が多かったんですか、

実績でお願いします。 

○委員長 山崎課長。 

○建築開発課長 補助金の上限が30万円ということになっています。工事費の２分の１という

ことになっておりまして、極めて小規模な貸家的なものも補助対象にも含まれています。小

規模なものについては、上限の30万円にいかないこともございます。 

  昨年度の例で申し上げますと、15件の補助対象のうち、上限の30万円に達しなかったもの

が２物件ほどございました。その他については、全て上限の30万円で補助を出させていただ

いております。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑はございますか。 

  ４番 小野寺委員。 

○４番 小野寺委員 主要施策の58ページ、企業立地奨励金についてお伺いしたいんですけれ

ども、雇用の実績総数21人となっておりますけれども、こちらは何社で21人だったのかとい

うことを教えていただきたいと思います。あとは、その会社の業種についても教えてくださ

い。 

  もう一点ありまして、210ページの不用額の部分ですけれども、公園作業員を募集して、

要は不採用というか、来なかったという内容だったと思うんですけれども、何人募集して、

何人ぐらい不足で、その原因と、その結果、影響というのはあったのか、その辺を教えてく

ださい。 

○委員長 馬場課長。 

○企業誘致課長 初めの企業立地奨励金、何社で21人なのかということですけれども、１社に

交付しております。 
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  その次の業種ですけれども、危険物を扱う製造業となっております。 

  以上でございます。 

○委員長 ２つ目の質問に。 

  金子課長。 

○都市計画課長 公園作業員についての不用額についてお答え申し上げます。 

  公園作業員につきましては、水城公園に常駐する、令和６年度につきましては７名で維持

管理を実施していたというところでございまして、そうした中で、公園作業員の個々の事由

によりまして退職等がございまして、退職してからハローワーク等で募集して、面接して採

用になるんですが、その期間、１カ月、２カ月等で不足、定員に満たないケースがございま

すので、そういった方々が何名かいるという形で合算した額が不用額になったというもので

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、討論及び採決は、先ほど申し上げたとおり、この後、審査を行います建設部所管部

分の審査終了後に一括して行います。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ０時 １０分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ０時 １１分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第55号 令和７年度行田

市一般会計補正予算中、建築開発課所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  建築開発課、山崎課長。 

○建築開発課長 それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）のう

ち、建築開発課所管部分についてご説明申し上げます。 
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  議案書の44ページをお願いいたします。 

  ４項１目都市計画総務費の補正額240万円についてでございます。右ページ説明欄をご覧

いただきまして、老朽空き家等解体補助金について、事前相談件数まで含めますと、当初予

算で想定していた12件に達する見込みであることから、補助金額30万円で８件分を追加措置

するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結し、都市整備部所管部分の審査

を終了いたします。 

  なお、討論及び採決は、この後、審査を行います建設部所管部分の審査終了後に一括して

行いますのでご了承願います。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ０時 １３分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 １４分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。議事の整理上、発言は

委員長の許可を得てからマイクを使用してくださるようお願いいたします。また、説明及び

答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  次に、建設部所管の議案について審査を行います。 

  まず、建設部長にご挨拶をお願いいたします。 

  青山部長、お願いします。 

○建設部長 委員の皆様におかれましては、日頃より建設部所管の事務事業につきましてご理

解ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  本日は、令和６年度一般会計歳入歳出決算認定及び令和７年度一般会計補正予算（第３回）
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のうち、建設部が所管する部分についてご審議を賜りたいと存じます。 

  審査いただきます内容は多岐にわたりますが、慎重なる審査、そしてご指導を賜りますよ

うお願い申し上げます。なお、説明につきましては、担当課長から申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより議事に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行

田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、建設部所管部分についてを議題とし、執行

部の説明を求めます。 

  初めに、管理課、新井課長。 

○管理課長 それでは、管理課所管部分についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書についてご説明申し上げますので、報告書の54ページをお

願いします。 

  54ページ、道路台帳整備事業でございます。これは、令和５年度に実施しました道路新設

改良工事や側溝整備工事等によりまして、道路形態が変わった箇所、それから開発行為等に

より整備されました本市に帰属、寄附された道路を道路台帳に反映させたものでございます。 

  主要施策の成果についての説明は以上でございます。 

  続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、189ページをお願いいたします。 

  ８款土木費、１項１目土木総務費のうち、右ページの備考欄の◎土木一般管理費でござい

ますが、これは、管理課及び営繕課所属職員の一般職給、期末勤勉手当、その他の手当及び

共済組合負担金並びに会計年度任用職員２名分の報酬等の費用でございます。 

  192ページをお願いします。 

  備考欄の◎管理課関係経費の主なものをご説明申し上げます。 

  11節保険料は、本市で管理する市道の瑕疵が原因で発生した不測の事故に備えるため加入

している道路賠償責任保険の保険料でございます。 

  12節除草委託料でございますが、見沼廃川敷や旧忍川及び忍川の遊歩道沿いの除草費用で

ございます。 

  18節埼玉県行田地方庁舎施設管理費負担金は、埼玉県が管理する地方庁舎の２階、３階を
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本市が借用しているため生じた支出でございます。その下の五県連合利根川上流改修促進期

成同盟会会費ほか４つの負担金及び分担金は、加入している各種団体への会費及び分担金を

支出したものでございます。 

  次に、不用額についてご説明申し上げますので、お手数ですが、戻りまして、190ページ

をお願いします。 

  12節委託料の不用額でございますが、178万1,083円でございまして、これは、各委託業務

に係る契約差金でございます。 

  以上で歳出の説明を終わります。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、43ページをお願いします。 

  13款使用料及び手数料、１項５目土木使用料のうち、１節備考欄の道路占用料は、東京電

力やＮＴＴの電柱の設置、東京ガスの埋設管など、市道の使用に伴う占用料でございます。 

  次に、２節水路敷使用料でございますが、東京電力やＮＴＴの電柱の設置や接道要件とし

て宅地と道路の間にある水路に工作物を設け、出入口として水路敷を使う場合などに生じた

使用料でございます。 

  また、水路敷使用料については、不納欠損処理がございました。欠損額は、資料の不納欠

損額欄の下から７行目なのですが、11万6,141円で33件分の処理をしたものでございます。 

  続きまして、５行下の行田羽生資源環境組合使用料でございますが、地方庁舎３階に組合

の事務室がありますが、その事務スペースの使用料でございます。 

  次に、45ページをお願いします。 

  中段の２項４目土木手数料のうち、１節土木管理手数料の備考欄、屋外広告物許可手数料

でございますが、これはサインポールや広告板等の設置に係る手数料でございます。その下

の境界確認等証明手数料でございますが、これは、証明書の交付に係る手数料でございます。

その下の道路台帳等交付手数料でございますが、これは、道路台帳平面図等の写しの交付に

よる手数料でございます。 

  次に、57ページをお願いします。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入でございます。備考欄上から９行目の一般土地貸付

収入（管理課）でございますが、不用水路敷等の９件、貸していることによる収入でござい

ます。 

  続きまして、59ページをお願いします。 

  ２項１目不動産売払収入でございますが、１節土地売払収入の備考欄の２行目、土地売払
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収入（管理課）は、不用となり廃止となった道路敷等を隣接者に売払いをしたことによる収

入でございます。 

  以上で、管理課所管の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 次に、道路治水課、藤野課長。 

○道路治水課長 続きまして、道路治水課所管分についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果についてご説明申し上げますので、主要施策の成果報告書及び決

算書附表の54ページをお開き願います。 

  ページ中ほどの道路維持補修事業は、長年の供用により老朽化や損傷した道路の舗装及び

側溝などについて、路面排水や生活排水の適正処理を行うことにより生活環境の改善を図る

ため、道路及び側溝の修繕や補修などを実施したものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  一番上の狭あい道路整備事業は、安全で快適な生活環境の改善を図るため、幅員４メート

ル未満の生活道路を拡幅し、舗装や側溝の整備などを実施したものでございます。 

  次の幹線道路整備事業は、主要地方道佐野・行田線と一般県道羽生・妻沼線を結ぶ全長

1,900メートルの荒木・須加幹線道路について、交通ネットワークの強化や地域交通の利便

性の向上、周辺住民の生活環境の改善など、幹線道路としての機能の向上を図るため、未整

備区間である須加地区の延長830メートルの区間において、見沼代用水土地改良区が管理す

る土腐落悪水路に架かる橋の架け換えや道路改良工事に伴う設計業務及び一部道路改良工事

などを実施したものでございます。 

  次の踏切拡幅事業は、行田市駅西側の行田市ＮＯ．１踏切道において、車両と歩行者の通

行を分離することで、踏切道を通行する方々の安全を確保するため、令和５年度、６年度の

２カ年で踏切道を拡幅し、歩道を設置したものでございます。 

  なお、本工事は、行田市ＮＯ．１踏切道拡幅工事の施工に関する協定書に基づき、秩父鉄

道株式会社が実施したものでございます。 

  56ページをお願いいたします。 

  一番上の行田市駅南口駅前広場再整備事業は、駅前広場の再整備による歩行者空間の向上

を図り、交流、滞在を促す都市空間を形成するための設計業務を実施したものでございます。 

  次の橋りょう長寿命化事業は、計画的な橋りょうの維持管理により利用者の安全確保及び

施設の延命化を図るため、市が管理する橋りょうについて、行田市橋梁長寿命化修繕計画を

策定したほか、定期点検業務や修繕工事などを実施したものでございます。 
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  次の橋りょう新設事業は、地域住民の交通の安全確保及び利便性の向上を図るため、大字

荒木地内において、狭あいで老朽化した橋りょうの架け換えを実施したものでございます。

また、埼玉県が事業主体となって進めている忍川の河川改修事業における樋の上橋及び諏訪

山橋の架け換えに伴い、諏訪山橋の取り付け道路に係る物件補償調査積算業務を実施したほ

か、樋の上橋架換工事に対する応分の負担をしたものでございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  一番上の出水対策事業は、台風や局地的な豪雨による都市型水害の防止を図り、安全で快

適な住みよい住環境を確保するため、泉小学校の校庭貯留施設整備に伴う測量設計業務や上

荒井ポンプ場及び第８号排水機場の設備更新工事を実施したものでございます。 

  次に、一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

  歳出から申し上げますので、歳入歳出決算事項別明細書の189、190ページをお開き願いま

す。 

  ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、予算現額１億7,855万6,490円のうち、

道路治水課所管分82万9,000円に対し、支出済額１億6,806万8,751円のうち、道路治水課所

管分40万566円で、不用額は42万8,434円でございます。 

  194ページの備考欄をご覧ください。 

  １つ目の◎用地関係事務費の主なものといたしまして、10節修繕料は、道路治水課が保有

する車両のうち、主に用地担当職員が使用する車両２台分の車検整備費用でございます。 

  次に、193ページ下段の２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費は、予算現額１億

1,976万7,000円に対し、支出済額１億1,658万791円で、不用額は318万6,209円でございます。

不用額の主な要因といたしまして、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費は、人事異動

による給与の高低差によるものでございます。 

  194ページの備考欄をご覧ください。 

  ２つ目の◎道路橋りょう一般管理費の主なものといたしまして、２節一般職級から196ペ

ージの備考欄になります４節一般職共済組合負担金は、建設部長及び道路治水課職員計14名

の人件費でございます。 

  13節土木積算システム借上料は、工事や委託業務の設計積算に使用している埼玉県土木積

算システムの借上料でございます。 

  18節水道工事負担金は、道路工事の際に支障となる水道管の移設に係る費用で、その５つ

下の道路河川愛護会補助金は、道路、河川の愛護思想の普及を目的として活動する市内33団
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体に対する補助金でございます。 

  次に、195ページの中段、２目道路維持費は、予算現額４億5,395万5,100円に対し、支出

済額３億7,012万3,655円で、不用額は1,883万1,445円でございます。 

  不用額の主な要因といたしまして、12節委託料及び14節工事請負費は、請負差金や国の交

付金の活用を予定していた幹線道路舗装修繕工事において交付金の内示額を踏まえた工事発

注をしたことにより、事業執行額が当初予定より少額となったことによるものでございます。 

  196ページの備考欄をご覧ください。 

  １つ目の◎市道維持補修費の主なものといたしまして、10節電気料は、秩父鉄道行田市駅

やＪＲ行田駅の公衆トイレ及び国道125号のアンダーパスに設置している雨水排水ポンプ稼

動時の電気料でございます。 

  11節出役料は、道路、側溝などの簡易な修繕や清掃、街路樹の剪定や除草など緊急作業に

要した費用でございます。 

  12節道路点検委託料は、市が管理する道路1,136.4キロメートルのうち、損傷の進行が早

い幹線市道など、31.7キロメートルについて、路面性状測定車により、ひび割れ、わだち掘

れ、平たん性など、路面の破損状況を調査したものでございます。その下の調査測量設計委

託料は、幹線道路舗装修繕工事や生活道路等整備に係る舗装修繕工事及び側溝修繕工事に伴

う調査測量設計を実施したものでございます。その下の清掃委託料は、秩父鉄道行田市駅や

ＪＲ行田駅の公衆トイレ及び自由通路エレベーターの清掃に係る委託料でございます。その

下の除草委託料は、須加、荒木、太田地区の主要道路等３件の除草に係る委託料でございま

す。その下の剪定委託料は、向町地内南大通り線の街路樹の剪定に係る委託料でございます。

その下の機械器具等保守点検委託料は、ＪＲ行田駅自由通路エレベーターの設備保守点検に

係る委託料でございます。その下の道路パトロール業務委託料は、道路の異状の有無を確認

するために実施している道路点検に係る委託料でございます。その下の側溝清掃委託料は、

道路側溝の清掃で発生した土砂の運搬、処分に係る委託料で、吉見町の民間事業所へ搬出し

たものでございます。 

  198ページをお願いいたします。 

  13節器具・機材借上料は、道路、側溝などの簡易な修繕や清掃、街路樹の剪定や除草など、

緊急作業時の建設機械の借上料でございます。 

  14節道路舗装修繕工事請負費は、生活道路等整備に係る舗装修繕工事及び歩道根上がり対

策工事を実施したものでございます。その下の幹線道路舗装修繕工事請負費は、富士見町１
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丁目、長野４丁目入会において、道路舗装個別施設計画に基づき、幹線道路舗装修繕工事を

実施したものでございます。その下の側溝修繕工事請負費は、生活道路等整備に係る側溝修

繕工事を実施したものでございます。 

  15節補修用材料費は、道路や側溝などの補修に必要となるアスファルト合材やガードレー

ル、ラバーポール及び側溝蓋などを購入したものでございます。 

  次の◎市道維持補修費（繰越明許費分）の14節側溝修繕工事請負費は、生活道路等整備に

係る側溝修繕工事について、発注の平準化を図るため、繰越明許費により実施したものでご

ざいます。 

  196ページの翌年度繰越額の欄をご覧ください。 

  12節委託料及び14節工事請負費の繰越明許費は、生活道路等整備に係る側溝修繕事業で、

工事や委託業務の発注の平準化を図るため、繰越措置を講じたものでございます。 

  197、198ページをお開き願います。 

  次に、３目道路新設改良費は、予算現額５億3,502万2,986円に対し、支出済額３億7,161

万3,026円で、不用額は4,021万7,560円でございます。不用額の主な要因といたしまして、

14節工事請負費は、請負差金によるものでございます。 

  18節負担金補助及び交付金は、行田市駅西側の行田市ＮＯ．１踏切道拡幅工事に係る秩父

鉄道株式会社への負担金で、電気工事のうち、踏切警報器及び附帯設備の一部が不要となっ

たことによるものでございます。 

  198ページの備考欄をご覧ください。 

  ２つ目の◎市道新設改良費の主なものといたしまして、12節調査測量設計委託料は、生活

道路等整備に係る道路改良工事、舗装新設工事及び側溝新設工事に伴う調査測量設計業務や

物件補償調査積算業務を実施したものでございます。 

  14節道路改良工事請負費は、生活道路等整備に係る道路改良工事及び藤原町１丁目地内の

富士見工業団地拡張地区若小玉産業団地整備事業に伴う市道第4.3－320号線の道路工事施工

承認において、埼玉県の発注工事により舗装の打ち換えを予定しておりましたが、路床部分

の脆弱性が判明したことから、路盤等を築造する道路改良工事を実施したものでございます。

その下の道路舗装新設工事請負費及びその下の側溝整備工事請負費は、生活道路等整備に係

る舗装新設工事及び側溝新設工事をそれぞれ実施したものでございます。 

  18節踏切拡幅事業負担金は、行田市ＮＯ．１踏切道拡幅工事に係る秩父鉄道株式会社への

負担金でございます。 



－243－ 

  21節電柱移設補償料は、生活道路等整備における南河原地内の道路改良工事で支障となる

電柱の移設に要した費用でございます。 

  次の◎市道新設改良費（繰越明許費分）の主なものといたしまして、12節調査測量設計委

託料は、行田市駅南口駅前広場の再整備工事に伴う調査測量設計業務を実施したものでござ

います。 

  14節道路改良工事請負費は、生活道路等整備に係る道路改良工事で、底版突出型の側溝を

設置する必要があり、製品の製作に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完成が困

難となったため、繰越明許費により実施したものでございます。その下の道路舗装新設工事

請負費及びその下の側溝整備工事請負費は、それぞれ生活道路等整備に係る工事を実施した

もので、繰越明許費により工事発注の平準化を図ったものでございます。 

  200ページの備考欄をご覧ください。 

  一番上の◎市道新設改良費（継続費逓次繰越分）の18節踏切拡幅工事負担金は、行田市駅

西側の行田市ＮＯ．１踏切道拡幅工事に係る秩父鉄道株式会社への負担金でございます。 

  次の◎幹線道路整備事業の主なものといたしまして、12節調査測量設計委託料は、荒木・

須加幹線道路の未整備区間である須加地区の延長830メートルの区間において、見沼代用水

土地改良区が管理する北河原用水路に架かる橋の架け換えや道路改良工事に伴う設計業務を

実施したものでございます。 

  14節道路改良工事請負費は、見沼代用水土地改良区が管理する土腐落悪水路に架かる橋の

架換工事を実施したものでございます。 

  次の◎幹線道路整備事業費（繰越明許費分）の14節道路改良工事請負費は、荒木・須加幹

線道路の未整備区間である須加地区の延長830メートルのうち、埼玉用水路以南の道路改良

工事を実施したものでございます。 

  198ページの翌年度繰越額の欄をご覧ください。 

  ３目道路新設改良費、12節委託料の繰越明許費は、生活道路等整備に係る道路改良工事に

伴う調査測量設計業務について、発注の平準化を図るため、繰越措置を講じたものでござい

ます。 

  また、須加地区の幹線道路整備事業における物件補償調査積算業務を発注したところ、入

札不調となったことに伴い、再度の入札を行うに当たり、年度内の完了が困難となったこと

から繰越措置を講じたものでございます。 

  14節工事請負費の繰越明許費は、生活道路等整備に係る道路改良工事について、発注の平
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準化を図るため、繰越措置を講じたものでございます。 

  また、須加地区の幹線道路整備事業における橋りょう新設工事について、施工に支障とな

る電柱の移設先の用地交渉が不調となったことに伴い、施工方法変更の検討に不測の日数を

要したことにより、年度内の完成が困難となったため、繰越措置を講じたものでございます。 

  16節公有財産購入費の繰越明許費及び21節補償補塡及び賠償金の繰越明許費は、生活道路

等整備に係る道路改良事業において、令和５年度に調査積算を行った物件移転補償について、

その後、対象路線に新たな工作物が築造されたことに伴い、改めて追加調査が必要となった

ため、年度内の地権者との契約締結が困難となったことから、繰越措置を講じたものでござ

います。 

  199、200ページをお願いいたします。 

  199ページの中段、４目橋りょう維持費は、予算現額２億9,215万円に対し、支出済額２億

5,429万7,300円で、不用額は2,102万6,400円でございます。不用額の主な要因といたしまし

て、12節委託料は請負差金のほか、橋りょう修繕詳細設計業務について、交付金の内示額を

踏まえた発注をしたことによるものでございます。 

  200ページの備考欄をご覧ください。 

  上から４つ目の◎橋りょう維持補修費の主なものといたしまして、12節橋りょう長寿命化

修繕計画策定委託料は、市が管理する橋長２メートル以上の橋りょうを対象とした行田市橋

梁長寿命化修繕計画を策定したものでございます。その下の橋りょう点検委託料は、市が管

理する橋りょうについて、道路法施行規則第４条の５の６第１号の規定に基づき、近接目視

による５年に１回の点検を実施したものでございます。その下の調査測量設計委託料は、行

田市橋梁長寿命化修繕計画に基づく、橋りょう修繕工事に伴う設計業務を実施したものでご

ざいます。 

  14節橋りょう修繕工事請負費は、行田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋りょう修繕工

事を実施したものでございます。 

  次の◎橋りょう維持補修費（繰越明許費分）の18節橋りょう修繕事業負担金は、行田市駅

跨線橋修繕工事に対する秩父鉄道株式会社への負担金でございます。 

  200ページの翌年度繰越額の欄をご覧ください。 

  ４目橋りょう維持費、14節工事請負費の繰越明許費は、大字小針地内の橋りょう修繕工事

で予定している表面含浸工の実施可能な下請業者の手配に不測の日数を要したことにより、

年度内の工事完成が困難となったため、繰越措置を講じたものでございます。 
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  次に、５目橋りょう新設改良費は、予算現額１億936万6,400円に対し、支出済額2,723万

5,397円で、不用額は6,853万1,003円でございます。 

  不用額の主な要因といたしまして、16節公有財産購入費及び21節補償補塡及び賠償金は、

埼玉県が事業主体となって進めている忍川の河川改修事業における樋の上橋及び諏訪山橋の

架け換えに伴う、諏訪山橋取り付け道路の拡幅整備工事に係る土地購入費と物件移転等補償

費などで、埼玉県の事業進捗に合わせて、事業執行を見送ったことによるものでございます。 

  200ページの備考欄をご覧ください。 

  下から２つ目の◎橋りょう新設改良費の主なものといたしまして、12節調査測量設計委託

料は、埼玉県が事業主体となって進めている忍川の河川改修事業に伴い、県が架け換えを予

定している諏訪山橋取り付け道路の拡幅整備に係る物件補償調査積算業務を実施したもので

ございます。 

  次の◎橋りょう新設改良費（繰越明許費分）の14節橋りょう整備工事請負費は、大字荒木

地内において橋りょう新設工事を実施したものでございます。 

  202ページの備考欄をご覧ください。 

  18節橋りょう架換工事負担金は、埼玉県が事業主体となって進めている忍川の河川改修事

業に伴う、樋の上橋の架け換え工事に対する応分の負担金でございます。 

  200ページの翌年度繰越額の欄をご覧ください。 

  ５目橋りょう新設改良費、12節委託料の繰越明許費、16節公有財産購入費の繰越明許費及

び202ページになります。21節補償補塡及び賠償金の繰越明許費は、埼玉県が事業主体とな

って進めている忍川の河川改修事業に伴い、県が架け換えを予定している諏訪山橋取り付け

道路の拡幅整備について、元荒川上流土地改良区が管理する水路の付け替えに関する協議に

不測の日数を要し、用地買収面積の確定が遅れたことにより、年度内の地権者との契約締結

が困難となったことから、繰越措置を講じたものでございます。 

  201、202ページをお願いいたします。 

  ３項河川費、１目河川維持費は、予算現額４億6,607万9,000円に対し、支出済額３億862

万6,123円で、不用額は1,053万2,877円でございます。 

  不用額の主な要因といたしまして、12節委託料及び14節工事請負費は、請負差金によるも

のでございます。 

  202ページの備考欄をご覧ください。 

  １つ目の◎河川等改修費の主なものといたしまして、12節調査測量設計委託料は、生活道
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路等整備に係る側溝改良工事や排水路改良工事、校庭貯留施設整備工事に伴う測量設計業務

のほか、忍川と忍沼川の合流部に、逆流防止堰の必要性を検討するためのシミュレーション

業務を実施したものでございます。 

  14節排水路整備工事請負費及びその下の排水路改良工事請負費は、生活道路等整備に係る

側溝改良工事及び排水路改良工事をそれぞれ実施したものでございます。 

  次の◎河川等改修費（繰越明許費分）の14節排水路整備工事請負費及びその下の排水路改

良工事請負費は、生活道路等整備に係る側溝改良工事及び排水路改良工事で、発注の平準化

を図るため、繰越明許費により実施したものでございます。 

  次の◎河川維持管理費の主なものといたしまして、10節電気料は、内水排除施設及び調整

池のポンプ施設稼働時の電気料でございます。 

  11節出役料は、水路の清掃やしゅんせつ、簡易な修繕などの緊急作業に要した費用でござ

います。 

  12節除草委託料は、調整池や水路などの除草に係る委託料でございます。その下の自家用

電気工作物保守点検委託料は、上荒井ポンプ場や成田排水機場などの各排水機場、各所の調

整池及び国道125号のアンダーパスなど、25箇所の排水施設等に係る保守点検に要した費用

でございます。 

  13節器具・機材借上料は、先ほど申し上げた水路の清掃やしゅんせつ、簡易な修繕など、

緊急作業時の建設機械の借上料でございます。 

  14節水路補修工事請負費は、市民の方からご要望のあった水路の防草対策として土揚敷に

コンクリートを設置する水路補修工事を実施したものでございます。その下のしゅんせつ工

事請負費は、準用河川忍沼川において、河床に堆積している土砂を撤去するためのしゅんせ

つ工事を実施したものでございます。その下の設備改修工事請負費は、平成４年に設置し、

32年が経過した第８号排水機場において、除塵機及び制御盤の更新工事を実施したものでご

ざいます。 

  18節排水路改良事業負担金は、長野２丁目地内において元荒川上流土地改良区が実施して

いる下長野用水路の改修工事について、年度協定書の規定に基づき一部負担をしたものでご

ざいます。 

  次の◎河川維持管理費（繰越明許費分）の14節設備改修工事請負費は、上荒井ポンプ場に

おける排水ポンプ及び制御盤の更新工事で、半導体や電気部品不足の影響により、納期まで

に不測の日数を要することが判明したことから、繰越明許費により実施したものでございま
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す。 

  202ページの翌年度繰越額の欄をご覧ください。 

  ３項河川費、１目河川維持費、12節委託料の繰越明許費は、生活道路等整備に係る側溝改

良工事に伴う調査測量設計業務について、発注の平準化を図るため、繰越措置を講じたもの

でございます。 

  14節工事請負費の繰越明許費は、生活道路等整備に係る排水路工事について、発注の平準

化を図るため、繰越措置を講じたほか、上荒井ポンプ場の自家発電機設備の更新工事につい

て、長引く半導体や電気部品不足の影響により、部品の調達に不測の日数を要することが判

明したため、繰越措置を講じたものでございます。 

  203、204ページをお開き願います。 

  次に、４項都市計画費、１目都市計画総務費は、予算現額２億7,114万3,512円のうち、道

路治水課所管分２万4,000円に対し、支出済額２億1,798万1,115円のうち、道路治水課所管

分２万4,000円で、道路治水課が所管する部分の不用額はございません。 

  208ページの備考欄をご覧ください。 

  一番上の◎道路治水課関係経費の18節全国街路事業促進協議会負担金及び県街路事業推進

協議会負担金は、都市計画道路の整備充実の推進を目的とする協議会への負担金でございま

す。 

  207、208ページをご覧ください。 

  次に、２目街路事業費は、予算現額431万4,000円のうち、道路治水課所管分12万円に対し、

支出済額429万8,000円のうち、道路治水課所管分12万円で、道路治水課が所管する部分の不

用額はございません。 

  208ページの備考欄、一番下の◎県道整備促進事業調整費の18節行田市停車場酒巻線道路

改築連絡協議会交付金、その下の騎西鴻巣線道路整備促進協議会交付金及びその下の熊谷羽

生線道路整備促進協議会交付金は、県が事業を進める県道３路線の整備促進のため、埼玉県

への要望活動等を行う地元協議会に対する交付金でございます。 

  少し飛びまして、269、270ページをお開き願います。 

  12款諸支出金、２項１目土地開発公社振興費は、予算現額８万9,000円に対し、支出済額

２万8,380円で、不用額は６万620円でございます。 

  270ページの一番下、備考欄の一番下、◎土地開発公社振興費の18節土地開発公社事務費

補助金は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した行田市土地開発公社の運営に
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充てるために交付した補助金でございます。 

  歳出についての説明は以上となります。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして、49、50ページをお開き願いま

す。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、１節道路橋りょう費補助金は、

予算現額２億1,436万円に対し、収入済額１億9,231万9,000円でございます。 

  備考欄１つ目の踏切拡幅事業補助金（継続費逓次繰越分）及び下から２つ目の踏切拡幅事

業補助金は、いずれも行田市駅西側の行田市ＮＯ．１踏切道拡幅工事に対する国からの交付

金でございます。 

  ２つ目の幹線道路整備事業補助金（繰越明許費分）及びその下の幹線道路修繕事業補助金

は、いずれも富士見町１丁目、長野４丁目入会の幹線道路舗装修繕工事に対する国からの交

付金でございます。その下の通学路安全対策事業補助金は、大字堤根地内の側溝修繕工事に、

その下の狭あい道路整備事業補助金（道路治水課）及びその下の同（繰越明許費分）は、い

ずれも大字小針地内の道路改良工事に対する国からの交付金でございます。その下の橋りょ

う長寿命化事業補助金は、行田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施した道路橋定期点検業

務や橋梁長寿命化修繕計画策定業務及び橋りょう修繕工事などに、また、その下の橋りょう

長寿命化事業補助金（繰越明許費分）は、行田市駅跨線橋修繕工事に対する国からの交付金

でございます。一番下の幹線道路整備事業補助金は、荒木・須加幹線道路の道路改良工事に

対する国からの交付金でございます。 

  次に、２節河川費補助金は、予算現額200万円に対し、収入済額200万円でございます。 

  備考欄の治水事業費補助金は、泉小学校で予定している校庭貯留施設整備工事に伴う測量

設計業務に対する国からの交付金でございます。 

  57、58ページをお願いいたします。 

  16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入のうち、備

考欄の上から13番目、一般土地貸付収入（道路治水課）は、向町排水機場の土地を運動会開

催時の保護者用駐車場として貸し付けた際の収入でございます。 

  少し飛びまして、71、72ページをお開き願います。 

  21款市債、１項市債、６目土木債、１節道路橋りょう債は、予算現額５億8,300万円に対

し、収入済額３億320万円でございます。 

  備考欄の１つ目の道路整備事業債（継続費逓次繰越分）は、行田市駅西側の行田市ＮＯ．
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１踏切道拡幅工事に充当したものでございます。その下の幹線道路整備事業債（繰越明許費

分）及び下から２つ目の幹線道路整備事業債は、荒木・須加幹線道路の道路改良事業に、そ

れぞれ充当したものでございます。 

  上から３つ目の橋りょう長寿命化事業債（繰越明許費分）及び一番下の橋りょう長寿命化

事業債は、いずれも行田市駅跨線橋修繕工事に充当したものでございます。 

  上から４つ目の道路整備事業債は、幹線道路舗装修繕事業のほか、生活道路等整備に係る

道路改良事業や側溝修繕事業などに、それぞれ充当したものでございます。 

  次に、２節河川債は、予算現額３億3,360万円に対し、収入済額１億7,820万円でございま

す。 

  備考欄１つ目の出水対策事業債（繰越明許費分）は、上荒井ポンプ場の排水ポンプ及び制

御盤の更新工事に、また、その下の出水対策事業債は、上荒井ポンプ場の自家発電機設備や

第８号排水機場の除塵機及び制御盤の更新工事及び泉小学校で予定している校庭貯留施設整

備工事に伴う測量設計業務に、それぞれ充当したものでございます。その下の排水路整備事

業債は、生活道路等整備に係る側溝改良事業及び排水路改良事業にそれぞれ充当したもので

ございます。 

  以上で、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定に係る道路治水課所管分の説明を終

わらせていただきます。 

○委員長 次に、営繕課、小倉課長。 

○営繕課長 続きまして、営繕課所管事項についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書からご説明申し上げます。 

  主要施策の成果報告書の60ページをお願いいたします。 

  上段の市営住宅管理事業は、市営住宅16住宅の管理について、県営住宅などの管理運営で

長年実績のある埼玉県住宅供給公社へ管理代行することで、施設の円滑な管理運営を図った

ものでございます。 

  その下の下段の市営住宅改修事業は、行田市営住宅長寿命化計画に基づき、改修工事や解

体工事を実施することで、施設を維持保全し、入居者が安心して暮らせる住環境の整備を図

るとともに、老朽化した住宅の解体を行ったものでございます。 

  以上で、主要施策の成果報告書についての説明を終わります。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書により各事業の主なものについてご説明申し上げ

ます。 
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  まず初めに、歳出についてご説明いたしますので、歳入歳出決算事項別明細書の192ペー

ジをお願いいたします。 

  ８款土木費、１項１目土木総務費のうち、備考欄の一番下の◎営繕課関係経費は、営繕課

職員の時間外勤務手当、消耗品費、営繕課で所有する車両の修繕料や保険料などの経常的経

費でございます。 

  194ページの備考欄をお願いいたします。 

  上から３行目の13節データ利用料は、建築工事等の積算を行う際に埼玉県が作成した標準

単価データを利用するための経費でございます。 

  次に、213、214ページをお願いいたします。 

  ８款５項１目住宅管理費の右ページ備考欄の一番上の◎市営住宅維持管理費のうち、主な

ものについてご説明申し上げます。 

  12節のうち、調査測量設計委託料は、斎条住宅の電気幹線を更新するための工事設計に要

した費用で、次の住宅管理委託料は、市営住宅の管理を埼玉県住宅供給公社へ管理代行した

費用でございます。 

  13節のうち、器具・機材借上料は、市営住宅の各住戸に設置しておりますガス漏れ警報機

の借上料で、次の土地借上料は、市営住宅の敷地として借用している民地の借上料でござい

ます。 

  14節のうち、市営住宅工事請負費は、施設を適正に維持保全するため、小橋住宅１号棟の

給水管更新工事や荒木住宅の外部鉄部塗装工事などに要した費用でございます。 

  次の建物解体工事請負費は、東住宅や荒井住宅などで空き家となった棟の解体工事に要し

た費用でございます。 

  同ページの備考欄の上から２つ目の◎市営住宅維持管理費（繰越明許費分）は、令和５年

度の繰越事業として実施した北部住宅の解体工事に伴う費用で、12節の調査測量設計委託料

は、住宅解体後の土地を地権者へ返還するため、土地の境界測量に要した費用で、次の14節

建物解体工事請負費は、建物の解体工事に要した費用でございます。 

  次に、不用額の主なものについてご説明申し上げます。 

  12節委託料及び14節工事請負費の不用額につきましては、市営住宅の改修や解体工事を行

うための設計委託や工事を実施した請負差金でございます。 

  以上で、歳出の説明を終わります。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、お手数ですが、戻りまして、43、44
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ページをお願いいたします。 

  13款使用料及び手数料、１項５目土木使用料のうち、４節住宅使用料は、現年度分及び滞

納繰越分を合わせた市営住宅に関わる住宅使用料収入でございます。 

  次に、49、50ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金、１項４目土木費国庫補助金のうち、４節住宅費補助金は、市営住宅の改

修工事に関わる補助金として国から交付されたものでございます。 

  次に、57、58ページをお願いいたします。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入の右ページ備考欄、上から11番目の一般土地貸付収

入（営繕課）は、市営住宅の敷地の一部を近隣の住民などへ貸し付けている収入でございま

す。 

  以上で、営繕課所管事項に関わる令和６年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせてい

ただきます。審査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 １時間たちますので、暫時休憩いたします。 

午後  ２時 １２分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ２時 １７分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、執行部から発言の申出がありますので、これを許します。 

  企業誘致課、馬場課長。 

○企業誘致課長 先ほどの都市計画関係経費の不用額の部分、14節の工事請負費の不用額の金

額ですが、発言で3,207万7,000円と発言したんですけれども、正しくは2,894万1,000円でご

ざいます。こちらに訂正お願いいたします。 

○委員長 それでは、ただいまの申出のとおりご了承願います。 

  じゃ、退席をお願いします。 

  それでは、議事を続行いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  １番 福島委員。 

○１番 福島委員 ご説明ありがとうございました。 
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  私からは、成果報告書の56ページの行田市駅南口駅前広場再整備事業ですけれども、ここ

にも一応書いてあるんですけれども、「歩行者空間の向上を図り、交流・滞在を促す都市空

間を形成するため」ということで、どのようなイメージなのか、前から私、この関連のとき

聞いていると思うんですけれども、今の段階で言える範囲でいいんで具体的にどうしていく

のというのをちょっと教えてもらっていいですか。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 お答え申し上げます。 

  行田市駅南口駅前広場の再整備事業の内容でございますが、大きくは施設の配置というの

はそれほど変更はそういう予定はございません。主に車道と歩道の段差を解消することと、

あと限られた用地の中でといいますか、施設の配置は変えずともより歩行空間の確保をした

いということで、歩道内の低木を撤去したりですとか、歩道内のブロックを全面に貼り替え

たりだとか、そういった再整備の内容を考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 あくまで歩道というか、真ん中に駐車場があるじゃないですか。あそこら

辺はいじらないんですかね。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 真ん中の駐車場の下には、出水対策事業で平成９年頃に設置しました排水機

場というかピットがございまして、ちょっとそこはそれがある関係で、駐車場の中というの

はいじらずに再整備する予定でございます。 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 そう考えると、結構何か限られてきてしまうような感じがするんですけれ

ども、ちょっと今の現状とどのように変わるのというのが、段差をなくす、以前からそうい

う答弁だと思うんですけれども、いまいちちょっとイメージがつかないですよね。そこら辺

だから単に段差なくしてバリアフリー化するみたいなイメージでいいんですか。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 そうですね、簡単に申し上げますと、バリアフリー化が主な内容といいます

か、そういった事業になろうかと思います。あとは、先ほど申し上げた歩道のブロックを全

面に貼り替えるということで、ちょっと見た目も少し明るくなるようなイメージになればな

というふうに考えております。 
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○委員長 よろしいですか。 

  次に質疑ありますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 確認ですけれども、決算書の196ページ、道路点検委託業務で257万9,500

円ということで…… 

○委員長 マイクお願いします。 

○２番 小林委員 調査延長が31.7キロと言ったんですけれども、以前も同じようなことでち

ょっと質問したと思うんですけれども、南大通りか何かでダブルカウントしているんで、実

際は19.5じゃないのというのが１つ目の質問。 

  もう１点は、この成果報告の中に、排水路改良とか排水路整備という実績が載っていない

ですけれども、その載っていない理由を教えてください。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 すみません、１点目の舗装修繕計画の延長ですけれども、これは点検延長と

いうことで、上り線、下り線を両方カウントしているというか、そういった延長の計上の仕

方をしております。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 前もそれは説明されたけれども、それは点検延長ってそれでは道路延長で

やっぱりやらなくてはおかしいんじゃないかと思いますけれども。要するにダブルカウント

しているということでよろしいんですね。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 上り線、下り線とちょっとあえて表現をさせていただきますと、それぞれで

劣化状況を確認するということで、ダブルカウントというかそれぞれの車線で延長計上して

いるということで考えております。 

○２番 小林委員 それはいいんですが、本来であれば道路延長は４車線であろうが、６車線

であろうが道路延長は同じですから、調査延長は３倍になったり２倍になったりしますけれ

ども、やっぱり管理とすると調査延長とすると19.5というのが私はいいと思いますけれども、

どう思いますか。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 今後検討していきたいと思います。 

○委員長 小林委員。 
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○２番 小林委員 排水路改修工事の出来高が実績報告に載っていないですけれども、なぜか

ということですけれども。 

○道路治水課長 57ページですか。 

○２番 小林委員 予算書の102ページの河川等改修費の中の14節の工事があるじゃないです

か。排水路整備工事とか排水路改良工事とか、これは重要施策に反映されていないですけれ

どもなぜということです。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 すみません、ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 まあいいです。私が思うに、この57ページの出水対策にはいろいろ一緒に

してしまっているんだけれども、その項目が欠損しているような感じに受けますけれども、

ちょっと確認してください。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 それとあと、側溝新設もあると思うんですけれども、それも載っていない

ような気もするんですけれども、その辺もまた確認してください。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 そうしますと、管理課もそうですけれども、道路台帳整備費ということで、

今年度1,034万5,500円ということで、前年を見ると100万円ぐらいちょっと増えているんで、

多分この道路委託の延長が延びたと思うんですけれども、幾つ増えたために前年と比べて委

託費が増えているか教えてください。幾ら増えたか教えてください。 

○委員長 新井課長。 

○管理課長 お答えします。 

  道路台帳整備に関して、５年度と６年度を比較して増減している、そういった理由ですが、

要因が２つあります。 

  まず１点目は、令和５年度に盛り込んでいなかったパソコン等の機器の使用料、それを盛

り込んだこと、あとはシステムのリプレースに伴うデータ移行費を入れたこと、あともう１

点が、更新すべき道路が、令和５年度は延長が1.95キロメートルでしたが、令和６年度は延

長が4.43キロメートルに増えたために、道路台帳補正とシステムデータ更新にかかる費用が
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多くなったというのが要因でございます。 

  以上です。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 じゃ、取りあえずは延長もですけれども、そのほかのシステムも含めて要

するに100万円ぐらいの決算が増えているということですね。 

○委員長 新井課長。 

○管理課長 そのような要因で増加しております。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  福島委員。 

○１番 福島委員 私から、成果報告書の60ページの市営住宅の改修事業で、東住宅解体工事

で８棟ということで3,410万円、これ１棟当たり単純に3,410割る８でいいのというのと、あ

と荒井住宅の２号棟と曲目第２住宅の22号棟の解体工事は、それぞれ幾らずつだったのか教

えてください。 

○委員長 小倉課長。 

○営繕課長 お答え申し上げます。 

  まず、１点目のご質問の東住宅の解体工事にかかる費用でございますけれども、８棟解体

しています。その費用が3,410万円かかっていますけれども、単純に８で割ったのが１棟当

たりの工事費という形になります。 

  それと、２点目の質問ですけれども、荒井住宅２号棟１棟と曲目第２住宅１棟解体してご

ざいます。この内訳に関しましては、すみません、手元に資料がないもので、２棟合計でこ

の額という形でしか、ちょっとこの段階ではご説明申し上げられない。申し訳ありません。 

○委員長 後で資料頂きたいということで、よろしくお願いいたします。 

  他に質疑はありますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 主要施策の成果の55ページの幹線道路整備事業についてちょっと伺います。 

  幹線道路について、明許繰越で道路改良工事ということで6,043万7,300円ということで、

これ前払金残額ということになると思いますけれども、この工事の工期末及び最終的な請負

額を教えてください。 

○委員長 藤野課長。 
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○道路治水課長 お答え申し上げます。 

  最終的な契約額ですが、9,783万7,300円で、工期末が令和７年の３月31日でございます。 

  以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

  他に質疑はありますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 じゃ、あとは福島君と同じになってしまうけれども、行田市駅南口駅前広

場再整備事業ということで、これなんかウォーカブル事業ということになっているんですけ

れども、当初これが市道改良の関係で委託していると思うんですけれども、委託で以下１件

となっていますけれども、この以下１件は、２件の委託の内容を教えてください。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 お答えします。 

  まず１件が、先ほども申し上げている駅前広場の再整備に係る調査測量設計で１件です。

もう１件がシェルターの設計業務がもう１件ということで、計２件となっております。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 ちょっと内訳で金額を教えてください。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 お答え申し上げます。 

  駅前広場の再整備調査測量設計業務が1,100万円、税込みです。シェルター設置設計業務

が299万9,700円です。税込みで。 

  以上です。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 じゃ、同じく工期末をお願いします。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 申し訳ございません。資料を持ち合わせておりませんでした。後ほどでよろ

しいでしょうか。 

○委員長 後ほどということでよろしいですか、小林委員。 

  では、そのようにお願いいたします。 

  他に質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 
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○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  以上をもって議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、

当委員会所管部分について全ての部署の質疑が終了いたしました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の討論、採決 

○委員長 続いて、議案第67号について討論及び採決を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、当委員会所管

部分については、これを認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、本決算はこれを認定することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午後  ２時 ３６分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ２時 ３９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第55号 令和７年度行田

市一般会計補正予算中、建設部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。 

  管理課、新井課長。 

○管理課長 管理課所管部分について説明させていただきます。 

  それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち、管理課所

管部分についてご説明申し上げます。 

  議案書の44ページをお願いいたします。 

  ８款土木費、１項１目土木総務費でございまして、373万6,000円の追加でございます。右

ページ◎管理課関係経費のうち、11節の出役料114万4,000円でございますが、これは法定外



－258－ 

道路や水路敷等における除草について、道路の通行の妨げになる箇所の除草や水路敷に繁茂

した草木の除去を行うための費用でございまして、当初の件数を上回る見込みであることか

ら計上したものでございます。 

  その下の12節除草委託料162万4,000円でございますが、こちらは忍川水際散策路において、

特に雑草が繁茂している箇所、具体的には東橋の下流左岸側、翔栄橋の上流左岸側及び翔栄

橋から平成橋の左岸側の部分について、除草等を実施するために計上したものでございます。 

  次に、その下の13節器具・機械借上料96万8,000円でございますが、これは11節出役料と

関連しますが、道路や水路敷の除草を行う際に、事業者がダンプですとかトラックなどを利

用する場合に生じる機材にかかる費用を計上したものでございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、道路治水課、藤野課長。 

○道路治水課長 引き続き、道路治水課所管分についてご説明申し上げます。 

  初めに、歳出予算についてご説明申し上げますので、議案書の44、45ページをお開き願い

ます。 

  ８款土木費全体の補正額は3,713万6,000円の追加で、道路治水課所管分といたしまして

3,100万円の増額措置をするものでございます。このうち２項道路橋りょう費は2,770万円の

増額でございます。 

  ２目道路維持費の説明欄◎市道維持補修費は、幹線道路舗装修繕計画の策定業務において、

当初計画延長を31.7キロメートルとしておりましたが、昨年度に実施した路面性状測定車を

使用した点検の結果、損傷が著しく修繕の必要がある幹線道路の範囲が予想より広かったこ

とから、計画延長を63.7キロメートルに変更するため、不足が見込まれる12節道路長寿命化

計画策定委託料について追加措置するものであります。 

  ３目道路新設改良費の説明欄◎市道新設改良費は、大字長野地内市道第7.3－239号線の道

路改良事業において、物件補償調査の結果、立ち木補償費が当初の見込みを上回ることから、

不足が見込まれる21節物件移転等補償料について追加措置するものであります。その下の◎

まちなかウォーカブル推進事業費は、行田市駅南口駅前広場の再整備により、市道第5.1－

７号線の交差点における雨水排水施設が影響を受けるため、設計延長を150メートル追加す

ること、また駅前広場の再整備工事で使用する資材価格及び人件費の高騰により、不足が見

込まれる12節調査測量設計委託料及び14節駅前広場整備工事請負費について、それぞれ追加

措置するものであります。 



－259－ 

  ４目橋りょう維持費の説明欄◎橋りょう維持補修費は、埼玉県行田県土整備事務所による

河川の点検において、大字小敷田地内で忍川の合流部に架かる橋の基礎部分の洗掘が確認さ

れ、緊急に調査等を実施する必要が生じたことから、12節調査測量設計委託料について追加

措置するものであります。 

  次に、３項河川費は330万円の増額でございます。１目河川維持費の説明欄◎河川維持管

理費は、緑町排水機場に設置されているマンホールポンプにおいて、本年５月に実施した施

設点検で異常が確認され、このままの状態で使用した場合ポンプの故障につながり、緑町地

区の排水に支障を来すおそれがあるため、ポンプを交換するための工事請負費を追加措置す

るものであります。 

  以上で歳出予算に係る説明を終わらせていただきます。 

  なお、歳入予算につきましては、一般財源において措置させていただくものでございます。 

  以上で道路治水課所管分の補正予算についての説明を終わらせていただきます。よろしく

お願いします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 管理課の除草委託費の162万4,000円ですが、もう一度場所を教えてくださ

い。 

○委員長 新井課長。 

○管理課長 除草の委託の関係ですね。場所が、具体的には東橋の下流左岸側、翔栄橋の上流

左岸側及び翔栄橋から平成橋の左岸側の部分について除草等を実施するものでございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 もう一度、翔栄橋の関係だとどうなっているんでしたっけ、翔栄橋の…… 

○管理課長 翔栄橋の上流左岸側とあとは翔栄橋から平成橋の左岸側の部分です。について実

施するというものでございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 あと東橋が何でしたっけ。 

○管理課長 東橋の下流左岸側です。 
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○委員長 福島委員、どうぞ。 

○１番 福島委員 私からは、橋りょう維持補修費ですけれども、この調査測量設計というこ

とで、小敷田で忍川に架かる橋のところで洗掘が起きているということだったんですけれど

も、具体的にどんな状況になってしまっているんですかね、場所とか含めて。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 本年の６月18日に、県土整備事務所による河川点検で、忍川にぶつかる水路

と市道が交差するところにボックスカルバートが設置されているんですけれども、そのボッ

クスカルバートの下が洗掘されてしまっていて、その影響で道路陥没が起きてしまったんで

すね。それを行田県土整備事務所の点検で発覚したというところで、まずは道路陥没が発見

されたと、その調査をしたところ、ボックスカルバートの下が一部ちょっと空洞というかな

っていたということが分かったというところでございます。 

○委員長 福島委員。 

○１番 福島委員 じゃ、現状は、対処というか緊急的な対応はできているということでいい

んですよね。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 まず、道路陥没については、発見したその日のうちに応急措置として埋めさ

せていただきました。ボックスカルバートの下の洗掘された部分については、ちょっと少し

時間を置いてからになってしまったんですが、今ボックスカルバートの下に土のうを詰めて、

手前には大型土のうを置いて、さらなる洗掘の拡大というのは今防いでいる状態でございま

す。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 道路長寿命化計画で200万円補正しているということで、調査延長が63.71

キロ増えたためにということですけれども、当初の先ほどの質問とラップしてしまいますけ

れども、前回250幾ら使って31.7キロ調査したわけですよね。その差額の調査はいつ実施し

たんでしょうか。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 当初の契約履行中に変更契約という形で併せて実施をしていただいておりま

す。 

○委員長 小林委員。 



－261－ 

○２番 小林委員 じゃ、当初は31.7で変更で63.7になったということでよろしいんですね。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 そのとおりでございます。 

○２番 小林委員 分かりました。そうしますと、次いきます。まちなかウォーカブル推進事

業、またさっきの説明と同じですけれども、調査委託また工事請負費とありますけれども、

この工事請負費というのは、全体の設計でやっているやつが不足するために必要なお金なの

か。 

  あと12節の委託は、それ以外の150メートルぐらいあるんで、それを設計するということ

ですが、その設計するのは本体に設計したものを含めて発注するのか、その３点教えてくだ

さい。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 まず、工事請負費の増額ですけれども、発注に当たり積算をしたところ、資

材価格の高騰だとか人件費の高騰によって、予算に不足が見込まれるということで増額した

後に発注を考えております。 

  委託業務につきましては、次期工事路線といいますか、駅前から熊谷羽生線までの設計を

これから予定しているんですが、そこの延長を追加して次期工事に含めて発注をすることを

考えております。 

  以上です。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 分かりました。工事今組んでいるやつについてはまた設計変更するという

んじゃなくて、資材単価の見直しをして遅滞なく発注をするということで分かりました。 

  もう１点、委託については来年度にやるということですけれども、それで今年1,000万円

か何か委託費見ていますよね。それで足りないので今回補正するということでよろしいです

か。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 そのとおりでございます。 

○２番 小林委員 もう１点ですけれども、このまちなかウォーカブル事業が、私６月に一般

質問したときに９月には発注するようなことを言っていたんですけれども、発注が遅れてい

る原因は何ですか。 

○委員長 藤野課長。 
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○道路治水課長 工事の発注ということでよろしいですか。 

  使う資材の中に、ちょっと高額なものがございまして、物価特別価格調査を発注する必要

が生じまして、100万円を超える資材があったりすると物価調査会に資材価格の特別調査を

かける必要がございまして、それに約２カ月ぐらいの日数を要したことからちょっと発注が

遅れている状況でございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 それは分かるんですけれども、この委託というのは２年前か何か補正で出

た委託だと思いますんで、それを含めて進捗が見えないのかもしれないし、あと発注見通し

に何で掲載していないか、それだけ伺います。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 詳細設計の実施中ということもあって、まだちょっと掲載をしていなかった

もので、間もなく掲載をさせていただきたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

  小林委員。 

○２番 小林委員 やはり、業者の受注予定じゃないですけれども、ある程度見ると思います

から、その辺の情報は出したほうがいいと思いますけれども。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑のある方は挙手願います。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 いいですか。他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  以上をもって議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分につ

いて全ての部署の質疑が終了しました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分については、原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。 
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〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決するに決しました。 

  以上で当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。 

  なお、お諮りいたします。委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましては、ご

一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

             ────────────────── 

△閉会の宣告 

○委員長 以上をもって建設環境常任委員会を閉会いたします。 

  皆さん、お疲れさまでした。 

〔発言する者あり〕 

○委員長 すみません、今執行部から発言の申出がありましたので、これを許します。 

  藤野課長、お願いします。 

○道路治水課長 大変申し訳ございません。 

  先ほどの道路治水課所管分の決算認定の部分で、お答えできなかった部分について発言さ

せていただければと思います。 

  まず、排水路整備工事と排水路改良工事が成果報告書の中になぜ記載していないのという

点についてですけれども、まず、成果報告書の出水対策事業につきましては、こちらに記載

させていただいているのは、浸水常襲地区に対する対策事業、載せさせていただいておりま

す。排水路整備工事請負費は持田太井地区の側溝の機能向上を図る、蓋のかけられない側溝

を蓋つきの側溝に替えるという機能の向上を目的としたもの。そして、排水路改良工事請負

費は、現在素掘りの水路をコンクリート水路に替える排水処理機能の向上ということで、出

水対策事業からはちょっと除いて考えている関係で、こちらには載せていないということで

ございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 主要施策ですよね。なぜ載せないんですか。 

○道路治水課長 今、申し上げたとおりで…… 

○２番 小林委員 自分が言ったのは、出水対策じゃなくて排水路改良の対策事業というよう

な新しい項目か何かで今までは載っていたんですよ。それをだから今回載せないのはなぜと
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いうことです。 

○委員長 藤野課長。 

○道路治水課長 ちょっと確認して回答させていただきます。 

  あと、もう１点、委託業務の工期ですが、駅前広場再整備調査測量設計が、令和６年の９

月30日、シェルター設置設計業務が令和７年の３月28日でございます。 

○委員長 小林委員。 

○２番 小林委員 駅前広場が要するに令和６年の９月30日でシェルターが３月28日、了解し

ました。 

○委員長 よろしいですか。 

  それでは、ただいまの申出のとおりご了承願います。よろしくお願いいたします。 

  お疲れさまでした。 

午後  ２時 ５６分 閉会 

             ────────────────── 
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令和７年行田市議会健康福祉常任委員会会議録 

 

○開会年月日  令和７年９月１７日（水曜日） 

○開 催 場 所  第２委員会室 

○付 議 事 件  議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

     議案第５６号 令和７年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第 

１回） 

        議案第５７号 令和７年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算 

（第１回） 

        議案第６２号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

        議案第６８号 令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算 

認定について 

        議案第７０号 令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定 

について 

        議案第７１号 令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決 

算認定について 

○審 査 日 程 【消防本部】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

       【健康福祉部】 

        議案第６２号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

        議案第５５号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回） 

        議案第７０号 令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定 

について 

        議案第５６号 令和７年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第 

１回） 

        議案第５７号 令和７年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算 

（第１回） 

        議案第６８号 令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算 

認定について 
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        議案第７１号 令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決 

算認定について 
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○出席委員（７名） 

委 員 長 田 中 和 美 委員     ３番 岩 﨑   彰 委員 

副 委 員 長 野 本 翔 平 委員     ４番 養 田 英 雄 委員 

   １番 橋 本 祐 一 委員     ５番 村 田 清 治 委員 

   ２番 斉 藤 博 美 委員    

             ────────────────── 

○欠席委員（０名） 

             ────────────────── 

○説明のため出席した者 

熊  谷  崇  皓 健 康 福 祉 部 長 

風  間  重  文 福 祉 課 長 

春  日  千  恵 高齢者福祉課長 

内  田  智  之 
健 康 課 長 兼 

保健センター所長 

大  崎  直  子 
健康福祉部副参事

兼総務部副参事 

吉  澤     宏 消 防 長 

野  口  祥  和 
消 防 本 部 次 長 

兼 消 防 署 長 

山  口  謙  一 消 防 総 務 課 長 

新  井  竹  秀 予 防 課 長 

服  部  昌  彦 消防本部副参事 

尾  野     学 消防本部副参事 

野  口  友  也 消防本部副参事 

             ────────────────── 

○事務局職員出席者 

  書  記  進 藤 翔 太 
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午前  ９時 ２８分 開会 

△開会の宣告 

○委員長 おはようございます。 

  改めまして、当委員会より委員長の任を賜りました田中和美でございます。 

  執行部の皆様、そして、委員の皆様のご協力の下、委員長の教示を持ち、全ては市民のた

め、よりよい審議を目指し、頑張ってまいる所存でございますので、その任を務めてまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまより健康福祉常任委員会を開会いたします。 

  ご連絡いたします。 

  傍聴される方につきましては、委員会審査中の雑談、発言等を禁止いたしますので、ご聴

取のほどよろしくお願いいたします。 

  なお、審査中における傍聴人の入退室については自由となっておりますので、念のため申

し添えます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受け

ました議案２件でございます。 

  審査につきましては、お配りしております審査日程により行います。 

  初めに、消防本部所管の議案について審査を行います。 

  まず、消防長にご挨拶をお願いいたします。 

  吉澤消防長。 

○消防長 おはようございます。 

  田中委員長をはじめ委員の皆様方には、日頃、消防行政の推進に当たり、ご理解、ご指導

を賜り、誠にありがとうございます。 

  消防の任務は、住民の生命、身体、財産を災害から守り、被害を軽減することであります

が、近年では、猛暑による体調不良、地震やゲリラ豪雨といった自然災害の頻発など、消防

の役割はますます重要性を増しております。 

  そのような中、報道等でご存知かと思われますが、先月、市内の下水管において、懸命な

救助活動にもかかわらず、４名の尊い命が亡くなる痛ましい事故が発生してしまいました。 

  いかなる災害や事故にも迅速に対応し、地域住民の皆様の安全と安心を確保するために、

我々消防職員と消防団員は、不断の努力を続けていく所存であります。皆様には引き続き、

ご理解とご指導のほどをよろしくお願いをいたします。 
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  さて、本日ご審議いただきますのは、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決

算認定のうち、消防本部が所管する部分についてでございます。細部説明は担当課長がいた

しますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  以上、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長 ありがとうございました。 

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。 

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時

はマイクを使用していただくようお願いいたします。 

  なお、説明、質疑及び答弁は簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたしま

す。 

             ────────────────── 

△開議の宣告 

○委員長 それでは、これより議事に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行

田市一般会計歳入歳出決算認定中、消防本部所管部分について議題とし、執行部から説明を

求めます。 

  消防総務課、山口課長。 

○消防総務課長 おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。 

  それでは、令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち、消防本部所管部分につきましてご説

明させていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  初めに、主要施策の成果報告書からご説明申し上げます。 

  主要施策の成果報告書及び決算書附表の61ページをお願いいたします。 

  一番上の防火服更新事業は、経年劣化等により防火性能が低下した防火服について、令和

３年度から４年間で102着の更新を計画したもので、令和６年度は21着分を購入したもので

ございます。この事業により、隊員の安全性の向上と災害現場活動の強化が図られたところ

でございます。 

  次の救急救命士養成事業は、高度な処置が可能な救急救命士を新規養成することで、救急

車への搭乗率と救命率を向上させること、また資格を有する者に対して病院実習を実施する
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ことで、救急救命処置能力の維持・向上を図ったものでございます。 

  次の災害現場中継システム整備事業は、災害対応ドローンと現場中継システムを導入し、

災害の的確な実態把握と対応を図ったものでございます。なお、令和６年度は、二等無人航

空機操縦士１名を養成しております。 

  62ページをお願いいたします。 

  一番上の消防緊急通信指令センター共同運用事業は、熊谷市と共同運用している高機能消

防指令センターを安定稼働させるための事業で、消防通信指令業務の効果的な運用が図られ

たものでございます。なお、令和６年度は、消防指令センター設備及び各署所に配備された

通信系機器の更新と旧南分署閉鎖に伴うシステム改修を行っております。 

  次の消防団装備の充実強化事業は、消防団員の安全確保上必要な個人装備のほか、救出救

助器具を配備し、大規模災害時等における救助活動等、消防力の充実・強化を図ったもので

ございます。 

  次の消防車両更新事業は、消防本部管理車両更新基準に基づき、消防署本署に配備する救

助工作車を更新したものでございます。 

  次の消防施設照明ＬＥＤ化事業は、行田市公共施設照明ＬＥＤ化基本計画に基づき、本年

度、消防本部、消防署庁舎の工事を実施するために必要な設計業務を委託し、電力消費量の

削減とカーボンニュートラルへの取組推進の準備を進めたものでございます。 

  主要施策の成果報告書につきましては、以上でございます。 

  続きまして、歳出について申し上げますので、決算事項別明細書213ページをお願いいた

します。 

  ９款消防費のうち、１項１目常備消防費から４目水防費のうち、水防活動費までの消防本

部所管部分についてご説明申し上げます。 

  まず、１目常備消防費ですが、不用額につきましては、２節給料から４節共済費までの人

件費において、月額給与が見込額より低かったこと、自己都合による退職者３名の支出がな

かったことが主な要因となります。 

  右ページ備考欄の◎消防本部及び消防署運営費につきましては、２節給料から４節共済費

までの人件費が、支出額の約86％を占めております。 

  216ページをお願いいたします。 

  そのほか、消防業務を遂行する上で、常備消防組織の活動及び運営費の主なものを申し上

げますと、備考欄８節の２つ目、研修旅費は、埼玉県消防学校、救急救命士養成所、消防大
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学校への各種研修に係る旅費でございます。 

  10節の１つ目の消耗品費は、救急・救助活動に伴う消耗品と一般事務用品の購入、その４

つ下の被服費は、消防職員の職務に必要な被服及びその附属品等、給貸与品の購入と主要施

策で説明いたしました防火服更新事業の防火服等を購入したものでございます。 

  その下の電気料は、消防本部・本署及び分署において使用する電気料、さらにその下の燃

料費は、消防団を含めた47台の車両・資機材に係る燃料と各署所におけるＬＰガス、灯油等

の購入費でございます。 

  11節の３つ目、通信料は、消防通信指令回線の使用料及び救急活動用タブレットのパケッ

ト通信定額料等でございます。 

  その３つ下、手数料は、消防職員の定期健康診断及びＢ型肝炎の抗体検査、ワクチン接種

等の手数料でございます。 

  12節の１つ目の救急救命処置事後検証業務委託料から３つ目の救急救命士病院実習委託料

までは、救急救命士養成事業に係る委託料でございます。 

  13節の一番下、ＡＥＤ借上料は、市内コンビニエンスストアに設置したＡＥＤ34式分のリ

ース料でございます。 

  17節の１つ目、事業用器具費は、寄附金を活用し、市内中学校８校のほか、ＪＲ行田駅、

秩父鉄道行田市駅及び東行田駅の11箇所に設置するＡＥＤと収納箱を購入したものでござい

ます。 

  218ページをお願いいたします。 

  18節の上から３つ目、救急救命士教育訓練事業負担金は、救急救命士養成事業により、救

急救命士１名を新規養成するための負担金でございます。 

  その下、消防通信指令事務協議会負担金は、熊谷市と消防通信指令業務共同運用に伴う本

市の負担金で、令和６年度は、指令センター設備の通信系機器を更新しております。 

  その２つ下、研修負担金は、消防職員として職務遂行に必要な知識、技術を習得するため、

消防学校等で実施される研修を受講するための負担金でございます。 

  217ページをお願いいたします。 

  ２目非常備消防費のうち不用額の主な要因は、１節報酬の団員報酬が、基本団員の条例定

数270人に対して、実際の支給団員数が223人であったことによるものでございます。 

  右ページ備考欄の◎消防団活動費の主なものを申し上げますと、１節の団員報酬は、基本

団員223人分の年額報酬と出動報酬でございます。 
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  ７節の３つ目の退職団員報償金は、令和５年度で退団した13人分の退職報償金でございま

す。 

  10節の２つ目の被服費は、行田市消防団員被服等給貸与規則に基づき、消防団員の職務に

必要な被服及び給貸与品と消防団装備の充実強化事業で防火衣40着を購入したものでござい

ます。 

  18節の３つ目、退職報償掛金は、消防団員等公務災害補償等共済基金へ、退団される消防

団員に対して退職報償金を支払うための掛金でございます。 

  その２つ下、分団運営交付金は、行田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例に基づき交付する分団運営のための交付金でございます。 

  その下、消防互助会交付金は、消防団員の福利厚生を目的とした消防互助会に対して、消

防団員等福祉共済に加入する掛金等を交付したものでございます。 

  219ページをお願いいたします。 

  次に、３目消防施設費のうち不用額の主な要因は、17節備品購入費のうち、救助工作車の

車両購入費の予定価格と入札による差額のほか、18節負担金補助及び交付金の消火栓設置負

担金において、設置箇所が工事費用を抑えられた場所であったことなどが主な要因となりま

す。 

  右ページ備考欄◎消防施設整備費は、車両購入をはじめ、消防施設設備等の整備及び維持

管理に係る費用となります。 

  主なものを申し上げますと、10節の２つ目、修繕料は、消防車両、消防資機材、消防庁舎

の維持管理のための整備、修理代でございます。 

  11節の一番下、手数料は、火災・救急等災害現場活動時に使用する資機材等の保守点検及

び法定点検等の手数料でございます。 

  12節の１つ目、調査測量設計委託料は、消防本部、消防庁舎のＬＥＤ化工事に伴う設計委

託料で、その下、清掃委託料は、消防本部庁舎の日常清掃、定期清掃に係る委託料でござい

ます。 

  さらにその下、施設機械設備保守点検委託料は、通信指令業務に係る行田市単独部分の保

守点検委託料でございます。 

  14節の２つ目、建物改修工事請負費は、消防団西部第五分団庁舎の便所改修及び下水管へ

の接続工事でございます。 

  その下、設備更新工事請負費は、主に指令センター設備の通信系機器更新に合わせた各署
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所の機器の更新工事と、南分署閉鎖に伴うシステム改修によるものでございます。 

  17節の２つ目、車両購入費は、車両更新事業である本署配備の救助工作車を購入したもの

でございます。 

  18節消火栓設置負担金は、新設消火栓２基分の設置負担金の支払いを行田市水道事業に行

ったものでございます。 

  次に、４目水防費のうち不用額の主な要因は、１節報酬において、水防活動を必要とする

災害の発生がなく、行田市水防演習と荒川北縁南縁合同水防訓練以外、出動報酬に支出がな

かったことによるものでございます。 

  右ページ備考欄◎水防活動費の内訳ですが、１節の団員報酬は、機能別消防団員34人分の

年額報酬と出動報酬で、その下の費用弁償は、千葉県香取市で行われた第72回利根川水系連

合水防演習の視察による支出、さらにその下、10節被服費は、水防活動用手袋を購入したも

のでございます。 

  歳出につきましては、以上でございます。 

  次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして、45ページをお願いいたします。 

  13款２項５目消防手数料の備考欄、許可手数料は、危険物施設の設置や変更許可、完成検

査等32件分の手数料でございます。 

  58ページをお願いいたします。 

  16款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸付収入のうち、備考欄の下から13行目、建物

貸付収入（消防本部）は、消防本部庁舎屋上の太陽光発電設備のパネル設置に係る屋根貸し

収入と消防署本署の自動販売機３台の設置に係る公有財産の貸付収入でございます。 

  次に、60ページをお願いいたします。 

  17款１項５目消防費寄附金の備考欄の１つ目、消防費寄附金は、市内の法人から、本市の

ためになるような事業に使ってほしいと寄附があったものでございます。 

  次に、66ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の４節交付金及び助成金収入のうち、備考欄の上から５つ目、消防団員

安全装備品整備等助成金は、消防団員の安全装備品である防火手袋40双の購入に当たり、消

防団員等公務災害補償等共済基金からの助成金でございます。 

  ７節施設貸付収入のうち備考欄の下から５行目、消防庁舎電気料は、消防庁舎に設置の自

動販売機６台分の電気料及び消防本部敷地内に設置してある水道課管理である第二水源取水

ポンプの電源供給元が消防庁舎であることから、水道課の取水ポンプの使用電気料の収入で
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ございます。 

  68ページをお願いいたします。 

  11節消防団員退職報償金は、令和５年度をもって退団した13人分の退職報償金であり、消

防団員等公務災害補償等共済基金からの収入でございます。 

  70ページをお願いいたします。 

  15節雑入のうち備考欄の下から５つ目、自動車リサイクル預託金等返戻金は、令和５年度

に海外寄贈のため日本消防協会に引渡しをしていた旧行田２号車と旧化学車が、インドネシ

ア共和国への寄贈が決まったことによる返戻金でございます。 

  72ページをお願いいたします。 

  21款１項７目消防債の備考欄の１つ目、消防施設整備事業債は、消防通信指令設備の部分

更新及び救助工作車購入並びに消防本部、本署庁舎のＬＥＤ化工事設計に地方債を活用した

ものでございます。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  以上で消防本部所管部分の決算についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、財産に関する調書のうち、消防本部が所管する部分についてご説明申し上げ

ますので、325ページをお願いいたします。 

  １、公有財産の（１）土地及び建物について、消防本部が所管し、決算年度中に増減があ

る部分についてご説明いたします。 

  行政財産のうち、そのほかの行政機関の消防施設、土地（地積）につきましては、都市計

画法に基づく開発行為に伴い、防火水槽が設置された前谷と佐間３丁目の２箇所について、

防火水槽部分の土地が帰属され、51.00平方メートルの増となったものでございます。 

  次に、327ページをお願いいたします。 

  一番下の表、２、物品の取得価格が50万円以上のものについて、消防本部が所管し、決算

年度中に増減がある部分についてご説明いたします。 

  まず、328ページをお願いいたします。 

  表の下から11段目、救助工作車の１台増につきましては、更新した救助工作車の特殊性を

鑑み、訓練期間を設けた後、本格運用を開始したことから、旧救助工作車の抹消手続が令和

７年度となったことによるもので、決算年度末１台増となっております。 

  次に、329ページをお願いいたします。 

  表の上から10段目、除細動器の１台増につきましては、救急車に積載している除細動器の
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うちの１台が、メーカーによるサポート終了に伴い購入したものでございます。 

  以上で令和６年度財産に関する調書について、概要説明を終わらせていただきます。ご審

査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 それぞれ説明明ありがとうございました。 

  本当に、この間の下水道の事故で、消防署の役割というのは非常に重要だなと感じている

ところですけれども、ちょっと分からないので教えていただきたいんですけれども、消防署

の職員が、災害時に事故とかけがとかの、そういった労働保険といいますか、そういったも

のというのはどこに入っているのか、内容を教えていただきたいんですね。 

○委員長 山口消防総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  公務災害の補償に関する掛金という認識をさせていただきました。 

  １目消防費のうちの共済費が、216ページ、４節の共済費あたりのところが保険の掛金と

なっております。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 すみません。これというのは消防署で掛けていて、仕組みがよく分からな

いですけれども、１億3,100万円掛けているのかな。 

  それで、下の労働保険、これもちょっと少ないので金額が違うのかと思うんですけれども、

一般の人が仕事でけがすれば、普通の保険は使えなくて、労働保険という形にはなると思う

んですけれども、消防署がどういうふうになっているのというのでちょっと分からなかった

ので、内容を教えていただけると助かります。 

○委員長 では、後ほど、お答えいただくということでよろしいでしょうか。 

  ほかに、斉藤委員ございますか。 

○２番 斉藤委員 それと、218ページの消防団活動費ということで、先ほど223人分という説

明がありましたけれども、216ページの手数料で、職員の健康診断、Ｂ型肝炎ということで

126万9,000円という説明がありますけれども、消防団については何か健康診断の補助という
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のはありますか、まず１点お願いします。 

○委員長 山口消防総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  消防団の健康診断等の助成はいたしておりません。 

  以上となります。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 これは、全国的にそういうものでしょうか。 

○委員長 山口課長。 

○消防総務課長 消防団の健康診断について助成しているといった取組を、私は認識しており

ません。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 それと、別のことでお伺いしたいんですけれども、特に消防団というのは

普通の生活をしていて、緊急時に駆けつけることが多いという認識ですけれども、例えば、

そのときに酒気帯び運転がないか。緊急時なので、検査というのはなかなか難しいんですけ

れども、そういった検査していないですかね。 

  その辺と、本人の資質の問題もあるかと思うんですけれども、組織としてその辺、何か注

意喚起だとかそういったことをしているのかどうか、お伺いします。 

○委員長 山口課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  消防団において、分団長会議等の場で、参集するときの飲酒。団員に対しては、出動して

こないような注意喚起はいたしておりますが、アルコールチェッカー等の配付をして、具体

的にその当日に、アルコール濃度の検出といった行為は、現在のところいたしておりません。 

  以上となります。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

  ３番 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 すみません、お世話になります。教えてください。 

  218ページ、９款１項１目ということになるんですかね。これの先ほど説明があったんで

すけれども、消防通信指令事務協議会負担金ということで8,067万2,107円という金額ござい

まして、これにつきましては先ほど説明あったわけですけれども、令和５年度が689万1,109

円ということで、この増加部分というのが、設備更新ということで使われたものと思うんで
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すが、こちらにつきましてお尋ねしたいのは、この更新につきましては、何年に一度あるの

というのが１点と、あと熊谷市との共同ということになるので、熊谷市はどのくらいの負担

をしているのかという、この２点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長 山口課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  更新時期については、おのおのの設備によって耐用年数が異なっているので、その耐用年

数に基づいて更新をされております。 

  それなので、基本的には５年、６年ぐらいに部分更新が行われて、10年から全更新という

ものが検討されるんですけれども、部分更新で済む場合と、あとは機器等がもうなくなって

しまって、部分更新ができなくなってしまうもの等がありますので、そういったものを調査

しながら、更新の時期というものが協議会の中で検討されて、負担金が決定していくような

形とお考えいただければと思います。 

  金額の割合ですが、おおよそ人口割合になっておりまして、国勢調査の人口の割合に基づ

いて負担金が決定されておりますので、細かいところまで数字を持ち合わせていないですが、

行田市が約28％、熊谷市が約72％程度の割合だったと認識しております。 

  以上となります。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 分かりました。 

○委員長 大丈夫ですか。 

○３番 岩﨑委員 大丈夫です。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 救急救命士だとか何種類あって、それぞれの取得率を知りたいんですね。

それで、全国平均でも県でもいいですけれども、行田市は上回っているのか、平均なのとい

うのも。 

  特に救急救命士というのは重要ですよね。なるべく多いほうがいいと思いますし、先ほど

何か追加１名、新規養成ということで200万円ぐらい決算に出ていますので。 

  消防に関わる資格、それと取得率と平均、何でもいいですけれども、県でも全国でも分か

る範囲で。行田市は足りているのか、足りていないのかを知りたいです。 

○委員長 この３点ですかね。 
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○２番 斉藤委員 はい。 

○委員長 山口課長、お願いいたします。 

○消防総務課長 まず、救急に関する資格といいますと、救急標準課程という消防学校等で講

習を受ける認定資格がございます。こちらは、ほぼ消防職員全員が行田市においては受講さ

せております。そのうちの、現在は39名が救急救命士の資格を取得しております。 

  全国で職員に対する救急救命士の割合といった調査が、存じ上げていないので、当消防本

部が、他市他県と比べて、職員の救命士割合が多いか少ないかといったところは、お答えが

できないですが、不足しているかどうかという観点でいいますと、不足はしていないと認識

をしております。 

  ただ、活動上、１隊につき救急救命士が２名搭乗することで、安全率が高まるであったり、

活動がより高度化できるといったことを考えたときに、２人ずつ常時乗れるような人数は、

もう少し養成する必要があるという認識はしております。 

  以上となります。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そうしますと、資格というのは救急救命士一つということですかね。 

  認定資格は、当然、全員、消防署員が持っているということですけれども、一つというこ

とですか。 

○委員長 山口課長。 

○消防総務課長 救急に関する国家資格は、救急救命士一つとなります。 

○委員長 斉藤委員、よろしいでしょうか。 

○２番 斉藤委員 はい。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

  では、５番 村田委員、お願いいたします。 

○５番 村田委員 ご説明ありがとうございました。 

  ２点お伺いします。成果報告書の61ページ、真ん中の救急救命士養成事業の中で、資格を

有する者に対する２段目ですね。厚労省の定めるガイドラインなどに基づきということで、

病院での実習を実施していると。このガイドラインに示されている中身について教えていた

だけますか。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 
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  救急救命士を取得している者に対しては、２年間で128時間以上の再教育を受けることと

いう努力義務となっております。 

  この128ポイントというのは、医師の管理下に置かれるような研修といったものがほぼで

して、そのうちの48時間以上、病院実習をしなさいというガイドラインとなっております。 

  以上となります。 

○委員長 ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 48時間の病院実習というのは、具体的にどういう実習内容になるか教えて

ください。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  救急外来において、救急患者さんに対するバイタル測定や、あとは医療機関で了解を得ら

れたものに関しては、静脈路、いわゆる点滴ですね、そういった処置も体験をさせていただ

いたりですとか、救急業務における技術的な部分を研修するといった内容となっております。 

○委員長 ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 分かりました。 

  次に、災害現場中継システム運用事業ですけれども、令和５年に１台のドローンを配備し

ました。その中で災害対応というのは、想定しているものの災害というのはどの程度なのか、

教えていただけますか。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 主に想定しているものは、利根川河川における水難事故等による人命検索と

いったものを主な想定としております。 

  そのほかに、火災における延焼拡大等の範囲の確認等ができるといったものも想定して事

業を考えておりました。 

  以上となります。 

○委員長 ５番 村田委員。 

○５番 村田委員 今まで一般住宅の火災とか、その類焼とか、工場の火災って大きな火災が

ないから、今のところ、これはまだドローンは出動していないという状況ですか。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 実災害においては、水難事故において人命検索した事例はございます。 

  火災において、ドローンを飛行させた実績は現在のところございません。 



－282－ 

  附属されている現場中継システムといったものを、スマートフォンの撮影機能を有して、

指揮本部から消防本部に対する延焼状況の画像伝送といったものは実際にしております。ド

ローンの飛行といった火災現場での実績は現在のところございません。 

  以上となります。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 水難事故でドローンを飛ばしたという、それは利根川ということですか。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 そのとおりでございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 せんだって、水難事故が、これは不確定な情報ですけれども、北河原用水

路に人が落ちたという情報を聞いたんですね。 

  例えば、北河原用水でも人が落ちたということがあれば、ドローンを飛ばすということは

あり得ますか。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 可能性という点では、当然ドローンを飛行させて検索することが有益である

という判断をした場合には、飛行させることはあると考えております。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 ありがとうございました。 

○委員長 では、ほかに質疑ございますでしょうか。 

  １番 橋本委員。 

○１番 橋本委員 ご説明ありがとうございます。 

  市内に、消火ボックスの中に消火器が設置されている箇所があると思うんですけれども、

それの設置、もしくは保守点検料はどの部分に入るか、まずお聞きします。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  保守管理という点で申し上げますと、職員が年間を通して計画的に点検を実施しておりま

す。 

  その中で、消火器の失効、消火器として期限が設けられているんですが、それを年間104

本、10年間で市内の1,040本が交換できるような計画で、消耗品費で購入をさせていただい

ております。 
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  以上となります。 

○委員長 １番 橋本委員。 

○１番 橋本委員 ありがとうございます。 

  消火器自体の使用実績が分かればお願いします。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  過去、大分遡りますと使用実績はあるんですが、近年、過去５年ぐらいで見ますと、街角

消火器による初期消火というのは、すみません、記憶に私はございません。 

○委員長 橋本委員。 

○１番 橋本委員 ありがとうございます。 

○委員長 ほかに質疑ございますでしょうか。 

  ４番 養田委員、お願いいたします。 

○４番 養田委員 ご説明ありがとうございました。 

  歳入で、１点質疑させていただきたいです。 

  歳入の60ページですけれども、消防費寄附金500万円があったと思うんですけれども、こ

ちらの詳細についてお伺いしたいんですけれども、お願いします。 

○委員長 山口総務課長。 

○消防総務課長 お答えいたします。 

  これは、直接消防本部に寄附したいということで申出があったものではなく、市役所に、

市のためになるような事業として使ってほしいという申出があったものに対して、他市の屋

外設置ＡＥＤ事業というものに対する予算として使用したらよいんじゃないかということで、

ＡＥＤ事業ということで、消防本部で事業を展開することとなっております。 

○委員長 養田委員、よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  では、５番 村田委員。 

○５番 村田委員 真夏の火災、分署だと、人が火事場に行ったときに少ない人数だと思うん

ですね。 

  あと、消防団も現場に駆けつけますけれども、防火服を着て消火活動する中で、鎮火に向

けて一生懸命放水していて、知らぬ間に脱水症状になってしまう、熱中症になった事例もあ

ると思うんですね。 
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  そういうのを、本部として交代要員を、一般火災といいながらも、暑い中での消火活動っ

て大変だと思うんですね、物すごく汗をかいて。その辺のフォローをどのようにしているか、

お尋ねしたいと思います。 

○委員長 野口消防署長。 

○消防本部次長兼消防署長 お答え申し上げます。 

  基本的に、火災が燃えているような状況であれば、非番者招集というようなところがある

と思うんですけれども、そのような状況に応じて、火災現場では指揮隊がおります。その辺

の状況によって、交代要員が必要というような判断をした場合には、非番者で招集された職

員を、交代要員として現場に派遣するような体制は取っております。 

  また、今年度からは、マリンプールとかもありますので、それを使ったクーリンバスです

かね。そういったところで、防火衣ごと入って体を冷やすとか、そういったところの対策も

今検討しているところでございます。 

○委員長 ほかに質疑ございますでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようですのでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  なお、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての討論及び採決

については、明日審査を行います健康福祉部所管部分の審査終了後に一括して行いますので、

ご了承願います。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １０時 １７分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ２３分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

○委員長 次に、健康福祉部所管の議案について審査を行います。 

  まず、健康福祉部長にご挨拶をお願いいたします。 

○健康福祉部長 皆様おはようございます。 

  田中委員長はじめ委員の皆様には、日頃より健康福祉行政の推進に、ご理解とご協力を賜

りまして、厚く御礼を申し上げます。 

  本日、ご審議いただく案件でございますが、議案第62号の行田市重度心身障害者医療費助
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成条例の一部を改正する条例、また、議案第55号、第56号及び第57号の各補正予算、そして、

議案第68号、第70号及び第71号の各歳入歳出決算認定についてご審議をいただくこととなり

ます。 

  内容の説明につきましては、各所属長から行わせていただきますので、何卒ご審議ご指導

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長 ありがとうございました。 

  これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。 

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時

はマイクを使用していただくようお願いいたします。 

  なお、説明及び答弁は簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

  それでは、これより議事に入ります。 

             ────────────────── 

△議案第６２号について 

○委員長 初めに、議案第62号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例

を議題とし、執行部から説明を求めます。 

  福祉課、風間課長。 

○福祉課長 それでは、議案第62号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する

条例について説明申し上げます。 

  議案書の80ページをお願いいたします。 

  本案は、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正により、医療費の

助成の対象範囲が拡大されることに伴い、所要の改正を行うものです。 

  精神障害をお持ちの方に対する行田市重度心身障害者医療費助成条例の規定に基づく医療

費助成については、現在、１級相当の障害を有する方の医療費が助成対象となっております

が、２級相当の障害を有する方の精神通院医療費についても助成対象に追加するものでござ

います。 

  それでは、改正内容について説明申し上げますので、新旧対照表の11ページをお願いいた

します。 

  初めに、第２条第１項第３号の改正は、本条例が定義する重度心身障害者に、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律施行令において定める２級相当の障害を有する方を新たに追

加するものです。 
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  次に、第２条第４項の改正は、精神通院医療費の定義について定めるものでございます。 

  次のページ、第５条第１項の改正についてでございますが、同項は、本条例による医療費

助成の範囲について定めるものでございまして、同項第１号は、改正前と同様に、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律施行令において定める１級相当の障害を有する方が、精神

病床に入院したときの一部負担金について、助成の対象から除くものです。 

  次に、同項第２号は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行において定める２級

相当の障害を有する方の精神通院医療費以外の一部負担金について、助成の対象から除くも

のです。 

  次のページ、同項第３号は、改正前と同様に、受給資格者の責めによる過分の自己負担額

について、助成の対象から除くものです。 

  戻りまして、議案書の82ページをお願いしたします。 

  附則でございますが、本条例の施行期日を、令和８年４月１日とするものです。 

  以上で議案第62号の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 ありがとうございます。 

  以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６２号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ３点ほどお伺いしたいんですけれども、現在、１級相当だったということ

で、２級に広がるということで、大変いいことと思います。 

  その中で、対象者が、成果報告書にも載っていますけれども、現在、１級相当というのが

5,124人、現在というか令和６年度ですけれども、この拡大によって、２級の人がどれぐら

いいるのかということで、何人ぐらい広がるのかというのが１点目、お伺いします。 

  それと、先ほど新旧対照表の定義についてと載っていたんですけれども、一概には言えな

いですけれども、ざっくりと、１級と２級の精神障害の重さの違いというのはどういう違い

があるんですかというのが２点目です。取りあえず２点まで。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 お答え申し上げます。 
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  まず、２級の方の人数ですが、本年４月１日の時点で548名いらっしゃいます。 

  ２点目の障害程度についてですが、施行令では、１級の判定基準といたしまして、「日常

生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定められています。２級程度の判断

基準ですが、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの」。ちなみに、３級ですが、「日常生活もしくは社会生活が制限を

受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」と

されております。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かるような、分からないようなという感じがするんですけれども、著し

くということの範囲が入るのかな。 

  それで、これは医者が判定するということでいいですか、誰が判定するんですか、こうい

うことは。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 手帳の等級につきましては、診断書をもって、県で判定を行っております。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ３点目として、今回の80ページの理由ですけれども、埼玉県のということ

で書いてあるんですけれども、これは埼玉県で同一、全県で同じということですかね、それ

確認したいのと、全国的にはどうですか、埼玉県は書いてあるけれども、全国的にはどうい

った流れですかということをお伺いします。 

○委員長 風間福祉課長。 

○福祉課長 埼玉県の補助金交付要綱の改正によりまして、全県で改正されて、全県で対応す

るような形になっております。 

  開始時期といたしましては任意とされていますが、本市では令和８年４月からとしたとこ

ろでございます。 

  全国的な関係ですが、２級について対象としている県は僅かと伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員、ほかにありますか。 

○２番 斉藤委員 以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 



－288－ 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑がないようですのでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６２号の討論、採決 

○委員長 続いて討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第62号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決するに決しました。 

  暫時休憩をいたします。 

  再開時刻を10時45分といたします。 

午前 １０時 ３３分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ４３分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５５号について 

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第55号 令和７年度行田

市一般会計補正予算中、健康福祉部所管部分についてを議題とし、執行部から説明を求めま

す。 

  初めに、福祉課、風間課長。 

○福祉課長 それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算のうち、福祉課所管

部分につきまして説明を申し上げます。 

  初めに、歳出ですが、議案書の36ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、１項２目障害者福祉費の右ページ説明欄の◎重度心身障害者医療支給費です

が、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が改正され、重度心身障害者医療

費の対象者が精神障害者手帳２級相当の障害を有する方まで拡大されることに伴い、対象者
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へ通知するための郵便料及びシステム改修に係る委託料を措置するものでございます。 

  次に、歳入を説明いたしますので、戻りまして28ページをお願いいたします。 

  15款県支出金、２項２目民生費県補助金は、重度心身障害者医療費支給事業に係るシステ

ム改修に対するもので、歳出計上額の２分の１を見込むものでございます。 

  以上が福祉課所管部分の説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 次に、高齢者福祉課、春日課長。 

○高齢者福祉課長 それでは、議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算（第３回）の

うち、高齢者福祉課所管部分についてご説明いたしますので、議案書の36ページをお願いい

たします。 

  歳出３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉センター費、補正額400万円ですが、内

訳につきましては、右ページ説明欄、14節空調設備設置工事請負費です。これは、老人福祉

センター大堰永寿荘のロビー、機能訓練室、和室、娯楽室、図書室をカバーしている全館空

調設備の老朽化が著しく、異音の発生などの不具合が生じており停止するおそれもあること

から、新たに使用頻度の高い部屋ごとに個別空調設備を、また、現在は脱衣室に空調が入っ

ていないことから、夏場の熱中症や冬場のヒートショックを防ぐ対策として、新たに男女の

脱衣室にそれぞれ個別空調設備を設置する工事請負費を措置するものでございます。 

  なお、当該補正額の財源は、全て一般財源です。 

  議案第55号の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 

  以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。 

  斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 大堰永寿荘の空調設備ということで、壊れたのかなと思ったんですけれど

も、今の課長の説明ですと、ロビー、機能訓練、和室、もろもろの擬音がしていて停止のお

それという説明があったんですけれども、これは壊れたんじゃなくて、何かそういう音が鳴

った、どういうことなのか、もう一度お伺いしたいのと、男女の脱衣室も一緒に追加すると

いうことは、それはいいんですけれども、不具合について状況をお聞きしたいのと、いつ頃

そういう不具合があったのか、内容についてお伺いします。 
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○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  まず、どういうような不具合かという点でございますけれども、全館空調のほうのスイッ

チを入れますと大きな音が、もう機械室全体に響き渡るような大きな音がもう既にずっとし

ていまして、鳴りやまない状況です。 

  また、８月上旬に様子を見にいったところ、冷房が少し効きめが悪くて、29度ぐらいしか

もう下がらない状況でした。 

  いつ頃からの不具合かといいますと、異音については、令和３年頃から既に設備点検の会

社のほうから指摘がありまして、４年ほどもう過ぎているので、いつ停止してもおかしくな

いというような報告を受けたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 今のお話聞くと、かなり前からそういう状況だったということで、効いて

いたんだろうけれども効きめも悪いということで、もうちょっと早くこれ補正予算取れなか

ったのかなと思うんですけれども、こういう計画、例えば耐用年数もあるんでしょうけれど

も、計画ってどうなっているんですか。壊れたら直すという形なんですか。それとも、もう

ある程度年数が来たら換えるという状況なのか、その辺お伺いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 不具合については、異音の問題だけであればそのまま様子を見ながら使用

していくというところだったんですけれども、今年度は直接設備会社のほうから本当にまず

い状況というような報告を受けたことから緊急的な措置と、この暑さが心配のため、急遽補

正予算を措置させていただきたいと思って上程させていただいたところでございます。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ぎりぎりまで使うということはいいことなんだけれども、一方で本当に急

に停止してしまってばたばたするということがないように、もうちょっと早めに補正予算を

組んでもよかったのかなとは思います。 

  以上です。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

  ３番 岩﨑委員。 
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○３番 岩﨑委員 １点質問です。今この空調設備を改修するということで、非常にいいこと

だと思います。私一度行ったことがあるんですけれども、玄関入って、自動ドア開けて入り

ますと、あまりいい臭いがしないというか、それを感じてしまったのが第一印象だったんで

すね。ということで、この空調設備を換えることでいろんなその辺の臭いというか、その辺

は改善されるということでよろしいんですかね。すみません、こういったことで申し訳ない

ですけれども。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 空調からもしカビの臭いですとか、ほこり臭いような臭いが出ていたとし

たら、更新することで臭いが抑えられるかなというところはありますけれども、建物が古い

状況でもう約50年ぐらいたっている建物ですので、壁からの臭いですとか、天井からの臭い

等は、ちょっと取り除けない部分もあるかなと感じますが、空調を換えることで期待はした

いなというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 そうですね。 

  実は、私の中ではトイレの臭いが大分あるのかなというのが私の印象なんですね。という

ことで、大分老朽化しているというのもあるんですけれども、その辺のところが改善になれ

ば、せっかく空調設備を改修するということであれば、そういう部分も改善していただける

と、そこを利用する方も非常によりカンフォーダブルなそういう状況になるのかなと思いま

すので、そこら辺を留意していただければいいかなと思いました。 

○委員長 要望ということで。 

  他に質疑はございますか。 

  村田委員。 

○５番 村田委員 個別の空調は全部で何箇所になりますか、数的には。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 空調の台数としては７台を予定しておりまして、ロビーなんかは２箇所入

れないと効きが悪いということでロビーに２箇所、使用頻度の高い部屋がありますので、和

室１部屋ずつに２部屋、機能回復訓練室、男女の脱衣室１つずつ、計７台を予定しておりま

す。 

  以上でございます。 
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○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 今の全館空調は、何年に入ったものなんでしょうか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 すみません、今の空調が入った時期、手元に資料がなくてあれなんですけ

れども、平成26年までさかのぼった修繕工事の経過では空調設備が入っていないことから、

平成26年以前ではあるもので間違いないかと思います。 

  ただ、導入時期というのは、設置した時期の物なのか、途中で入れたのかは、すみません、

今定かではない、手元に資料がございません。 

○５番 村田委員 はい、分かりました。 

  50年からたつということで、全館空調で燃料は灯油か重油か分からないんですけれども、

燃料は灯油が多いのかと思うんですけれども、その機械をどこかで更新はしていると思いま

すね、年数的に。個々の個別の空調のほうが、後々何か故障があったときに対応がスムーズ

にできると思うので、こういう設置の方法がいいかなと思います。 

  これで暑い時期が、あさってあたりから寒気が入ってきて涼しくなりますけれども、補正

予算が通って早々に、年内に空調の工事を実施するという考えでよろしいですか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 これは競争入札の案件になる可能性がありますので、その準備が整い次第、

工事をしたいと思っております。 

○５番 村田委員 はい、分かりました。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５５号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第55号 令和７年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分は、原案のとおり
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可決するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決するに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午前 １０時 ５６分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １０時 ５８分 再開 

○委員長 では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第７０号について 

○委員長 次に、議案第70号 令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  高齢者福祉課、春日課長。 

○高齢者福祉課長 議案第70号 令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定

についてご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書の81ページをお願いいたします。 

  介護保険給付事業は、要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な介護サービスを提供したものです。 

  次の地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業）は、要支援認定者や事業対象者に

サービスを提供し、利用者の生活支援体制の確保と生活機能の維持向上を図ったものです。 

  82ページをお願いいたします。 

  地域支援事業（介護予防ケアマネジメント事業）は、地域包括支援センターが作成するケ

アプラン作成費用を負担したものです。 

  ２段目、地域支援事業（一般介護予防事業）は、生活機能の維持向上を目的として介護予

防に関する活動の普及啓発や住民主体の介護予防活動の育成支援を行うなど、各種介護予防

事業を実施したものです。 

  ３段目、地域支援事業（包括的支援事業）は、介護サービス利用者の適切な支援に向け、

栄養、口腔、リハビリの専門職がケアプラン作成者に助言を行う機会を確保し、利用者の自

立支援、重度化防止に向け地域ケア推進会議を実施したものです。 

  83ページをお願いいたします。 
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  地域支援事業（任意事業）は、高齢者本人や家族の在宅生活の充実と負担軽減を図るため、

各種事業を実施したものです。 

  ２段目、地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）は、医療と介護の両方を必要とす

る状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介

護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供する体制を構築するため

に、各種取組や仕組みづくりを市内の医療・介護関係者と協働で行ったものです。 

  84ページをお願いいたします。 

  地域支援事業（認知症総合支援事業）は、認知症を抱える本人及び家族の相談支援体制の

確保と地域住民に対する認知症関連の普及を図るための各種事業を実施したものです。 

  以上で、介護保険事業費特別会計の主要施策の成果報告書の説明を終わります。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書についてご説明申し上げます。 

  なお、主要施策の成果報告書で説明した事業につきましては、省略させていただきます。 

  歳入歳出決算書の29ページをお願いいたします。 

  初めに、令和６年度における介護保険の基本的な財源構成の仕組みについてご説明申し上

げます。 

  ２款保険給付費の箇所ですが、この給付費の負担割合については、被保険者の保険料で

50％、国・県・市の公費負担で50％という仕組みになっています。 

  また、保険料の部分につきましては、65歳以上の第１号被保険者がその23％を、40歳から

64歳までの第２号被保険者がその27％を負担し、公費負担の部分につきましては、在宅系サ

ービスでは国が25％、県と市がそれぞれ12.5％を負担、施設系サービスでは、国が20％、県

が17.5％、市が12.5％を負担する仕組みとなっております。 

  また、４款地域支援事業費の負担割合は、まず、１項介護予防・日常生活支援総合事業費

は、保険給付費でご説明した在宅系サービスの負担割合と同じで、２項包括的支援事業・任

意事業費は、第１号被保険者が23％、第２号被保険者の負担割合はなく残りの77％が公費と

なり、そのうち国が38.5％、県と市がそれぞれ19.25％ずつを負担する仕組みとなっていま

す。 

  続きまして、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、303ページをお願いいたしま

す。 

  １款総務費は、執行率85.6％となっております。 

  １項１目一般管理費は、右ページ備考欄で主なものを申し上げますと、12節一番上の介護
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人材確保促進事業委託料は、市内の介護人材が不足している状況を鑑み、人材確保の一環の

ため、介護に関する介護入門的研修及びその後の市内の介護事業者と受講者及び求職者のマ

ッチングイベントの業務委託料です。 

  また、右ページ不用額が大きいもののうち12節委託料は、令和６年度の介護報酬改定に伴

いシステム改修を行ったものですが、必要経費が見込みより下回ったことから不用額が発生

したものです。 

  次に、２項１目賦課徴収費は、介護保険料の賦課徴収業務に要した費用です。 

  305ページをお願いいたします。 

  ３項１目介護認定審査会費は、介護保険サービスを利用するために必要な要介護度を判定

する介護認定審査会を開催するために要した費用です。 

  次に、２目介護認定調査費は、先ほど説明いたしました介護認定審査に必要となる介護認

定調査及び主治医意見書作成に要した費用です。 

  307ページをお願いいたします。 

  ４項１目趣旨普及費は、介護保険制度の理解普及のために要した費用です。 

  次に、２款保険給付費は、歳出全体の93.1％を占めており、執行率は99.1％となっており

ます。 

  まず、１項１目介護サービス等諸費は、介護保険事業者に支払われる要介護１から５まで

の方が利用した介護サービスの給付費です。右ページ備考欄２つ目の◎は、全て18節の支出

となっております。 

  ２項１目介護予防サービス等諸費は、要支援１及び２の方が利用した介護予防サービスの

給付費です。右ページ備考欄３つ目の◎は、全て18節の支出となっております。 

  ３項１目審査支払手数料は、埼玉県国民健康保険団体連合会に支払った年間９万4,964件

分の介護給付費明細書の審査支払手数料です。 

  309ページをお願いいたします。 

  ４項１目高額介護サービス費は、要介護１から５の方の月額の自己負担額が定められた基

準を超えた場合に高額介護サービス費として支給するもので、月額の基準額につきましては、

世帯の所得状況に応じ６段階に区分されております。 

  ２目高額介護予防サービス費は、要支援１及び２の方が対象となるものです。 

  ５項１目高額医療合算介護サービス費は、医療と介護の双方のサービスを利用している世

帯の負担軽減を図るため、８月から翌年７月までの１年間の自己負担額が定められた基準を



－296－ 

超えた場合に高額医療合算介護サービス費として支給するもので、要介護１から５の方が対

象となるものです。 

  ２目高額医療合算介護予防サービス費は、要支援１及び２の方が対象となるものです。 

  次の６項１目特定入所者介護サービス費は、施設サービス費を利用した場合、全額自己負

担となる食費や居住費について、低所得者の負担軽減措置として所得に応じて４段階の負担

軽減額が定められており、その限度額を超えた部分を給付するというもので、要介護１から

５の方が対象となるものです。 

  311ページをお願いいたします。 

  ３目特定入所者介護予防サービス費は、要支援１及び２の方が対象となるものです。 

  次の３款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金は、行田市介護保険給付費準備

基金条例に基づき積み立てたものです。 

  次の４款地域支援事業費は、執行率91.3％となっております。 

  １項１目介護予防・生活支援サービス費及び２目介護予防ケアマネジメント事業費は、先

ほど成果報告書で説明したとおりです。 

  313ページをお願いいたします。 

  ３目一般介護予防事業費及び次の２項１目包括的支援事業費は、先ほど成果報告書で説明

したとおりです。 

  ２目任意事業費、右ページ不用額が大きいもののうち12節委託料は、右ページ備考欄４つ

目、高齢者等配食サービス事業委託料において利用者数及び食数が見込みより少なかったこ

とから不用額が発生したものです。 

  ３目在宅医療・介護連携推進事業費及び315ページの４目認知症総合支援事業費は、先ほ

ど成果報告書で説明したとおりです。 

  次に、６款１項１目第１号被保険者還付加算金は、右ページ備考欄の22節過誤納金還付金

で、年度途中で転出や死亡等によって過誤納となった336件分の還付金です。 

  ２目償還金は、令和５年度分の介護給付費等の確定に伴い、超過交付が生じたことによる

国・県への返還金です。 

  ２項１目他会計繰出金は、令和６年度から開始した重層的支援体制整備事業として、一般

会計で実施した地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業、介護予防事業の一つ

である地域介護予防活動支援事業の経費の第１号介護保険料及び第２号介護保険料の法定割

合分について一般会計へ繰り出したものです。 
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  続きまして、歳入を説明いたしますので、戻りまして297ページをお願いいたします。 

  １款介護保険料、１項１目第１号被保険者保険料の徴収率は、現年度分が99.73％、滞納

繰越分が21.88％で、全体では98.73％となっております。不納欠損額の主な要因は、２年の

時効が到来したことによるものです。収入未済額は、納付書による納付忘れ等によるもので

す。 

  ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金は、保険給付費のうち居宅給付費の20％、施

設等給付費の15％に相当するもの、次の２項１目調整交付金は、保険給付費の５％に相当す

るものです。２目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業の25％相当分と、

包括的支援事業・任意事業の38.5％相当分の合計です。 

  ３目保険者機能強化推進交付金は、自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組を支援

するための交付金、４目の保険者努力支援交付金は、介護予防・健康づくりに資する取組の

うち、介護予防・日常生活支援総合事業や在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備

事業及び認知症総合支援事業に係る取組を支援するための交付金、その下の５目介護保険事

業費補助金のうち、右ページ備考欄１つ目、災害臨時特例交付金は、東日本大震災により避

難している方に対する介護保険料減免額に対する補助金、次の介護保険システム改修費補助

金は、令和６年度介護報酬改定に伴うシステム改修費用に対する補助金です。 

  次のデジタルで田園都市国家構想交付金は、介護認定審査会オンライン・ペーパーレス化

事業及び要介護、要支援認定申請に係る進捗確認システム導入における補助対象経費の２分

の１の補助金です。 

  299ページをお願いいたします。 

  ４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金は、第２号被保険者の保険料に当たるも

ので、保険給付費の27％相当額を社会保険診療報酬支払基金が取りまとめて市に交付するも

の、次の２目地域支援事業支援交付金は、同様に介護予防・日常生活支援総合事業費の27％

相当額です。 

  ５款県支出金、１項１目介護給付費負担金は、保険給付費のうち在宅系サービス費の

12.5％、施設系サービス費の17.5％に相当するもの。 

  次の２項１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業の12.5％相当分と

包括的支援事業・任意事業の19.25％相当分の合計です。 

  ２目介護保険事業費補助金は、介護人材確保のために実施した事業に対する補助金です。 

  ６款財産収入、１項１目利子及び配当金は、介護給付費準備基金の運用利子です。 
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  ７款繰入金は、一般会計からの繰入金で、１項１目介護給付費繰入金は、市負担分として

給付費の12.5％に相当するもの、その下の２目地域支援事業繰入金は、地域支援事業費の市

負担分で、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5％相当分、包括的支援事業・任意事業

費の19.25％相当分の合計です。 

  ３目その他一般会計繰入金は、給与費繰入金と事務費繰入金です。 

  301ページをお願いいたします。 

  ４目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者である第１段階から第３段階までの保険料を

軽減した分の公費負担分です。 

  ８款繰越金の１節介護給付費交付金繰越金と、２節地域支援事業交付金繰越金は、国・県

への令和５年度超過交付分返還金の充当財源として計上したものです。 

  ３節その他繰越金は、保険料の余剰金であり、令和７年度への繰越金となるものです。 

  ９款諸収入、１項１目第１号被保険者延滞金は、52件分の延滞金、２項１目預金利子は、

介護保険特別会計における歳計現金分の利子、３項１目雑入は、認定調査票及び主治医意見

書の情報開示のコピー代のほか、備考欄に記載のとおりです。 

  ２目返納金は、主に利用者負担割合変更に伴う自己負担額等の返納金です。 

  次に、財産に関する調書についてご説明申し上げますので、333ページをお願いいたしま

す。 

  １番上、（11）介護給付費準備基金の決算年度中増減高の金額は、行田市介護保険給付費

準備基金条例に基づき積み立てたものです。 

  以上で、令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算について説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第７０号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 まず、成果報告の84ページと分厚いほうだと316ページの認知症カフェ事

業委託料ということで出ていますけれども、これは毎年少しずつ増えてきているのかなとい

うことで、いろいろ努力しているかなと思います。 

  それで、これのまず成果をお伺いしたい。成果というのは、それに参加した家族とか、そ
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ういった参加者の声など、参加してよかったとかあると思うんですけれども、そういった成

果のほうをお伺いしたい。 

  それと、今10箇所ということなんですけれども、富士見町、本丸、藤間、城西、下須戸、

佐間に２箇所、向町、持田、長野ということで、これ地域的な偏りというのはないですか。

例えばこれ見たとき、ざっくり見たところで、北部にはちょっとないのかなと思うんですけ

れども、そういった地域的な偏りがないように市内全体見渡したときに、設置するに当たり

そういったところの観点って必要かなと思いますので、その辺どのように考えていますか、

お願いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 まず、認知症カフェの成果、また、その参加した方のお声ですけれども、

参加されている方は結構何回もリピーターのように参加されていまして、「やっているレク

リエーションがよかった」、「脳に刺激のあるようなことをやってもらってよかったです」

とか、それから、薬局がやっていただいているカフェなんかは、医療的なことをお話しされ

たりしますので、「薬の関係の知識が入ってよかった」というお声があります。そのほかに、

「同じような悩みを抱えている方とお話しできるということがすごくいい」というお話です

とか、家族も一緒に参加しますので、「自分たちだけじゃないということが分かってよかっ

た」というお話も聞きます。そのほかには、専門職が必ずカフェには今ついていますので、

「ちょっとした相談ができるということがいい」というお話もいただいております。 

  認知症カフェの設置の地域の偏りについてのご質問ですけれども、今10箇所になっていま

すが、今年度また募集しまして２箇所増えています。北部になかったということなんですが、

北部に１箇所、新規で設置できることになりました。また、南部のほうですけれども、太井

地区にも設置できることになりましたので、大体東西南北に設置できているかなというよう

な形ですけれども、確かに去年までは少し偏りがあった状況です。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 緑風苑グループというのがそうなのかな、北部だと、どこのことを言って

いる。ごめんなさいね、今、私は市のホームページを見て、住所が全部載っているので北部

にないなと思ったんですけれども、そこはどこですか、北部。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 北部は今年度設置できたものなんですけれども、南河原地区に１箇所設置
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できました。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 はい、分かりました。南河原に１つ開設するということで、それはよかっ

たと思います。 

  だからね、北部にやすらぎの里があるので、民間ということでやっているのかなとも思う

んですけれども、そういったやすらぎの里だとか永寿荘だとか、そういったところでもでき

るのかなと思ったので、民間にこだわっているのかどうか、お伺いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 認知症カフェについては、ある程度委託をするに当たり専門職の配置です

とか、そこの法人でやりやすい場所等を加味した仕様書をつくって、応募を受けて委託する

という形を取っています。その中で応募いただいた法人が、自分が持っている施設の中で実

施できるとして応募されていることが多いというのが１点あります。場所を移動してという

ところも、別にこちらがいけないということではないんですけれども、受けていただく法人

が設定する場所で行っていただいているというのが実情となっております。 

  また、やすらぎの里の指定管理者である社会福祉協議会のほうでは、こちらのカフェの応

募はない状況ですので、そちらでの開催はしていないという状況になります。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 実際に場所貸しということでの実施というのは可能ということですね。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 可能でございます。 

  以上でございます。 

○２番 斉藤委員 はい、分かりました。 

○委員長 ほかにありますか。 

  ３番 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 決算書の314ページでございます。包括的支援事業費のところで改めて伺

いたいと思います。 

  この部分につきまして27万円という数字がございまして、これ令和５年度が１億300万円

ということで非常に大きな金額が、令和６年度が27万円ということで大きく減少しているん

ですが、この運営委託費がどこにいってしまったのかなというところについてお尋ねしたい
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んですね。ちなみに、令和５年度が9,875万3,000円、令和４年度が9,698万円ということで

１億円近い金額であったものが、今回令和６年度が27万円ということでございまして、これ

についてご説明をいただければなと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  包括的支援事業については、令和５年度まで地域包括支援センターの運営に関する経費も

こちらで計上していたところでございますけれども、令和６年度から重層的支援体制整備事

業という新たな事業を開始することになりまして、それに当たり地域包括支援センター運営

事業の部分を一般会計のほうに移行しました。そちらが１億円近い金額がかかりますので、

令和６年度の決算では、その決算額については一般会計のほうの介護保険事業費のほうで計

上させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます。どこへいったという部分の説明いただきましたの

で、理解できました。ありがとうございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  続いて、どうぞ。 

○３番 岩﨑委員 引き続き、同じくこれ介護認定調査費ということでございまして、これは

ページが306ページでございます。介護認定調査費の中の11節に手数料というのがございま

すが、これが1,680万8,000円ということでございまして、この手数料の中身につきまして、

参考までに伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  こちらの手数料については、主治医意見書作成手数料となってございます。主治医意見書

です。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます。分かりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

  村田委員、お願いいたします。 
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○５番 村田委員 決算書のほうの310ページで教えていただきたいんですけれども、備考欄

のほうで高額介護サービス費というのがあるんですけれども、この高額介護というのは具体

的にどういったことになるんでしょうか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  高額介護サービス費になりますけれども、こちらについては、要介護１から５の方の月額

の自己負担額というのが所得に応じて定められた基準がありまして、それを超えたものに対

して超えた部分を支給するものでございまして、ある一定額の基準額までは負担してくださ

い、それを超えた場合の自己負担額の補てん分という形になります。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 そういうことですね。 

  続けて、その同じページですね、特定入所者介護サービス、これ自分の認識だと入所でき

るのは要介護３以上の方という認識なんですけれども、この特定入所者というのが１から５

が対象で、食費、居住費ということだったんですけれども、この場合の特定が何を指してい

るのか、教えていただけますか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 特定の指している意味ですけれども、いわゆる施設サービスを利用した方

のうち低所得者の方を指しておりまして、所得に応じて４段階の所得段階があります。また、

施設サービスを利用した場合なんですけれども、ショートステイですとか老人保健施設等の

利用も含まれますので、要介護１以上の方が対象となっているものでございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 それでしたら、入所というのは要介護３以上のことで、通所もこの中に入

っているということですね、今の説明だと。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 先ほどの答えも含めて、すみません、訂正の部分がありますので、お答え

申し上げます。 

  特定入所者介護サービス費は、要支援１、２の方も含まれます。施設サービスの利用です

けれども、通所は入りません。あくまで宿泊を伴う施設サービスになります。 

  以上となります。 
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○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 短期の入所ということですね、はい、分かりました。 

  もう一つ、歳入のほうで298ページ、これ滞納繰越分、２年間で時効で不納欠損している

んですけれども、滞納している方というのは、介護保険料って40歳以上から納めますよね。

この中身について、大体年金受給者は、年金元から介護保険料は引かれていきますよね。そ

うなると、普通徴収の切符が出ている方が滞納する可能性が高いかなと想像するんですけれ

ども、それが年令構成の中で40歳以上、60歳未満の人がこの中に多いのか、どうなのかとい

う、滞納繰越分の内訳というのは把握できているでしょうか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 こちらの滞納繰越分は、第１号被保険者の分となります。だから65歳以上

の分になります。また、40歳以上64歳未満の方は、医療保険と一緒に上乗せで介護保険料が

徴収されていますので、各保険者、医療保険者のほうでの徴収になっておりまして、社会保

険支払基金のほうがそれを一括して取りまとめているという形になります。 

  こちらの滞納繰越分については、第１号被保険者の方で、特に65歳になったばかりの方に

ついては、年金の天引きの手続が間に合いませんので普通徴収となって、一部納付書で払っ

ていただく形になっておりますので、そちらの納付忘れというのが主な要因と考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 

○５番 村田委員 まさに自分がその年齢を迎えるんですけれども、納付書が来て払えばいい

話なんだけれども。これ、その人たちだけ、手続上、年金から引けない方の滞納繰越分だけ

でしょうか。もしかしたら、無年金者の方は、なかなか生活、働いていて年金をもらえない、

無年金の方ですね、掛けてないから、だけど、もう70歳でも75歳でも頑張って働いている方

が滞納しているんでしょうか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  年金収入が年間18万円未満の方については普通徴収になりますので、無年金の方含めて納

付書で支払っていただく形になりますので、そちらの方たちの滞納もあるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 村田委員。 
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○５番 村田委員 余り言ってもしようがないので、終わります。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 私もそこのところを聞こうかなと思ったんですけれども、普通徴収、年間

18万円、月１万5,000円の方たちというのは、引けないわけですよね、そこから。そこから

介護保険が引けないから、普通徴収してくださいよと。大変な方たちということが言いたい

んですけれども。その方たちの滞納がどれぐらい、何％ぐらいあるんですか。払えないよう

な方たちが、介護保険払わなければいけないという実態があると。その中で、この方たちが

かなりいるのかなと見ていますので、その辺どうなのかなというのを聞きたかったのです。 

  それと、収入未済額900万円ということで、納付忘れと一言で課長おっしゃったんですけ

れども、単純に忘れていたという方だとすれば、どんな手だて、促すということですね、払

ってくださいよということを市としてやっているのか、お伺いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  滞納繰越分の方々の背景というか状況ですけれども、そちらは滞納繰越分については把握

し切れてないんですけれども、同じような形で不納欠損となった方たちの状況は把握してお

りまして、令和６年度で不納欠損の手続を行った方のうち、低所得である１段階から３段階

までの方が39.58％、世帯課税をしていて本人が非課税の方、４段階、５段階の方は26.25％、

６段階以上で本人課税である程度所得のある方についても34.17％という形で、低所得の方

たちのみならず、全部の段階で不納欠損処理をせざるを得ないという方たちがいらっしゃい

ます。 

  納付忘れに関してですけれども、介護保険料の収納については収納課が行っているところ

でございますけれども、各納期で20日過ぎたときに、必ず督促を行っているとのことでござ

います。年度末に催告をしているということでございまして、督促１回、催告１回というこ

とで、お知らせをさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かりました。 

  20日で督促１回、年度末催告１回ということで２回で、不納欠損２年、これ２回だから４

回ですね、４回で不納欠損にいくということで、分かりました。とりあえずそれはいいです。 

  違うのを聞きたいんですけれども、介護認定についてお伺いしたいんですけれども、この
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間の行田市のほうでオンライン、ペーパーレス化というのをやってきたと思うんですね。ま

ず、要介護度の判定の流れについて、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 介護認定の判定の流れというご質問でございますけれども、まずは、要介

護認定申請という申請から始まります。申請いただきましたら、その申請のところで主治医

がどなたかということまで聞きまして、市の職員のほうで主治医意見書の取り寄せと、それ

から本人さんの状態を聞く認定調査、その日程調整に入ります。その調査と主治医意見書が

そろった段階で、介護認定審査会という合議体があるんですけれども、その審査会に書類と

ともに上げまして認定結果が出ます。 

  その前に、調査については、コンピューター判定で１回、１次判定を行っております。審

査会の判定は２次判定となっておりまして、その審査会を経て、正式な介護度が判定される

という形を取ります。 

  オンライン、ペーパーレス化のところは、審査会についてペーパーレス化を図ったもので

ございまして、書類の送付、それからオンラインでの審査会ができるような環境設定をした

ところでございます。 

  現在、資料送付については、ほとんどがシステム配信になっております。また、どうして

も紙書類が必要という方については、審査委員のもとまで紙書類をお届けしております。 

  オンラインの会議については、オンラインで参加できる方については参加していただいて

いる状況ですけれども、あんまりその頻度は高くない状況でございます。 

  審査の結果が出ましたら、各申請者、対象者に対してすぐに結果通知を送っているという

形になります。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そのオンラインとペーパーレス化の成果って、今課長が言っていた中では、

オンラインに関しては参加できる方と、もちろんそうなっちゃうんですけれども、頻度が少

ないよということですよね。ペーパーレスということでシステム配信やっているけれども、

必要な方には届けて、それはしようがないんですけれども。お金かけてやっていうわけなの

で、その辺の成果というのは、求められてしまうわけですよ。あと時間短縮、コスト削減と

いうことで、その辺の成果、今やっている、どんどんこれからまたやっていかなくてはいけ

ないと思うんですけれども、今の時点でやっぱり成果ってないと駄目ですよね、やっぱり、
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その辺どうですか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  成果についてでございますけれども、書類の送付、書類の作成のデジタル化と送付の電子

配信については、非常に成果が上がっているかと思います。書類の作成に職員が取り組んで

いますけれども、送付がぎりぎりまで可能になりましたので、１回の審査会の人数が多く審

査できること、書類がそろうのでできることになる成果は大きく、大きな成果だと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 それと、人数が増えたということで成果、それは大きな成果かなと思いま

すけれども、もう一つ、介護認定の判定、認定までの日数が遅いということで、これ市民の

方からかなり言われているところなんですけれども、40日ぐらいかかっていませんかね。何

日ぐらいかかっていますか、平均で、その辺の時間の短縮。ここだけじゃないですよね、今

の流れを見るとここだけじゃないんだけれども、全体の流れとしてもう少しスピーディーに

できないものかという声がありますので、その辺改善できないのかどうか、お伺いします。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 判定までの日数についてお答え申し上げます。 

  昨年度から厚生労働省のほうで全国の保険者の判定日数の公表というのが始まりまして、

令和５年度結果がホームページ上に公表されていますけれども、当市では申請から判定まで

の日数が平均で52日を超えていた、令和５年では超えていたような状況になります。市民か

らのお声ですとか、ケアマネジャーからのお声も市のほうに届いておりまして、今改善に向

けて努力しているところでございます。また、医師会の先生方にも協力いただいて行ってい

ますけれども、現在今年度の４月から７月途中までの結果を出したところ、今42～43日まで

縮まってきているところでございまして、今度も努力していきたいなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かりました。 

  コンピューターで１次判定をして、またさらに２次があるんですけれども、そういったと

ころで何か短縮というのは可能なんですか。１回コンピューターで判定が出て、コンピュー
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ター任せじゃ、それはもちろん駄目なんですよ、やっぱり人が見なくては駄目なんですけれ

ども、そういったところの流れで何かできますかね。もうそれを全てではない、１次だけで

判定しろということではないですけれども。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 コンピューター判定のところまでの短縮についてお答え申し上げます。 

  コンピューター判定というのは、認定調査票をコンピューターにかけるわけなんですけれ

ども、そこまでの間、コンピューターにかけるまでの間というのは、調査とそれから調査結

果、調査員が行った調査結果の書類がそろうという、これ大前提になりますので、調査の日

の調整、それから調査員の訪問の日取りですね、そちらが申請日からなるべく早くというこ

とで調整すること、それと、調査員の方がなるべく早く書類作成をしていただけるような形

で取り組むことができるかと思います。今それを努力しているところでございます。 

  また、コンピューターで認定調査が入ったとしても、主治医意見書がそろわないと次の２

次の判定の審査会にかけることができませんので、そちらも先生方のほうにご協力をいただ

くように、医師会のほうにお話しさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 努力しているということで、できれば１カ月で出るといいかなと、そこを

目指して頑張っていただきたいと思います。 

  それで、あと１点お伺いしたいんですけれども、特養なんですけれども、これ決算でいう

とどこですかね、特養の決算額というのは、どこに入っていますか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  明細書の307ページ、２款保険給付費の１項１目介護サービス等諸費の右ページ備考欄に

なりますが、介護サービス等諸費の備考欄の上から３つ目、施設介護サービス給付費、こち

らの中に入っております。特養だけでというのは、こちらでは見ることができない状況です。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 現在というか、ここ５年間ぐらい知りたいんですけれども、特養の待機者

って行田市どうなっていますか。特養に入れない方、待っている方ですよね。 

○委員長 春日課長。 
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○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  特養の待機者については、毎年４月１日を基準に県のほうが各特養に調査を行っておりま

して、それが９月に市町村のほうに本人存在の状況の確認というのが来るんですけれども、

９月の調査回答時点でお答え申し上げますと、手元にある資料が４年間のものですが、令和

４年度が192人、令和５年度が172人、令和６年度が192人、令和７年度が160人となっており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 私も200人弱ぐらいのイメージできたんですけれども、これはちょっと分

からない、令和７年が160人にちょっと減っているんですけれども、これ改善、ちょっと分

からない、数字で見ても分からないんですけれども、中身を見ないとちょっと分からないん

ですけれども、改善しているのか。これ単純に見たら不足しているのかな、入れないんです

から。ずっと待機している状況なんですけれども、内容的にはどうですか、担当課が見て。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  調査のとき、９月に市町村に県から返ってくる調査については、死亡されているとか転出

されているか、特養入所をされたかとかという調査に回答するんですけれども、今年度にお

いては、特養入所者もいれば亡くなってしまったという方もいらっしゃいます。 

  改善しているかどうかの担当課としての認識でございますけれども、単純に人数から見れ

ば、今年度は少し待機者が減ったなという印象でして、当市には特養が新設はされていませ

んけれども、羽生市ですとか鴻巣市のほうに特養が新設されて、広域型の特養が新設されて

いますので、そちらに入所されている方もいらっしゃるかなと思います。 

  また、行田市では、施設入所より、今後の先を見ると在宅系サービスを充実させる方針で

計画を立てていますので、なるべく本人が本当に希望する場所はどこなのかというニーズを

把握しながら、より本人が希望する方の多い在宅のサービスを充実させていきたいなと考え

ておりまして、施設サービスなのか、在宅サービスなのというのは、両輪で考えていかなけ

ればいけないと感じているところでございます。 

  改善されているかといえば、実際に待機者は今年度は減少したという認識でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 
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○２番 斉藤委員 課長がいい答弁したんであれですけれども、減ってはきているのかな、内

容は分かりませんけれども、亡くなっちゃった方もいらっしゃる、もう待っていても亡くな

っちゃった方もいらっしゃると思いますし、諦めた方もいらっしゃるのかなというところで、

やっぱり200人弱いるということは、足りてないのかなと含めて、近隣ができているという

のも分かるんですけれども、さっき課長のほうも、その辺も施設サービスなのか、在宅型な

のというのは、両方とも考えていかなくてはいけないという、それが一番根底にあるわけな

んですよ。行田市のほうで在宅型の方針でいくといっても、こちらのほうも一緒に考えてい

ただきたいということで、そういうことをおっしゃっていましたので、それで分かりました。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

  養田委員、お願いします。 

○４番 養田委員 ご説明ありがとうございました。 

  １点だけ質問したいんですけれども、成果報告書の81ページ、地域支援事業なんですけれ

ども、この中でお伺いしたいのが、通所型サービスＡの基準緩和型サービスと通所型サービ

スＣ（短期集中型サービス）の違いというのは何なのか、教えていただきたいんです。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  通所型サービスＡについては、より自立に近い方が通所されることを前提としまして、人

員基準とそれから施設基準、そちらの基準を緩和したサービスであって、サービス内容とし

てはミニレクリエーションですとか、それからちょっとしたリハビリですね、そこら辺を行

っているもので、入浴ですとか食事の提供がないものになります。 

  通所型サービスＣ（短期集中型サービス）というのは、これは専門職が関わって、より自

立に向けて集中的にサービスを提供するタイプの通所型サービスでして、より健康づくりで

すとか、それからリハビリもＰＴも関わっていただいて、より機能回復するようなプログラ

ムを交えて、ある程度期間を決めて専門的に集中したサービスを提供して卒業して自立した

生活に戻っていただく、そのようなサービスとなっております。 

  以上でございます。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 ご説明いただき、ありがとうございます。 

  それで、もう一点なんですけれども、決算見ると、昨年度の決算と比較すると通所型サー

ビスの利用者というのが何か減っているかと思うんですけれども、通所型サービスＡのほう
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なんですけれども、その理由というのを教えていただきたいと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  通所型サービスＡについても、指定事業所方式を取っております。そのうちの１箇所が指

定から外れまして介護予防通所介護相当サービスのほうに切り替えた事業所がありまして、

その影響かと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第７０号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第70号 令和６年度行田市介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定については、こ

れを認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第70号は、これを認定するに決しました。 

  暫時休憩をいたします。 

午前 １１時 ５５分 休憩 

             ────────────────── 

午後  ０時 ５９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第５６号について 

○委員長 次に、議案第56号 令和７年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１

回）についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  初めに、健康課、内田課長、お願いいたします。 
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○健康課長 それでは、議案第56号 令和７年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算

についてご説明申し上げます。 

  議案書の48ページをお願いいたします。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出それぞれ865万1,000円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ78億1,903万7,000円とするものです。 

  まず、歳出について説明申し上げますので、56ページをお願いいたします。 

  １款総務費、２項１目賦課徴収費は、令和８年度から、保険者が被保険者から徴収する保

険税について、子ども・子育て支援納付金に要する費用を含めることになるため、そのシス

テム改修に係る経費について措置するものです。 

  予算内容といたしましては、57ページ、説明欄◎賦課徴収費の12節ＯＡシステム改修委託

料は、子ども・子育て支援制度に向けたシステム改修の経費を措置するものです。 

  次に、歳入について申し上げますので、戻りまして、54ページをお願いいたします。 

  ３款国庫支出金、１項２目国民健康保険事業補助金は、ＯＡシステム改修委託料に係る歳

出計上額の全額を見込むものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○委員長 以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５６号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 本会議でも質疑しましたけれども、何点か追加でお伺いしたいと思います。 

  今後のスケジュールです。令和８年度からということがあったのですけれども、今後、国

保運営協議会にも諮るということで、まず今後の流れについてお伺いしたいのと、この保険

料は目安で言っていただいたのです。これから国保運営協議会でやるということだったので、

多分こども家庭庁が出している目安かと思いますが、国保は世帯ですから、世帯の金額はま

たちょっと変わってくると思うのですけれども、毎月１人当たり250円上がるという目安が

出ていますけれども、ほかの保険とはばらばら、一律ではないと本会議で出ましたのでお伺

いしたいのですけれども、そうすると、国保として、今、県に移管されていますけれども、

県内では統一なのですか。なぜかというと、行田市の運営協議会で決まるという言い方をし

たと思うのですけれども、そうすると意味がなくなってしまう、県と同じになると。その辺
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の保険料についてお伺いしたいと思います。 

○委員長 内田健康課長。 

○健康課長 まず、１点目です。今後のスケジュールですけれども、国・県の政省令が、こど

も家庭庁のスケジュールですと、省令が公布されて、初めて率というのが提示されてくるの

かと。あと県の通知というのを含めまして、遅くても12月ぐらいに出るのかというところで

ございます。それを受けまして、市のほうで年明けに運営協議会になると思います。３月議

会に上程するようなスケジュールなのかというところです。 

  ２点目ですけれども、目安で１人当たり月250円というところで、ばらばらというところ

と、国保としては県内統一になるのかというところですけれども、県から標準保険税率が示

される予定です。その標準保険税率を参考に市の条例で定めていくということになりますの

で、市のそれぞれの考え方というのがばらばらになるのか、あるいは、令和９年度に準統一

を控えておりますので、恐らく、標準保険税率をどの市も使ってくるのではないのかとは思

うのですが、運営協議会で諮って、どの市も３月議会のほうに上程するような形になるのか

というのが今のところのスケジュールです。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 柔軟性があるようで、今の話を聞くと、県から出てくる標準保険税率に基

づいていろいろ基準がありますということで諮ると、運営協議会で決められるのだけれども、

大体それに倣って進んでいくのかというのが見えてきたところです。分かりました。 

  そうすると、全国はばらばらですよね。今は県の話をした、県で令和９年度に統一するの

で今聞いたのですけれども、全国的にも全く一緒ではないということは言えますよね。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 保険者のそれぞれの規模とか、そういったところで納付金が決まってきますので、

一律ではないというところだと思われます。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 今、医療分、後期高齢者支援分、介護保険分というのがありますけれども、

そこにもう一つ追加されて子ども支援納付金というのができるのですか。そうすると、当然

賦課限度額がそれぞれ設定されているから、そこもできるということですか。どのように今

のところの予定では示されているのですか。 
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○委員長 内田課長。 

○健康課長 委員おっしゃるとおり、こども家庭庁の中では、もう法改正をしており、そこの

部分は限度額を設けるとなっております。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 示されてはいない。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 数字は示されていません。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かりました。 

  部長の本会議の答弁で毎年50円ずつ上がっていくようなことを言っていましたけれども、

これはずっと上がっていく予定ですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 こども家庭庁のお話をしてしまって申し訳ないですけれども、こども家庭庁の示

している部分では、子ども・子育て支援制度は、歳出改革、規定の予算の活用を最大限図っ

た上で、令和８年度から令和10年度にかけて段階的に構築するものですというようなところ

であります。こども家庭庁の試算によりますと、令和９年度の１人当たりの平均月額は300

円、令和10年度が400円を見込んでいるというところでございます。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そうしますと、段階的に引き上げていくという中で、令和10年度まではも

う確定してしまった、その先はまだ分からないという認識でいいですか。 

○委員長 内田健康課長。 

○健康課長 こども家庭庁の部分では試算のところに載っていて、確定というところでは、令

和８年度に創設して、令和10年度までに段階的に導入するというようなことになっておりま

す。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑がないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 
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△議案第５６号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第56号 令和７年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１回）は原案の

とおり可決するに賛成の委員は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決するに決しました。 

             ────────────────── 

△議案第５７号について 

○委員長 次に、議案第57号 令和７年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第

１回）についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  初めに、健康課、内田課長。 

○健康課長 それでは、議案第57号 令和７年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計補正予

算について説明申し上げます。 

  議案書の58ページをお願いします。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出それぞれ176万3,000円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,977万7,000円とするものです。 

  まず、歳出について説明申し上げますので、66ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項１目一般管理費は、令和８年度から保険者が被保険者から徴収する保険

料に子ども・子育て支援納付金に要する費用を含めることになったため、そのシステム改修

に係る経費について措置するものです。 

  予算の内容といたしましては、67ページをお願いいたします。 

  説明欄◎一般管理費の12節ＯＡシステム改修委託料は、子ども・子育て支援制度に向けた

システム改修の経費を措置するものです。 

  次に、歳入について申し上げますので、戻りまして、64ページをお願いいたします。 

  ６款国庫支出金、１項１目総務費国庫補助金は、ＯＡシステム改修委託料に係る歳出計上

額の全額を見込むものであります。 

  以上で説明を終わります。 
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○委員長 ありがとうございます。 

  以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第５７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 こちらの後期高齢も、先ほどの国保と全く同じ内容での徴収ということで

すけれども、国保も含めて、後期高齢者も、働いていない方も徴収するということで私は反

対なんですけれども、国保はこれからやっていくところですけれども、こちらは完全に統一

されているということで、国保とは別ですから、同じように今後のスケジュールをお伺いし

たい。 

  それと、部長が本会議で200円と言っていたと思うのですけれども、国保に比べれば安い

ですけれども、この200円というのは、ほかの協会けんぽとかいろいろなところから見ると

どうなのですか。働いていないとか、ワーキングプアの方が入っている国保も含めて、こち

らも高齢者は働いていないですよね。働いている方もいらっしゃるのですけれども、高いと

いうのはどうなのかというところで、どの辺の位置なのかということをお伺いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 後期高齢者の改正スケジュールですけれども、政省令の公布が同じ時期に基づい

て改正していく形になると思いますので、手元に資料がないのですが、元となる政省令は同

じ改正となりますので、恐らく同じ時期、年明けに議会で改正をしていくのだと思われます。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ３月。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 はい、同じです。すみません、失礼しました。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 200円、これはどうなんですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 月当たり平均200円ということで、後期の場合は一人一人に課税になっていくの
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で、１人当たり200円とこども家庭庁では試算しているところです。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 私も、こども家庭庁の、多分課長と同じものを持っているのですけれども、

ホームページで誰でも取れるものですけれども、後期高齢者が200円ということで、取るこ

と自体が大問題だと思っているのです。協会けんぽは働いていますよね。働いている人が

250円で、後期高齢者は200円、国保250円ということで、この徴収の加減も、今の目安でい

けば後期高齢者が一番安いわけですよね。それにしても、あまり変わらないのかと思うので、

どうなのかと。これは県の統一ということで、こちらの権限はないということでよろしいで

すか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 そうですね、広域連合のほうで議会にかけて決まっていくということなので、県

内統一ということで、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第５７号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ人あり〕 

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第57号 令和７年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第１回）は原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決するに決しました。 

             ────────────────── 

△議案第６８号について 

○委員長 次に、議案第68号 令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  健康課、内田課長。 
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○健康課長 議案第68号 令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算につい

て説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書78ページをお願いいたします。 

  まず、保険給付事業についてですが、国民健康保険加入世帯や被保険者数は記載のとおり

で、前年度と比較しまして474世帯、966人の減です。保険給付については記載のとおりで、

合計額は前年度と比較しまして6.0％の減となっております。 

  次の特定健康診査等事業費は、40歳から74歳までの被保険者を対象に特定健康診査及び特

定保健指導を実施したものです。健康診査の受診率は38.7％、前年同月比では0.1ポイント

の増です。 

  次に、人間ドック助成事業は、35歳以上の被保険者を対象に人間ドックの費用の一部を助

成したものです。受検者数は表のとおりで、総受検者数は前年と比較し12人の増となりまし

た。 

  次に、79ページをお願いいたします。 

  まず、医療費適正化促進事業は、増加が見込まれる医療費を抑制するため、ジェネリック

医薬品を希望する旨のシールの配布や、ジェネリック医薬品に切り替えを行った場合に自己

負担額を300円以上削減することができた方に対し、自己負担額の差額を記載した通知を年

４回送付したものです。ジェネリック医薬品の利用率といたしましては、本年３月審査分で

85.7％、前年同月比では2.8ポイントの増となっております。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書について説明申し上げます。 

  まず、歳出から申し上げますので、279ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項１目一般管理費の不用額の主な要因ですが、人件費によるもので、人事

異動に伴う給与等の高低差によるもの及び審査支払い手数料などが当初の見込みより少なか

ったものによるものです。 

  次に、歳出の主なものを申し上げますと、280ページ、備考欄、11節郵便料は、被保険者

証の送付に伴うもの、２行下、審査支払手数料は、埼玉県国保連合会に支払ったものです。 

  次に、12節、２行目、ＯＡシステム保守委託料は、令和６年12月２日以降にマイナンバー

カードと保険証が一体化され、資格確認書等の発行に対応するためシステム改修を行ったも

のです。 

  次に、２項１目賦課徴収費の主なものを申し上げますと、11節郵便料は、納税通知書等の

郵送料で、12節電算委託料は、納税通知書や納付書の作成に係る電算委託料です。 
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  281ページをお願いいたします。 

  ３項１目運営協議会費は、行田市国民健康保険運営協議会を３回開催したことによる委員

報酬です。 

  次に、２款保険給付費は、成果報告書の保険給付事業で説明申し上げたとおりです。 

  285ページをお願いいたします。 

  ３款国民健康保険事業費納付金の内訳は、１項医療給付費分及び２項後期高齢者支援金等

分及び287ページの３項介護納付金分です。 

  次に、１つ飛びまして、５款保健事業費は、成果報告書の特定健康診査等事業費で説明申

し上げたとおりでございます。 

  289ページをお願いいたします。 

  ２項保健事業費の不用額の主な要因は、２目疾病予防費の18節負担金補助及び交付金が当

初の見込みを下回ったことによるものです。 

  290ページの備考欄、18節健康診断助成金は、成果報告書の人間ドック助成事業で説明申

し上げたとおりでございます。 

  その下の生活習慣病重症化予防事業負担金は、埼玉県国保連合会と県内の市町が共同で事

業を実施するためのものでございます。 

  次に、６款国民健康保険基金費は、運用利子の積立てでございます。 

  次に、１つ飛びまして、８款諸支出金、１項１目国保税還付金は、国保税の納付後、所得

税額の変更に伴い国保税を還付したものでございます。 

  291ページをお願いいたします。 

  ２目償還金は、国及び県の交付金の清算に伴う償還金です。 

  歳出については以上となります。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻りまして、273ページをお願いい

たします。 

  まず、１款国民健康保険税ですが、右ページ、収入済額は、前年と比較して3.5％の増で

ございます。 

  274ページの不能欠損の主な要因は、国保税の時効が到来したことによるものや、財政調

査の結果、徴収することが困難と判断し、欠損したことによるものでございます。実際の処

理は、収納課において不能欠損を行っております。収納課に確認したところ、不能欠損が増

えた理由としては、これまでコロナの関係で欠損に消極的だったが、コロナも落ち着いたこ
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とから、財産調査の結果、欠損処理を行っているとのことです。 

  次に、273ページ、一番下、３款国庫支出金の１項１目災害臨時特例補助金は、東日本大

震災被災者分でございます。 

  275ページをお願いいたします。 

  ２目国民健康保険事業補助金は、令和６年12月２日以降、マイナンバーカードと健康保険

証が一体化され、資格確認書等の発行に対応するためのシステム改修に伴うものでございま

す。 

  次に、４款県支出金、１項１目保険給付費等交付金の１節普通交付金は、保険給付に係る

交付金で、次の２節特別交付金は、市町村に対し財政支援として交付される交付金です。 

  次の５款財産収入は、国民健康保険基金の利子収入です。 

  次の６款繰入金は、一般会計からの繰入金で、１節保険基盤安定繰入金は、主に保険税の

軽減措置を補てんするためのもので、前年度と比較し8.5％の増です。 

  備考欄１行目、保険税軽減分は、低所得者の国保税軽減分について、県が４分の３、市が

４分の１を負担するものでございます。その下の保険者支援分は、国保税軽減者数に応じて

一定割合を公費が負担する制度で、国が２分の１、県及び市がそれぞれ４分の１を負担する

ものです。 

  次に、２節未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児の国保税均等割を２分の１軽減する

に当たり、その軽減分について、国が２分の１、県及び市がそれぞれ４分の１を負担するも

のです。 

  ３節職員給与等繰入金は、歳出の総務費相当分の繰入れで、４節出産・育児一時金繰入金

は、歳出の出産・育児一時金に対する地方財政措置分の繰入れ、５節財政安定化支援事業繰

入金は、国の財政支援です。 

  次の６節その他一般会計繰入金は、決算補てん分として、法定外繰入れです。 

  次の７節産前産後保険税繰入金は、令和６年１月に開始された産前産後国保税免除制度に

伴うものです。 

  ７款繰入金は、前年からの繰入金です。 

  277ページをお願いいたします。 

  ８款諸収入、１項１目延滞金は、国保税の延滞金の収入です。 

  １つ飛びまして、３項１目雑入、１節一般被保険者第三者納付金は、交通事故等の第三者

等による損害賠償金が納付されたもの、３節一般被保険者返納金は国民健康保険の資格喪失
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後に保険証を使用して医療機関を受診した場合に対応する医療費返還金となります。 

  以上で、令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算についての説明を終

わります。 

○委員長 ありがとうございました。 

  以上で説明は終わりました。 

             ────────────────── 

△議案第６８号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 成果報告書78ページ、基本的なことを聞きたいのですけれども、国保は傷

病手当はないと思うのですけれども、78ページに傷病手当が１件、３万2,400円ということ

なんですけれども、これはどういうことでしょうか。 

○委員長 内田課長、お願いします。 

○健康課長 傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に伴う療養のため労務に服することが

できなかった部分の給与等の全部または一部の支払いが受けられなかった被用者保険、雇わ

れている方の傷病手当金が令和６年度で１件あって、３万2,400円ということでございます。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 原則論で言えばないのだけれども、１件出ている。課長の説明だと新型コ

ロナ特別な場合だけれども、ないものなんだけれども出るというところで、傷病手当金が出

るという特別な場合はどんなときですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 これは、国からの補助金が出ますので、行田市は脆弱な財政なので、傷病手当を

ほかの理由でというのはないのですが、新型コロナに関しては、５類に落ちてというところ

の部分から、まだ時効を迎えていないものですから、その部分で支払いがあったというとこ

ろでございます。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 国が全額負担で出したという認識でいいのか。 

  傷病手当金はどこの保険もあるので、国保だけがないわけで、その辺の議論というのはな

いのですか。国保運営協議会においても、担当課においても創設したほうがいいと思うので

すけれども、その辺の傷病手当金に関する内部の議論というのはないですか。 
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○委員長 内田課長。 

○健康課長 傷病手当金は、国から10分の10補てんされるということです。 

  傷病手当の必要性というところで、本市は国保財政が厳しい状況が続いていますので、国

や県からの財政支援がない状態で、恒久的な施策として傷病手当を支給することは難しいも

のと考えております。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 一般会計の繰入れをどんどん減らしてきている厳しい状況で値上げをして

いるわけなので、その辺の議論というのは今後必要なのではないかと思いますけれども、そ

れは要望とします。 

  次に、特定健診の事業費ですけれども、これは受診率が0.1上がったという中で、県平均

と同じか低いぐらいだったと考えているのですけれども、令和５年度のときに、７パターン

のその人に合った通知、実は私も持っているのですけれども、よくできていました。その人

の過去の受診率に基づいて、あなたはこうだからもう一度受けませんかということで、それ

ぞれの努力はすごく分かるのですけれども、費用対効果として、やったからすぐ効果が出る

というわけではないでしょうけれども、受診率というのは上げないと、医療費の削減、受診

が遅れたために医療費がかかってしまうということを防ぐために受診率を上げなさいという

ことなので、受診率を上げるような努力を市として何をやっていますか。私はこれをもらい

ましたので分かりましたけれども、ほかにありますか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 受診率は、県よりちょっと下のところです。 

  取組といたしましては、令和７年度からになるのですけれども、受診券を入れて個別に送

付したりして、直接的に個人個人に受診券が届くという、そういった施策で、少しでも上が

っていければと考えております。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 電話勧奨をこれまでやっていたと思うが、どれだけの効果がありましたか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 いろいろな施策をしておりまして、はがきの通知、先ほど委員がおっしゃられた

７パターンの種類とか、いろいろな施策をしているので、電話だけの成果というのは、推し

量ることがなかなか難しいのですが、令和６年度では、電話勧奨を12月にしております。そ
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こから２か月、２月末まで経過を見ますと、その間に受診をされた方が390件ありました。

それも一つの指標というか、成果かとは見ております。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 いろいろな手法でやらなくてはいけないというのは当然なんですけれども、

電話勧奨というのは家の電話にかけているのですよね。どうなんですかね、今、皆さん家の

電話に出られるでしょうか。今は高齢者でも携帯を持っているが、その辺の変化というか、

時代に合わせた電話勧奨は必要だと思うんです。昔は、みんな必ず家の電話で、携帯を持っ

ていない時代もありましたけれども、その時々で効果というのが、今あるということをおっ

しゃっていましたけれども、時代に合わせた受診勧奨という意味で、今、皆さんは家の電話

に出るのかと疑問なのですけれども、どうですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 今年度は、ＳＮＳを活用して、そういったことも予定等はしております。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 電話番号は、どこに記載しているのを使っているのですか。市は電話番号

をどこでつかむのですか。それぞれ担当があって、個人情報的なもので、横のつながりが駄

目な場合が個人情報の関係であるではないですか。国保で電話番号をつかんでいるというこ

とがあるのですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 国保の資格取得をする際に連絡先をいただいておりますので、そちらを活用して

というところです。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 人間ドック受診事業ですけれども、受診件数は出ているのですけれども、

それは何％なんですか。この634人と言われているのは、どのぐらいのパーセントの人がや

っているのか疑問です。 

  それと、これは人間ドック、脳ドック、併診ドックとありますけれども、人間ドックを先

に受けてしまった、または脳ドックを先に受けてしまうと、併診ドックを受けられなかった

と思うのです。その辺の今の現状はどうですか。 

○委員長 内田課長。 
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○健康課長 人間ドックのパーセントは、個人個人で見ておりますので、世帯とつなげるよう

な形ではないというところです。 

  併診ドックの関係は、４万円という形を上限になります。 

○委員長 大崎副参事。 

○健康福祉部副参事 人間ドックを受けた後に脳ドックを受けられるか、脳ドックを受けた後

に人間ドックが受けられるかというご質疑ですが、併診ドック扱いとして、人間ドックを受

けた後に脳ドックを受けていただけます。その場合には、併診ドックの扱いとするために、

人間ドックが先に２万8,000円助成させていだいた場合は、残りの脳ドックは併診ドック扱

いになるので１万2,000円の助成、脳ドックを先に受けていただいた場合は、脳ドックが２

万円の助成になりますので、人間ドックは、その後２万円の助成ということで、合わせまし

て４万円の助成となります。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 しばらく聞いていなかったのですが、以前は駄目だったのです。そこを要

望してきたのですが、いつから変更になったのですか。よかったということでお伺いしたい

のですが、以前は片方を受けてしまうと受けられなかったのです。そこを改善してというこ

とを常々言ってきて、しばらく言わない間に直っていたのですけれども。 

○委員長 大崎副参事。 

○健康福祉部副参事 以前に、委員から、後から受けたものに対して現物給付できないかとい

うご要望をいただいていたのですが、そのご要望をいただいた以降には、市内のものに関し

ては全て現物給付させていただいております。年度については後でお答えします。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 関連なんですけれども、先ほど、課長のほうでいろいろなものを送ってい

るという中で、健康福祉部のほかの課にも聞こうかと思うのですけれども、国保は世帯なの

で、５人家族で３人が国保に入っている世帯もあると思うんです。そういった場合は１つの

世帯で１通送っていますか。というのも、ほかの課だと、例えば、１世帯に同じものを送れ

ばいいのに一人一人に送っている場合があるのです。今は郵送料が高いではないですか。そ

ういった意味合いで聞きたいのですけれども、当然、国保は世帯でやっているわけなので、

世帯で一括で送っているのかと思うのですけれども、近年郵送料の値上げもありますので、
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その辺、コスト削減意識を持たないと、同じところに１人ずつ送るということがないように

してほしいと思うのですけれども、その辺どうですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 削減を考えていまして、名寄せをして１つの世帯をしてやれないかというところ

を業者とも話をしているのですが、名寄せというのがなかなか難しくて、封入できない現状

があるというところです。納期も長くなってしまうので、今、どんな工夫ができるかという

ことで、業者とは一緒にできないかということで話を。来年の１月から準統一が、基幹系シ

ステムが全国統一されるような形の仕様の中で、どうしても分かれてしまうような仕様らし

いので、それを一括して出すことができないかというのを、今まさに調整しているところな

んですが、現状としては、納期が延びてしまうのと名寄せするのに経費がかかってしまうと

いうところです。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かりました。私は国保に１人しか入っていないので分からなかったので

すけれども、システム上、それはやはり無理なのですね。全庁を挙げて、いろいろなところ

で、健康福祉部ももちろんそうですけれども、無駄に個々に送ってくるわけです。今回、

280ページを見ても、郵便料だけで670万円もかかっているわけです。今どんどん値上げして

いますので、システム上難しいということがありましたけれども、ぜひ努力というのも、全

庁にも関わってくることなのですけれども、お願いしたいと思います。 

  次に、274ページ、令和６年度は国保料の繰入れを３段階で減らしていますよね、令和６

年度は１回目ですね。繰入れの状況の５年間の推移と、この１回目の値上げで滞納がどうな

のか、最後にお聞きしたいと思います。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 繰入れの状況と滞納の関係でございます。繰入金が、令和６年度に１回目の税率

改正を行いました。こちらの被保険者数の減少を、５年間の平均を見まして3.5％と見込ん

でいたところ、被用者保険の適用拡大の影響などによりまして、最終的には、想定を超える

5.8％の減となっておりまして、１億円の増収を目指していたのですけれども、結果的に

4,800万円ぐらいの増収というところになっております。それに対して、繰入金を減らして

いくと言っていたのですけれども、令和６年度の繰入金が、法定外ですけれども、約３億

9,700万円、令和５年度が３億2,700万円だったので、繰入額を減らしていこうというところ

だったのですが、逆に増えてしまった形になっております。 
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○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 今の話だと、繰入れは３億2,700万円が３億9,700万円で実質増えた、

4,800万円の増収ということで、値上げは確実にやりましたよね。結局、繰入れは減ってい

ないけれども、値上げはしたという状況ですね。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 いろいろ複合的な要素がありまして、前年度の繰越金が、令和６年度は3,600万

円ほどだったのです。令和５年度が１億3,200万円あったものですから、ここの部分で１億

円ちょっと差が出ているわけなので、繰入金が上がってはいるのですけれども、令和７年度

の収支を見て、繰越額が来年は少し上がってくるのではないかというところです。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 トータルで見て、いろいろなところでというのは分かるのだけれども、結

局、繰入れを減らしたから値上げをするという説明で来ていたわけで、ここを見ると値上げ

ありきと捉えてしまうのです。だって、繰入れは増えているわけでしょう。そうすると、単

純に考えたら、何で値上げするのか、その辺はどうなのかと思うので、担当課も、統一に向

けて減らしなさいと県の意向もあるのですけれども、市として、本市の市民が入っている保

険に対して、払える金額なのかどうか、状況をよく見て、その辺の値上げありき、繰入れを

下げるありきではなくて、内容を見て協議してほしいと思います。要望です。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 収納率の影響なんですけれども、令和５年度が93.25％だったところが、令和６

年度は94.69％なので、値上げに対する収納率の響きというのは、今のところないのかとい

うところです。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑はございませんでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６８号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 
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  次に、採決いたします。 

  議案第68号 令和６年度行田市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認定については、

これを認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第68号は、これを認定するに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

午後  １時 ５３分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ５９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△発言の訂正 

○委員長 この際、執行部から発言の申出がございましたので、これを許します。 

  健康課、内田課長、お願いいたします。 

○健康課長 先ほどの斉藤委員のお話の中で、令和７年度から新たな取組というところで、特

定健診の個別通知をしますと答弁しましたが、正しくは、令和７年度からがん検診の個別通

知をしたと訂正させていただきます。特定健診のほうは前からやっていたので、がん検診に

ついては新たにということです。 

  以上です。 

○委員長 それでは、ただいまのご説明でご了承願います。 

  議事を続行いたします。 

             ────────────────── 

△議案第７１号について 

○委員長 次に、議案第71号 令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 

  健康課、内田課長。 

○健康課長 議案第71号 令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算認定

について説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の85ページをお願いいたします。 

  後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の方を対象としたもので、埼玉県後期高齢者医療広
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域連合が運営主体となります。本市では、各種申請の受付業務と保険料の徴収事務を行って

おります。事業費等内訳については記載のとおりであります。 

  次に、歳入歳出決算事項別明細書について説明申し上げます。 

  まず、歳出から申し上げますので、321ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項１目一般管理費は、322ページ、備考欄のとおり、保険料の納付書送付

に係る郵便料及び納付書作成に係る委託料です。 

  次に、２項１目徴収費、備考欄ＯＡシステム利用料は、基幹系システムの利用料となりま

す。 

  次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の積算に基づき納付したもので、

その内訳は、保険料、事務費及び低所得者の保険料軽減分を公費で負担する保険基盤安定負

担金です。 

  次に、３款諸支出金、１項１目保険料還付金は、死亡や転出等により資格を喪失した際の

保険料の還付金です。 

  以上が歳出となります。 

  続きまして、歳入について申し上げますので、戻りまして、317ページをお願いいたしま

す。 

  １款後期高齢者医療保険料、右ページ、収入済額は、前年度と比較し１億2,041万3,972円、

率にして13.5％の増です。右側、不能欠損は、時効の到来や財産調査の結果、徴収が困難と

判断し欠損したものです。 

  次に、３款繰入金は、一般会計からの繰入金で、前年度と比較して8.6％の増です。この

繰入金の内訳ですが、１項１目事務費繰入金は、本事業の事務に係る経費について繰り入れ

たもの、２目保険基盤安定繰入金は、低所得者の保険料軽減分について、県が４分の３、市

が４分の１の負担割合に応じて一般会計から繰り入れたものです。 

  次に、４款繰入金は、前年度からの繰入金、５款諸収入、１項１目延滞金は保険料の延滞

金、２項１目保険料還付金は保険料の過年度分の還付金、３項１目市預金利息は、歳計現金

に係る預金利子です。 

  以上で、令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算認定について説明

を終わります。 

○委員長 ありがとうございました。 

  以上で説明は終わりました。 



－328－ 

             ────────────────── 

△議案第７１号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 後期高齢者医療事業費ですけれども、課長の言うとおり、県に移管されて

いますから行田市に権限はないということで、受付事務と徴収事務だけだということですけ

れども、取りあえずお聞きしたいのは、318ページ、滞納の推移だけお伺いしたいのです。

滞納者が増えているのか減っているのか、５年間でもいいのですけれども、状況についてお

伺いします。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 過去５年間ということで、令和６年度は、滞納率は29.33％です。令和５年度が

28.16％、令和４年度が29.99％、令和３年度が13.34％、令和２年度が26.76％です。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 例えば、滞納した方への通知とかは全部市でやっているということでいい

ですか。徴収業務を任せられているということで、どのような方法でやっているのでしょう

か。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 滞納の通知、どういった方法でやっているかということですけれども、文書と電

話での催告、納付相談、督促状を出したりというところです。個別の徴収等を、広域連合で

定めている後期高齢者医療保険料収納対策実施方針に基づいて、収納課と連携して行ってい

るところです。健康課といたしましては、滞納者の世帯状況を確認して、７割・５割・２割

の軽減世帯に該当するか、可能性がある場合は、簡易申告書を送付して、軽減の対象となる

世帯であれば、少しでも対象となる分母を下げるという意味で、簡易申告書等を送ったりし

ております。 

  以上です。 

○委員長 ２番 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 今、課長がいいことを言いましたよね。軽減する世帯なのかどうかちゃん

と見てくれる、それが市の姿勢かと思います。文書、電話で払いなさいというではなくて、

納付相談が一番事例だと思うんです。今、課長から聞いて安心しましたけれども、その人が、
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もしかしたら今より安くなるのではないか、そういったところも見ているということで答弁

がありましたので、その辺はよかったと思います。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  ３番 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 322ページ、２款、後期高齢者医療広域連合納付金の不用額についてお尋

ねします。 

  令和５年度、令和４年度ということで不用額を見させていただきますと、例えば、令和５

年度から令和６年度が3,400万円、その前が、令和４年度と令和５年度を比較しますと1,700

万円ということで、毎年不用額が拡大しているように思うのですが、これはどういうふうに

考えたらいいのでしょうか。先ほど、市から離れているということなので、これは全く考え

る余地がないのか、その辺のところを含めてお尋ねしたいと思います。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 納付金の部分ですけれども、これは、構成といたしましては、３点ほどありまし

て、１つ目は保険料、２つ目は事務費、３つ目は保険基盤安定、軽減分の納付金というとこ

ろですけれども、これは、いずれも広域連合のほうで積算したものを計上した結果というよ

うな形になっているのが実情です。 

  以上です。 

○委員長 岩﨑委員、よろしいですか。 

  他に質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ人あり〕 

○委員長 他に質疑はございませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第７１号の討論、採決 

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。 

  次に、採決いたします。 

  議案第71号 令和６年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算については、

これを認定するに賛成の委員は挙手願います。 
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〔賛成者挙手〕 

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第71号は、これを認定するに決しました。 

             ────────────────── 

△散会の宣告 

○委員長 以上をもって本日の議事日程を終了いたしました。 

  明18日は、午前９時半から委員会を開き、引き続き健康福祉部所管の議案について審査を

行いますので、定刻までにご参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

午後  ２時 １２分 散会 

             ────────────────── 

 



 

健 康 福 祉 常 任 委 員 会 

 

９ 月 １ ８ 日 （ 木 曜 日 ） 
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令和７年行田市議会健康福祉常任委員会会議録 

 

○開会年月日  令和７年９月１８日（木曜日） 

○開 催 場 所  第２委員会室 

○付 議 事 件  議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 

○審 査 日 程 【健康福祉部】 

        議案第６７号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について 
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○事務局職員出席者 

  書  記  進 藤 翔 太 
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午前  ９時 ３１分 開議 

△開議の宣告 

○委員長 おはようございます。 

  執行部の皆様におかれましては、日々、市民のため、たゆまぬご努力に対し、この場をお

借りいたしまして心より感謝申し上げます。 

  委員におかれましては、全員協議会に引き続き、当委員会にご参集いただきまして誠にあ

りがとうございます。お疲れさまです。 

  さて、本日は、昨日に引き続き、決算認定の審議となります。皆様のご協力の下、実のあ

る会議にしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまから健康福祉常任委員会を開催させていただきたいと思います。 

  審査につきましては、お配りしております審査日程より行います。 

  昨日に引き続き、健康福祉部所管の議案について審査をいたします。 

  まず、健康福祉部長にご挨拶をお願いいたします。 

  熊谷健康福祉部長、お願いいたします。 

○健康福祉部長 皆様、おはようございます。 

  昨日に続きまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  本日のご審議いただく案件でございますが、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入

歳出決算認定のうち、健康福祉部の所管する部分でございます。 

  内容の説明につきましては、順次、各所属長から行わせていただきます。長時間に及びま

すが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ありがとうございました。 

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。 

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時

はマイクを使用していただくようお願いいたします。 

  なお、説明、質疑及び答弁は簡潔明瞭に行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたしま

す。 

             ────────────────── 

△議案第６７号について 

○委員長 それでは、議事に入ります。 

  では、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第67号 令和６年度行田市一般
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会計歳入歳出決算認定中、健康福祉部所管部分についてを議題とし、執行部から説明を求め

ます。 

  初めに、福祉課、風間課長、お願いいたします。 

○福祉課長 おはようございます。 

  福祉課所管部分につきまして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、主要施策の成果報告書から説明いたします。 

  17ページをお願いいたします。 

  下段の定額減税調整給付金給付事業は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物

価高への支援として、所得税３万円、個人住民税１万円の定額減税が実施されることに伴い、

納税義務者本人及び扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和６年分推定所得

税額、または、令和６年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、上回る額の合算額を基

礎として、１万円単位で切り上げて算定した額を給付したものであります。 

  18ページをお願いいたします。 

  一番上の住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金給付事業は、電気、ガス、食品等の価

格が高騰による負担増を踏まえ、新たに住民税非課税となった843世帯に対し、１世帯当た

り10万円を給付したものです。 

  １つ飛んで、住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金給付事業は、同様に、新

たに住民税均等割のみ課税となった526世帯に対し、１世帯当たり10万円を給付したもので

す。 

  19ページをお願いいたします。 

  中段の住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金給付事業は、住民税非課税世帯に対し、

令和６年12月13日と基準日として、6,683世帯に１世帯当たり３万円を給付したものです。 

  20ページをお願いいたします。 

  自立支援医療費支給事業は、障害の除去、軽減のために必要な手術や治療の医療費の一部

を公費負担し、対象者の経済的負担の軽減を図ったものです。 

  次の障害者生活・就労支援事業は、障害のある方やその家族等を対象に、障がい全般や福

祉サービスの利用または就職及び就労定着のために必要な相談を委託により実施しているも

のです。 

  次の障害児通所給付費給付事業は、児童福祉法に基づく就学前児童を対象とした児童発達

支援や就学中の児童を対象とした放課後等デイサービス等の給付費です。 
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  21ページをお願いいたします。 

  障害者基幹相談支援センター運営事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機

関として、センターを委託により運営し、相談支援機関、高齢部門、こども部門等と連携し、

総合的に支援業務を行い、相談支援体制の充実を図ったものです。 

  次の地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づく各種サービスで、主な事業では、日

常生活用具支給事業は、ストーマ用蓄尿・蓄便袋、特殊ベッドなどを給付したもの、次の移

動支援事業は、外出時の付添いや介助を実施したもの、日中一時支援事業は、常時監護を必

要とする障害者を日中一時的にお預かりして、監護者の休息や就労に役立てたもの、地域活

動支援センター事業は、通所による創作活動や機能訓練などを通じて、在宅障害者の居場所

の確保や能力の維持・向上を図ったものです。 

  22ページをお願いいたします。 

  心身障害者福祉手当支給事業は、重度心身障害者に対し、障害の程度に応じて手当を支給

しているもので、県の単独事業であり、補助基準額は月額5,000円ですが、本市では、身体

障害者１、２級の方と知的障害者○Ａ、Ａの方には上乗せして月額9,000円を支給している

ほか、対象者を拡大して実施したものです。 

  次の障害者自立支援事業は、障害者総合支援法に基づく事業で、主に在宅障害者の訪問介

護や短期入所、また施設に通所や入所して行う生活訓練や作業訓練に伴う自立支援サービス

等給付費や、長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする知的・身体障害者

への介護に関する費用を助成する療養介護医療費、車椅子や義足など補装具費を給付したも

のです。 

  23ページをお願いいたします。 

  特別障害者手当等支給事業は、20歳以上で常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者

と20歳未満で重度の障害のある方及び昭和61年の制度改正以前に一定の要件を満たしていた

方に対し、それぞれ国で定めた金額を支給したものです。 

  次の重度心身障害者医療費助成事業は、重度心身障害者に対し、医療費に係る一部負担金

を助成したもので、本人及びその家庭の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ったものござ

います。 

  少し飛びまして、33ページをお願いいたします。 

  下の欄、被保護者就労支援事業は、就労支援員により、被保護者に対する総合的な就労に

向けた支援を実施したものです。 
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  次のページをお願いいたします。 

  被保護者健康管理支援事業は、レセプトデータを活用し、生活習慣病の発症予防や重症化

予防のほか、医療扶助の適正実施に向けた助言指導を行い、被保護者の健康増進を図ったも

のです。 

  次の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に寄り添いながら自立に向けた支援を実施す

る相談支援事業、生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の中学生と高校生を対象とした学習支

援事業、住宅を失うおそれのある方へ就職活動を要件に家賃相当額を支給する住居確保給付

金の支給を実施しました。 

  相談支援事業と学習支援事業、住居確保給付金支給の受付につきましては、市社会福祉協

議会に委託し、実施しております。 

  次の生活保護事業は、生活保護法に基づく扶助を実施したものでございます。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書を用いて、歳出について説明いたします。 

  125ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費ですが、初めに、右ページ不用額のうち、福祉課所

管では、12節委託料は、給付金支給事務に係る申請支援業務委託によるものです。また、繰

越明許費は、住民税非課税世帯価格高騰対応重点支援給付金給付事業と定額減税調整給付金

給付事業に係るものです。 

  128ページをお願いいたします。 

  備考欄の一番上の◎福祉課関係経費の下から２行目の22節返還金は、令和５年度交付実績

の確定に伴う生活保護費などの国・県負担金の清算に伴う返還金です。 

  次に、備考欄の下から２番目の◎行旅死亡人措置費は、行旅死亡人の墓地管理謝礼などで

す。 

  133ページをお願いいたします。 

  ２目障害者福祉費の右ページ、不用額欄の19節扶助費は、自立支援サービス費等が見込み

を下回ったことによるものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  備考欄上から２つ目の手話通訳者派遣事業委託料は、市社会福祉協議会に委託して事業を

実施したもので、その５つ下のＯＡシステム改修委託料は、障害福祉サービス等報酬改定に

対応する障害福祉システムの改修などによるものです。 

  次に、157ページをお願いいたします。 
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  ３項生活保護費、１目生活保護等総務費の右ページ備考欄の◎生活保護一般管理費は、主

なものでは、次の160ページの一番上、12節の３つ目、ＯＡシステム改修委託料は、生活保

護の制度改正等に伴う改修に係る経費、13節ＯＡシステム利用料は、生活保護システムの利

用料です。 

  次の◎中国残留邦人支援費は、中国残留邦人に対する支援費を生活保護と同様の基準によ

り支出しております。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  45ページをお願いいたします。 

  14款１項２目民生費国庫負担金の１節社会福祉費負担金のうち、備考欄１つ目の障害児通

所給付費負担金と５つ目の障害者自立支援給付費負担金から７つ目の自立支援医療費負担金

までは、各種障害福祉事業に係る国の負担金で、国庫負担の割合は、障害児通所給付費負担

金、障害者自立支援給付費負担金、自立支援医療費負担金が２分の１、特別障害者手当等負

担金は４分の３です。 

  47ページをお願いいたします。 

  ３節生活保護費負担金は、生活保護費、中国残留邦人支援給付費及び生活困窮者支援費に

係るもので、負担割合は４分の３です。 

  次に、２項２目民生費国庫補助金の１節社会福祉費補助金の備考欄の１つ目、地域生活支

援事業補助金の補助割合は２分の１です。 

  49ページをお願いいたします。 

  ３節生活保護費補助金の生活困窮者支援事業費補助金は、生活保護の面接相談員や生活困

窮者の学習支援、医療扶助のレセプト点検業務委託等に用いたものです。 

  51ページをお願いいたします。 

  15款１項１目民生費県負担金、１節社会福祉費負担金の１つ目、障害児通所給付費負担金、

２つ目の障害者自立支援給付費負担金と３つ目、自立支援医療費負担金の県の負担割合は４

分の１です。 

  ３節生活保護費負担金は、居住地のない方に保護を実施する際に、県が４分の１を負担す

るものです。 

  53ページをお願いいたします。 

  ２項２目民生費県補助金、１節社会福祉費負担金の１つ目、地域生活支援事業費補助金か

ら４つ下の重度心身障害者医療費補助金までと、２つ飛んで、難聴児補聴器購入支援事業費
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補助金から２つ下の重度訪問介護等利用促進市町村支援事業費補助金までは、各事業費に対

する県の補助金です。 

  57ページをお願いいたします。 

  ３項委託金、２目民生費委託金の１節社会福祉費委託金の備考欄、療育手帳再交付事務委

託金は、県から交付を受けた事務委託金です。 

  67ページをお願いいたします。 

  20款４項１目13節返還金でございますが、備考欄の２つ目、重度心身障害者医療扶助費返

還金と４つ目、生活保護返還金から６つ目の自立支援給付費返還金までは、各事業に係る返

還金収入でございます。 

  14節精算金でございますが、備考欄の３つ目の相談支援業務委託料精算金と４つ目、学習

支援業務委託料精算金、次のページの４つ目の手話通訳者派遣事業委託料精算金と６つ目の

地域活動支援センター事業委託料精算金は、市社会福祉協議会に委託して実施している各種

事業の令和５年度分の精算金でございます。 

  次に、財産に関する調書について説明申し上げますので、331ページをお願いいたします。 

  ４、基金は、表の上から２列目、（２）の社会福祉事業費基金でございますが、決算年度

中増減高は、運用利子収入を積み立てたものでございます。 

  以上で福祉課所管部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

  では、続きまして、子ども未来課、吉田課長、お願いいたします。 

○子ども未来課長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち、子ども未来課所管部分についてご説

明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書18ページをお願いします。 

  ２段目、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金給付事業（こども加算分）は、令和６

年度に新たに非課税となった世帯への給付に係る加算として、当該世帯において扶養されて

いる18歳以下の児童を対象に１人当たり５万円を支給したものです。 

  19ページをお願いします。 

  １段目、住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金給付事業（こども加算分）は、

令和６年度に新たに均等割のみ課税となった世帯への給付に係る加算として、当該世帯にお

いて扶養されている18歳以下の児童を対象に１人当たり５万円を支給したものです。 
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  １つ飛びまして３段目、住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金給付事業（こども

加算分）は、令和６年度における住民税非課税世帯への給付に係る加算として、当該世帯に

おいて扶養されている18歳以下の児童を対象に１人当たり２万円を支給したものです。 

  27ページをお願いします。 

  １段目、３歳未満児保育料無償化事業は、国に先駆けて、３歳未満児の保育料無償化を実

施したもので、本市独自の取組となっております。 

  次の保育コンシェルジュ事業は、子育て家庭からの保育に関する相談を受け、それぞれの

家庭のニーズに合った保育サービスの情報提供や入所手続の相談を行ったもので、保育コン

シェルジュ１名を配置したものです。 

  次の子ども等多世代の居場所づくり支援事業は、子ども等多世代の居場所づくりを実施す

る団体や個人に対し、運営費用の一部を補助したものです。 

  次のひとり親家庭等児童養育手当支給事業は、本市の単独事業で、父もしくは母または父

母ともにいない小・中学生の保護者で、市民税所得割が非課税の方に対して手当を支給した

ものです。 

  28ページをお願いします。 

  １段目、保育所運営費補助事業は、民間保育所等に対して運営費を補助したものです。 

  次の保育サービス充実促進事業は、保護者の多様なニーズに対応するため、各種事業等を

行う施設に対し補助を行い、また保育士の負担軽減による保育環境改善を図るため、保育人

材確保として、宿舎借り上げ費用の一部や保育補助者雇用費補助を行ったものです。 

  次の病児・病後児保育事業は、病気中、あるいは病気の回復期にある小学校６年生までの

児童であって、就労等により保護者が家庭で保育できない場合に、昼間一時的に病児保育所

で預かる事業を、市内小見にあります医療法人悠希会南川げんきクリニックに委託したもの

です。 

  次のこども計画策定事業は、こども基本法に基づくとともに、国の方針を踏まえて、こど

も施策を一元的に定めたもので、子ども・子育て支援事業計画を包含して、こども計画とし

て策定したものです。 

  29ページをお願いします。 

  １段目、ファミリー・サポート・センター事業は、あらかじめ登録した方が保護者の依頼

に基づく保育や学童保育室への送迎などの子育て支援を行う事業を社会福祉協議会に委託し

たものです。 
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  １つ飛びまして、３段目、子ども医療費支給事業は、18歳に達する日以後の最初の年度末

までの子どもに対し、医療に要した費用を助成したもので、子どもの健康保持と保護者の経

済的負担の軽減を図ったものです。 

  30ページをお願いします。 

  １段目、放課後児童健全育成事業は、公設学童保育室19箇所、民設学童保育室１箇所への

運営委託料などです。 

  次のひとり親家庭等医療支給事業は、ひとり親家庭の父母及びその子どもに対し、医療に

係る一部負担金を助成したもので、ひとり親家庭等の生活を支援し、福祉の増進を図ったも

のです。 

  次の地域子育て支援拠点事業は、子育て中の親子が気軽に集い、交流する場を提供すると

ともに、専門の保育士や子育てアドバイザーなどによる育児情報の提供、育児相談などを受

ける拠点を運営したものです。 

  次のおうち子育て支援事業は、未就園のゼロ歳６カ月から３歳未満の子どもを対象とした

こども誰でも通園制度を、令和８年度の国の本格実施に先駆けて実施したほか、未就園の１

歳及び２歳の子どもの保護者に対し、ヴェールカフェ利用券を配付するなど、在宅で子育て

する家庭の孤立化の防止や育児負担、経済的負担の軽減を図ったものです。 

  31ページをお願いします。 

  幼児教育・保育施設等給付費支給事業は、子ども・子育て支援新制度に基づき、認定こど

も園、幼稚園、保育所、地域型保育事業所等に対して、教育、保育に要する経費を支給した

ものです。 

  32ページをお願いします。 

  児童手当支給事業は、中学校修了前の児童を養育している保護者等に児童手当を支給した

もので、10月からは、児童手当制度改正に伴い、支給対象を高校生年代まで拡充し支給した

ものです。 

  33ページをお願いします。 

  １段目、公立保育園運営事業は、児童の保育を市立保育園において実施し、児童の健全育

成を図るとともに、所要の施設整備を行ったものです。 

  次の児童センター管理運営事業は、子どもたちに健全な遊び場を提供し、健康の増進と豊

かな情操を育むことを目的として児童センターを運営したものです。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書についてご説明申し上げます。 
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  なお、主要施策成果報告書において説明しました事業については省略させていただきます。 

  143ページをお願いします。 

  ３款２項１目児童福祉総務費のうち、右ページの備考欄◎児童福祉一般管理費ですが、主

なものを申し上げますと、12節２行目、ひとり親家庭等生活向上事業委託料は、社会福祉協

議会に委託して実施しましたひとり親家庭等の中学生を対象とした学習支援事業に係る委託

料です。 

  146ページをお願いします。 

  19節２行目、母子家庭高等職業訓練促進給付金は、母子家庭の母親が就職に有利で生活の

安定につながる資格を取得するために養成機関で学んでいる期間中、一定の給付金を支給し

たものです。 

  次の22節返還金は、令和４年度及び令和５年度の国庫負担金等の確定に伴い生じた返還金

です。 

  153ページをお願いします。 

  ２目児童措置費は、主要施策の幼児教育・保育施設等給付費支給事業や児童手当支給事業

などに係る経費です。 

  ３目保育所施設、右ページ備考欄◎施設事務費は、公立の持田、長野及び南河原保育園に

係る管理運営費に伴う事務的経費、156ページをお願いします。◎施設事業費は、公立３保

育園における保育業務を円滑に実施するための経費です。 

  次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして43ページをお願いします。 

  12款分担金及び負担金、１項１目民生費負担金のうち、２節児童福祉費負担金は、利用者

負担額です。 

  13節使用料及び手数料、１項２目民生使用料のうち、２節児童福祉使用料は、利用者負担

額です。 

  47ページをお願いします。 

  14款国庫支出金、１項２目民生費国庫負担金のうち、２節児童福祉費負担金は、各給付な

どに係る国の負担分です。 

  同じページ一番下、２項２目民生費国庫補助金のうち、２節児童福祉費補助金は、それぞ

れの事業に係る国の補助です。 

  50ページをお願いします。 

  備考欄一番上の上から２行目、重層的支援体制整備事業交付金（子ども未来課）は、重層
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的支援体制整備事業に対する交付金で、子ども未来課及びこども家庭センター分となってお

ります。 

  51ページをお願いします。 

  ３項２目民生費委託金のうち、２節児童福祉費委託金は、特別児童扶養手当の事務に係る

委託金です。 

  15款県支出金、１項１目民生費県負担金のうち、２節児童福祉費負担金は、それぞれの給

付に係る県の負担分です。 

  53ページをお願いします。 

  ２項２目民生費県補助金のうち、２節児童福祉費補助金は、それぞれの事業などに係る県

の補助金です。 

  右ページ備考欄一番下、重層的支援体制整備事業交付金（子ども未来課）は、重層的支援

体制整備事業に対する交付金で、子ども未来課及びこども家庭センター分となっております。 

  57ページをお願いします。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入のうち、１節土地建物貸付収入、右ページ下から２

行目、建物貸付収入（子ども未来課）は、きっずプラザあおいにおける自動販売機設置の貸

付料です。 

  59ページをお願いします。 

  17款寄附金、１項２目民生費寄附金のうち、２節児童福祉費寄附金は、栗原宣幸氏から児

童福祉など福祉事業に活用してほしいと寄付頂いた寄附金等です。 

  63ページをお願いします。 

  20款諸収入、４項１目雑入のうち、３節負担金収入、右ページの備考欄上から３行目、保

育所主食費等負担金は、３歳以上の児童の主食費及び副食費並びに保育所職員等の給食に係

る負担金です。 

  65ページをお願いします。 

  ６節施設保護受託収入は、公立保育所３園において市外在住の児童を預かったことによる

ものです。 

  ７節施設貸付収入の右ページ備考欄上から９行目、地域子育て支援センター電気料は、自

動販売機の電気使用量を設置者から受け入れたものです。 

  67ページをお願いします。 

  13節返還金の右ページ備考欄２行目、子ども医療扶助費返還金（滞納繰越分）は、事業に
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係る返還金です。 

  14節精算金の右ページ備考欄２行目、児童センター管理委託料精算金は、次の70ページを

お願いします。１行目、学童保育室運営事業委託料精算金、１つ飛んで、ファミリー・サポ

ート・センター事業委託料精算金、１つ飛んで、ひとり親家庭等生活向上事業委託料精算金

と合わせて、市社会福祉協議会などに委託して実施している各種事業の令和５年度分の精算

金です。 

  15節雑入の右ページ備考欄１行目、太田保育園敷地使用料は、太田保育園に貸し付けてい

る土地の使用料です。 

  21款市債、１項２目民生費のうち、２節児童福祉費は、持田保育園のＬＥＤ化工事設計委

託料に対するものです。 

  次に、財産に関する調書についてご説明申し上げますので、333ページをお願いします。 

  下から３つ目、（16）子ども未来基金の決算年度中増減高の金額は、運用利子を積み立て

たもの、２つ下、（18）栗原宣幸こどもの居場所基金の決算年度中増減高の金額は、寄附金

及び運用利子を積み立てたものです。 

  以上で子ども未来課所管分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 

  では、次に、こども家庭センター、堀口課長、お願いいたします。 

○こども家庭センター課長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  令和６年度歳入歳出決算のうち、こども家庭センターが所管する部分についてご説明申し

上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書からご説明いたします。 

  29ページをお願いいたします。 

  令和６年度全ての妊婦を対象に、妊娠期から子育て期への切れ目のない支援を行う子育て

包括支援センター（母子保健機能）と、生活困窮や虐待などの困難を抱える家庭への相談支

援を行うこども家庭支援総合拠点（家庭児童相談室）を含む児童福祉機能の一体的な運営を

行うために設置しましたこども家庭センターの事業のうち、児童福祉機能として、虐待支援

専門員の社会福祉士、家庭児童相談員が、児童相談や虐待相談支援を行ったものです。 

  37ページをお願いします。 

  こども家庭センター運営事業費母子保健事業につきましては、センターの母子保健機能と

して、赤ちゃんコンシェルジュの助産師が支援を実施したものでございます。 
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  こども家庭センター運営事業は、児童福祉事業と母子保健事業を併せて、重層的支援体制

整備事業となっております。 

  次の妊婦健康診査事業は、妊婦に対する健康診査費用の一部を助成したものです。 

  次の産後ケア事業は、出産後の母子に対する心身のケアや育児のサポートを行う事業で、

令和６年度は、訪問型支援に加えて、デイサービス型、宿泊型を実施したものです。 

  38ページをお願いいたします。 

  不妊検査・不妊治療費助成事業は、不妊検査や不妊治療費用の一部を助成したものです。 

  次の新生児聴覚検査助成事業は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、療育支援に

つなげるため、検査に関わる経済的負担の軽減を図ったものです。 

  次の産婦健康診査助成事業は、産後鬱の早期発見や新生児への虐待を防ぐため、出産後間

もない時期の産婦に対し、産婦健康診査費用の一部を助成したものです。 

  39ページをお願いします。 

  出産子育て応援事業は、妊娠期から出産、子育てまで一貫した伴走型支援と経済的支援を

併せて実施したものでございます。 

  40ページをお願いいたします。 

  下の段、感染症予防事業、子ども分は、子どもを対象に、感染症の予防のために定期予防

接種を実施したものでございます。 

  主要施策の成果報告につきましては以上です。 

  続きまして、令和６年度歳入歳出決算事項別明細書について説明いたします。 

  初めに、歳出についてですが、145ページをお願いいたします。 

  主要施策の成果報告書でご説明した以外の主なものについてご説明いたします。 

  ３款民生費、２項１目右ページ備考欄中段の◎こども家庭センター関係経費につきまして

は、主要施策の概要でご説明した人件費のほか、こども家庭センターの運営に関して必要な

経費等でございます。 

  161ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項１目、右ページ備考欄の２つ目の◎保健衛生一般管理費には、こども家

庭センターの正規職員の人件費が含まれております。 

  163ページをお願いいたします。 

  右ページ備考欄◎保健センター維持管理費は、保健衛生一般管理費から保健センターの施

設維持管理費を切り分け、こども家庭センターが執行したもので、センターの施設の維持管
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理を行うための各種委託料となっております。 

  165ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項２目保健費のうち、不用額の主なものですが、右ページ、12節委託料は

母子保健費における妊娠届出者数の減少による妊婦健康診査等の受診数が見込みを下回った

こと、18節負担金及び交付金は、出産子育て応援事業費において妊娠・出産数が見込みを下

回ったことによるものです。 

  備考欄、19節未熟児養育医療扶助費は、未熟な状態で生まれた児童の入院医療費の補助を

行ったものです。 

  歳出につきましては以上です。 

  続きまして、歳入について主なものをご説明いたします。戻りまして43ページをお願いい

たします。 

  12款分担金及び負担金、１項２目衛生費負担金の１節保健衛生費負担金の１行目、未熟児

養育医療費負担金は、未熟児養育医療に関わる保護者の所得に応じた自己負担金です。 

  47ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金、１項３目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金の１行目、未熟児養

育医療費負担金は国の負担金で、補助率は歳出計上額から自己負担分を除いた額の２分の１

となっております。 

  49ページをお願いいたします。 

  ３目１節保健衛生費補助金の２行目、疾病予防対策事業費等補助金、こども家庭センター

分は、小児の定期予防接種事業に係るマイナンバー情報連携体制整備のためのシステム改修

費用に係る国の補助金です。 

  １つ飛んで、児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金は、保育園、幼稚園への巡回相談

事業、次の母子衛生費補助金は、産婦健康診査助成事業、産後ケア事業等で補助率は２分の

１、その下の出産子育て応援事業補助金は、出産・子育て応援事業に関わる国の補助金で、

補助率は伴走型支援事業の補助率が２分の１、経済的支援の補助率は３分２となっておりま

す。 

  51ページをお願いいたします。 

  下から２行目、15款県支出金、１項２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金の未熟児養

育医療費負担金は県の負担金で、補助率は歳出計上額から自己負担分を除いた４分の１とな

っております。 
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  53ページをお願いいたします。 

  ２項３目衛生費補助金の４つ目、早期不妊検査・不育症検査費助成金補助金は、当該事業

に関わる県の補助金で、補助率はいずれも10分の10です。 

  １つ飛んで、児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金は、保育園、幼稚園への巡回相談

事業に関わる県の補助金で、補助率が４分の１、１つ飛んで、出産・子育て応援事業費補助

金は、出産・子育て応援事業に関わる県からの補助金で、伴走型支援事業の補助率が４分の

１、経済的支援の補助率が６分の１となっております。 

  少し飛んで、65ページをお願いいたします。 

  20款４項１目雑入の７節施設貸付収入のうちの中ほど保健センター電気料は、保健センタ

ーに設置されている自動販売機の電気料相当分でございます。 

  以上でこども家庭センター所管分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、高齢者福祉課、春日課長、お願いいたします。 

○高齢者福祉課長 令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち、高齢者福祉課所管部分について

ご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書の24ページをお願いいたします。 

  老人福祉事業は、高齢者が明るく生きがいのある充実した日常を営めるよう、各種老人福

祉事業を実施したものです。 

  次の老人福祉センター管理運営事業は、高齢者の健康増進やレクリエーション活動の場で

ある老人福祉センター２館の指定管理者として管理運営を行う市社会福祉協議会に対する指

定管理料です。 

  25、26ページをお願いいたします。 

  ２段目、地域包括支援センター運営事業、次ページの地域介護予防活動支援事業、生活支

援体制整備事業は、令和６年度から重層的支援体制整備事業の開始に伴い、介護保険費事業

特別会計で実施していた当該事業を、一般会計に移行し実施したものです。 

  戻りまして、25ページの２段目、地域包括支援センター運営事業（重層的支援体制整備事

業）は、高齢者が可能な限り地域で自立した生活を営めるよう支援するため、市内に５箇所

の地域包括支援センターを設置し、高齢者の総合相談支援体制等の確保を図ったものです。 

  26ページをお願いいたします。 

  地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制整備事業）は、65歳以上の第１号被保険者に
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対し各介護予防事業を実施し、生活機能の維持向上及び健康づくり、生きがいづくりを行っ

たもので、特に年齢や心身の状況によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加

することのできる介護予防の地域展開を目指して、介護予防に資すると判断する住民主体の

通いの場等の活動を支援することを目的としているものです。 

  ２段目、生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）は、生活支援サービスを担う

様々な事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実強化及び高齢者の社会

参加の推進を一体的に図っていくことを目的に、地域の課題や資源を集約し、新たなサービ

スの創出と高齢者の生活支援サービスの提供体制の整備及び構築をしたものです。 

  飛びまして、45ページをお願いいたします。 

  シルバー人材センター運営補助事業は、行田市シルバー人材センターに対し、運営費の補

助を行ったものです。 

  主要施策の成果報告につきましては以上です。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書についてご説明申し上げます。 

  初めに、歳出についてですが、主要施策の成果報告書で説明した以外の主なものについて

ご説明いたします。 

  137ページをお願いいたします。 

  不用額の大きなもの、または主要な事業についてご説明いたします。 

  ３目老人福祉費の７節報償費については、右ページ備考欄２つ目の記念品費及び敬老祝金

が、それぞれ当初見込んでいた贈呈数より少なかったことによるものです。 

  また、12節委託料は、ひとり暮らし高齢者見守り業務委託料及び２つ下の老人措置委託料

において、実際の利用者数及び入所者数が、それぞれ見込んでいた利用者数及び入所者数よ

り少なかったことによるものです。 

  また、19節扶助費は、右ページ備考欄１つ目の紙おむつ給付費において、実際の配付数が

当初見込んでいた数より少なかったことによるものです。 

  次に、139ページ、４目老人福祉センター費は、先ほど成果報告書で説明したとおりです。 

  141ページをお願いいたします。 

  ８目介護保険事業費は、主なものを申し上げますと、右ページ備考欄、12節委託料の全て

及び13節ＯＡシステム借上料、18節通いの場移動支援事業補助金は、昨年まで、介護保険事

業費特別会計で措置して実施していた地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業、

介護予防事業の一つである地域介護予防活動支援事業に係る経費で、令和６年度から重層的
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支援体制整備事業が開始されたため、介護保険事業費特別会計から一般会計に移行して実施

したものです。 

  27節介護保険事業費特別会計への繰出金は、介護保険事業費特別会計における市の負担分

です。 

  飛びまして、177ページをお願いいたします。 

  ５款労働費、１項１目労働諸費のうち、右ページ１つ目の◎シルバー人材センター費は、

先ほど成果報告書で説明したとおりです。 

  続きまして、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして43ページをお願いいたしま

す。 

  12款分担金及び負担金、１項１目民生費負担金のうち、１節社会福祉費負担金の右ページ

備考欄、老人福祉費負担金は、養護老人ホーム措置入所に係る入所者からの負担金です。 

  13款使用料及び手数料のうち、１項２目民生使用料、１節社会福祉使用料は、右ページ備

考欄、老人福祉センター永寿荘及び南河原荘の使用料です。 

  45ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金、１項２目民生費国庫負担金のうち、１節社会福祉費負担金の右ページ備

考欄４つ目の介護保険料低所得者軽減負担金は、低所得者である第１号介護保険料第１、第

２、第３段階の額を軽減したことに対する国の負担金です。 

  47ページをお願いいたします。 

  右ページ備考欄の一番上、重層的体制整備事業交付金は、重層的支援体制整備として実施

した地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業、地域介護予防活動支援事業の対

する国の交付金です。 

  51ページをお願いいたします。 

  15款県支出金、１項１目民生費県負担金のうち、１節社会福祉費負担金の右ページ備考欄

下から２つ目の介護保険料低所得者軽減負担金は、低所得者である介護保険料第１、第２、

第３段階の額を軽減したことに対する県の負担金、次の重層的支援体制整備事業交付金は、

重層的支援体制整備事業として実施した地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事

業、地域介護予防活動支援事業に対する県の交付金です。 

  53ページをお願いいたします。 

  ２項２目民生費県補助金のうち、１節社会福祉費補助金の右ページ備考欄上から５番目、

老人在宅福祉事業費補助金は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動に対する補助金
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です。 

  ５つ下の全国健康福祉祭埼玉大会開催準備事業補助金は、令和８年度に埼玉県を会場に開

催される全国健康福祉祭、愛称ねんりんピックの開催準備に係る県の補助金です。 

  57ページをお願いいたします。 

  16款財産収入、１項１目財産貸付収入のうち、右ページ備考欄下から６つ目、交番等敷地

貸付収入（高齢者福祉課）は、老人福祉センター大堰永寿荘の敷地の一部を須加駐在所に貸

し付けた貸付料です。 

  61ページをお願いいたします。 

  18款繰入金、１項１目介護保険事業費特別会計繰入金の右ページ備考欄、重層的体制整備

事業繰入金は、令和６年度から重層的支援体制整備として一般会計に移行にして実施した地

域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業、地域介護予防活動支援事業の経費に係

る65歳以上の第１号介護保険料の法定割合分及び地域介護予防活動支援事業における40歳か

ら64歳の第２号介護保険料の法定割合分を介護保険事業費特別会計から繰り入れたものです。 

  65ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入、７節施設貸付収入のうち、右ページ備考欄上から10番目、老

人福祉センター永寿荘電気、ガス、水道料は、永寿荘の売店設置者が実際に使用した電気料

などの実額使用料です。 

  69ページをお願いいたします。 

  14節精算金のうち、右ページ備考欄上から２つ目、老人福祉センター指定管理料精算金は、

老人福祉センター２館の指定管理者である市社会福祉協議会の令和５年度分の指定管理料の

精算金です。 

  以上で高齢者福祉課所管の決算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 

  では、次に、地域共生社会推進課、田島課長、お願いいたします。 

○地域共生社会推進課長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、令和６年度一般会計歳入歳出決算のうち、当課所管部分につきまして説明させ

ていただきます。 

  初めに、主要施策の成果報告書から説明申し上げます。 

  16ページをお願いいたします。 

  一番上の民生委員活動支援事業は、民生委員の活動経費を補助したもので、連合会、市内
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５地区の協議会及び各民生委員・児童委員に対し活動費を交付したものです。 

  次の地域共生社会推進事業は、地域住民の複雑化・複合化した課題や制度のはざまにある

課題への対応として、重層的支援体制整備事業に位置づけられた５つの事業に基づき、外部

機関向けのワークショップや庁内関係者会議等を開催し、多機関協働による連携支援の体制

づくりを進めるとともに、必要な支援が行き届いていない方への継続的な支援などを実施し

たものです。 

  17ページをお願いいたします。 

  次の安心生活創造事業は、地域で支え合う仕組みづくりを推進するため、支えあいマップ

の作成によるふれあい見守り活動や市民ボランティアによる有償サービスを提供するいきい

き・元気サポート制度などの事業を実施したものです。 

  25ページをお願いいたします。 

  上段の総合福祉会館「やすらぎの里」運営事業は、市社会福祉協議会の指定管理による運

営で、高齢者及び障害者の機能回復訓練事業、高齢者や障害者の生きがいの醸成を目的とし

た各種教室事業等を実施するとともに、施設においては照明ＬＥＤ化事業のほか、給水加圧

ポンプ交換工事や監視カメラ設備更新工事を実施し、設備の更新等を実施したものです。 

  主要施策は以上です。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書を説明させていただきます。 

  なお、主要施策の成果報告書で説明した事業は省略させていただきます。 

  まず、歳出について説明申し上げますので、128ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費のうち、備考欄の上から３つ目の◎地域共生社会推

進課関係経費の７節委員謝金及び12節地域福祉計画策定委託料は、令和７年度から令和11年

度の５年間を計画期間とした第４期行田市地域福祉推進計画の策定委員会委員謝金及び策定

委託料です。 

  次に、一番下の◎遺家族等慰藉費は、戦没者追悼式及び遺家族への援護などに係る事務で、

７節記念品費からページをめくりまして、130ページの一番上、12節追悼式委託料までは、

行田市戦没者追悼式の開催に伴う出席者への記念品や式典の委託料などです。 

  13節自動車借上料は、埼玉県戦没者追悼式送迎バスなどの借上料、18節行田市遺族会補助

金は、行田市遺族会に対する補助金です。 

  次の◎社会福祉協議会振興費は、市社会福祉協議会に対する運営費補助金です。 

  少し飛びまして、161ページをお願いいたします。 
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  一番上の４項１目災害救助費の右ページ備考欄の◎災害救助費は、住宅火災による被災世

帯３件への見舞金です。なお、こちらの不用額については、行田市災害弔慰金の支給等に関

する条例に基づく災害死亡弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護貸付金の対象者がいなかっ

たことによるものであります。 

  以上が歳出の説明となります。 

  続きまして、歳入について説明いたしますので、戻りまして43ページをお願いいたします。 

  13款使用料及び手数料のうち、１項２目民生使用料の１節社会福祉使用料の備考欄の４つ

目、総合福祉会館使用料は、総合福祉会館の使用料収入です。 

  47ページをお願いいたします。 

  一番下の14款国庫支出金、２項２目民生費国庫補助金の１節社会福祉費補助金の備考欄の

２つ目、重層的支援体制整備事業交付金（地域共生社会推進室）は、地域共生社会の実現に

向けた体制整備に活用可能な国の補助金で、事業費のほか職員の人件費も補助対象となって

おり、補助率は２分の１です。 

  53ページをお願いいたします。 

  ページ上段の15款県支出金、２項２目民生費県補助金の１節社会福祉費補助金の備考欄の

上から６つ目、民生委員活動費補助金は、民生委員・児童委員協議会の運営や活動に対する

補助金、その６つ下の重層的支援体制整備事業交付金（地域共生社会推進室）は、先ほど48

ページでご説明しました国の補助金と同様に、こちらは県の補助金で補助率は４分の１です。 

  53ページに戻りまして、一番下の３目衛生費県補助金の１節保健衛生費補助金の備考欄の

３つ目、献血協力推進費補助金は、献血の推進に係る県からの補助金です。 

  57ページをお願いいたします。 

  ページ中ほどよりやや上の16款財産収入、１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸付収入

の備考欄下から14行目、建物貸付収入（福祉課）は、総合福祉会館の太陽光発電事業への屋

根貸し収入です。 

  63ページをお願いいたします。 

  ページ中ほど、20款諸収入の３項３目災害生活資金貸付金元利収入の収入未済額は、被災

した市民へ貸し付けした貸付金が収入未済となったものです。 

  68ページをお願いいたします。 

  ４項１目雑入の７節施設貸付収入の備考欄一番上から２つ目の総合福祉会館電気料は、総

合福祉会館に設置している自動販売機の電気使用料を設置者から受け入れたものです。 
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  67ページに戻りまして、一番下の14節精算金の備考欄の１つ目、総合福祉会館指定管理料

精算金は、市社会福祉協議会に委託して実施している各種事業の令和５年度分の精算金です。 

  69ページをお願いいたします。 

  ページ下の21款市債、１項２目民生債の１節社会福祉債は、総合福祉会館照明ＬＥＤ化工

事及び総合福祉会館監視カメラ設備更新工事に対するものであります。 

  以上で地域共生社会推進課所管部分の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 ありがとうございます。 

  では、次に、健康課、内田課長、お願いいたします。 

○健康課長 よろしくお願いいたします。 

  私からは、令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について、健康課所管部分につい

てご説明申し上げます。 

  初めに、主要施策の成果報告書26ページをお願いいたします。 

  人間ドック助成事業は、後期高齢者医療保険の被保険者に対し、人間ドック等の費用の一

部を助成し、健康保持増進及び疾病予防に努めたもので、受検者数は前年と比べまして38人

の増加でありました。 

  35ページをお願いいたします。 

  休日急患診療事業は、年末年始を含む日曜、祝日の急患医療体制について、行田市医師会

に委託したものです。 

  次の小児救急医療体制整備支援事業は、本市が属する第二次救急医療圏における休日及び

夜間の小児救急医療体制を整備したものです。 

  次の第二次救急輪番制病院運営事業は、同じく、本市が属する第二次救急医療圏における

輪番制病院に対する補助金で、市内２病院に補助金を交付したものです。 

  36ページをお願いいたします。 

  第三次救急医療運営費補助事業は、深谷赤十字病院に整備した埼玉県北部地域における救

命救急センターの運営経費に対し補助したものです。 

  次の健康づくり推進事業は、市民の健康づくり活動に取り組むきっかけづくりを支援する

とともに、その活動維持、継続により健康寿命の延伸に資することを目的として、各種健康

づくり事業を実施したものでございます。 

  39ページをお願いいたします。 

  がん対策及び検診推進事業は、がんの早期発見、早期治療が行えるよう、集団検診や個別
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検診を実施したものです。また、がん患者に対して、療養生活の質の向上を目的に、ウィッ

グ等のアピアランスケア用品の購入費の助成を実施したものです。 

  40ページをお願いいたします。 

  感染症予防事業は、感染症による死亡率の低下、感染後遺症の予防及び流行抑制を図るた

めに、各種定期予防接種を実施したものです。 

  41ページをお願いいたします。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費分）は、令和５年度までに実施した予

防接種法に基づく特例臨時接種における残務処理に係った経費であります。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書について、主なものを説明いたします。 

  まず、歳出から申し上げますので、139ページの一番下をお願いいたします。 

  ３款民生費、１項６目国民年金事務費は、法定受託事務として行う国民年金の申請等の受

付業務に係る職員人件費等の経費です。 

  141ページをお願いいたします。 

  ７目国民健康保険事業費は、国民健康保険事業費特別会計への繰出金です。 

  次に、９目をお願いいたします。後期高齢者医療事業費の144ページ備考欄上から４行目

の12節健康診査委託料は、後期高齢者の健康診査に係るものです。 

  その２行下、18節後期高齢者医療療養給付費負担金は、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ

の負担金で、療養給付費の12分の１を負担したものです。 

  次に、健康診断助成金は、成果報告書で説明いたしました人間ドック助成事業に係るもの

です。 

  その下、27節は後期高齢者医療事業費特別会計への繰出金です。 

  163ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項２目保健費の164ページ備考欄一番下の◎健康づくり推進費及び168ペー

ジ◎成人保健費、次の３目予防費、備考欄の◎感染症予防費は、成果報告書で説明いたしま

したとおりです。 

  170ページをお願いいたします。 

  170ページ、備考欄一番目の◎狂犬病予防費は狂犬病予防法に基づくものです。２番目の

◎新型コロナウイルスワクチン接種事業費は、成果報告書で説明いたしましたとおりです。 

  歳出については以上となります。 

  続きまして、歳入を申し上げますので、戻りまして45ページをお願いいたします。 
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  13款使用料及び手数料、２項２目衛生手数料の１節保健衛生手数料は、犬の登録及び狂犬

病予防に関するものです。 

  14款国庫支出金、１項２目民生費国庫負担金の１節社会福祉費負担金の46ページ備考欄上

から２行目、国民健康保険税未就学児均等割負担金は、国保税額の算定に当たり、未就学児

に係る均等割を２分の１減額したことに伴い、国がその減額分の２分の１を補てんしたもの

です。 

  その下の国民健康保険産前産後保険税負担金は、令和６年１月に開始した産前産後期間に

相当する保険税の軽減措置に伴い、国がその２分の１を補てんしたものです。 

  次に、その５つ下、国民健康保険基盤安定負担金は、低所得者数に応じ国民健康保険税の

一定割合を国が負担するものです。 

  47ページをお願いします。 

  ３目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金の備考欄２行目、新型コロナウイルスワク

チン接種対策費負担金（繰越明許費分）は、令和５年度で交付決定を受けた負担金の一部を、

令和６年度へ繰り越したものです。 

  その下の予防接種健康被害給付費負担金は、本市の実施する予防接種により疾病等にかか

ったと国が認定した方の医療費等の給付に対する国の負担金で、補助率は10分の10です。 

  49ページをお願いします。 

  ２項３目衛生費国庫補助金は、50ページ備考欄１行目、疾病予防対策事業費等補助金は、

がん検診の受診勧奨と風疹の追加的対策事業に係る事務費に対する補助金で、補助率は２分

の１です。 

  ２つ下の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金繰（越明許費分）は、令

和５年度で交付決定を受けた補助金の一部を令和６年度へ繰り越したものです。 

  51ページをお願いいたします。 

  ３項２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金の52ページ備考欄、基礎年金等事務委託金

は、国民年金の法定受託事務に係る委託金です。 

  次に、51ページに戻りまして、15款県支出金、１項１目民生費県負担金の１節社会福祉費

負担金、52ページ備考欄４行目、国民健康保険基盤安定負担金は、低所得者の保険税軽減分

と低所得者数に応じた一定割合を県が負担するものです。 

  その下、国民健康保険税未就学児均等割負担金は、未就学児の均等割減額分について県が

４分の１を負担したもの、その下の国民健康保険産前産後保険税負担金は、産前産後期間に
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相当する保険税の減額措置に対して県が４分の１を負担したもの、その下の後期高齢者医療

保険基盤安定負担金は、低所得者の保険料軽減分等について県が４分の３を負担したもので

す。 

  53ページをお願いいたします。 

  ２項３目衛生費県補助金の54ページ備考欄１行目、健康増進事業費補助金は、健康づくり

推進費に係る県補助金で、補助率は３分の２です。 

  ５つ下の産科医等手当支給支援事業費補助金は、産科医等の手当支給支援に係る県補助金

で、補助率は３分の１です。 

  59ページをお願いいたします。 

  17款寄附金、１項６目衛生費寄附金は、地域住民の健康増進を目的に明治安田生命保険相

互会社から受け入れた寄附金です。 

  63ページをお願いいたします。 

  20款諸収入、４項１目雑入、３節負担金収入の64ページ備考欄４行目、検診自己負担金は、

がん検診等における受診者の自己負担金です。 

  65ページをお願いします。 

  ４節交付金及び助成金収入の備考欄６行目、後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助

金は、成果報告書で説明いたしました人間ドック助成事業に係るもので、埼玉県後期高齢者

医療広域連合からの補助金です。 

  次に、５節委託金収入の備考欄２行目、後期高齢者健康診査委託金は、後期高齢者健康診

査に係る埼玉県後期高齢者医療広域連合からの委託金です 

  69ページをお願いします。 

  15節雑入、下から４行目、後期高齢者医療療養給付費負担金返還金は、昨年度分の療養費

が確定したことに伴う療養給付費負担金の清算に係る広域連合からの返還金です。 

  歳入については以上となります。 

  続きまして、財産に関する調書について説明申し上げます。 

  332ページをお願いいたします。 

  健康課が所管する財産は、ページ一番下の（10）国民健康保険基金で、決算年度中増減高

の金額は運用利子について積立てを行ったものです。 

  以上で健康課の所管部分の説明を終わります。 

○委員長 ありがとうございました。 



－356－ 

  以上で説明は終わりました。 

  暫時休憩をいたします。 

午前 １０時 ５６分 休憩 

             ────────────────── 

午前 １１時 ０９分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑 

○委員長 次に、質疑を行います。 

  最初に、質疑のある方、挙手を願います。 

  ２番 斉藤委員、お願いします。 

○２番 斉藤委員 成果報告書の16ページの最初からいきます。 

  民生委員活動支援事業、民生委員３年任期かなと思いまして、田島課長のところかな、令

和５年定数が153人で167人必要なんだけれども、14人不足だったよということだったんです

ね。令和６年、これ定数というのは同じなのかな。結局不足数というのがあるのか、解消さ

れたのか、まずお聞きします。 

○委員長 田島課長、お願いします。 

○地域共生社会推進課長 お答え申し上げます。 

  今年度の民生委員の定数は167名で、現在は民生委員152名で、昨年度に比べますと１名減

で、欠員が15名となっております。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 定数って変わるんですか、毎年変わるんですか。その何か基準というのは、

どういう。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 民生委員の定数につきましては、埼玉県の県条例で定数を決めてお

りまして、基本的にはこちらから要望を上げない限りは定数は毎年同じ167人と、定数は同

じになります。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 
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○２番 斉藤委員 そうすると、こちらから要望を上げない限りというのは、ちょっと意味が

分からないですけれども、どういうことですか。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 民生委員の中で、例えば地区で受け持つ人数が多過ぎるといったよ

うな要望の意向調査というのをやっておりまして、そういった中で分割したいというような

要望が出てきた場合には、県にそういった要望をお伝えしまして改正をお願いしておりまし

て、今回12月１日に新たに改選を迎えるんですけれども、そのときは今回プラス３名増員で

要望しております。ですので、12月１日改選以降は、定数170名で民生委員を予定しており

ます。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そうしますと、昨年度よりも不足が増えちゃったような状況で、さらに、

今年度の話になっちゃうけれども、また増やすということですけれども、そうするとかなり

増やす努力をしなくてはならないですけれども、どういったことをやっていくのか、やって

きたのか。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 昨年度は、初めて市のホームページと市報で民生委員が欠員してい

る地区を紹介しまして、こちらでやっていただける方というのを応募した経緯はございます。 

  また、今年度につきましては、民生委員、かなり負担が多いというようなお話を伺ってお

りますので、負担軽減をしていこうという中で、民生委員の集まる場で今やっている民生委

員の取組というものを見える化するような形で全部並び出して、真に民生委員の活動に必要

なものだけを今度やっていきましょうというような形で、負担軽減に取り組んでいきたいと

考えております。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 内容を精査したと、要は負担軽減を図るために今までの内容をやっぱり見

直してきたということをやったということは、それは評価できることかなと思います。ＬＩ

ＮＥもやっていますので、行田市民の方はＬＩＮＥを結構見るので、ＬＩＮＥで周知しても

いいのかなとは思います。分かりました。 

  それで、下の地域共生社会推進事業ですけれども、移動販売事業、ウエルシアとの協働の
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うえたん号のやつだと思うんですね。これですけれども、利用数は増えているのかな。スタ

ートしたのがまだ間もないですけれども、数年で、これ令和６年度は増えてはいるんですけ

れども、利用者含めて、音が小さいという声があるんですよ。来たのかどうなのかよく分か

らないということで、その辺どうなんでしょうかね。あと、滞在時間10分、15分、そんなも

のですけれども、何しろ来たというか、その存在を知らせないと利用者が分からない。同じ

曜日の同じ時間というのはあるんですけれども、その辺そういった声は届いてないですか。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 移動販売事業につきましては、令和５年12月に開始しておりまして、

昨年度一度、８月に販売場所の見直しをかけております。その中で、１日の平均の購入者の

人数というのを出しますと、見直し前が１日当たり43人、令和６年度見直し後が１日当たり

44人ということで、わずかですけれども利用者は増えているような状況でございます。現時

点ですと、累積でいきますと１万8,000人以上に利用をいただいております。 

  移動販売車の音が小さいというようなお声ですけれども、運転手の方からそういった話は

いただいているんですけれども、場所によっては余り大きな音を出せない、住宅街ですと出

さないように気を使っているですとか、そういった形でその場所場所によって音量を変えた

りというのはしておりまして、どうしても音を迷惑だと思われる方もいらっしゃるので、そ

の辺は気を使いながら音は出させていただいているような状況です。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ちょっと増えたというのは、途中からだったので、令和５年度は12月だか

ら少なかっただけで、増えているというよりも同じ、ほとんど変わらないのかな。見直しは

したということですけれども、そんなに変わってはいない中で、気を使いながらというのは

分かるんですけれども、それにしても私も行ってみたんですけれども、余りにも音が小さ過

ぎて、もうちょっと出してもいいかなと、そこにずっといるわけじゃない、10分とかそんな

ものでしょう、いるのも。走ってくるときは流れていっちゃうので、ちょっとこれもったい

ないな、せっかくいいことやっているのにもったいないなと思いますので、その辺、改善の

余地があるかなということです。 

  それと、17ページ、安心生活創造事業にいきたいんですけれども、支え合いマップ更新自

治会数、これが前回令和５年度が49なのでかなり増えたんですね、かなり頑張ったかなと思

うんですけれども、自治会って180ありますので、そうはいってもまだやっていない、つく
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ってないところが多いのかなというんですけれども、これはどのように働きかけていますか。

180全部つくったほうがいいわけですよね、ないよりはね。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 支え合いマップにつきましては、市の社会福祉協議会に業務を委託

しておりまして、社会福祉協議会のほうから各自治会長へ連絡を取らせていただいて、マッ

プの更新作業をやっております。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 その180自治会に到達するためにどういうことを、ただ、自治会長に声か

けてというんじゃなくて、何かサポートというか、なかなか自治会長だけでできる話ではな

いかなというところで、どのようにやっていますかということですよね。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 基本的には年１回の更新をお願いしているところでありますが、自

治会によっては集まれる自治会と集まれない自治会がございまして、声がけはしているんで

すけれども、実際現実としてはこの書かれた実数になっているような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 この支え合いマップというのは、手書きですか、どういったものですか。

自治会と一般市民の力でできるものなのか、サポーターが入らなければできないものなのと

いうところが一番大きいわけですよ。私は何かやっぱり手伝わないとできないのかと思うん

ですけれども、どういったものですかね。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 その地区ごとの大きな地図に民生委員ですとか自治会長とか、そう

いった高齢者、見守りを必要とする世帯を把握している方々が、ここのお宅にはこういう方

がいらっしゃいますというような、そういった情報を持ち寄って地図に落して、共有すると

いうようなものでございます。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 なかなか労力が要るのかなと。ただ、民生委員、ふだん活動されているの

で、そういった情報というのはまとめているのかと思うんですけれども、地図に落としたり
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だとか、いろんな細かい作業が入ってきて、なかなか進まないのかなという状況はあります

ので、社協が自治会長にということなので、その辺、今回は大分増えたので、倍ぐらい一応

増えたので努力しているというのはよく分かりますので、まだまだちょっと先が長いかなと

いうところで、引き続きの努力をお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかにあれば、一旦。 

  ３番 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 同じく安心生活創造事業に関連してですけれども、料金額のところにつき

まして関連でお尋ねしたいと思います。 

  昨年、サポーターの謝礼ですけれども、１時間500円、これが750円または1,000円という

形で改善になっているんですが、このまたはということはどういうことを意味しているのか

なというのを、確認ということで教えていただければと思います。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 いきいき・元気サポート制度のサポーターへの謝礼が、１時間750

円または1,000円というご質問ですけれども、こちらは掃除ですとかごみ出しですとか、あ

と外出の付き添いなどの利用に対しては謝礼金額を少し上げたというような経緯がございま

して、そのサポーターの活動内容で金額を変えさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 理解できました。ありがとうございます。 

○委員長 ほかにございますか。 

  では、岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 それでは、私のほうは、老人福祉事業ということでお尋ねしたいと思いま

す。これは主要施策の成果報告書の24ページでございます。 

  先ほど説明があったんですけれども、この中の紙おむつ事業ということで、こちらのほう

が、昨年が７万854枚、令和６年度が22万4,207枚ということで非常に大きな数字の変化があ

ったわけですけれども、これは非常にいいことかと私は思うんですが、この辺の大きく変わ

った理由というのを知れたらなと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 紙おむつ給付事業につきましては、令和５年度までは一般会計と特別会計

と分けて支給していまして、こちらの成果報告書、老人福祉事業の場合は一般会計の分で令
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和５年度までは載せていたんですが、令和６年度になりまして特別会計のほうから一般会計

に全て移行したので、倍以上の数になっております。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます、課長。 

  そうすると、この25ページも関係してくるんですけれども、昨日もお尋ねしたんですが、

地域包括支援センター運営委託料、これも一般会計のほうに振り替わったという説明いただ

きました。 

  ちょっとこれ教えていただきたいのは、特別会計から一般会計に移ることによって何か変

化というか、何が違いがあるのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。費用負担の

部分とかで何か違うとか、何か振り替わることによって変化があるんであれば、その辺をお

尋ねしたいと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  費用負担については、ほとんど変化はありません。 

  ただ、事業内容として大きな変化がありまして、地域包括支援センターは、基本的には介

護保険法で行われていましたのでおおむね65歳以上の方を対象に支援を行うんですけれども、

一般会計に移行して重層的支援体制整備を行うことによって、65歳以上だけではなく、65歳

の方が属する世帯の中に若い方がいる場合でもそちらの相談にも乗るような、分野を超えて

の相談支援事業に携わるような形を取ることができるようになります。そのような内容的な

変化があります。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 理解できました、ありがとうございます。そういうことがあったんですね。 

○委員長 引き続きまだございますか。 

  岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 24ページの老人福祉事業の決算というんですか、こちらのほうが今回この

数字を見ますと474万3,750円という金額があるわけですが、これにつきまして前年の金額を

見ますと1,100万円近くあったわけで、対前年比で600万円近くの減少と。この辺のところ、

減った理由というんですか、減ることがいいのか悪いのか、その辺のところも含めてお話を
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いただければと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 老人福祉事業につきましては、令和５年度まで敬老会事業補助金として地

区で敬老会を行う場合に市から自治会にその費用を補助していたものがあったんですけれど

も、令和５年度中の打合せ会において、地区で敬老会を実施することが非常に困難となって

きているというお声をいただきまして、敬老会への補助金というのを廃止したところでござ

います。令和５年度をもって廃止したところでございまして、その代替事業を令和６年度は

行いましたけれども、それほど金額がかかってない状況で行ったものでございます。それが

大きな減額の要因となっております。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます。 

  それと、１点、招待状の発送の郵送料についてお尋ねしたいんですが、昨年１世帯にご夫

婦がいて対象だということで、その方々はお二人それぞれに案内状が行っていたということ

がありまして、それについて改善できませんかということでお話をさせてもらったり、また、

一般質問で他の議員の方がその辺のところの改善の申出をしたということを私記憶あるんで

すけれども、今年はどのようになっているのかというのをお尋ねしたいと思います。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  今年度に関しては、昨年度の招待状に替わりまして、敬老お祝品引換事業と高齢者優待制

度という形で事業を行っているところでございますけれども、75歳以上の方に対して行われ

ている事業です。 

  ご指摘の案内状の送付の方法ですけれども、申し訳ございませんけれども、今年度も一人

一人の送付にさせていただきました。改善については、試みてはいたんですけれども、デー

タの作成等が非常に困難でして、発送のほうを優先させていただいて、個人個人への郵送と

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 事情のほう、分かりました。 

  来年度は、どんな方向になりますかね、まだ分かりませんか。 
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○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  来年度に関しては、全くの未定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 できるんであれば経費削減、皆さんがおっしゃっている経費削減というこ

とで善処していただければと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長 では、ほかに。 

  斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 162ページの災害救助費、田島課長のところで引き続き。 

  18万円ということで、火災３件ということでお見舞金ということがありまして、これの対

象者というのは市民全員ということなんでしょうか、まず対象者、内容ですね。 

  あと、幾つかあったんだけれども、ほかのがなかったので、この火災だけでしたというこ

とで18万円ですよということだったんですけれども、これというのは対象者含めて、これど

うやって申請するんですか。本人が自分で申請しなくてはもらえないものなのかな。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 お答えいたします。 

  こちらの火災の見舞金につきましては、市民の方を対象としておりまして、火災があった

場合に市の消防本部から火災の情報をいただいております。それに基づきまして見舞金を給

付しておりますので、申請というものではなくて、こちら側から連絡を取ってお見舞金をお

渡ししております。 

  不用額が多いということでございますけれども、もう一つ、国のほうで災害弔慰金の支給

等に関する法律という制度がございまして、こちらの場合は、例えばですけれども、市内で

５世帯以上が滅失した災害ですとか、県内で災害救助法の適用市町村がある場合とか、そう

いった場合の災害時に死亡の弔慰金というのがお一人当たり500万円ですとか、障害の場合

はお一人250万円ですとか、あとは、住宅が全壊した場合は貸付けで350万円ですとか、そう

いった法律に基づく制度がございまして、こちらについては予算措置はしているんですけれ

ども、そういった対象の世帯がなかったことで不用額ということで計上させていただいてお

ります。 
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  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 はい、分かりました。ちょっと認識がなかったので、これ火災ですか、ほ

かの出てないやつも全部火災ということですかね。私も、消防が把握しているから、もちろ

ん消防から言ってもらわないと、本人は大変な状況で申請するというのはなかなか難しいの

でどうなのかなということをお聞きしたんですが、そのようになっているということで、そ

れはよかったと思うんですけれども。主にこれ火災なんですね、ほかの今出てこない、決算

で出てこない部分に関しても火災全般ということで、全部消防が把握しているということで

いいんですね。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 こちらにつきましては、市内で発生した非常災害に際しということ

で、災害救助法の適用になる程度よりもう少し程度の低い非常災害というんでしょうか、そ

ういった非常災害に対して応急的な救助という形でお見舞金を支給しているものです。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 要は、対象であるのに受けられないということがないように、今の消防が

把握しているよということでそれが賄えるのかなということで、災害救助法よりも軽い非常

災害に当たるかどうかという、自分で申請しなくてはいけないのか、市のほうからそれを把

握して言ってくれるのかどうなのというところの心配なんですね。 

○委員長 田島課長。 

○地域共生社会推進課長 お答えします。 

  市のほうで把握して、申請不要ということで、市で把握した情報に基づきましてプッシュ

型といいますか、こちらからお見舞金を直接届けにいくようなことをやっています。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 引き続き、24ページ、先ほどの老人福祉事業ですけれども、老人敬老事業

ということで、昨年度非常に残念ですけれども、少し不評だったものがありましたね、古代

蓮の入館及びうどん屋さんの割引券100円が３枚ついていた、やはりこれ１万4,115通出して、

入場券が1,318枚使って、買物が7,750円ということで、結局利用している人が少ないという

ことですよね。そういったことで、かなり市のほうにも意見が行っているんじゃないかなと
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いうことで、これは今年改善したんで、これはまた別ですけれども、どのような内部での協

議がありましたか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  去年の事業について、市のほうにも大分お声をいただきました。電話でもいただきました。

来所も、それからお手紙でもいただいたところでございまして、内部のほうで協議しまして、

改善すべき事業だという方針になりまして、今年度事業の内容を変えたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 ちょっと気になったのが、入場券の利用と買物券、これ全然差があるわけ

じゃないですか。普通だったら一緒に両方やるのかなという感覚で思うんですけれども、買

物券のほうの利用が多かったということで、これはどのように分析しますかね。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  古代蓮の入場券のほうには余り関心が持たれなかったという結果ではないかと思われます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 見直したんで、その辺は分かりました。 

  それと、百歳高齢者表彰ということで、30人も行田市内に高齢者いらっしゃって、そのう

ちの表敬訪問３人というんですけれども、これはどんな人を選ぶんですか。選ばれし３名の

理由というか。 

○委員長 春日課長。 

○高齢者福祉課長 お答え申し上げます。 

  100歳の高齢者の方の表敬訪問については、100歳の方の身体状況、家族状況、それらを見

まして、訪問を受け入れていただけるようなご家庭かどうかを、まず市のほうで確認させて

いただきます。確認させていただいた中でご本人の許可を得た方について、表敬訪問させて

いただく形を取っています。 

  また、施設のほうの訪問がありますので、施設のほうは輪番制で回らせていただいており

ます。 

  以上でございます。 
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○２番 斉藤委員 はい、分かりました。 

  以上です。 

○委員長 ほかの委員、質疑ございますか。 

  １番 橋本委員。 

○１番 橋本委員 主要施策の成果報告書の27ページ、３歳未満の保育料無償化事業について

ですが、これは移住定住にも少し目的があるのかと思うんですけれども、この施策によって

移住してきた方とかの情報とかがありましたらお願いしたいんですけれども。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 お答え申し上げます。 

  直接こちらで移住したかどうというのは、こちらのほうには情報として入っておりません

が、実際こちらの事業を開始したことによって、昨年の秋口ぐらいからは保育園の申込みが

低年齢の方が少し増えたというのは、こちらのほうも把握しております。ただ、移住に直接

的な部分というのは、把握してないので、申し訳ございません。 

○委員長 橋本委員。 

○１番 橋本委員 ありがとうございます。 

  ある保育園の園長が、この政策を始めたおかげで何世帯ぐらい引っ越してきているという

ようなこともおっしゃっていましたので、確実にこの事業が多分移住のほうにも影響がいい

方向に出ているのかなと思います。もしよろしければその辺も調べて、今後一層移住とか定

住とかに役立てる事業にいけば、埼玉県でまだ２市目ということの事業で先進事例ですので、

その辺も調べてみると今後の課題も見えてくるのかなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  あともう一つ、よろしいでしょうか。 

  37ページの産後ケア事業ですけれども、産後の母子に対する心身ケアにおいて宿泊型のケ

アについてはあったのかどうか、お尋ねいたします。 

○委員長 堀口課長。 

○こども家庭センター課長 お答え申し上げます。 

  主要施策のほうで実績のほうは書かせていただいているんですが、宿泊型を利用された方

は37件ございました。 

○委員長 橋本委員。 

○１番 橋本委員 ありがとうございます。すみません、大変失礼しました。 
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  その宿泊型については、どのような施設を利用しているか、もし公表できればお願いいた

したいと思います。 

○委員長 堀口課長。 

○こども家庭センター課長 お答え申し上げます。 

  宿泊型の産後ケアサービスを委託させていただいている機関が３機関ございまして、行田

中央病院、さめじまボンディングクリニック、はやしだ産婦人科の３件でございます。 

  以上です。 

○１番 橋本委員 ありがとうございます。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 主要施策成果報告書の中の人間ドック助成事業と、あと39ページのがん対

策の検診推進事業と、この２つについて一緒にお尋ねしたいと思います。 

  まず、１つ目は、実績がここにうたわれているんですけれども、目標の人数というんです

か、イコール予算ということになると思うんですけれども、どのぐらいの目標人数を設定し

て、結果として受検者数が、例えば人間ドックですと299人ということになったわけですが、

目標の数字をどのぐらいに人間ドック、また、がん対策と、この部分についてどういった目

標数値、人数を掲げたのというのを、まず最初に伺わさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 まず、人間ドックのほうの関係です。これ、後期高齢者医療の対象者ということ

になりますので基本的に75歳以上の方が対象となりまして、当初予算では270人を予定して

おりましたが、受検された方は、主要施策のほうにも出ておりますように299人でした。こ

の差額分については、12月補正をさせていただいて増額させていただいております。 

  がん検診の予算のほうについては、肺がん検診が予算で1,250人を予定しておりました。

乳がん検診のほうが、2,035人を予算計上しております。子宮頸がんの検診については1,040

人、大腸がん検診は4,800人で予算計上しております。胃がん検診のほうですけれども、バ

リウムのほうのレントゲンですね、レントゲンの検査のほうが700人予算計上しております。

胃の内視鏡のほうが、670人ほど予定しておりました。 

  以上です。 
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○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます。 

  まず、人間ドックに関しては、目標に対してオーバーしたということでご回答いただきま

して、これは非常にいいことかなと思います。 

  がん対策の関係ですけれども、今伺いますと目標に対して、全体としてですけれども目標

を下回ったかなという印象でございます。こちらについて下回った要因というんですか、そ

れについてはどんなふうに今分析というか考えていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 要因といたしましては、周知不足が要因の一つなのかなというところで、これま

で周知が、保健事業のお知らせという形で自治会を通して世帯配付するほか、市報や市ホー

ムページで周知をしておりましたけれども、それだとちょっとまだ足りないというところで、

令和７年度から対象者が受けられるがん検診の受診券を個別通知し、受診率の向上につなげ

ていきたいというような取組を今実施しております。 

  また、医療機関の閉院や婦人科検診のできる医療機関が現在１箇所のみということである

ことから、市民から医療機関の拡大の要望が寄せられております。このことから、令和７年

度から公共施設５箇所巡回をして、がん検診と併せて国保の特定健診や後期高齢者健診が受

診できる集団健診としての内容の充実を図っているところであります。 

  婦人科検診の医療機関については、市外７医療機関に拡大しているところです。 

  そういった取組をして、がん検診の利用者増加というところに取り組んでいるところでご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長 岩﨑委員。 

○３番 岩﨑委員 ありがとうございます。 

  対策を打っているということでございますので、来年のこの時期、その結果が表れればい

いかなと思います。今お話あったんですけれども、女性の関係のがんの受診率がちょっと低

いのかなと思いますので、この辺のところは引き続き対策をお願いしたいなと思います。 

  以上です。 

○委員長 他に質疑ございますか。 

  斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 27ページですけれども、子ども等多世代の居場所づくり支援事業、これち
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ょっと注目している事業ですけれども、10事業やりましたということで書いてあります。団

体及び個人に対して補助を交付するということで、内容についてどんなことを令和６年度や

ったのかなというのをお伺いしたいと思います。 

○委員長 田中副参事。 

○健康福祉部副参事 子ども等多世代の居場所づくり支援事業につきまして、令和６年度につ

きましては延べ10団体に補助金を交付させていただいておりますけれども、こども食堂の運

営経費、多世代こども食堂の運営経費、多世代交流事業の運営経費として運営をしていただ

いている団体などに補助金を交付している事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 その多世代の交流事業、その中身はどういうことをやったのか。こども食

堂というのは分かるんですけれども、多世代のこども食堂もやっているということで、多世

代の交流事業。多世代ってあれでしたっけ、これは対象が40歳まででしたっけ。私も記憶薄

いんですけれども、対象者って子どもと書いてあるけれども、多世代という文字が加わって

いますけれども、たしか40歳まででしたっけ、30代でしょうか。 

○委員長 副参事。 

○健康福祉部副参事 多世代交流事業ですけれども、多世代というのは年齢制限なく、子ども

から年寄りまで皆さん混じってやる事業でございまして、例えばですけれども、そばづくり

の会とか、何かワークショップとか、そういった事業をやるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 具体的にどんなことをやったのかなというのを知りたい、中身ね、中身に

ついて。ワークショップって、何やったのか把握していますか。 

○委員長 田中副参事。 

○健康福祉部副参事 令和６年度につきましては、多世代交流事業、２つの団体が行っており

ますが、具体的な内容については、資料を持ってきておりませんので、後ほど回答させてい

ただきます。申し訳ございません。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 内容をやっぱり把握しないと、次に生かせない、成果もちょっと求められ

ないというところなので、それは担当課として把握しておいていただきたいなと、後で教え
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ていただきたいと思います。 

  それと、28ページの病児・病後児保育事業ですけれども、これってもうげんきクリニック

１箇所、１箇所中央病院か何か増やそうかなというところで、補正だか当初予算だか１回出

しましたよね。結局駄目になっちゃったんだと思うんですけれども、その辺の変化はないで

すか。１箇所のみですか、働きかけ。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 病児・病後児保育につきまして、まず、南川げんきクリニックのほうでや

っていただいているのが、いろいろな状況の中、今年度いっぱいで手を引きたいとおっしゃ

られています。その中で、現在、中央病院のほうに４月から始めていただくということでお

願いしています。もう一箇所、石井クリニックのほうで令和９年４月から病児・病後児保育

を始めていただくという形で、今話のほうを進めております。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 げんきクリニックは、今年度というと今年度は令和７年の話で、この令和

６年はやっていたということでいいんですよね。令和７年４月からからできませんよという

こと、４月から。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 令和８年３月末でやめさせていただきたいということで申出がありまして、

なので、中央病院は令和８年４月から、南川げんきクリニックがやめたのと入替えで中央病

院のほうは始めていただきまして、その１年後に一応、石井クリニックのほうがもう一箇所

始めていただくという形で今話のほうを進めております。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 聞いてよかったです。何かこんな動きがあるとは思わず。南川先生もご高

齢だったのでどうなっちゃうのかなという心配があったので、１箇所増えてよかったなと思

ったけれども、そこがまた駄目だという話だけれども、今聞いたらやってくれるという話で

すものね。それでもう一箇所増えるということで、新たなちょっと動きがあったのでびっく

りしましたけれども、増えるのかな、ちょっとまだ先ですけれども、何とかつなげてよかっ

たかなと思いました。 

○委員長 斉藤委員、引き続いて、どうぞ。 

○２番 斉藤委員 31ページ、あんまり私これ聞いたことないですけれども、幼児教育・保育

施設等給付費支給事業というんですけれども、これ前回と見比べたときに、よく分からない
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ですけれども、どうやってこの委託費が決まるのかなというところで、何か延べ委託児童数

が少ないのに委託費が多かったりとか、いろいろですよ、その施設によって。延べ人数が増

えて委託費も増えているところもあるし、延べ児童数が減っているのに委託費だけ増えちゃ

ったりとか、どういう基準でこれ出しているんですかね、運営費を。 

  何か若葉保育園が、前回が1,322人、今回1,294人ということで減っているわけですよ。だ

けれども、委託費は前回よりも増えているんですよね。まず、上から見ると。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 細かいちょっと積算は手元にないんですが、実際上がった理由というのは、

まず、令和６年に人事院勧告を踏まえて保育所とか幼稚園あるいは認定こども園などに従事

する保育士とか幼稚園教諭等に係る人件費の増加に伴う公定価格の引上げ分の負担金につい

て追加措置があったので、人数が単純に減っているから増えているというのではなくて、金

額が増えたのは、そういう形で増額になっています。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 はい、分かりました。 

  35ページ、これお聞きしたいんですけれども、健康課。二次救急輪番制病院運営事業、第

三次救急医療、これまず何が違うのかという、二次と三次の違いについてお聞きします。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 二次救急医療体制のほうですが、休日及び夜間において入院治療を必要とする重

症患者に対する医療機関を確保するということを目的で行っていて、実施方法としては、行

田市は熊谷・深谷地区第２医療圏に属しておりまして、圏域の病院群の輪番制病院、熊谷総

合病院と熊谷外科病院、埼玉慈恵病院、関東脳外科病院、行田市中央総合病院、行田市総合

病院、佐々木病院、埼玉よりい病院の９病院。 

○２番 斉藤委員 私の言い方が悪かったんですけれども、重症患者と救急救命センター、ち

ょっとその違いというか、基準というか、どういう違いがあるんですかということを聞きた

いんですね、病気の内容というか。入院を必要とする重症患者、休日夜間が二次救急で、第

三次救急医療体制、こっちに行く患者との違いが分からないですよ、基本的なことで。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 第三次のほうは救命救急のほうで確保するということと、二次のほうが入院治療

を要する重症患者というところの違いです。二次よりも重症の方が三次というところですね。 

○委員長 斉藤委員。 
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○２番 斉藤委員 素人なので、その辺のちょっと違いがよく分からないので、基本的なこと

を聞いたんですけれども。 

  それで、第三次の救急のほうですけれども、実施医療機関に対して補助を支出するという

ことで、特に病院名書いてないですけれども、ほかのところはみんな書いてあるんですけれ

ども、これって深谷赤十字なのかな、救命救急センターということ、深谷赤十字病院でいい

ですか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 委員おっしゃるとおりです。深谷赤十字病院になります。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 はい、分かりました。 

  小児救急医療体制整備支援事業ですけれども、35ページの真ん中の、これが運営負担金が

金額が何か全然違うんですね、令和５年度と。令和５年度が3,340万円で、今回が1,900万円

ということでかなり減っているんですけれども、少なくなった理由は何ですか。負担金、決

算内訳のところに書いてあるんですけれども。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 小児救急医療体制整備支援事業が昨年に比べて減った理由ということですけれど

も、令和４年度と５年度に関係７市町で組織する第二次医療圏の幹事市が行田市であったと

いうところです。各市町村から負担金を徴収し、医療機関へ交付したというところですね。

県に補助金を申請する等、決算額が大きくなった理由となっております。 

  令和６年度は、幹事市が本庄市のほうに移ったというところで、本市は行田市のみの負担

金ということになります。 

○委員長 ここで暫時休憩とさせていただきます。 

午後  ０時 ０２分 休憩 

             ────────────────── 

午後  １時 ０２分 再開 

             ────────────────── 

△議案第６７号の質疑続行 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。まず、午前中に質問ありました子ども等多世代

の居場所づくりの支援事業ですね、斉藤委員から質問ありました。内容ということで、田中

副参事のほう、よろしくお願いいたします。 
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○健康福祉部副参事 引き続きよろしくお願いいたします。 

  午前中に質問いただきました子ども等多世代の居場所づくり支援事業の中の令和６年度多

世代交流事業の内容はということでお伺いしていただいたところにつきましてお答えできて

いなかったものですから、お答えさせていただきます。 

  多世代交流の内容につきましては、主にコンサートや手づくり体験、クリスマス会など季

節のイベントを実施したものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長 はい、ありがとうございます。 

  斉藤委員、よろしいでしょうか。 

  では、引き続きまして質疑を行います。質疑のある方、挙手願います。 

  ４番 養田委員、お願いいたします。 

○４番 養田委員 ご説明ありがとうございました。 

  何点か質疑させていただきます。 

  １点目ですけれども、成果報告書の22ページ、福祉課分だと思うんですけれども、障害者

自立支援事業の中の表の中、決算内訳実績等の中の表の中に、やむを得ない措置、延べ人数

５人とあって、給付金額が245万円ぐらいですけれども、これは一体どういうことなのか、

教えていただきたいです。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 お答えいたします。 

  昨年、身体障害者の方が病気で倒れまして、その場で通常の自立支援給付のような契約に

よる入所ということがかないませんで、介護者もいないことから、５日間措置として入所施

設のほうに、羽生市のはくちょう園ですが入所したという事例がございました。その５日分

の経費でございます。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 ありがとうございました。５日間措置されたということですけれども、そ

の５日後の後というのは、これはどうなったんですか、その後は。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 お答えいたします。 

  その後につきましては、通常の自立支援給付と同様に契約によって入所という形で現在も

入所しております。 
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  以上でございます。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 分かりました。ありがとうございました。 

  次の質疑に移りたいんですけれども、成果報告書の33ページですね。こちらも多分福祉課

分だと思うんですけれども、被保護者就労支援事業の中で、これ新たに会計年度任用職員を

雇って、生活保護のハローワークと協力しながら求職活動のマナーなどの助言等を行って、

被保護者が就労し、自立した生活を行う支援を実施したとあるんですけれども、これを行っ

たことによって実際に就労につながった事例というのは何件ぐらいあったか、実績ベースで

お願いします。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 昨年度、この就労支援を受けて実際就労されて生活保護が廃止になった方、10件

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 ありがとうございます。10件ということだったんですけれども、これとい

うのは実際にどれぐらいの期間というか、１人に対してどれぐらいの期間を通じて就職に至

ったという、何かその期間というのはありますでしょうか。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 これがケースケースによって大分違いまして、何度も相談を重ねて就労したりで

すとか、また、就労してもまた退職してしまって、また面接ということでまた支援が開始さ

れたりという、ケースによって、一概にどのぐらいということは申し上げられなくて、申し

訳ありません。 

  以上でございます。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 ありがとうございます。 

  次の質疑ですけれども、35ページの休日急患診療事業、これは健康課の分だと思うんです

けれども、この中で年末年始の休日急患診療あると思うんですよ。年末年始となると、12月

31日から１月３日の４日間の診療があったと思うんですけれども、私もこれ実はお世話にな

りまして１日だけ、すごく助かったなという部分があったので、これちょっと質疑したいん

ですけれども、これ実際にこの４日間でどれぐらいの方が受診されたというデータってあり



－375－ 

ますか。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 その４日間の人数が今手元にないものですので、後でご回答します。 

○委員長 後からお願いいたします。 

  斉藤委員、お願いします。 

○２番 斉藤委員 36ページ、健康課、下の健康づくり推進事業、実績で４つ書いてあるんで

すけれども、特に糖尿病早期発見事業、参加したのは164人、あと下の禁煙チャレンジ応援

プラン助成金ということで12人ということですけれども、これのやっぱり成果、参加人数は

いいんだけれども、要は禁煙ができたのかどうかと糖尿病を早期発見できたのかという、そ

ういったところの成果を聞きたいかなと思います。 

○委員長 大崎副参事、お願いします。 

○健康福祉部副参事 お答えさせていただきます。 

  禁煙チャレンジ応援プラン助成金に関しましては、登録をした方が令和６年度は13名おり

まして、禁煙達成は10名になります。 

○２番 斉藤委員 10名禁煙したの。到達者数。 

○健康福祉部副参事 はい、禁煙達成です。 

○２番 斉藤委員 そうなんだけれども、参加者数が13名ということ。 

○健康福祉部副参事 登録をされた方が13名で、禁煙達成が10名、達成をしております。 

  続きまして、糖尿病早期発見事業になります。こちらのほうは、薬局で糖尿病かどうとい

うのを検査するものになっております。薬局のほうが12店舗で実施をしております。血糖の

ほうの測定をしておりまして、令和６年度は164名実施をしております。血糖値が高いとい

うことが分かって、そこの薬局のほうで血糖値が高い場合の受診とか生活指導をしていただ

いている状況の検査になります。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 分かりました。参加者数が164名と10名と書いてあったので、その参加者

数の中で検査をして生活指導につないだと、個別なプライバシーもありますので、その辺は

多分把握してないのはそうなのかなということと、10名が禁煙できて、13名が登録した参加

でしょう。だから、これ10名になっているから、ちょっと分からなかったんですけれども、

13名が参加して10名は成果があったということで、よかったなとは思います。 
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  これってあれですか、特定健診を受けた人がこれの対象になるんですかね。どういった方

がこの糖尿病早期発見事業に参加できるのか、禁煙チャレンジ応援プランに参加できるんで

すか。 

○委員長 大崎副参事。 

○健康福祉部副参事 禁煙チャレンジ応援プランのほうは、ご自身で禁煙をなさりたいという

ご希望があって、登録をしていただいて、病院に行っていただく形になります。 

  糖尿病の予防検体測定のほうは、市民の方で希望者が薬局に行っていただいて検査を受け

ていただく形になりますので、特に健診と連動しているという事業ではございません。 

  以上です。 

○２番 斉藤委員 全市民対象ということでね、はい、分かりました。成果はあるということ

で、了解しました。 

  次、37ページですけれども、こども家庭センターに聞きたいんですけれども、まず、ここ

に具体的に載っているわけじゃないですけれども、本市は産婦人科というか、産むほうの産

科がなくなっちゃったんですよね。近隣はとりあえず熊谷市もあるし羽生市もあるしという

ところですけれども、そういったことで、やっぱりちょっと心細いと。市内に今まであった

のになくなっちゃったと、帝王切開の助成金も出していたんだけれども、なかなか難しいの

かなというところで、こども家庭センターとしてそういったところの情報収集だとか、働き

かけてなかなか実現するものではないですけれども、そういったところのやっぱり懸念とい

うか、何かそういう協議はないんでしょうか。 

○委員長 堀口課長。 

○こども家庭センター課長 お答えいたします。 

  こども家庭センターでは、妊娠届を全部受けているわけですけれども、実際市内でお産を

していらっしゃる方は、全体の１割程度の方が市内でお産をされているというような状況に

昨年度はありました。妊婦さんのほうの声から、市内から産婦人科がなくなるよというとこ

ろの危機感というのは、正直言って聞こえてこない部分もあるんですけれども。 

  センターとして、その医療整備に関することの主管はちょっと健康課のほうになるんです

が、再整備というところは、こども家庭センターのほうでは今はやっていないところになり

ます。 

  ただ、埼玉県の産科医会の会議のほうに参加をさせていただいた中では、産科医会の先生

方のお話によりますと、新たな開業よりも廃業を食い止めることのほうが大変なんだという
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ようなお声を聞いていて、例えば妊婦健診の健診の受診費用の支援ですとか、産後健診の費

用の助成ですとか、そういったところで産科医会全体を地方公共団体のほうで応援してほし

いというような要望が上がってきているような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 現在、市内では分娩を取り扱う機関はなくなりましたが、婦人科の診療は行って

いると伺っております。そのため、婦人科における診療、がん検診等は、これまでどおり受

診していただけます。 

  なお、婦人科におけるがん検診につきましては、今年度から市外医療機関でも受診できる

ように医療機関の拡大を図りました。 

  一方、出産を取り扱う医療機関はなくなってしまったため、出産に対しては周辺産科医療

機関に協力連携をしていただけるよう求めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 行田市にもあったんですけれどもなくなっちゃって、なかなかそれを復活

させるというのは担当課だけの努力では難しいのかなというところで、継続できない点だと

か、そういったところの情報収集をやっぱりして、何か市で動けるようなところがあれば、

やはり力になるというか、そういったところの観点でぜひお願いしたいかなと思います。 

  それで、40ページですけれども、予防注射、感染症予防事業ですけれども、一番上の大人

のほうですかね、この上の枠のところが。定期予防接種の延べ人数が、これすごい減ってい

るんですよ、昨年度令和５年、２万7,200人だったところが１万7,818人だから9,382人、こ

れ減っているんですが、これ、まず理由は何かというのをお伺いします。 

○委員長 大崎副参事、お願いします。 

○健康福祉部副参事 高齢者肺炎球菌の対象者が今まで５歳刻みで節目で対象があったんです

が、６年度から65歳の方だけになったので、そこの部分で人数がかなり減少しております。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そうすると、５歳刻みだったんだけれども、今度は65歳と狭めちゃったの

かなと今ちょっと説明聞いて思うんですけれども、その理由は何ででしょうか。 

○委員長 大崎副参事。 
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○健康福祉部副参事 国のほうの経過措置が終了したことに伴いまして、５年度末で終了して

おります。 

  あと、感染症予防ですが、大人の感染症の予防接種と子どもと大人の部分で６年度から分

かれておりますので、それで人数が減っております。 

  以上です。 

○２番 斉藤委員 じゃ、２つの理由ということで、はい、分かりました。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 子ども分のほうでちょっと下のほうで聞きたいんですけれども、私も何だ

か忘れちゃったんですけれども、４種混合と５種混合ってあるじゃないですか。たしか、こ

れ私の記憶だと製造元の販売によって移行するというような話だった気もするんですけれど

も、この４種混合と５種混合の違いについて、お伺いします。 

○委員長 堀口課長。 

○こども家庭センター課長 単純に４種と５種の違いは、４種は４つの疾患に対して、５種は

それにもう一つの疾患を加えてというふうな形で予防接種が進められているところですけれ

ども、４種混合については製造販売が中止になりまして、今後は５種に移行していくような

流れに今なっております。４種混合に加えられたのが、ヒブの肺炎球菌、小児肺炎球菌とい

う、ああ、ごめんなさい、小児肺炎球菌の下にありますＨＩＶと書いてあるヒブを加えて５

種混合に替わっていくような形になっています。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 そうしますと、４種502人というのはヒブが入ってなくて、930何人はヒブ

が入っている、これ変わり目だからしようがないのかもしれないですけれども、これってし

ようがないですよね、だから。あったほうがいいわけでしょう、ヒブワクチンが。これ何か

併用しているからどうなのかなということですよ、結局。ちょっと意味合いが分からない。 

○委員長 堀口課長。 

○こども家庭センター課長 基本的には、４種混合で１回目を打った方は最後まで４種混合を

打って、ヒブはヒブで別に打つという打ち方で、結果的には５種類打っているというような

形になります。 

○２番 斉藤委員 はい、了解しました、理解できました。 

  それじゃ、あと２個ぐらいあるんですが、続けていいですか。 

○委員長 いいですよ、斉藤委員。 
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○２番 斉藤委員 20ページの障害者生活就労支援事業で、これ前回聞いたら障害のある方が

就労に結びついたのかということで成果を聞いたら、ベルクだとか薬局だとか倉庫管理だと

かと結構就労に結びついていたんですけれども、令和６年はどうでしたか。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 お答えいたします。 

  令和６年度中に就職した方は12名いらっしゃいます。サービス業が多いということを伺っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 サービス業というと、例えばスーパーだとか、どういったところですか。 

○委員長 風間課長。 

○福祉課長 スーパー、ドラッグストア、病院、また倉庫の管理業務と伺っております。 

  以上でございます。 

○２番 斉藤委員 成果は出ているということですね、はい、分かりました。 

○委員長 引き続きどうぞ。 

○２番 斉藤委員 最後に内田課長に人間ドックのいいですか、聞いても。 

  26ページですけれども、これ後期高齢者医療事業費ですよ。昨日やったばかりですけれど

も、ここから出ているのは一般会計ですね。国保の人間ドックは国保の特会から出ているん

ですけれども、この後期高齢者、もう終わっちゃっているんですね、昨日ね、これは一般会

計から出ているんですけれども、何でかなというのでお伺いしたいと思います。 

○委員長 内田課長。 

○健康課長 国保のほうは国保特会で、後期のほうは一般会計でなぜされているのかというと

ころですけれども、人間ドックのほうは法的な根拠が、健診と見ましても法的な根拠がちょ

っとないという部分と、行田市の場合ですと、任意で行田市は人間ドックを行っていくとい

うところの部分で、一般会計のほうで組んでいるというところであります。健診のほうは、

高齢者の医療の確保に関する法律で根拠規定がありますので、特会の中で行っているという

ようなところでございます。 

  以上です。 

○委員長 斉藤委員。 

○２番 斉藤委員 後期高齢者医療制度がもう県に移管されていて、法的にいろいろと決まっ
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ているけれども法的根拠がないというのは、この人間ドックを行田市として独自でやってい

きたいということで一般会計で出しているということでいいですか。 

○健康課長 委員おっしゃるとおりです。 

○委員長 大丈夫ですか。 

○２番 斉藤委員 それはすごくいいことだと思いますよ。もう県に移管されちゃって、もう

やれないかなというところじゃなくて、一般会計からきちっと市の独自の事業として出すと

いうのは、大変これほめられたことだと思いますので、ぜひ続けていただきたいなと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長 ありがとうございます。 

  ほかに質疑ございますか。 

  内田課長。 

○健康課長 先ほどの養田委員さんの休日急患の診療事業ですね、35ページになります。休日

急患診療事業のこの年末年始の12月31日から１月３日の４日間の人数というところで、この

４日間の人数で申しますと959人です。日にち別でお話ししますと、12月31日が267人、１月

１日が164人、１月２日が227人、１月３日が301人、合計いたしまして959人になります。 

  以上です。 

○委員長 はい、ありがとうございます。 

  副委員長、お願いいたします。 

○副委員長 ２つだけ、すみません。 

  主要施策の20ページの下段の障害児通所給付費給付事業の中の放課後デイサービスの事業

に関して質疑したいんですけれども、延べ人数が書いてあるんですけれども、これもし実際

の使った実人数というんですか、延べじゃない人数がもし分かれば教えていただきたいのが

１点です。 

  それから、障害のある児童の学童のようなものなので、学童については今行田市は待機児

童ありませんけれども、かつて待機児童というものが言われていたわけですが、この放課後

デイサービスに関してはその待機児童、もちろんこれは市が受け付けているものじゃないと

思うので言い方がちょっとよく分からないけれども、入りたいけど入れないみたいなものが

あるのかどうかというところを１つ聞きたいと思います。 

  それと、あともう一点が、主要施策の29ページですかね。こども家庭センターの児童福祉
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事業のほうです。 

  実績の中の一番下の部分が相談件数で324件、うち虐待の件数が200件ということで、その

虐待に関して質疑したいんですけれども、この200件の虐待に対する相談は、１つは、内容

はどんな内容なのというのが１つです。それから、それぞれどういった対応をされたのとい

う２つですね。 

  それから、もう一つが、要保護児童対策地域協議会のリストがあると思うんですけれども、

このリストに掲載している人数というか件数というか、その部分が何件ぐらいあるのか、そ

れを質疑したいと思います。お願いします。 

○委員長 風間課長、お願いいたします。 

○福祉課長 お答えいたします。 

  実人数については、今資料を持ち合わせてございません。月当たり約238人の延べ利用は

ございます。事業所数も現在13箇所ございますので、私たちのほうに、通所ができないです

とか、そういう待ちの状況にあるという声は届いておりませんので、皆さん希望するところ

に通所できているものと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長 続きまして、こども家庭センター、堀口課長。 

○こども家庭センター課長 虐待の相談の内訳ですけれども、虐待の相談の内訳が福祉行政報

告例というところで４種類に分かれておりまして、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネ

グレクトという４種類になるのですが、昨年度の200件の内訳は、身体が41件、性的虐待が

３件、心理虐待が127件、ネグレクトが29件、合計200件ということで、心理的な虐待が

63.5％を占めるというような状況になっております。この心理的虐待が63.5％という多い人

数になっているのは、面前の夫婦げんかが虐待に当たるということになりまして、子どもの

前で夫婦げんかをされた場合を心理的虐待と捉えているので63.5％という数になってきてお

ります。これは、全国的にも心理的虐待が非常に多い現状になっております。 

  あと、もう一点、要体協の人数ですけれども、昨年の実務者会議の結果、実務者会議は年

４回開いているのですが、昨年度末３月18日に開いた要体協のケースに登録している家庭数

が24件、うち対象児童41人ということで協議のほうを進めさせていただいております。 

  すみません、もう一つお答え申し損ねました。 

  児童虐待の相談があった後の流れですけれども、一応こちらのほうで虐待の相談がありま

したということで児童相談所のほうに相談をすることもありますし、直接市町村のほうから、
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こういう相談が入っていますということで指導に当たっていくこともあります。ケース・バ

イ・ケースで対応させていただいているところです。この中で必要な場合には、要体協のほ

うにケースのほうを上げさせていただきまして、全体で協議を進めていくというような流れ

を取っております。 

  以上でございます。 

○副委員長 はい、分かりました。ありがとうございます。 

○委員長 他に質疑はございますか。 

  養田委員。 

○４番 養田委員 子育てで何点か質疑したいんですけれども、主要施策の報告書の中の27ペ

ージ、先ほど橋本委員も触れたと思うんですけれども、３歳未満児保育料無償化事業で具体

的に３歳未満の方が多分無償化になったと思うんですけれども、その中でゼロ歳児、１歳児、

２歳児で何名ずつが無償化になったというのを、データでありましたら教えていただけます

か。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 年齢ごとはちょっと分からないですが、大体月平均で約430人、年間で

5,000人が延べ人数として利用されているというのは確認しております。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 約5,000人ぐらいの方が無償化になったということでよろいしいんでしょ

うか、5,000人ぐらい。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 あくまで延べですので。 

○委員長 養田委員。 

○４番 養田委員 分かりました。ありがとうございます。 

  あともう一点ですけれども、その下にある保育コンシェルジュ事業というのがあると思う

んですけれども、これというのは多分令和６年度から始まった事業だと思うんですけれども、

この事業によって具体的にどのような相談があったり、あと実績ベースで何件ぐらい相談が

あったかという、詳細な何か情報がありましたらお願いします。 

○委員長 吉田課長。 

○子ども未来課長 お答えします。 

  こちらの事業は、実際は令和元年からやっている事業でして、今回載せさせていただきま
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したのが、行田市は子育てを中心に事業を進めていますので、子どもに関する事業は一応で

きる限り載せるということで今回載せさせていただいています。 

  その中で今質問のありました相談ですが、主な相談内容としますと昨年度は、保育園の入

園の申請の流れについてですとか、あとは妊娠中の場合は上の子が保育園に入園できるかと

かと入園に関する相談、あとは転園する場合の相談ですとか、あと兄弟で申請したいけれど

も同じところに入園できるかとか、そういうのが主なものになっておりまして、年間の昨年

度の相談件数ですと、件数として712件となっております。 

  以上です。 

○４番 養田委員 ありがとうございます。 

○委員長 他に質疑ございますか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 他に質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  以上をもって、議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定中、当委員会所

管部分について全ての部署の質疑を終了いたしました。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の討論 

○委員長 続いて、議案第67号についての討論及び採決を行います。 

  討論のある方は挙手を願います。 

  斉藤委員。 

  ほかにはございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長 賛成、反対どちらでしょうか。表明して。 

○２番 斉藤委員 反対ですけれども、ちょっと理由を述べないと多分分からないので、ごめ

んなさいね、ちょっといいですか。 

○委員長 ２番 斉藤委員、お願いいたします。 

○２番 斉藤委員 議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について、当委

員会部分について反対の討論をいたします。 

  理由を述べないと多分分からないかなということで、私、今回結構ほめたんですよ。健康

福祉部、結構頑張ってやっていました。ほめる部分たくさんありました。病児・病後児保育

の継続の部分だとか、あとは独自事業ですよね、後期高齢者とか介護保険、一般会計から人
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間ドックだとかおむつの助成金を出していたりだとか、あとは障害者福祉手当、月5,000円

のところを9,000円に上乗せして独自に助成していたとか、あと、保健センターも市民の個

別の相談によく乗っていました、私それよく見ていました。 

  なので、なぜ反対なのという、これちゃんと言わないと、私すごくほめていたつもりなの

で、あれ、斉藤委員、何で反対なのと思っているかと思うので、ちょっと討論で理由を述べ

たいと思います。 

  それは１点、やはり特別会計の繰出金額ですね。国保だとか介護保険、被保険者の負担軽

減のために、一般会計から繰出しを増やして保険料を抑えろと、これを私はずっと言ってき

ましたので、そこのところでやっぱりこの一点においてどうしても賛成ができないというと

ころで、ただ全体としては頑張っていたかなと思います。 

  以上です。 

○委員長 これをもって討論を終結いたします。 

             ────────────────── 

△議案第６７号の採決 

○委員長 次に、採決いたします。 

  議案第67号 令和６年度行田市一般会計歳入歳出決算認定中、当委員会所管部分について

は、これを認定するに賛成の委員は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長 賛成多数と認めます。よって、議案第67号は、これを認定するに決しました。 

  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。 

  なお、お諮りいたします。委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましては、ご

一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

             ────────────────── 

△閉会の宣告 

○委員長 以上をもって健康福祉常任委員会を閉会いたします。 

  皆さん、お疲れさまでした。 

午後  １時 ４２分 閉会 

             ────────────────── 
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